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予習・復習について
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科目ナンバー

　財務会計１・吉永裕登 　前期　水曜 3限

・理解度確認セッション 1
（50%），理解度確認セッ
ション 2（50%）で評価する．
・ AA(90点以上 )，
   A(80点以上 90点未満 )
  B(70 点以上 80 点未満 )，

C(60 点以上 70 点未満 )，
D(60点未満：不合格 )

・第 1回講義でお知らせしま
す．
・メールでアポイントをとる
と確実です．

　022-217-6284
　y.yoshinaga@tohoku.ac.jp

　配布する講義資料（パワーポイントなど）を用いて進めます．

・授業は配布する講義資料は，財務会計１～ 3における共通テキストであるスタンダードテキ
ストと，下の参考文献や各会計基準などを用いて作成しています．
・注：毎年，スタンダードテキスト財務会計論は 4月下旬頃に改訂されています．そこで，最
初の方は特に，テキストがなくとも大丈夫なように講義を行います．テキストは，必要に応
じて購入してください．
・ テキスト： 佐藤信彦ほか『スタンダードテキスト財務会計論　Ⅰ基本論点編［第 10版］』　
　　　　　   中央経済社，2017年 .

・参考文献：  佐藤信彦ほか『スタンダードテキスト財務会計論　Ⅱ応用論点編（第 10版）』
　　　　　   中央経済社，2017年 .

　　　　　　桜井久勝『財務会計講義［第 18版］』中央経済社，2017年 .

中央経済社編『会計法規集［第 9版］』中央経済社，2017年．

　本講義の目的は，財務諸表作成の根底にある会計の基礎概念を理解することです．

・ 予習復習の程度は受講生に任せますが，単位が欲しい方は最低限，理解度確認セッショ
ンの前には復習した方が良いと思います．
・ 授業で使用した会計基準や概念フレームワークなどは確認しておいてください．

　基本的な部分から行う予定ですが，簿記検定や公認会計士試験の財務会計論の知識を
持っておくと理解が深まると思います．

　EAC-ACC501
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講義の内容
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1. 講義の概要や対象範囲，進め方，成績評価などについて説明します．
2. 財務会計の基礎概念（1）について学びます（テキスト第 1章）．
　・財務会計の目的と機能
　・会計公準と会計主体
　・利益の役割と損益計算
　・利益観
　
　本講義の講義計画は以下のとおりである．
　　第 1回：ガイダンス，財務会計の基礎概念（1）
　　第 2回：財務会計の基礎概念（2）
　　第 3回：企業会計制度と会計基準
　　第 4回：資産会計総論
　　第 5回：流動資産
　　第 6回：棚卸資産
　　第 7回：固定資産（1）
　　第 8回：固定資産（2）・繰延資産
　　第 9回：理解度確認セッション 1

　　第 10回：理解度確認セッション 1のフィートバック・負債（1）
　　第 11回：負債（2）
　　第 12回：純資産
　　第 13回：収益と費用
　　第 14回：財務諸表
　　第 15回：理解度確認セッション 2

第 1 回：オリエンテーション



財務会計１

講義の内容
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財務会計の基礎概念（2） 概念フレームワークについて学びます（テキスト第 2章）．
　・概念フレームワークの意義
　・日本版概念フレームワークの公表
　・財務報告の目的
　・会計情報の質的特性
　・財務諸表の構成要素
　・財務諸表における認識と測定

第 2 回：財務会計の基礎概念（2）
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講義の内容
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企業会計制度と会計基準について学びます（テキスト第 4章）．
　・わが国における企業会計制度
　・企業会計原則とその一般原則
　・わが国における会計基準の整備状況
　・会計基準の国際化

第 3 回：財務会計の基礎概念（2）



財務会計１

講義の内容
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第 4 回：資産会計総論

資産会計総論について学びます（テキスト第 5章）．
・資産の認識と分類
・資産の評価
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講義の内容
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第 5 回：流動資産

流動資産について学びます（テキスト第 6章）．
　・現金預金
　・金銭債権
　・有価証券



財務会計１

講義の内容
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棚卸資産について学びます（テキスト第 7章）．
　・棚卸資産

第 6 回：棚卸資産
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講義の内容
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固定資産（1）について学びます（テキスト第 8章）．
　・固定資産総論
　・有形固定資産

第 7 回：固定資産（1）



財務会計１

講義の内容
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固定資産（2）と繰延資産について学びます（テキスト第 9章，第 10章）．
　・無形資産
　・投資その他の資産
　・繰延資産会計総論
　・繰延資産会計各論

第 8 回：固定資産（2）・繰延資産
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講義の内容
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・理解度確認セッション 1を実施します．
・第 6回（棚卸資産）までの授業範囲をテストの範囲とします．
・ 電卓のみ持ち込み可とします．

第 9 回：理解度確認セッション 1



財務会計１

講義の内容
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1. 理解度確認セッション 1のフィードバックを行います．
2. 負債（1）について学びます（テキスト第 11章）．
　・負債の意義
　・負債の評価と分類

第 10 回：理解度確認セッション 1 のフィードバック・負債（1）
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講義の内容
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負債（2）について学びます（テキスト第 11章）．
　・引当金の意義
　・引当金各論

第 11 回：負債（2）



財務会計１

講義の内容

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS 17

純資産について学びます（テキスト第 12章）．
　・資本と純資産の意義
　・資本の分類
　・払込資本（拠出資本）
　・留保利益（稼得資本）
　・自己株式
　・純資産項目の表示

第 12 回：純資産
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講義の内容
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収益と費用について学びます（テキスト第 13章）．
　・収益と費用の意義
　・収益と費用の分類
　・収益と費用の認識と測定
　・各種販売形態による売上収益
　・収益・費用・資産・負債・純資産の区別

第 13 回：収益と費用



財務会計１

講義の内容
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財務諸表について学びます（テキスト第 14章）．
　・財務諸表の体系
　・貸借対照表
　・損益計算書
　・株主資本等変動計算書
　・財務諸表の過年度修正

第 14 回：財務諸表



20

講義の内容
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・理解度確認セッション 2を実施します．
・第 14回までの授業範囲をテストの範囲とします．
・電卓のみ持込可とします．

第 15 回：理解度確認セッション 2



基礎

成績評価法

オフィスアワー

連絡先

時間割

その他（連絡事項）

講義名・担当教員

講義の目的

講義の進め方

この講義を受講するために必要とする知識

テキスト・参考文献

2

予習・復習について
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科目ナンバー

　財務会計２・吉永裕登 　後期　水曜 3限

・理解度確認セッション 1
（50%），理解度確認セッ
ション 2（50%）で評価す
る．これらに加えて，加点
要素をつける可能性があり
ます．
・  AA(90点以上 )，
    A(80点以上 90点未満 )，
    B(70点以上 80点未満 )，
    C(60点以上 70点未満 )，
    D(60点未満：不合格 ).

　水曜日
　14:40-16:10

　022-217-6284
　y.yoshinaga@tohoku.ac.jp

　配布する講義資料（パワーポイントなど）を用いて進めます．

　基本的な部分から行う予定ですが，簿記検定や公認会計士試験の財務会計論の知識を
持っておくと理解が深まると思います．

・授業で配布する講義資料は，財務会計 1～ 3における共通テキストであるスタンダードテキ
ストと，下の参考文献や各会計基準などを用いて作成しています．基本的にWeb上で公表さ
れている会計基準や適用指針，実務上の取扱いを基に講義資料を作成していますので，テキ
ストの購入は不要かと思いますが，必要に応じて，購入してください． 

・授業では，講義内容に関連する簿記の仕訳に触れることがあります．下記の参考文献に挙げ
ている 3冊の「簿記の教科書」を参考にしていますので，必要に応じて購入してください．

 ・テキスト：佐藤信彦ほか『スタンダードテキスト財務会計論　Ⅱ応用論点編［第 10版］』　
　　　　　   中央経済社，2017年．
 ・参考文献：佐藤信彦ほか『スタンダードテキスト財務会計論　Ⅰ基本論点編［第 10版］』　
　　　　       中央経済社，2017年．
　　　　　　桜井久勝『財務会計講義［第 18版］』中央経済社，2017年．　　　　　　
　　　　　　中央経済社編『会計法規集［第 9版］』中央経済社，2017年．　　　　
　　 　　滝澤ななみ（監修）『簿記の教科書　日商 1級商業簿記会計学　1 損益会計・資
　　　　　   産会計編［第 5版］』，TAC出版，2017年．
                       滝澤ななみ（監修）『簿記の教科書　日商 1級商業簿記会計学　2資産会計・負債
　　　　　   会計・純資産会計編［第 5版］』，TAC出版，2017年．
                     滝澤ななみ（監修）『簿記の教科書　日商 1級商業簿記会計学　3企業結合会計・  

　　　　　   連結会計編［第 5版］』，TAC出版，2017年．

　本講義の目的は，財務諸表作成の根底にある会計の基礎概念を理解することです．

・予習復習の程度は受講生に任せますが，単位が欲しい方は最低限，理解度確認セッショ
ンの前には復習した方が良いと思います．
・授業で使用した会計基準や概念フレームワークなどは確認しておいてください．

　EAC-ACC502
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講義の内容
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　講義の概要や対象範囲，進め方，成績評価などについて説明します．

　本講義の講義計画は以下の通りです．
　　第 1回：オリエンテーション
　　第 2回：金融商品
　　第 3回：デリバティブ
　　第 4回：デリバティブ（ヘッジ会計）
　　第 5回：ストック・オプション
　　第 6回：リース
　　第 7回：理解度確認セッション 1

　　第 8回：理解度確認セッション 1のフィードバック
　　第 9回：研究開発費とソフトウェア
　　第 10回：工事契約に関する会計基準
　　第 11回：固定資産の減損
　　第 12回：資産除去債務に関する会計基準
　　第 13回：退職給付（1）
　　第 14回：退職給付（2）
　　第 15回：理解度確認セッション 2

第 1 回：オリエンテーション



財務会計２

講義の内容
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金融商品について学びます（テキスト第 1章）．
　・金融商品・総論（定義，発生・消滅の認識，測定）
　・金融商品に関する追加論点（財務会計 1で扱わなかった点を中心に）

第 2 回：金融商品
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講義の内容
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デリバティブを説明します（テキスト第 2章）．
　・デリバティブの概要（先物・先渡取引，オプション取引，スワップ取引）
　・デリバティブの原則的な会計処理

第 3 回：デリバティブ



財務会計２

講義の内容
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デリバティブを用いたヘッジ会計について学びます（テキスト第 2章）．
　・ヘッジ会計の概要（ヘッジ会計の必要性と会計処理）

第 4 回：デリバティブ（ヘッジ会計）
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講義の内容
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ストック・オプションについて学びます（テキスト第 7章）．
　・新株予約権とストック・オプションの定義
　・ストック・オプションの会計処理と論点

第 5 回：ストック・オプション



財務会計２

講義の内容
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リースについて学びます（テキスト第 3章）．
　・リース取引の概要
　・リース取引の会計処理

第 6 回：リース
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講義の内容

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS

・理解度確認セッション 1を実施します．
・第 6回までの授業範囲をテストの範囲とします．
・筆記用具・学生証・電卓のみ持ち込み可とします．

第 7 回：理解度確認セッション 1



財務会計２

講義の内容
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第 8 回：理解度確認セッション 1 のフィードバック

・理解度確認セッション 1のフィードバックを行います．
・  追加的に何らかの講義を行うかもしれません．
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講義の内容
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研究開発費とソフトウェアについて学びます（テキスト第 5章）．
　・研究開発費の概要と会計処理
　・ソフトウェアの概要と会計処理

第 9 回：研究開発費とソフトウェア



財務会計２

講義の内容
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第 10 回：工事契約

工事契約に関する会計について学びます．
　・工事契約の概要（一般的な商品販売との違いなど）
　・工事契約の会計処理
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講義の内容
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固定資産の減損会計について学びます（テキスト第４章）．
　・減損会計の基本
　・グルーピングの難しい資産の減損会計
　・減損会計の論点

第 11 回：固定資産の減損



財務会計２

講義の内容
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資産除去債務について学びます．
　・資産除去債務の概要
　・資産除去債務の会計処理
　・資産除去債務の論点

第 12 回：資産除去債務
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講義の内容
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退職給付（1）について学びます（テキスト第 6章）．
　・退職給付の概要
　・退職給付引当金の概要
　・退職給付費用の概要

第 13 回：退職給付（1）



財務会計２

講義の内容
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退職給付（2）について学びます（テキスト第 6章）．
　・特殊な状況下での退職給付
　・連結財務諸表における退職給付

第 14 回：退職給付（2）
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講義の内容

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS

・理解度確認セッション 2を実施します．
・第 14回までの授業範囲をテストの範囲とします．
・筆記用具・学生証・電卓のみ持込可とします．

第 15 回：理解度確認セッション 2



展開

成績評価法

オフィスアワー

連絡先

時間割

その他（連絡事項）

講義名・担当教員

講義の目的

講義の進め方

この講義を受講するために必要とする知識

テキスト・参考文献

3

予習・復習について
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科目ナンバー

　財務会計３・米谷健司 　前期　水曜 3限

・理解度確認セッション 1
（25%），理解度確認セッ
シ ョ ン 2（50 ％）， 課 題
（25％）で評価する．
・  AA(90点以上 )， 
   A(80 点以上 90 点未満 )，

B(70 点以上 80 点未満 )，
C(60 点以上 70 点未満 )，
D(60点未満：不合格 )

　水曜日
　10:30-12:00

　022-217-6283
　kenji.kometani.a7@tohoku.
ac.jp

　レジュメを配布して，講義を行う．理解度を向上するために，複数回（5回を予定）の
課題 or確認テストを実施する．

　財務会計１及び財務会計２の単位を修得した学生，あるいはそれを履修したと同等の知
識を有する学生を対象とする．

・テキスト：以下の 2冊は，財務会計１～３で共通のテキストである．財務会計３では，
　　　　　  これらのテキストの一部の章を使用する．（なお，最新版が出版された場合は 

　　　　　  最新版を使用すること．）
　　　　　   佐藤信彦・河﨑照行・齋藤真哉・柴健次・高須教夫・松本敏史『スタンダー
                    ドテキスト財務会計論Ⅰ［第 10版］―基本論点編』中央経済社，2017年．
　　　　　   佐藤信彦・河﨑照行・齋藤真哉・柴健次・高須教夫・松本敏史『スタンダー
                    ドテキスト財務会計論Ⅱ［第 10版］―応用論点編』中央経済社，2017年．
・ 参考文献：桜井久勝『財務会計講義［第 18版］』中央経済社， 2017年．（最新版が出版
　　　　　  された場合は最新版を利用すること．
                      内山峰男・榎本正博『基本テキスト・シリーズ　連結会計［新訂版］』同文舘
                     出版 , 2009年．
　　　　　  日本公認会計士協会・企業会計基準委員会（編）『会計監査六法［平成 30年
　　　　　 度版］』日本公認会計士協会出版局， 2018年．

　本講義の目的は，法人税等，企業結合と事業分離，外貨換算，連結財務諸表，四半期財
務諸表に関する会計基準等の内容及びその背後の考え方を理解することにある．

＜予習＞
・教科書や参考書などで，講義で取り扱う会計基準の内容をある程度事前に把握しておく
こと．
＜復習＞
・講義内容及び講義資料をもとに復習すること．

　EAC-ACC601
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講義の内容

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS

　本講義は全 15回で構成され，講義計画は以下のとおりである．その他，講義の進め方
や成績評価に関するオリエンテーションを行う．

　第 1回：オリエンテーション
　第 2回：法人税等の会計（1）
　第 3回：法人税等の会計（2）
　第 4回： 企業結合の会計（1）
　第 5回： 企業結合の会計（2）
　第 6回：事業分離の会計
　第 7回：外貨換算の会計
　第 8回：理解度確認セッション 1

　第 9回：連結財務諸表（1）
　第 10回：連結財務諸表（2）
　第 11回：連結財務諸表（3）
　第 12回：連結財務諸表（4）　
　第 13回：連結財務諸表（5）
　第 14回：四半期財務諸表
　第 15回：理解度確認セッション 2

第 1 回：オリエンテーション



財務会計３

講義の内容
学ぶべき用語・ポイント
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　税効果会計の目的や会計処理について整理する．会計上と税務上の差異の認識方法（収益
費用比較法と資産負債比較法）及び税効果会計が対象とすべき差異の範囲（包括的配分と部
分的配分）などについても議論する．具体的なトピックは以下のとおりである．

1.税金の意義と種類
2.  法人税等の会計処理
3.  税効果会計の基本的仕組みと日本基準
4.  一時差異等

＜宿題＞
　配布したレジュメを復習し，課題が出された場合はそれに取り組むこと．

第 2 回：法人税等の会計（1）

・繰延法
・資産負債法
・期間差異
・一時差異
・永久差異
・包括的配分
・部分的配分
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講義の内容
学ぶべき用語・ポイント
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　税効果会計の配分方法（繰延法と資産負債法）は税効果額を現行税率で測定するのか，そ
れとも予測税率で測定するのかによって決定されることを説明する．また，理論的には現行
税率と予測税率を使い分ける混合アプローチがあり得ることも説明する．さらに財務諸表上
の表示方法や繰延税金資産の回収可能性についても議論する．具体的なトピックは以下のと
おりである．

1.税効果額の計算
2.  勘定処理と財務諸表上の表示
3.  繰延税金資産の回収可能性と繰延税金負債の支払可能性

＜宿題＞
　配布したレジュメを復習し，課題が出された場合はそれに取り組むこと．

第 3 回：法人税等の会計（2）

・現行税率
・予測税率
・欠損金の繰越控除
・独立勘定
・評価勘定



財務会計３

講義の内容
学ぶべき用語・ポイント
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　企業結合会計の目的と会計処理について整理する．合併の会計処理として，パーチェス法
と持分プーリング法があることを確認する．平成 20年改正基準以降になぜパーチェス法一
本化したのか，またそれまでの日本基準はなぜ持分プーリング法を維持していたのかを議論
する．具体的なトピックは以下のとおりである．

1.企業結合会計と組織再編
2.パーチェス法による処理の論点
3.合併比率
4.企業結合時の資本項目

＜宿題＞
　配布したレジュメを復習し，課題が出された場合はそれに取り組むこと．

第 4 回：企業結合の会計（1）

・取得と持分の結合
・パーチェス法
・持分プーリング法
・のれん
・負ののれん
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講義の内容
学ぶべき用語・ポイント
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　日本の企業結合会計基準は，共同支配企業の形成や共通支配下の取引等の取り扱いも含
まれる．これらの会計処理を確認する．具体的なトピックは以下のとおりである．

1.共同支配企業の形成の判定
2.  共同支配企業の形成の会計処理
3.  共通支配下の取引
4.  非支配株主との取引
5.  開示方法

＜宿題＞
　配布したレジュメを復習し，課題が出された場合はそれに取り組むこと．

第 5 回：企業結合の会計（2）

・共同支配企業
・共通支配下の取引



財務会計３

講義の内容
学ぶべき用語・ポイント
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　事業分離の会計について，分離基企業の会計処理と結合当事企業の株主に係る会計処理に
ついて整理する．これらの会計処理は持分の継続・非継続の観点から整理されていることを
確認し，そこで認識される移転損益や交換損益の性質について議論する．具体的なトピック
は以下のとおりである．

1.事業分離の意義
2.事業分離等に関する会計上の論点
3.分離元企業の会計処理
4. 結合当事企業の株主に係る会計処理

＜宿題＞
　配布したレジュメを復習し，課題が出された場合はそれに取り組むこと．

第 6 回：事業分離の会計

・事業分離
・分離元（先）企業
・結合当事企業



44

講義の内容
学ぶべき用語・ポイント
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　外貨換算の会計の目的や会計処理について整理する．流動・非流動法，貨幣・非貨幣法，
テンポラル法，決算日レート法などの換算方法の根底にある考え方を説明する．また，外
貨建取引の換算における一取引基準と二取引基準の違いを整理する．具体的なトピックは
以下のとおりである．

1. 外貨換算会計の意義
2. 外貨換算会計の論点
3. 外貨建取引の換算
4. 外貨建資産・負債の換算

＜宿題＞
　配布したレジュメを復習し，課題が出された場合はそれに取り組むこと．

第 7 回：外貨換算の会計

・流動・非流動法
・貨幣・非貨幣法
・テンポラル法
・決算日レート法
・一取引基準
・二取引基準
・為替予約



財務会計３

講義の内容
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　第 1回から第 7回までの講義内容について，理解度確認セッション 1を実施する．

＜宿題＞
　解答できなかった問題等について復習すること．

第 8 回：理解度確認セッション 1
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講義の内容
学ぶべき用語・ポイント
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　連結財務諸表を作成する意義と目的を整理した上で，連結財務諸表の作成手続きの概要を
連結主体論と関連付けながら確認する．連結範囲について，子会社及び関連会社の判定方法
については重点的に解説し，支配力基準及び影響力基準について議論する．具体的なトピッ
クは以下のとおりである．

1.  連結財務諸表の意義と目的
2. 連結の範囲
3. 個別財務諸表の修正
4. 会計処理の統一

＜宿題＞
　配布したレジュメを復習し，課題が出された場合はそれに取り組むこと．

第 9 回：連結財務諸表（1）

・連結の一般原則
・連結主体論
・支配力基準
・影響力基準



財務会計３

講義の内容
学ぶべき用語・ポイント
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　連結貸借対照表を作成するために必要な投資と資本の相殺消去の方法について確認する．
時価により評価する子会社の資産及び負債の範囲については，部分時価評価法と全面時価評
価法があることを確認し，これらの会計処理方法と連結主体論の関係を考える．また，子会
社の追加取得や一部売却についての会計処理を整理し，近年の基準改正に伴う会計処理の変
化について議論する．具体的なトピックは以下のとおりである．

1.連結貸借対照表
2. 投資と資本の相殺消去
3. 段階取得
4. 子会社株式の追加取得及び一部売却
5. 債権債務の相殺消去 

＜宿題＞
　配布したレジュメを復習し，課題が出された場合はそれに取り組むこと．

第 10 回：連結財務諸表（2）

・全面時価評価法
・部分時価評価法
・非支配株主持分
・のれん
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講義の内容
学ぶべき用語・ポイント
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第 11 回：連結財務諸表（3）

　連結損益計算書を作成するために必要な内部取引高の相殺消去や未実現利益の消去等につ
いて確認する．未実現利益の消去については，ダウンストリームとアップストリームに分け
て説明し，未実現利益の消去と連結主体論の関係についても議論する．具体的なトピックは
以下のとおりである．

1.連結損益・包括利益計算書
2. 内部取引高の相殺消去
3. 未実現利益の消去

＜宿題＞
　配布したレジュメを復習し，課題が出された場合はそれに取り組むこと．

・未実現利益
・ダウンストリーム
・アップストリーム



財務会計３

講義の内容
学ぶべき用語・ポイント
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第 12 回：連結財務諸表（4）

　持分法の会計処理について整理する．持分法は一行連結といわれるが，当期純利益及び純
資産に与える影響は連結と変わらないことを説明する．また，連結貸借対照表や連結損益計
算書以外の連結財務諸表の作成や開示について説明する．具体的なトピックは以下のとおり
である．

1.持分法
2. 連結株主資本等変動計算書
3. 連結キャッシュ・フロー計算書
4. 関連当事者間取引の開示
5. セグメント情報の開示

＜宿題＞
　配布したレジュメを復習し，課題が出された場合はそれに取り組むこと．

・持分法
・原則法と簡便法
・セグメント
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講義の内容
学ぶべき用語・ポイント
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　連結財務諸表における税効果会計の目的及び意義を整理する．連結財務諸表固有の一時
差異等を確認し，なぜそれらが一時差異等に該当するのかを確認する．また，連結財務諸
表における税効果会計に特有の考え方について説明する．具体的なトピックは以下のとお
りである．

1.税効果会計の意義
2. 連結財務諸表固有の税効果会計
3. 在外子会社の財務諸表項目の換算

＜宿題＞
　配布したレジュメを復習し，課題が出された場合はそれに取り組むこと．

第 13 回：連結財務諸表（5）

・連結固有の税効果
・在外子会社



財務会計３

講義の内容
学ぶべき用語・ポイント
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　四半期財務諸表が導入される経緯，四半期財務諸表の作成範囲等を整理した上で，具体
的な作成基準や表示方法について説明する．具体的なトピックは以下のとおりである．

1. 四半期報告制度の導入
2.四半期連結財務諸表の作成基準
3.四半期連結財務諸表等の表示方法

＜宿題＞
　配布したレジュメを復習し，課題が出された場合はそれに取り組むこと．

第 14 回：四半期財務諸表

・四半期財務諸表
・予測主義と実績主義
・四半期特有の会計処理



52

講義の内容
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　第 1回から第 14回までの講義内容について，理解度確認セッション 2を実施する．

＜宿題＞
　解答できなかった問題等について復習すること．

第 15 回：理解度確認セッション 2



基礎

成績評価法

オフィスアワー

連絡先

時間割

その他（連絡事項）

講義名・担当教員

講義の目的

講義の進め方

この講義を受講するために必要とする知識

テキスト・参考文献

4

予習・復習について
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科目ナンバー

　財務諸表分析・木村史彦 　前期　金曜 4限

　企業が公表する財務諸表に基づき当該企業の現状と課題を把握するための財務諸表分析
について，基本的な比率分析の手法を中心に講義する．ここで検討する手法は，企業評価，
倒産分析，証券投資分析，監査など幅広く適用可能なものである．
　財務諸表分析は，会計専門職に最も期待される能力の一つであり，高い意欲をもって受
講していただきたい．

・テキストおよびレクチャーノートをベースとして，各講義で概ね一つのテーマについて
  講義する．
・各セクションには練習問題を設けており，それを中心に復習する．
・練習問題の一部はショートレポートとして提出を求める．
・理解度確認セッションにおける筆答考査ならびにレポートを課す．

＜予習＞
・講義までにレクチャーノートおよびテキストの指定された箇所を読み，疑問点を明らか  

にしておくこと．
＜復習＞
・各回の講義で課題を課す．講義で習得した財務諸表分析手法を用い，自主的に企業の分  

析に取り組むことを期待する．

・レポート（20%）および
理解度確認セッション
（80%）で評価する．
・AA(90点以上 )，　　　　

A(80点以上 90点未満 )，
B(70点以上 80点未満 )，
C(60点以上 70点未満 )，
D(60点未満：不合格 )

　水曜日 10:30-12:00
　および講義終了後
 

　022-217-6282　
　fkimura@tohoku.ac.jp

・本講義では財務諸表分析
についての基礎的な考え
方と理論的背景を中心に
議論します．

・テキスト：なし（講義ノートを配布する）
・参考文献 ： 乙政正太『財務諸表分析［第 2版］』同文館出版，2014年．
                       シアラン・ウオルシュ著，梶川達也・梶川真味訳『マネジャーのための経営
                      指標ハンドブック－財務諸表・ROE・キャッシュフローまで－』ピアソン
                      エデュケーション，2001年．
　　　　　   須田一幸・山本達司・乙政正太 編『会計操作─その実態と識別法，株価への
                      影響』ダイヤモンド社，2007年．

　株式会社に関する基本的な会計処理について理解していること．

　EAC-ACC503
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講義の内容
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　コースの目的，進め方，成績評価方法，学習方法に関するガイダンスを行う．第 2回
以降の講義の内容は，以下の通りである．

　第 2回：財務諸表分析と財務データの特性
第 3回：財務諸表の見方
第 4回：貸借対照表と損益計算書の基本分析
第 5回：収益性 /効率性分析（1）総資産利益率，売上高利益率，資産回転率
第 6回：収益性 /効率性分析（2）売上高利益率・資産回転率の詳細分析
第 7回：安全性分析 （1）短期安全性
第 8回：安全性分析 （2）長期安全性
第 9回：ROEの分解とその理解
第 10回：株式評価指標による企業価値評価
第 11回：成長性分析・付加価値分析
第 12回：キャッシュ・フロー分析
第 13回：グループ経営の分析
第 14回：利益マネジメントと財務諸表分析
第 15回：理解度確認セッション

第 1 回：オリエンテーション



財務諸表分析

講義の内容
学ぶべき用語・ポイント
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・ステイクホルダー
・情報の非対称性
・クロスセクション分析
  と時系列分析
・決算短信
・EDGAR システム
・EDINET

・自発的情報開示
・インベスター・リレー
  ションズ

　第 2回から第 4回までは財務諸表分析の前提となる財務データの特性について理解す
る．
　第 2回講義では，財務諸表分析の前提となる財務諸表の入手方法，財務データの特性
について検討する．主な論点は下記の通りである．

1. 財務諸表分析の意義・方法・留意点と財務諸表の入手方法
2. どのような利用者がいかに財務諸表を活用するかについて
3. クロスセクション分析と時系列分析
4. 財務諸表分析に対する粉飾決算，利益操作の影響

＜予習＞
　講義ノートの該当箇所に目を通し，不明な点を明らかにする．

＜復習＞
　課題に取り組むこと

＜宿題＞
　インターネットを通じた財務情報の収集についての課題を課す．

＜より進んだ学習＞
　EDINETの問題点について検討すること．

第 2 回：財務諸表分析と財務データの特性



学ぶべき用語・ポイント
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講義の内容
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　財務諸表分析において必要となる，財務 3表の構造について理解する．講義のポイント
は下記の通りである．

1. 財務諸表分析で用いる連結貸借対照表，連結損益計算書および連結キャッシュ・フロー
  計算書の基本構造
2. 連結貸借対照表の構造―資産，負債，非支配株主持分，純資産（資本）
3. 連結損益計算書の構造―営業損益計算，経常損益計算および純損益計算
4. 連結キュッシュ・フロー計算書の構造 －営業活動によるキャッシュ・フロー，投資活
  動によるキャッシュ・フロー，財務活動によるキャッシュ・フロー
5. 連結財務諸表の相互関係
6. 会社法の下での財務諸表の様式の変更

＜予習＞
　講義ノートの該当箇所に目を通し，不明な点を明らかにする．

＜復習＞
　課題に取り組むとともに，関連規制について確認すること．

＜宿題＞
　レクチャーノートの練習問題に解答すること．

第 3 回：財務諸表の見方

・営業循環基準
・一年基準
・流動性配列法
・発生主義
・ボトムライン
・直接法と間接法
・株主資本等変動計算書



財務諸表分析

講義の内容
学ぶべき用語・ポイント
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・垂直分析
・水平分析
・趨勢分析
・前期比分析
・バランスシートのスリ
  ム化

　貸借対照表と損益計算書に記載されている実数データを用いた財務諸表分析手法につい
て検討する．講義のポイントは下記の通りである．

1. 実際に公表されている貸借対照表と損益計算書を用いながら，企業の全体像をどのよう
  に把握するか．
2. 百分率貸借対照表と百分率損益計算書
3. 垂直分析，水平分析，趨勢分析の方法
4. セグメント情報による財務諸表分析の方法
5. わが国における特別利益と特別損失の動向を観察することによって，いわゆる会計ビッ
  グバンの影響を理解する．

＜予習＞
　講義ノートの該当箇所に目を通し，不明な点を明らかにする．

＜復習＞
　課題に取り組むとともに，自分の興味ある企業について，財務的な特徴を把握できるよ
うにすること．

＜宿題＞
　レクチャーノートの練習問題に解答すること．

第 4 回：貸借対照表と損益計算書の基本分析
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講義の内容
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　第 5回講義から 5回にわたり，デュポンモデルに基づく財務諸表分析の手法について検
討する．第 5回講義では，ROA（総資産利益率）の意義とその分解手法について検討する．
主な論点は下記の通りである．

1. 投資利益率の概念
2. 総資産利益率（ROA）の意義
3. ROAが売上高利益率（ROS）と資産回転率に分解されること
4. ROAの分解による企業活動の分析

＜予習＞
　講義ノートの該当箇所に目を通し，不明な点を明らかにする．

＜復習＞
　課題に取り組むとともに，自分の興味ある企業について，業績指標を算定してみること．

＜宿題＞
　レクチャーノートの練習問題に解答すること．

・ROA（総資産利益率）
・事業利益
・資産回転率
・ROS（売上高利益率）
・ROAの分解

第 5 回：収益性 / 効率性分析（1）総資産利益率，売上高利益率，資産回転率



財務諸表分析

講義の内容
学ぶべき用語・ポイント
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・総資産回転率
・棚卸資産回転日数
・売上債権回転日数
・仕入債務回転日数
・固定資産回転率
・売上高粗利益率
・売上高営業利益率
・売上高経常利益率

　ROAの分解の 2要素である売上高利益率と総資産回転率について，さらに詳細に分析
する手法を理解する．主な論点は下記の通りである．

1. 資産回転率および回転日数の考え方
2. 総資産回転率の詳細な分析の下で算定される，棚卸資産回転率，売上債権回転率，固定
  資産回転率等の尺度
3. 売上高利益率の詳細な分析の下で算定される，売上高粗利益率，売上高営業利益率，売
  上高経常利益率等の尺度
4. 段階別損益計算の意義

＜予習＞
　講義ノートの該当箇所に目を通し，不明な点を明らかにする．

＜復習＞
　下記課題に取り組むとともに，自分の興味ある企業について，業績指標を算定してみる
こと．

＜宿題＞
　レクチャーノートの練習問題に解答すること．

第 6 回：収益性 / 効率性分析（2）売上高利益率・総資産回転率の詳細分析



学ぶべき用語・ポイント
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講義の内容
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　財務諸表分析においては収益性に加えて安全性も視野に入れなければならない．この講
義では，企業の短期的な安全性を測定する尺度について検討する．短期的な安全性の分析
においては，貸借対照表をベースとした短期的な支払能力の分析と，主に営業に関する資
金循環を測定することが有用である．主な論点は下記の通りである．

1. 短期的な支払能力の分析
2. 営業上の資金サイクルの分析
3. 業種ごとの支払能力ならびに資金サイクルの特徴

＜予習＞
　講義ノートの該当箇所に目を通し，不明な点を明らかにする．

＜復習＞
　下記課題に取り組むとともに，自分の興味ある企業について，安全性指標を算定する．

＜宿題＞
　レクチャーノートの練習問題に解答すること．

第 7 回：安全性分析（1）短期安全性

・流動比率
・当座比率
・インタレスト・カバレッ
  ジ・レシオ
・運転資本サイクル
・売上債権回転率
・仕入債務回転率
・在庫回転率



財務諸表分析

講義の内容
学ぶべき用語・ポイント
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　中・長期的な企業の財務的安全性の分析においては，企業の財務体質を測定することが
求められる．企業の財務体質は，資本構成と企業の投資に対する資金の手当ての観点から
分析される．主な論点は下記の通りである．

1. 資本構成と財務的安全性の関係
2. 設備投資と資金調達の関係
3. 日本企業における資金調達の特徴

＜予習＞
　講義ノートの該当箇所に目を通し，不明な点を明らかにする．

＜復習＞
　下記課題に取り組むとともに，自分の興味ある企業について，安全性指標を算定する．

＜宿題＞
　レクチャーノートの練習問題に解答すること．

第 8 回：安全性分析（2）長期安全性

・自己資本比率
・負債比率
・固定比率
・固定長期適合率
・間接金融と直接金融



学ぶべき用語・ポイント
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講義の内容
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　これまでの収益性・安全性についての議論は，財務諸表分析を実施する主体（目的）を
特定化せずに汎用的に適用できるものである（したがって，企業内部での管理目的でも
適用可能である）．これに対して第 9回講義では，株主の観点に立った収益性指標として
ROE（株主資本利益率）を取り上げ，さらに ROEを ROAと財務レバレッジに分解する分
析について概説する．主な論点は下記の通りである．

1. ROEの意義
2. ROEが ROAと財務レバレッジに分解されることを理解すること
3. 株主にとっての収益性と安全性のトレードオフ
4. ROEを株主にとっての収益性指標とすることの限界

＜予習＞
　講義ノートの該当箇所に目を通し，不明な点を明らかにする．

＜復習＞
　下記課題に取り組むとともに，自分の興味ある企業について，ROEの分析を実施する．

＜宿題＞
　レクチャーノートの練習問題に解答すること．

・ROE

・ROA

・財務レバレッジ
・株主資本コスト
・レバレッジ効果

第 9 回：ROE の分解とその理解



財務諸表分析

講義の内容
学ぶべき用語・ポイント
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・市場の効率性
・株価収益率 （PER）
・株価純資産倍率（PBR）
・株主資本利益率（ROE）
・資本コスト

　株価と会計情報を結びつけた株式評価指標は，二つの異なる情報源からの情報を結びつ
けたものであり，きわめて有用な指標である．そこで第 10回講義では，こうした株式評
価指標の算定方法と解釈について検討する．主な論点は下記の通りである．

1. 株式評価指標による企業価値評価の手法
2. 株価と利益あるいは純資産の関係
3. 株式投資における株価関連指標の意義
4. 株価収益率 （PER） ，株価純資産倍率 （PBR）の解釈
5. ROE と株価収益率，株価純資産倍率の関係

＜予習＞
　講義ノートの該当箇所に目を通し，不明な点を明らかにする．

＜復習＞
　下記課題に取り組むとともに，自分の興味ある企業について，PER,PBRの分析を実施
する．

＜宿題＞
　レクチャーノートの練習問題に解答すること．

第 10 回：株式評価指標による企業価値評価



学ぶべき用語・ポイント
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講義の内容
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　企業の将来を予測するには，企業がどのように成長してきたかを把握する必要がある．
この講義では過去のデータに基づいて業績の推移（過去の成長状況）を測定し，今後も順
調に伸びていくかどうかを分析する方法を考察する．
　さらに，経営資源である労働力や設備の投入に対してどれだけ価値が創出されたかを算
定する付加価値分析についても考察する．主な論点は下記の通りである．

1. 前期比，趨勢比，年平均成長率の分析手法
2. 成長性を評価する際にしばしば用いられる項目として，売上高，総資産，株主資本，経
   常利益，当期純利益，研究開発費，従業員数があることを理解すること
3. ある企業の成長性の動きではなく，わが国の上場企業全体の傾向
4. 企業の成長に影響を及ぼす要因
5. 生産性と付加価値の概念
6. 労働分配率と企業の成長性

＜予習＞
　講義ノートの該当箇所に目を通し，不明な点を明らかにする．

＜復習＞
　下記課題に取り組むとともに，自分の興味ある企業について，成長性分析を実施するこ
と．

＜宿題＞
　レクチャーノートの練習問題に解答すること．

第 11 回：成長性分析・付加価値分析

・前期比と趨勢比
・売上高成長率
・平均回帰性
・ランダムウォーク
・成長性と収益性のトレー
 ドオフ
・生産性と付加価値
・控除法と加算法
・労働生産性
・労働分配率



財務諸表分析

講義の内容
学ぶべき用語・ポイント
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　キャッシュ ･フロー計算書は，貸借対照表・損益計算書と並ぶ第三の財務諸表と位置づ
けられている．第 12回講義ではキャッシュ ･フロー計算書の構造について簡単に説明し，
さらに，キャッシュ・フロー・データを利用した比率分析を考察する．主な論点は下記の
通りである．

1. キャッシュ・フロー計算書の構造
2. キャッシュ・フロー・データを利用した収益性分析，安全性分析，設備投資分析
3. キャッシュ・フロー経営の意義
4. フリー・キャッシュ・フローの役割

＜予習＞
　講義ノートの該当箇所に目を通し，不明な点を明らかにする．

＜復習＞
　下記課題に取り組むとともに，自分の興味ある企業について，キャッシュ・フロー分析
を実施する．

＜宿題＞
　レクチャーノートの練習問題に解答すること．

第 12 回：キャッシュ・フロー分析

・黒字倒産
・営業活動によるキャッ
  シュ・フロー
・投資活動によるキャッ
  シュ・フロー
・財務活動によるキャッ
  シュ・フロー
・フリー・キャッシュ・
  フロー
・キャッシュ・フロー経
  営
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　日本の上場企業の多くは子会社や関係会社を有し企業グループを構成している．した
がって，連結財務諸表は企業グループ全体の財務状態・業績を示すものである一方で，親
会社のみの業績，グループ全体における親会社のウエイトを理解して，グループ経営がい
かに行われているのかを検討することも重要となる．第 13回講義ではこうしたグループ
経営を分析する手法として，連単倍率とセグメント情報の分析について検討する．主な論
点は下記の通りである．

1. 日本企業におけるグループ経営の意義
2. 連単倍率の算定方法と留意点
3. 連単倍率の適用と解釈
4. セグメント情報の分析

＜予習＞
　講義ノートの該当箇所に目を通し，不明な点を明らかにする．

＜復習＞
　下記課題に取り組むとともに，自分の興味ある企業について，連単倍率分析を実施する
こと．

＜宿題＞
　レクチャーノートの練習問題に解答すること．

第 13 回：グループ経営の分析

・グループ経営
・連単倍率
・セグメント情報
・連結財務諸表
・個別財務諸表



財務諸表分析

講義の内容
学ぶべき用語・ポイント

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS 67

　会計利益の質の低下を招く要因の一つは，会計利益を算定する際に経営者の恣意性が入
り込むことである．なぜ経営者は恣意的に会計利益を操作しようとするのか，このような
経営者の恣意的な会計行動をどのようにして測定するかを検討する．主な論点は下記の通
りである．

1. 会計利益には経営者の恣意性がどのように入り込むのか
2. 会計的裁量行動と実体的裁量行動
3. 利益マネジメントの戦略と動機
4. 利益マネジメントの測定（推定）方法

＜予習＞
　講義ノートの該当箇所に目を通し，不明な点を明らかにする．

＜復習＞
　下記課題に取り組むとともに，近年の粉飾決算問題について調査すること．

＜宿題＞
　レクチャーノートの練習問題に解答すること．

第 14 回：利益マネジメントと財務諸表分析

・経営自由の原則
・継続性の原則
・利益マネジメント
・機会主義的行動
・ボーナス・プラン
・総発生処理額
・会計ベースの契約
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　これまで学習してきた基礎的事項の理解を確認するために理解度確認セッションを実施す
る．

＜宿題＞
　なし

第 15 回：理解度確認セッション
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　企業評価・高橋美穂子 　後期　火曜 5限

　本講義の主たる目的は，受講生が企業の内在的価値を評価する上で必要な知識とスキルを
習得することにある．
　

　講義では，過去と現在の分析（事業分析，会計分析，財務比率分析）に基づいて予測財
務諸表を作成し，企業価値を推定するまでの一連のプロセスを検討する．講義は受講者に
よる発表・討論に基づき進行する．

　財務会計に関する基本的な知識を有しており，財務諸表が読めること．

　講義終了後
　

　miokotakahashi＠ hosei.ac.jp

・グループワークの分析対
象企業は受講生と相談の
上，決定する．レポート
課題の内容は，グループ
ワーク報告 1（分析対象
企業の事業分析，会計分
析，財務比率分析の結果）
およびグループワーク報
告 2（楽観的・悲観的シ
ナリオを想定し，その想
定に基づいた内在的価値
を推定した結果を説明）
をまとめたものとする．
・質問や疑問点があれば，
講義中あるいは講義終了
後に遠慮なく確認してく
ださい．

 ・テキスト：翻訳版：ランドホルム他著，深井忠他訳『企業価値評価　evalによる財務分
　　　　　  析と評価』マグロウヒル・エデュケーション，2015年．
　　　　　　英語版：Russell Lundholm and Richard Sloan, Equity Valuation and Analysis with  
　　　　　   eVal, McGraw Hill, 3rd Edition, 2012.

 ・参考文献：パレプ他著，斎藤静樹監訳，筒井知彦他訳『企業分析入門［第 2版］』東大出版会，
　　　　　2001年．

・ テキストの発表（30％），
課題（20%），レポート
（50%）で評価する．
・AA(90点以上 )，　
  A(80点以上 90点未満 )，

B(70点以上 80点未満 )，
C(60点以上 70点未満 )，
D(60点未満：不合格 )

　事前にテキストの該当箇所を読んでくること．また，レポート課題（グループワーク）
の作成・発表にあたっても事前の準備が必要である．

　EAC-ACC602
　



70

講義の内容

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS

1. シラバスを参照しながら講義概要，講義の進め方などを説明する
2. 評価理論の概要（テキスト 1章）を説明する

本講義の講義計画は次の通りである．
　第 1回：イントロダクション・評価理論の概要（1章）
　第 2回：情報収集（2章）
　第 3回：事業分析（3章）
　第 4回：会計分析 1（4章）
　第 5回：会計分析 2（4章）・問題演習
　第 6回：財務比率分析 1（5章）
　第 7回：財務比率分析 2（5章）
　第 8回：体系的な予測（7章）
　第 9回：各項目の予測（8章）
　第 10回：グループワーク報告 1

　第 11回：資本コスト（9章）
　第 12回：株主価値評価理論（10章）
　第 13回：株主価値評価の実際
　第 14回：株価指標（11章）
　第 15回：グループワーク報告 2

第 1 回：イントロダクション・評価理論の概要
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1. 企業固有の情報源を明らかにする
2. 日本企業を分析する場合の情報源を確認する
3. マクロ経済，産業データの収集方法を確認する
4. eVal（ワークシート）への財務データの入力方法を確認する

テキスト該当章（予習）第 2章

第 2 回：情報収集
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1. マクロ経済分析・産業分析・企業戦略分析に基づき事業を理解する
2. 事例：コールズ社の事業を理解する

テキスト該当章（予習）第 3章

第 3 回：事業分析
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1. 財務諸表の基礎を確認する
2. 会計情報と企業価値の関係を確認する
3. 会計情報の限界を検討する

テキスト該当章（予習）第 4章
＜課題＞
　会計上の測定誤差と ROEへの影響を検討する練習問題

第 4 回：会計分析 1
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1. 前回課題の確認，解説を行う
2. 会計上の測定誤差の一般的な発生要因を検討する
3. 事例：コールズ社の会計分析を行う

テキスト該当章（予習）第 3章

第 5 回：会計分析 2
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1. 財務比率分析を行う際の視点と注意点を確認する
2. 成長性，収益性の分析方法を確認する
3. ROE分解に基づき収益性をもたらす要因を検討する

テキスト該当章（予習）第 5章

第 6 回：財務比率分析 1 
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1. 利益率と回転率の分析方法を確認する
2. レバレッジの分析を行う
3. 信用リスクを検討する

テキスト該当章（予習）第 5章

第 7 回：財務比率分析 2
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講義の内容
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1. 体系的な予測を行うための枠組みを確認する
2. 予測期間およびターミナル年度の仮定を検討する
3. 貸借対照表の調整項目を検討する
4. コールズ社の例を用いて eValを利用した予測の概要を確認する

テキスト該当箇所（予習）第 7章

第 8 回：体系的な予測
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1. 売上高成長を予測する
2. 損益計算書項目および貸借対照表項目を予測する

テキスト該当章（予習）第 8章

第 9 回：各項目の予測
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1. 分析対象企業の事業分析，会計分析，財務比率分析の結果をグループごとに報告する
2. 報告内容に基づきディスカッションを行う

テキスト該当章は第 1章から第 5章の内容

第 10 回：グループワーク報告 1
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1. 株主資本コスト，加重平均資本コストの概念を確認する
2. 分析に用いる資本コストを検討する

テキスト該当箇所（予習）第 9章

第 11 回：資本コスト
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1. 現在価値の計算
2. 配当割引モデル，残余利益モデル

テキスト該当箇所（予習）10章

第 12 回：株主価値評価理論
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　日本企業の株主価値を推定したケースに基づきディスカッションを行う

テキストに該当する箇所はないため，受講生の興味に応じた資料，書籍などを指示する

第 13 回：株主価値評価の実際
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1. 株価指標（PBR・PER・PEGレシオ）を確認する
2. 株価指標の関係を検討する

テキスト該当箇所（予習）第 11章

第 14 回：株価指標
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1. 分析対象企業の楽観的・普通・悲観的のそれぞれのシナリオを想定し，その想定に基づ
いた内在的価値を推定した結果をグループごとに報告する

2. 報告内容に基づきディスカッションを行う

＜課題＞
　グループワーク報告 1・2の内容をレポートにまとめて提出する

第 15 回：グループワーク報告 2
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科目ナンバー

　簿記１・成田由加里 　前期　木曜 6限

・ 理解度確認セッション
（70％）・予習復習理解度
確認小セッション（30％）
で評価する．
・AA(90点以上 )，　
  A(80点以上 90点未満 )，

B(70点以上 80点未満 )，
C(60点以上 70点未満 )，
D(60点未満：不合格 )

　授業のある日
　19:30-21:00

　授業時に示す．

・電卓持参のこと．

　予習段階で理解度確認（小テスト）を行い，理解しにくい点等に重点的に取り組む．

＜予習＞
・トピックに関連する会計基準，適用指針等をしっかりと読み込んでおくこと．
・トピックについて設例問題にあたっておくこと．
・当該トピックにおける疑問点を整理して授業に臨むこと．
・予習確認小テストを予定している．
＜復習＞
・理解度確認（小テスト）を予定している．

　必要に応じて講義で紹介する．

　企業の経済活動を表す財務諸表を作成するために基本となる簿記の考え方を学ぶ．本講
義において対象とするのは個別財務諸表である．
　中世イタリアに端を発するといわれている複式簿記はシンプルな仕組みながらも，現在
も資本主義経済の基盤となっている．東インド会社の発展とともに期間損益計算が進展し，
産業革命により減価償却計算が進展するなど，経済環境の変化に伴い，様々な簿記の手法
が開発された．歴史の教科書で読んだワットの蒸気機関の発明が会計技術にも進展を及ぼ
したとも見ることができる．その基本は，経済取引を認識・測定し借方・貸方の両サイド
から記録するというシンプルな仕組みであるが，例えば売上であれば，資金の流れと在庫
の流れをつなぎとめ，漏れなくダブりなく取引を正確かつ完全に記録し経営情報として役
立つことで，簿記の技術は数百年にわたり発展を遂げてきた．さらに今日では，企業のリ
スク情報を会計数値の中に落とし込み，財務諸表利用者に貢献していることでその存在意
義が認められているとも考えられる．
　このような発展に見られるように今後も様々な新しい論点がでてくることは容易に想定
される．経済環境に新たな変化が起こったとしても，販売，資金調達，投資等のビジネス
プロセスを意識しつつ簿記の考え方の「幹」を太くすることにより，どのような場面でも
柔軟に対応できる力が養われることを本講義の目的とする．

　日商簿記 2級程度の知識を有することが望ましい．

　EAC-ACC504
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講義の内容
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【講義の目的】
　講義の概要，講義の進め方，成績評価，学習方法（予習・復習）などについてシラバスを
用いて確認する．

【講義の概要】
1. スケジュール概要
第 1回：オリエンテーション・簿記勘定体系とビジネスプロセス
第 2～ 3回：【損益計算】一般商品販売・消費税
第 4 回：【損益計算】棚卸資産
第 5回：【損益計算】特殊商品売買～割賦販売
第 6～ 7回：【損益計算】特殊商品売買～委託販売・試用販売・その他
第 8 回：【損益計算】工事契約に関する会計処理（建設業会計）
第 9 ～ 10回：【金融商品】現預金・金銭債権・貸倒引当金
第 11 回：【金融商品】有価証券
第 12～ 14回：有形固定資産・資産除去債務
第 15回：理解度確認セッション

2.簿記勘定体系とビジネスプロセス
・ビジネスプロセスの理解
・ビジネスプロセスと財務諸表の関係
・ビジネスプロセスと簿記の接点Ⅰ～日々の取引データ仕訳：勘定体系図を理解する．
・ビジネスプロセスと簿記の接点Ⅱ～財務諸表作成：財務諸表の構造を理解する．
　Q：財務諸表上で示される利益は残高試算表上ではどこに隠れているか？
　Q：残高試算表から貸借対照表・損益計算書への変化と関連性を説明できるか？
　Q：貸借対照表と損益計算書は有機的に結合しているといわれるが，その意味は？

＜宿題＞
　提示した問題を解き，勘定連絡図に示す．第 2回講義内で理解度確認小テストを行う．

第 1 回：オリエンテーション・簿記勘定体系とビジネスプロセス

・貸借対照表
・ 損益計算書
・ 株主資本等変動計算書
・ キャッシュフロー計算書
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・認識と測定

【学習上の留意点】
　原価率の計算など容易いと思いきや，条件が様々付加されてくると原価率の算定が学習
上のハードルになってくる．このハードルを越えると，原価率の算定がパズルを解くよう
な面白さに変容する．この面白さを体感し，利益算定の醍醐味を味わいましょう．

【講義の概要】
1. 損益計算書の構成及び利益の種類を学ぶ．
2. ビジネスプロセスのうち販売プロセスに関する会計処理を学ぶ．
3. 損益計算の基本となるのは，適正な期間損益計算であり費用収益対応の原則に基づいて
利益を算定する．そこで受講者に問いたい．なぜ期間損益計算が必要とされるのか？当
たり前と認識しているのであればその理由を考えてみよう．

4. 会計を学ぶ際の必須アイテム「認識と測定」について確認する．「認識と測定」は会計
用語である．

5. 計算技術
・損益計算全般において，商品の流れと勘定の流れの理解が重要である．
・一般商品売買において，利益は売上マイナス売上原価で求められる．したがって売上と
売上原価を適切に算定する力が求められる．
・売上実現の２要件を確認する．おそらく暗記している受講生も多いと思うが，当該 2要
件を実現要件とされるのか考えてみよう．
・売上原価の算定方法を理解する．当該算定方法については，数種類あるが，このうち三
分法を中心に取り組む．
・ビジネス上実施される「値引・返品・割戻」＋「割引」等控除項目の処理を理解する．
ここで，「値引・返品・割戻」と「割引」の会計処理が異なるが，これら会計処理の相
違の理由を確認し，当該会計処理に関して，PREP法で説明できるよう考えてみよう．
・原価率算定方法を理解する．控除項目がある場合の原価率算定方法を “ かけたチーズの
図 ”で理解する．

6. 消費税を含む商品売買に関する処理を理解する．
・消費税の全体像を概観することを前提とし企業における消費税の会計処理を確認する．
税込方式と税抜方式を理解し，会計上はどちらを選択すべきか PREP法で説明してみよ
う．

＜参考資料（持参すること）＞
　税務大学校講本 消費税法 第 1章 総説（国税庁 HPよりダウウンロード可）

＜理解度確認（小テスト）＞
　・前回講義分
　・予習範囲

第 2 ～ 3 回：【損益計算】一般商品販売・消費税
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・個別法
・先入先出法
・平均原価法
・売価還元法
・棚卸減耗費
・商品評価損
・ 収益性の低下
・ 簿価切り下げの単価

【講義の概要】
1. 売上原価を算定するうえで棚卸資産は重要なファクターである．
2. 棚卸資産は資産であるから，将来現金化され利益獲得に寄与するものでなければならな
い．利益獲得の瞬間，資産（借方）は費用（借方）に変化する．
　Q：棚卸資産に収益性の低下が認められれば，評価を測定し開示する．当該情報を開示   

　   する理由はどこにあるだろうか？
　Q：最終仕入原価法が会計上認められない理由はどこにあるのだろうか？適用するとど 

　　  のような齟齬が生じるのであろうか？ PREP法で整理してみよう．
3. 計算技術
・棚卸資産に限らず資産一般に，会計処理上 3つの視点を持つと整理しやすい．

①　取得原価 ②　費用化
　　（売上原価）

③　評価

　①取得原価：（例）付随費用は取得原価に含まれるのだろうか？金額の測定は？
　②費用化：（例）払出した商品の個数はわかるが，払出単価はどのように測定するのか？
　③評価：（例）期末商品の評価は？実地棚卸で現物が足りなかった場合は？商品価格が
　   急落してしまった場合は？

【学習上の留意点】
　上記整理に基づき，個別論点について確認する．当該章はボリュームが少なくないので，
学習の立ち位置を見失わないよう上記 3つの視点について留意していきましょう．

・個別法・先入先出法・平均原価法・売価還元法について理解する．
・収益性の低下・簿価切り下げの単価について理解する．
　Q：グルーピングは是か非か？

＜参考資料（持参すること）＞
　企業会計基準委員会　企業会計基準第 9号「棚卸資産の評価に関する会計基準」

＜理解度確認（小テスト）＞
　・前回講義分
　・予習範囲

第 4 回：【損益計算】棚卸資産
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第 5 回：【損益計算】特殊商品売買～割賦販売

【学習上の留意点】
　特殊商品売買は簿記学習者が躓きやすいトピックである．なぜ躓くか？一見すると多様
な取引と会計処理を眼前にして整理方法が見つからないまま，暗記することで解答を導き
だそうとしているからではないだろうか？
　ビジネスプロセス＝商品・資金の流れと勘定科目の整理の仕組みを理解すれば，暗記は
不要である．しっかり取り組み力をつけ，易々とハードルを越えていきましょう．

【講義の概要】
1. “ 特殊 ” の理解こそ具体の会計処理理解の礎である．
　Q：特殊商品売買とは特殊商品の売買か？特殊な商品売買なのか？
　Q：何をもって特殊とするのか？特殊に対峙する一般との相違点は何か？
2. 割賦販売について，ビジネスプロセスを理解し商品・資金の流れと勘定科目の仕組みを
理解する．

3. 割賦販売の収益認識基準について理解する．
　Q：当該収益認識基準が容認される理由はなんだろうか？
　Q：販売基準とは？
　Q：回収基準とは？
　Q：回収期限到来基準とは？
4. 計算技術
・売上原価・売上総利益に関し販売基準と回収基準における異同点は何か？当該異同点を
明確に理解することにより，すなわち何を計算しているのか見失わないよう計算の立ち
位置を明らかにすることができる．
　Q：割賦販売会計処理上の未実現利益とは何か？繰延割賦売上利益とは何か？
・戻り商品の処理の理解
　Q：真の損失は？
・商品・資金の流れと勘定科目の仕組みの理解
・原価率の算定

＜理解度確認（小テスト）＞
　・前回講義分
　・予習範囲
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【学習上の留意点】
　特殊商品売買は簿記学習者が躓きやすいトピックである．なぜ躓くか？一見すると多様
な取引と会計処理を眼前にして整理方法が見つからないまま，暗記することで解答を導き
だそうとしているからではないだろうか？
　ビジネスプロセス＝商品・資金の流れと勘定科目の整理の仕組みを理解すれば，暗記は
不要である．しっかり取り組み力をつけ，易々とハードルを越えていきましょう．

【講義の概要】
1. “ 特殊 ” の理解こそ具体の会計処理理解の礎である．
　Q：特殊商品売買とは特殊商品の売買か？特殊な商品売買なのか？
　Q：何をもって特殊とするのか？特殊に対峙する一般との相違点は何か？
2. 委託販売・試用販売・その他特殊商品売買について，ビジネスプロセスを理解し商品・
資金の流れと勘定科目の仕組みを理解する．

3. 委託販売・試用販売・その他特殊商品売買割賦販売の収益認識基準について理解する．
　Q：当該収益認識基準が容認される理由はなんだろうか？
　Q：販売基準とは？
　Q：受託者販売日基準とは？
　Q：仕切精算書到着日基準とは？
4. 収益認識基準が同じであれば，複数の計算方法によっても損益計算書上に示される利益
は同じである．登山にたとえれば頂上はひとつであるがルートは複数あるようなもので
ある．ルートの選択により頂上が異なる，利益が異なることはあってはならない．各種
計算方法おける異同点は何か？当該異同点を明確に理解することにより，すなわち何を
計算しているのか見失わないよう計算の立ち位置を明らかにすることができる．

5. 計算技術
・手許商品区分法
・対照勘定法
・その都度法
・期末一括法
・発送諸掛の処理
・販売諸掛の処理

＜理解度確認（小テスト）＞
　・前回講義分
　・予習範囲

第 6 ～ 7 回：【損益計算】特殊商品売買～委託販売・試用販売・その他
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第 8 回：【損益計算】工事契約に関する会計処理（建設業会計）

【学習上の留意点】
　建設業会計の計算はテキストを読めば難しいものではない．計算過程で注目したいのは，
第 7回までに学んだ損益計算との異同点は何かということである．損益計算を貫くテキス
トの中に忽然と建設業の章が設けられており，商品売買とは異なるアプローチで利益計算
がなされる．この面白さに気づきを得られることを期待したい．さらにアプローチは異な
るものの収益費用対応原則が貫かれていること，リスク情報を提供することを確認してい
きましょう．

【講義の概要】
1. 請負工事収益の認識基準の根拠について学ぶ．
2. 請負工事収益のリスク情報について学ぶ．
3. 計算技術
・建設業会計で使用される勘定科目
・工事完成基準
・工事進行基準
　Q：工事完成基準と工事進行基準との会計処理の結果，未成工事支出金に関する違いと
　　  は何か？
　Q：工事進行基準の存在意義を PREP法で考えよう．
・工事損失引当金

＜参考資料（予習し持参すること）＞
　・企業会計基準委員会　企業会計基準第 15 号「工事契約に関する会計基準 」
　・企業会計基準委員会　企業会計基準適用指針第 18 号「工事契約に関する会計基準の
　   適用指針」
　Q：計算に影響を及ぼすキーワードは何か？

＜理解度確認（小テスト）＞
　・前回講義分
　・予習範囲

・完成工事高
・完成工事原価
・未成工事支出金
・完成工事未収入金
・工事未払金
・未成工事受入金
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【学習上の留意点】
　ビジネスプロセスの観点からは，金銭債権の回収などは販売プロセスの一環としてとら
えることがでる．商品を販売して，現金を売るところまでが販売部の責任と考えれば，債
権評価も販売プロセスであるが，会計上は金融商品会計基準において整理されていること
から，貸借対照表を構成する金融商品として学ぶこととする．

【講義の概要】
1. 貸借対照表の構造を理解する．
2. 現金の範囲を理解する．
3. 銀行取引を理解し，銀行勘定調整表により貸借対照表に計上すべき預金残高を計算する．
　Q：3種類の銀行勘定調整表のうち採用すべきはどのタイプか？その理由は？
4. 債権の評価について理解する．
・償却原価法
・一般債権
・貸倒懸念債権
・破産更生債権等
5. 貸倒引当金の会計処理について理解する．
・貸倒実績率法
・キャッシュ・フロー見積法
・財務内容評価法
6. 貸倒引当金に関する BS・PL表示を理解する．
・ BS：債権分類による貸倒引当金の流動・固定分類
・PL：債権分類（営業債権，他債権）による貸倒引当金繰入額の営業・営業外分類
　Q：上記 2つの組み合わせは？
7. 保証債務について理解する．
・保証債務費用
・保証債務取崩益
8. 貨幣の現在割引価値の考え方を理解する．
9. 貨幣の時間価値を算定する．
　Q：貨幣が時間の経過とともに増えていく場合，金利計算は単利か複利か？
　Q：かつて100万円を預ければ10年で200万円になった時代があった．この場合の金利（複
　　利）は何％？
　Q：割引計算を説明せよ．

＜参考資料（予習し持参すること）＞
　企業会計基準委員会　企業会計基準第 10 号 「金融商品に関する会計基準」本文及び結
論の背景のうち本講義該当箇所

＜理解度確認（小テスト）＞
　・前回講義分
　・予習範囲

第 9 ～ 10 回：【金融商品】現預金・金銭債権・貸倒引当金
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【学習上の留意点】
　4つに分類された有価証券の各評価方法，評価差額の処理について暗記してはいけない．
その処理には明確な意図があるからだ．このような処理を採用するに至った理由を理解す
ることにより，有価証券会計処理においても理解の幹を太くしていこう．
　当該理由が明らかになれば，外貨建有価証券の評価についても理解が進むはずである．
なぜなら，外貨建部分の評価は有価証券の評価の一過程にすぎないからである．
　有価証券に関する会計基準の存在意義はどこにあるのか？存在しなければ，誰が困るの
か？簿記は，教科書に書かれていることが社会経済実務に直結する．もし自分が株主・投
資家ならばどのような情報を欲するか？有価証券は，この視点を養うに最適なトピックで
ある．

【講義の概要】
1. 有価証券の 4つの分類を理解する．
・売買目的有価証券
・満期保有目的債券
・関係会社株式
・その他有価証券
2. 有価証券の取得と売却の処理を理解する．
3. 有価証券の期末評価について，評価方法・評価差額の処理とその理由について理解する．
　Q：時価評価するか，原価評価するかの決め手（基準となるもの）は何か？
　Q：満期保有債券の評価にあたり基準が考慮した点は何か？
　Q：関係会社株式の評価にあたり基準が考慮した関係会社の特質とは何か？
　Q：その他有価証券の評価にあたりその他有価証券評価差額金を BSに設け，評価損益
　      に関しては原則 PLを通さないこととした理由は何か？

＜参考資料（予習し持参すること）＞
　企業会計基準委員会　企業会計基準第 10 号 「金融商品に関する会計基準」本文及び結
論の背景のうち本講義該当箇所

＜理解度確認（小テスト）＞
　・前回講義分
　・予習範囲

第 11 回：【金融商品】有価証券

・売買目的有価証券
・満期保有目的債券
・関係会社株式
・その他有価証券
・償却原価
・利息法
・全部純資産直入法
・部分純資産直入法
・その他有価証券評価差
額金
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【学習上の留意点】
　有形固定資産のテキスト目次を見るとその量に圧倒されて，学習する気も失せる，へこた
れてしまうと思うかもしれない．そのような学習意欲滅失リスクを回避するため，有形固定
資産の会計処理のフェーズを 4つに切り分ける．マラソンに例えるなら，42.195㎞を約 10㎞
ずつに切り分けてとにかく前進する．
　処理方法に関して，暗記してはいけない．総合償却の第 1ステップは，定額法だったかし
ら？定率法だったかしら？など暗記に頼ることなく，その理由をよく理解し計算にあたるこ
とを期待する．
【講義の概要】
　「認識と測定」を念頭におきつつ 4つのフェーズから会計処理を理解する．
◆取得　◆費用化　◆減少　◆資産性に関する評価

◆取得
 ・取得原価の構成：割戻し等，付随費用の処理
 ・取得原価の決定
　1）一括購入
　2）自家建設
　　   Q：借入資本利子の取扱の理由と当該取扱を認めないことによる弊害は何か？
　3）現物出資　4）有形固定資産との交換　5）有価証券との交換　6）贈与
・資本的支出と収益的支出
◆費用化
 ・減価償却の意味
 ・減価償却方法
　1）定額法　2）定率法　3）生産高比例法　4）級数法
 ・総合償却
　1）考え方
　2）計算方法の概要
　　   Q：個別償却と総合償却の関係は？
 ・耐用年数の変更
　1）定額法　2）定率法
 ・減価償却方法の変更
◆減少
 ・期中売却　 ・除却
 ・買い換え：下取りに時価がある場合
 ・火災による消滅
 ・圧縮記帳と積立金方式
　Q：会計上望ましい方法はどちらか？ PREP法で説明せよ．
 ・資産除去債務
　1）計算方法　2）時間価値
◆資産性に関する評価→減損会計で扱う．
＜参考資料（予習し持参すること）＞
　企業会計基準委員会　企業会計基準第 18 号 「資産除去債務に関する会計基準 」
＜理解度確認（小テスト）＞
　・前回講義分　・予習範囲

第 12 ～ 14 回：【固定資産】有形固定資産・資産除去債務
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　前回までの講義内容について理解度確認セッションを実施する．

第 15 回：理解度確認セッション
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基礎

成績評価法

オフィスアワー

連絡先

時間割

その他（連絡事項）

講義名・担当教員

講義の目的

講義の進め方

この講義を受講するために必要とする知識

テキスト・参考文献

7

予習・復習について
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科目ナンバー

　簿記２・成田由加里 　後期　木曜 6限

・理解度確認セッション
（70％）・予習復習理解度
確認小セッション（30％）
で評価する．
・AA(90点以上 )，
  A(80点以上 90点未満 )，

B(70点以上 80点未満 )，
C(60点以上 70点未満 )，
D(60点未満：不合格 )

　講義のある日
　19:30-21:00

　講義時に示す．

・電卓持参のこと．

　予習段階で理解度確認（小テスト）を行い，理解しにくい点等に重点的に取り組む．

　日商簿記 2級程度の知識を有することが望ましい .

　必要に応じて講義で紹介する．

　企業の経済活動を表す財務諸表を作成するために基本となる簿記の考え方を学ぶ．本講
義において対象とするのは個別財務諸表である．
　中世イタリアに端を発するといわれている複式簿記はシンプルな仕組みながらも，現在
も資本主義経済の基盤となっている．東インド会社の発展とともに期間損益計算が進展し，
産業革命により減価償却計算が進展するなど，経済環境の変化に伴い，様々な簿記の手法
が開発された．歴史の教科書で読んだワットの蒸気機関の発明が会計技術にも進展を及ぼ
したとも見ることができる．その基本は，経済取引を認識・測定し借方・貸方の両サイド
から記録するというシンプルな仕組みであるが，例えば売上であれば，資金の流れと在庫
の流れをつなぎとめ，漏れなくダブりなく取引を正確かつ完全に記録し経営情報として役
立つことで，数百年にわたり発展を遂げてきた．
　このような発展に見られるように今後も様々な新しい論点がでてくることは容易に想定
される．経済環境に新たな変化が起こったとしても，販売，資金調達，投資等のビジネス
プロセスを意識しつつ簿記の考え方の「幹」を太くすることにより，どのような場面でも
柔軟に対応できる力が養われることを本講義の目的とする．

＜予習＞
 ・トピックに関連する会計基準，適用指針等をしっかりと読み込んでおくこと．
 ・トピックについて設例問題にあたっておくこと．
 ・当該トピックにおける疑問点を整理して授業に臨むこと．
 ・予習確認小テストを予定している．
＜復習＞
 ・復習確認小テストを予定している．

　EAC-ACC505
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【講義の目的】
　講義の概要，講義の進め方，成績評価，学習方法（予習・復習）などについてシラバス
を用いて説明を行う．

【講義の概要】
1. スケジュール概要
　第 1回：オリエンテーション／企業活動と会計／研究開発費・ソフトウエア
　第 2～ 3回：減損
　第 4回：リース
　第 5～ 6回：引当金・退職給付引当金
　第 7～ 8回：純資産
　第 9回：ストック・オプション
　第 10回：金融商品～デリバティブ・ヘッジ
　第 11～ 12回：外貨換算
　第 13～ 14回：税効果会計
　第 15回：理解度確認セッション

2. 簿記勘定体系とビジネスプロセス
・ビジネスプロセスの理解
・ビジネスプロセスと財務諸表の関係
・ビジネスプロセスと簿記の接点Ⅰ～日々の取引データ仕訳：勘定体系図を理解する．
・ビジネスプロセスと簿記の接点Ⅱ～財務諸表作成：財務諸表の構造を理解する．
　Q：財務諸表上で示される利益は残高試算表上ではどこに隠れているか

3. 研究開発費とソフトウエア

【学習上の留意点】
　ICT技術は企業にとってはなくてはならない存在であり，ICTを使う側，作る側と様々
な場面で企業活動に影響を及ぼす．このような複雑な ICT取引を適切に会計処理し財務諸
表利用者に会計情報として開示するには，どのような方法があるだろうか？
　かつてソフトウエアの会計基準が整備されていない時代には，税効果会計未導入を一因
として，同じ会計ソフトの開発であっても，販間費処理，長期前払費用処理，無形固定資
産処理など複数の会計処理をせざるを得ない状況にあった．その後，会計の視点からＩＣ
Ｔ取引はソフトウエアの基準により整理がなされた．これは，まさに新たな産業発展とと
もに会計が進展した好事例である．産業革命によって社会経済が大きく変化し（＊ 1），会
計においても減価償却が生まれたことを思い出し，現在においてもダイナミックな時代に
いる面白さに気づいていただければ幸いである．

 

第 1 回：オリエンテーション／簿記勘定体系とビジネスプロセス／研究開発費とソフトウエア

・受注制作

・市場販売目的

・自社利用

・期末評価
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（＊ 1）Q：産業革命によって，ベートーベンが喜んだ理由は？ 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ヒント：二つの革命とピアノの発達～日鉄住金 SGワイヤ株式会社 HPより
もともとピアノは貴族社会の中で発達してきた楽器でしたが，18世紀後半になると，産
業革命と進展ともにブルジョアと呼ばれるお金持ちの市民階級が出現し，貴族社会の象徴
でもあったピアノを買い求めました．このためピアノの需要は急増し，工房規模の少量生
産では間に合わなくなり，工場による生産へと規模が拡大しました．また一方，フランス
革命に代表される貴族の衰退は，より多くの音楽家が職場を失い，大衆社会に活路を見い
だすという変化をもたらしました．演奏様式も以前のサロンとはうってかわって大ホール
に多くの聴衆者を集め，コンサート方式をとるようになりました．そのためピアノはさら
に音量増大と音域の拡大が必要になり，産業革命以後大きく発展した工業技術を適用して，
さまざまな改良が加えられました．現代ピアノの原型はほぼこの時期に完成しています．
当時，出願された特許の中で最も出願数の多い分野はピアノであったと言われていますか
ら，当時の花形産業だったのでしょう．

ヤマハ㈱ HPより
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第 1 回：オリエンテーション／簿記勘定体系とビジネスプロセス／研究開発費とソフトウエア
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1.研究開発費・ソフトウエアの会計処理の特徴を理解する．
　Q：ソフトウエアの会計処理の分類の切り口は何か？
　ヒント：〇〇〇の有無
　Q：減価償却の会計処理における有形固定資産との異同点は何か？
　Q：上記異同点の理由は？
2. 計算技術
3. 研究開発費の会計処理
4. ソフトウエアの会計上の分類～ PREP法で整理してみよう．
　1）分類の切り口と内容
　2）分類する理由
　3）分類しなかった場合の弊害
5. 受注制作ソフトウエア
　Q：建設業と ICT産業の類似点とは？
　ヒント：請負契約
6. 市場販売目的ソフトウエア
　1）切り口：取得・費用化・資産性評価
　2）有形固定資産との会計処理の違い
　　・内容
　　・理由
　　・ 違いが無い場合の弊害
　3）見込販売数量等を変更した場合の処理～ PREP法で整理してみよう．

＜参考資料＞
　「研究開発費等に係る会計基準」を予習し持参すること

 

第 1 回：オリエンテーション／簿記勘定体系とビジネスプロセス／研究開発費とソフトウエア
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【学習上の留意点】
　減損を行うということは，企業にとっては一大事である．投資した資産がキャッシュを生
まないということは，経営が失敗しているということであり，経営者の失敗を開示するもの
が減損情報である．投資判断上，株主等には重要な情報である一方，経営受託責任を負って
いる経営サイドには，非常に厳しい情報である．
　この重みをしっかりと理解した上で減損会計に取り組むと，減損損失の配分方法の理解が
より深まるものと期待される．事業部長の立場で考えてみよう．我が事業部で負担する減損
損失の合理性はどこにあるか？と

減損に関し興味深い新聞記事を紹介する．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
M&A増加で膨らむ「のれん」～日本経済新聞 2017年 2月 18日掲載より抜粋
　企業の財務諸表の正しさを点検する監査は投資家を保護し，市場経済が正しく機能するた
めの重要なインフラだ．地味な業務だが，重要性を改めて指摘する声が世界的に高まってい
る．
　特に焦点となっているのが「のれん」という無形固定資産の会計処理だ．のれんとは企業
が買収先の純資産を上回る価格でM&A（合併・買収）を実行した際に生じる．買収事業の
収益見通しが狂った場合，企業はのれんの価格を下げ，その分を減損損失として計上しなけ
ればならない．
　最近の代表例はなんといっても債務超過に転落した東芝だが，のれんを減損する企業は他
にも少なくない．楽天は 2016年 12月期に米動画配信関連事業などで，234億円の同損失を
計上．セブン＆アイ・ホールディングスは百貨店ののれん価値などを引き下げ，17年 2月
期に減益となる．キリンホールディングスはブラジル子会社ののれんの減損などによって，
15年 12月期に初の最終赤字に転落した．
　00年以降，日本企業が買い手となるM&Aは，15兆円を超える年が珍しくなくなった．
グローバル化を一気に進めたり，強い事業をより強くしたりするための経営戦略として，すっ
かり定着した観がある．
　金額の大きなM&Aも増えたため，今では金融を含めた全上場企業ののれんが，年間の合
計純利益額の 9割にあたる 25兆～ 30兆円に達する．「ニッポン株式会社」は，のれんの減
損次第では利益の多くが吹っ飛ぶ計算にもなる．東芝の苦境は他の日本企業にとって対岸の
火事ではない．
　今後はさらに企業が抱えるのれんに対して，厳しい目が向けられる可能性がある．
　企業は将来得られる利益予想をもとに，のれんの価値を測る必要がある．そうした「減損
テスト」が適正に実施されているかどうかを見るのは監査法人の役割だ．
　・・・・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第 2 ～ 3 回：減損

・減損処理の基準

・割引前将来キャッシュ・

フロー～測定の主観性

の排除「減損の存在が相

当程度に確実である」

・回収可能価額

・使用価値

・正味売却価額

・将来キャッシュ ･フロー

の割引現在価値

・減損損失の配分
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【講義の概要】
1. 減損会計を理解する～固定資産の減損に係る会計基準の確認
2. 計算技術

■図解
　各自予習として考えてみること．講義にて説明．

○基本的な考え方及び手続きを理解する．
　ステップ 1．認識　Q：割引前将来キャッシュ・フロー総額が基準となるのはなぜか？
　ステップ 2．測定
　　Q：使用価値は，割引後将来キャッシュ・フロー総額となるのはなぜか？
　　Q：減損損失配分の合理性は？
○のれんがある場合の処理～「四　会計基準の要点と考え方」
○共用資産の帳簿価額を配分する場合の処理～「四　会計基準の要点と考え方」
　・原則処理
　・例外処理

＜参考資料＞
　「固定資産の減損会計に係る会計基準」を予習し持参すること．

＜理解度確認（小テスト）＞
　・前回講義分
　・予習範囲

第 2 ～ 3 回：減損
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・金融取引
・割引現在価値
・経済的耐用年数

【学習上の留意点】
　リースとレンタルは何が違うのだろうか？
　リース取引といえば何を思い浮かべるだろうか？プリンター，パソコン，自動車・・ほかに
思い浮かぶものは？・・震災復興で調達される建設重機，新店舗，農業生産法人向け農機具一
式など産業を支えるものも該当する．さらに船舶，航空機など 100億円以上の物件もその対象
となる．会計処理を学習するにあたっては，どのような取引を念頭においてもよいのだが，航
空機など大型投資物件を念頭に置いてみるとよりダイナミックに面白さを体感できるかもしれ
ない．法的には賃貸のリースがなぜ会計上はファイナンス・リースと呼ばれるのか？会計処理
上，金融取引と固定資産取引を融合させた処理の合理性はどこにあるのか？など大空を飛ぶ航
空機に思いを馳せ大きな視点で考察してみましょう．会計の視座を深めるための良い教材であ
る．

会計が及ぼす航空機の安全について言及した興味深い記述があるので紹介する．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（公財）航空機国際共同開発促進基金 【解説概要 27-5】
27-5 航空機リースの現状 2015～ LCCを育ててきた航空機リース～より抜粋
１．概要
大型の民間輸送機の航空機リースについて，概括的な理解を進めることを目的として航空機
リースの現状をご紹介いたします．その中で，航空機リースが LCC（Low Cost Carrier：格安
航空会社）の興隆にどのように役立ってきたのかご紹介するとともに，現状の課題についても
ご説明します．
４．旅客機の価格とリースの規模
航空機分野ではリースを利用する顧客ニーズの本音は融資です．借り手としては，航空機を購
入するための資金を貸してくれるところはないか，有利に借りることができないかと考えるも
のです．上述のとおり新しい航空機は最低でも 100億円程度はする高額な買い物であるため，
銀行融資を受けるのは容易ではありません．そういう背景の中で，航空機リースが活用されて
きました．広い視野で見ると，世界的な航空ビジネスの発達の過程で，航空会社の大量な航空
機調達を可能としたリースの役割は極めて大きいといえます．
９．LCCと航空機リース
LCCの経営の立ち上げの後，小規模な間は銀行融資が難しく，金利も高く，また航空機メーカー
から直接購入しても値引きは期待できないことから，リースを選択します．リースが中小航空
会社向けであるということは LCCビジネスが世界的に普及する中で，業界参入のハードルを
下げ，産業の拡大に大いに役立っているものと思われます．
１０．航空機リースの将来と安全課題
航空機リースが調達の場で受け入れられ，結果としてリース機が総機数の半数近くを占めるに
至った大きな要因は，一つには金融機関と航空会社の間に匿名会社を置いて担保を金融機関が
独占できる仕組みを作り，融資側のリスクを分散・軽減することにより融資のハードルを低く
したこと，もう一つが中小規模の調達を束ねることにより調達価格の低減を実現したことであ
ろうと思われます．結果として，航空機リースは航空業界の参入増と育成に大きく貢献しまし
た．
さて，日本では 2008年に航空機リースはオペレーティング・リースに集約しましたが，これ
は結果として起こったことです．その原点は税の後送りを避けるために，ファイナンス・リー
スで行われていた貸し手側の減価償却を認めない制度変更を行ったことです．現実のビジネス
の場では投資家の節税効果の温存が優先され，リースの仕組みのほうがオペレーティング・リー

第 4 回：リース
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スに変化しました．
この結果，航空業界では航空機を財産保全するための維持管理と航空安全を保つための整備の
それぞれの責任の所在が分離しました．二つの行為は実際には同じもので，片側は委託により
処理する必要があります．航空機を所有しないものが大金をかけて航空機を整備するのか，航
空安全意識が薄まり，いわゆる手抜きを生む，形式に走る怖さを残しているのではないかと危
惧されます．
「角を矯めて牛を殺す」という諺がありますが，会計の完璧さが航空の安全を歪めないよう気
遣うことは重要です．航空機リース事業は経済に影響を与えると同時に，大切な航空の安全に
も影響を与えます．会計と安全を繋ぐことに唐突な感じを抱かれる方もおられるでしょうが，
そういった観点からの両者のバランスが望まれるところです．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
【講義の概要】

1.ファイナンス ･リース取引を理解し当該取引の会計処理について理解する．
　○ファイナンス ･リース取引＝金融取引＋固定資産取引
                                                        ＝（調達額＋返済＋利息）＋（取得原価＋減価償却）
　○所有権移転と所有権移転外との会計処理の違い
　○リース取引の分類
　　Q：ファイナンス・リースの 2 要件とは？
　○リース取引の分類に伴う会計処理
2. 計算技術
3. ファイナンスリース取引の会計処理：所有権移転・所有権移転外
　　Q：会計処理の違いを暗記してはいけない．両者の異同点の理解から会計処理は当然に導
　　　かれる．
　　　  異動点から，導かれる会計処理とは？
　切り口 1）開始時「固定資産取引（＝取得原価の決定）」＋「金融取引（＝負債金額の決定）」
　切り口 2）「金融取引」：元本の返済と利息支払い：貨幣の時間価値
　切り口 3）「固定資産取引」：減価償却による費用化
　　　　　　　　　　　　　   期末評価→減損会計

■図解

　各自予習として考えてみること．講義にて説明．

4. オペレーティング・リース取引の会計処理
5. セール・アンド・リースバック取引の会計処理
　Q：当該会計処理の合理性を PREP法で説明しよう．
　1）定義
　2）会計処理
　3）当該会計処理を行う理由
　4）行なわなかった場合の弊害

 ＜参考資料＞
　「リース取引に係る会計基準」を事前に読んでおくこと．
＜理解度確認（小テスト）＞
　・前回講義分
　・予習範囲

第 4 回：リース
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・賞与引当金
・退職給付引当金
・退職一時金
・退職年金
・退職給付債務
・年金資産
・退職給付費用
・勤務費用
・利息費用
・期待運用収益
・過去勤務債務
・数理計算上の差異

【学習上の留意点】
　退職給付会計により開示されるデータは，財務諸表に重要な影響を与える．退職給付債
務（PBO）がすでに提供された労働の対価と考えられ，長期的要素を有し，計算上は見積
もり要素が内包され，金額も少なくない場合が多い．例えば，M&A責任者の立場から考
えてみよう．買収する企業の退職給付債務は適正か？未積立退職給付債務，未認識数理計
算上の差異など積立不足の状況は？など心配で仕方がないといった場面を容易に想像でき
る．買収してから，見えなかった債務が噴き出してきたということがあってはならないか
らである．
　退職給付会計の使命は，適切な情報を開示することによって果たされそこに存在意義が
ある．この観点から，開示すべき情報は，BS，PLの財務諸表本体のみならず注記という
カタチでも示される．したがって，簿記の計算技術においても退職給付引当金，退職給付
費用の他の情報も適切に計算され，さらに企業継続のもと単年度の会計年度のみならず次
年度も継続して適正な会計処理がなされることが求められる．注記も含めた財務諸表の継
続開示の視点から退職給付の情報を会計情報に落とし込む基本的手法を獲得していきま
しょう．

　年金に関わる基本知識を紹介する．退職給付会計が対象とする確定給付企業年金を内包
する年金全体の概要を理解していただきたい．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
「確定拠出年金（401k）」とはどんな制度？～りそな銀行 HPより
日本の年金制度をまずは理解しましょう
　最初に，日本の年金制度は一体どうなっているのかという話から始めましょう．日本の
年金制度は，3つの年金から構成されているため，「三階建て」と呼ばれています．

　まず，一階部分として，20歳以上の全国民が加入する国民年金があります．これは，
加入期間の長さによってもらえる金額が決まる仕組みです．2016年度の場合，1カ月あた
りの老齢基礎年金受給額は 65,008円（67歳以下の新規裁定者の場合），国民年金保険料は
16,260円となっています．

　次に，二階部分として民間のサラリーマン・公務員等が加入する厚生年金保険，自営業者・
フリーランスが加入する国民年金基金があります．厚生年金保険は強制加入のため，選択
の自由はありません．なお，公務員等は従来共済年金に加入していましたが，2015年に
厚生年金保険に一元化されました．一方，国民年金基金は任意加入です．加入すると追加
の掛金の負担が生じますが，将来受け取れる年金額は増加するというメリットがあります．
　
　最後に，三階部分として，従業員を対象として企業が独自に運営する確定給付企業年金
があります．企業によっては，高額の年金が受け取れる場合もあるのが現状です．また，
公務員は年金払い退職給付が受けられる仕組みになっています．

　これらの年金制度に加え，個人として積み立てを行う確定拠出年金が登場しました．

確定給付年金と確定拠出年金の違いとは？
年金を理解するには，確定給付企業年金と確定拠出年金の違いを押さえるのが必要不可欠
です．両者の違いについて，わかりやすく説明しましょう．

第 5 ～ 6 回：引当金・退職給付引当金
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　確定給付企業年金：企業などが支払った掛金を運営母体（生命保険会社・信託銀行等）
が運用します．掛金払込・受給の状況，運営母体の運用成果に左右される部分はあります
が，将来受け取れる年金の額がある程度約束されているのが大きな特徴です．保険会社が
提供する個人年金保険や学資保険をイメージすると，わかりやすいでしょう．従来，年金
といえばこちらの確定給付企業年金を指していました．

　確定拠出年金：企業や加入者が毎月一定額の掛金を拠出して，自分で運用します．イメー
ジとしては，支払われた掛金が自分の口座に積み立てられ，運用して得られた給付金が将
来的には自分に戻ってくると考えるといいでしょう．そのため，運用の結果次第で将来受
け取れる年金の額は違ってきます．

確定拠出年金で将来もらえる給付とは？
　確定拠出年金に加入すると，将来的にどのような給付金が受け取れるのでしょうか？　
次の 3種類の給付金があるので，覚えておきましょう．

　　　老齢給付金：原則として 60歳から（※），年金または一時金として支給される．
　　　障害給付金：高度障害時に，年金または一時金として支給される．
　　　死亡一時金：死亡時に一時金として支給される．

※ 60歳時点で確定拠出年金制度への通算加入期間が 10年に満たない場合，受給開始年齢
が段階的に引き上げられ，遅くとも 65歳までに支給が開始される．なお，ここでの加入
期間とは，企業型確定拠出年金および個人型確定拠出年金における加入者期間と運用指図
者期間を合算したものとする．

　また，掛金の通算拠出期間が 1カ月以上 3年以下や少額の場合で，転職などの理由によ
り確定拠出年金制度に加入できなかった場合，脱退一時金を受け取れる可能性があります．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
【講義の概要】

1.引当金について理解する．
　Q：基本中の基本である引当金の要件は？
　Q：未払賞与と賞与引当金の違いは？
2 .退職給付会計（個別）について理解する．
　○基本：企業会計原則に基づく考え方の理解
　Q：退職給付はその発生した期間に費用として認識することとなる．理由は？
　ヒント：「退職給付に関する会計基準」基本的考え方　53

　○特有の事象の考え方
　Q：賞与引当金と退職給付引当金の異同点は？
　Q : 退職給 付に係る会計処理に特有の事象（2つ）についての考え方とは？
    ヒント：「退職給付に関する会計基準」基本的考え方　54

　○過去勤務債務・数理計算上の差異の処理について理解する．
　Q：上記差異を遅延認識する理由は？

第 5 ～ 6 回：引当金・退職給付引当金
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3. 計算技術
①基本：企業会計原則

＋

　　　　　　 ②　特有の事象　（1） 年金資産～控除

                                                                             （2） 数理計算上の差異等～遅延認識

　○計算のフェーズには①，②－（1），②－（2）の 3種類があることを理解し計算する．
　○退職給付債務の算定方法を理解する．
　Q：割引計算を入れた場合と入れない場合の金額の差異は？
　Q：年金現価係数とは？
　○退職給付引当金の増減要因を理解する．
　○計算マトリックス上の数字が，FS上でどのように開示となるか理解する．
　
＜参考資料＞
　企業会計基準第 26 号 「退職給付に関する会計基準企業会計基準委員会
　予習し持参すること

＜理解度確認（小テスト）＞
　・前回講義分
　・予習範囲

第 5 ～ 6 回：引当金・退職給付引当金
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【学習上の留意点】
　自身が親兄弟知人友人から出資金を集めて，ベンチャー企業を立ち上げたと想定しよう．
その場合，出資者の視点は純資産が増えたかどうかではないだろうか．自分の出資した金
額が世の中を廻って増えて帰ってくることを望んでいるからである．この点から経営者は
出資者に，なぜ出資した金額が増えたのかを PLを使って説明し，BSから求められる配
当原資のもと配当を実施する．いわゆる企業経営の入口と出口が純資産を構成するのであ
り，入口と出口は決して混同されてはならないのである．
　そこで思い出してほしい．企業会計原則である．
一般原則三，資本利益区別の原則

資本取引と損益取引とを明瞭に区別し，特に資本剰余金と利益剰余金とを混同してはな

らない．
　純資産に関する取引は，自己株式，ストック・オプションで付与される新株予約権，企
業結合など複雑多岐にわたるようになり，純資産の変動を開示する上で株主資本等変動計
算書による整理が必要とされるに至った．取引同様会計処理においても様々な論点が問わ
れるが，その考え方の根本となるのが，資本利益区別の原則である．
　これを念頭に置くことによって純資産の取引が色分けされて見えてくることとなり，考
え方の基盤が堅固に構築されることが期待される．決して少なくない学習ボリュームであ
り，会社法の理解も必要とされるが，企業経営自体のダイナミズムを味わうという点では
面白い学習領域である．是非，この面白さを体感してほしい．

【講義の概要】
1. 純資産の部の表示を確認する．
2. 株主資本等変動計算書を理解する
　Q：株主資本等変動計算書と BS・PLの違いは？
3. 株主資本の変動を理解する．
　Q：会社法の規定が経営者に求めるものは？
　Q：配当可能利益算定方法の合理性はどこにあるか？
4. 自己株式を理解する．
　Q：かつて自己株式は有価証券として資産計上されていたが，現行では純資産のマイナ
　ス計上される．その根拠は？
　ヒント：「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準」結論の背景～自己株式
　の会計処理及び表示・自己株式の取得及び保有
　Q：自己株式処分差損益の考え方は？
　ヒント：「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準」結論の背景～自己株式
　の会計処理及び表示・自己株式の処分
5. 新株予約権を理解する．
　Q：新株予約権付社債とは？

第 7 ～ 8 回：純資産

・純資産の部の表示
・株主資本
・欠損填補
・自己株式
・自己株式処分差損・差
益
・新株予約権
・新株予約権付社債
・株主資本等変動計算書
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6. 計算技術
　○新株発行，欠損填補等会計処理を理解する．
　○自己株式の取得，処分，消却時の会計処理を理解する．
　○新株予約権の会計処理を理解する．
　・発行時
　・権利行使時
　・権利行使期限到来時
　○新株予約権付社債の会計処理を理解する．

＜参考資料＞
　企業会計基準第 1 号 「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準」企業会計基
準委員会
　結論の背景も含め予習し持参すること．

＜理解度確認（小テスト）＞
　・前回講義分
　・予習範囲

第 7 ～ 8 回：純資産
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【学習上の留意点】
　ストック・オプションの計算自体は，複雑ではない．権利付与時，権利確定時，権利行
使時，権利失効時に分けて整理できる．権利確定時までに積み上げられる新株予約権を算
定し，これを適切に費用配分し，権利行使時に資本金等に変化し，権利失効時に新株予約
権の残額を損益に振り替える．
　このストック・オプションの会計処理を学ぶカテゴリーとしては純資産・新株予約権で
整理されている一方，ストック・オプションは報酬もしくは労働の対価であると考えれる
ため，適正な期間損益計算のための人件費の論点と整理することができる．複数年度にわ
たり発生する株式報酬費用をいかに適切に配分するかという点に計算の醍醐味が見て取れ
る．P（評価単価）× Q（個数）を N（対象期間・月数）に振り分ける際に，P,Q,Nの変
化を処理するための基本的な考え方を学ぶ．
　計算過程においては，見込みの変更と条件の変更を混同してはならない．見込みの変更
と条件の変更の考え方の切り口を明確に分けて考えることが大切である．

【講義の概要】
1.ストック・オプションについて理解する．
2. 「ストック・オプション等に関する会計基準」の結論の背景を確認し，基本的な考え方
を理解する．

3. 計算技術
　○Ｐ×Ｑをどのように費用配分していくか．
　　・ 権利付与時
　　・ 権利確定時
　　・ 権利行使時
　　・ 失効時
　○条件変更
　　・Ｐを変更するとき
　　・Ｑを変更するとき
　　・Nを変更するとき
　　Q：計算の 2階建てとは？

＜参考資料＞
　企業会計基準第 8 号 「ストック・オプション等に関する会計基準 」 企業会計基準委員会
　予習し持参すること

＜理解度確認（小テスト）＞
　・前回講義分
　・予習範囲

　

第 9 回：ストック・オプション

・新株予約権
・株式報酬費用
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【学習上の留意点】
　デリバティブ，ヘッジ，オプション，ワラント，スワップ，TIBOR等の横文字に惑わさ
れてはいけない．逆に横文字を並べることで理解したつもりになってもいけない．デリバティ
ブ取引は主に先物取引，オプション取引，スワップ取引に分類される．これらの取引が，経
営上必要とされる背景，また機関投資家のみならず一般事業会社においてもヘッジ取引が行
われている理由を理解した上で，会計としてはこれらの取引をいかに表現するかが問われて
いる．
　特に一般事業会社においては，時価評価するデリバティブを基礎にヘッジ会計が果たす有
用な役割があるからこそ，ヘッジ会計という手法に存在意義が認められる．ヘッジ対象の損
益とヘッジ手段たるデリバティブの損益をつないでいるのがヘッジ会計であり，ヘッジ会計
により適正な期間損益計算が可能たらしめられているのである．
　自身が CFOであると想定してみよう．デリバティブを使って金融資産に関する損失リス
ク回避を行ったにもかかわらず，その成果が財務諸表に表れていないとするなら，どう思う
か？損失の責任問題ともなりかねない現実がある．繰延ヘッジの手法をとることにより企業
の合理的なリスクヘッジ行動を財務諸表に表現することが可能となる．
　この基礎概念を理解すれば，デリバティブ・ヘッジ取引の見方が明確になり，細かな論点
があるとしても適切に整理できるだろう．基礎を学び整理の引き出しを増やしていきましょ
う．

　デリバティブについて紹介する．この他東証アローズの見学ツアーなど学習の過程で一度
は訪れてみるとより一層理解が深まり面白さが増すであろう．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
北浜博士のデリバティブ教室～日本取引所グループ HPより
◆デリバティブの起源
　まずは，デリバティブの起源を見てみましょう．
◆デリバティブのはじまりは古代ギリシャ時代から？
　古代ギリシャの哲学者ターレスは天文学から「来年のオリーブは豊作だ」と予想し，前もっ
てオリーブの絞り機を借りる権利を買っておきました．翌年のオリーブはターレスの思惑ど
おり大豊作になりました．絞り機を貸してほしい人が殺到し，使用料は上昇，ターレスはオ
リーブの絞り機を高く貸し，利益を得ました．
　これらのオリーブを巡る権利の売買が，現代のオプション取引の仕組みと同様であること
から，オプション取引の起源をギリシャ時代に遡ることができると言われています．

第 10 ～ 11 回：金融商品～デリバティブ・ヘッジ

・ヘッジ対象
・ヘッジ手段
・繰延ヘッジ
・表示
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◆先物取引所発祥の地は "大阪 "

　江戸時代，年貢は主に米で納められていました．このため，各地の大名たちは大阪に米
を廻送して藩財政の資金とする一方，米商人たちは各藩の蔵屋敷から年貢米を買い付けて
いました．
　この買い付ける米の値段は，その年の気象条件などで大きく変動することがあり，彼ら
は収穫時期の値上がりや値下がりを見越して，収穫前のうちから買付けや売付けをしてい
ました．これらの売買が，日本における「先物取引」のはじまりと言われています．

　また，当時は米が経済の中心であったことから，江戸幕府も米の取引価格に関心を持ち，
一時は米の売買に対する様々な規制も行いましたが，最終的に幕府は，需給調整機能が働
く市場をつくることで米価の安定を目指しました．
　1730（享保 15）年 8月 13日には，当時の江戸町奉行・大岡越前守（忠相）による審査
を踏まえ，8代将軍・徳川吉宗により「堂島米会所（どうじまこめかいしょ）」が公認さ
れました．
堂島米会所は，"世界最初に組織化されたデリバティブ取引所 "と社会的に認知されてい
ます．

堂島米市場跡記念碑

堂島米会所（大阪府立中之島図書館）

第 10 ～ 11 回：金融商品～デリバティブ・ヘッジ
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◆デリバティブの対象が通貨や株式などの金融商品に拡がる
　1970年代初頭に国際通貨が変動相場制へ移行して以降、為替や金利に対する変動リスク
は極めて大きなものとなっていきました。また、株式市場においても、その規模が拡大する
とともに、投資家や証券会社の間では株価の変動に伴うリスクを回避（ヘッジ）したいとい
うニーズが高まりはじめました。なかでも機関投資家は、大規模かつ積極的な株式投資を行
うようになり、資産運用競争に打ち勝つためにも、適切なリスク管理をすることが最も重要
な課題となってきました。

　そこで、もともとはリスクヘッジと投資の両面から農産物を対象として利用されていたデ
リバティブ取引が、通貨や株式などの金融商品に拡がっていきました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【講義の概要】
1. デリバティブについて理解する．
　Q：一般事業会社における金融資産に関するリスク回避行動をあげよ．
　Q：デリバティブはなぜ時価評価なのか？
　Q:有価証券報告書の注記で求められる記載内容を確認する．
2. ヘッジについて理解する．
　Q：一般事業会社における金融資産に関するリスク回避行動をあげよ．
　Q：ヘッジ会計処理をする場合としない場合，期間損益への影響を説明せよ．
3. 計算技術
　○ デリバティブに関する会計処理を理解する．
　　・先物取引
　　・オプション取引
　　・スワップ取引～特例処理
4. ヘッジ会計の会計処理を理解する．
　Q:ヘッジ対象とは？ヘッジ手段とは？
　　・繰延ヘッジ
　　・時価ヘッジ

＜参考資料＞
　・企業会計基準第 10 号 「金融商品に関する会計基準 」企業会計基準委員会
　・有価証券報告書のデリバティブに関する注記
　予習し持参すること

＜理解度確認（小テスト）＞
　・前回講義分
　・予習範囲

第 10 ～ 11 回：金融商品～デリバティブ・ヘッジ
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・為替差損益
・発生時レート（HR）
・決算時レート（CR）
・平均レート（AR）
・振当処理
・予約レート（FR）

第 12 回：外貨換算

【学習上の留意点】
　外貨建債権債務，有価証券の期末換算に関する会計処理を暗記してはいけない．なぜなら
会計基準は，一般に公正妥当と認められるものであり，皆が納得する合理性を有しているか
らであり，その合理性を理解することこそ，外貨換算理解の神髄とも言える．逆に言えば，
その視座をもてば，外貨換算は至ってアタリマエに整理されることになる．では，その視座
とは何か？予習の過程でよく考えてみてほしい．これにピンとくれば，一見無味乾燥な外貨
換算方法を整理したマトリックスが，生き生きと躍動感に満ちた表に見えてくるだろう．合
理性の海に浸り潤いを感じることができるのではないだろうか？　
　為替予約レートは，問題を解く上では所与とされるが，その算定過程にも触れてみたい．
なぜなら，算定過程を学ぶことにより為替レートの原理の理解に繋がるからである．金融機
関のグローバルな金融取引を楽しんでみよう．
　 

【講義の概要】
1. 外貨建取引について理解する．
　Q：外国為替の “為替 ” の意味は？
　Q：外国為替市場はどこにあるか？
　Q：シンガポールは香港より相当西に位置するが，香港と時差はない．シンガポールの国
を挙げての外国為替戦略である．その意図は？

2. 外貨建取引の換算について理解する．
　Q：前払金と買掛金との期末換算の違いの根本は？
　Q：貨幣項目は CR，非貨幣項目は HR.そのこころは？
　Q：外貨建有価証券の期末換算の根本ルールは？
3. 為替予約の仕組みを理解する．
　Q：為替予約レートを算出するには？
4. 計算技術
　○ AR,CR,HR

　○外貨建取引の換算
　○外貨建金銭債権債務の換算について理解する．
　○外貨建有価証券の換算
　　・Key Word「有価証券の評価の過程」
5. 為替予約について理解する．
　○振当処理
　○資金取引の為替予約の会計処理を理解する．
　○非資金取引の為替予約の会計処理を理解する．

＜参考資料＞
　「金融商品会計基準」を事前に読んでおくこと．
　・「外貨建取引等会計処理基準」
　・企業会計基準第 10 号 「金融商品に関する会計基準 」企業会計基準委員会
　該当部分に関し予習し持参すること

＜理解度確認（小テスト）＞
　・前回講義分
　・予習範囲
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・税金の期間配分
・資産負債法
・一時差異
・繰越欠損金
・繰延税金資産・繰延税
金負債の認識と測定
・法人税等調整額
・財務諸表における相殺
表示

第 13 ～ 14 回：税効果会計

【学習上の留意点】
　税効果会計の仕訳をきる．果たして自分は何をしているのだろうか？
　一言でいえば，適正な期間損益計算のための税金費用の期間配分を行っている．税金費用
の発生と納税のタイミングがズレるため，当該ズレを補正する技術が税効果会計と言える．
自身がきった仕訳の意味と財務諸表に対する影響を理解していただきたい．「繰延税金資産
の回収可能性」は監査上も重要なトピックであり，繰越欠損金の取り扱いなど財務諸表に及
ぼす影響は少なくない．
　実効税率は，問題を解く場面では所与とされるが，その算定過程を理解することは税効果
会計の理解上必須であり，当然に法人税，地方税の課税構造の理解が求められる．学習にお
いては，まず法人税，地方税，特に事業税の課税特質を確認するところから入り，将来減産
一時差異等個別の論点を学ぶ．その際，制度が繰延法ではなく，資産負債法を採用した意図
はどこにあるのか？両者の違いはどこに発現するか？に関し計算を確認しながら考えていた
だきたい．
　税効果会計による会計情報は，有価証券報告書において BS，PLのみならず注記としても
開示される．学習者には注記まで網羅した力をつけることが期待されているのである．

【講義の概要】
1. 会計と税法の概念の相違を理解する．

会計上の利益＝収益―費用
　　↓　　
申告調整
　　↓
課税所得　　＝益金―損金
　○法人税申告書を見てみよう．
2. 法人税，地方税，特に事業税の課税特質を確認する．
3. 繰越欠損金の制度を理解する．
4. 個別財務諸表における税効果会計について理解する．
　Q：制度が繰延法ではなく，資産負債法を採用した意図はどこにあるのか？
　Q：両者の違いはどこに発現するか？
　Q：法人税申告書別表 4と別表 5と税効果会計の関連とは？
5. 計算技術
　○資産負債法による計算方法の理解
　　Q：税率変更を計算上どのように取り込むことが合理的か？
　○繰越欠損金の取り扱いとタックス・プランニングの関係を理解する．
　○税効果会計の表示．
＜参考資料＞
　・「税効果会計に係る会計基準」
　・企業会計基準適用指針第 26号「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」企業会
　計基準委員会　
　・企業会計基準適用指針第 27 号 「税効果会計に適用する税率に関する適用指針」 企業会計
　基準委員会
　予習し持参すること
理解度確認（小テスト）
　・前回講義分
　・予習範囲
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　理解度確認セッションを実施する．

第 15 回：理解度確認セッション



展開

成績評価法

オフィスアワー

連絡先

時間割

その他（連絡事項）

講義名・担当教員

講義の目的

講義の進め方

この講義を受講するために必要とする知識

テキスト・参考文献

8

予習・復習について
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科目ナンバー

　簿記３・成田由加里 　前期　金曜 6限

・ 理解度確認セッション
（70％）・予習復習理解度
確認小セッション（30％）
で評価する．
・AA(90点以上 )，　
  A(80点以上 90点未満 )，

B(70点以上 80点未満 )，
C(60点以上 70点未満 )，
D(60点未満：不合格 )

　講義のある日
　19:30-21:00

　講義時に示す．

・電卓持参のこと．

　予習段階で理解度確認（小テスト）を行い，理解しにくい点等に重点的に取り組む．

　本講義で取り扱うトピックを除く範囲で日商簿記１級程度の知識を有することが望まし
い．

　必要に応じて講義で紹介する．

　企業の経済活動を表す財務諸表を作成するために基本となる簿記の考え方を学ぶ．本講
義において対象とするのは主に連結財務諸表である．
　中世イタリアに端を発するといわれている複式簿記はシンプルな仕組みながらも，現在
も資本主義経済の基盤となっている．東インド会社の発展とともに期間損益計算が進展し，
産業革命により減価償却計算が進展するなど，経済環境の変化に伴い，様々な簿記の手法
が開発された．歴史の教科書で読んだワットの蒸気機関の発明が会計技術にも進展を及ぼ
したとも見ることができる．その基本は，経済取引を認識・測定し借方・貸方の両サイド
から記録するというシンプルな仕組みであるが，例えば売上であれば，資金の流れと在庫
の流れをつなぎとめ，漏れなくダブりなく取引を正確かつ完全に記録し経営情報として役
立つことで，数百年にわたり発展を遂げてきた．
　このような発展に見られるように今後も様々な新しい論点がでてくることは容易に想定
される．経済環境に新たな変化が起こったとしても，販売，資金調達，投資等のビジネス
プロセスを意識しつつ簿記の考え方の「幹」を太くすることにより，どのような場面でも
柔軟に対応できる力が養われることを本講義の目的とする．

＜予習＞
・トピックに関連する会計基準，適用指針等をしっかりと読み込んでおくこと．
・トピックについて設例問題にあたっておくこと．
・当該トピックにおける疑問点を整理して授業に臨むこと．
・予習理解度確認小テストを予定している．
＜復習＞
 ・復習理解度確認小テストを予定している．

　EAC-ACC603
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1.講義の目的：
 ・講義の概要，講義の進め方，成績評価，学習方法（予習・復習）などについてシラバ
スを用いて確認する．

2.講義の概要
第 1回：オリエンテーション／企業活動と会計／連結会計の基本的考え方～概略・財務
　　　諸表
第 2～ 3 回：連結～企業グループ間の資本取引に関する会計処理と財務諸表・基礎
第 4 回：連結～企業グループ間の資本取引に関する会計処理と財務諸表・追加取得等
第 5～ 6 回：連結～企業グループ間の販売等取引に関する会計処理・税効果会計
第 7 回：連結～持分法
第 8回：連結～包括利益／退職給付会計
第 9～ 10回：キャッシュ・フロー計算書／連結キャッシュ・フロー計算書／在外支店
と在外子会社の換算
第 11～ 12 回：企業結合と事業分離～総論・取得
第 13～ 14回：企業結合と事業分離～共同支配・共通支配下・分離元企業
第 15回：理解度確認セッション

【学習上の留意点】
　個別財務諸表は，例えて言うなら積み木タワーゲームのようであり，前期に積まれたデー
タに，当会計期間の取引を会計情報に変換したものを積み上げていく作業であり，その結
果として BS，PL等の財務諸表が作成されることになる．
　連結財務諸表は，たとえて言うならオセロゲームのようであり，すでにおかれた白のコ
インの列に，連結修正仕訳という黒のコインを置くことにより，パタパタとコインがッひっ
くり返され，支払利息を修正すれば，その影響は PLの当期純利益を変え，連結株主資本
等変動計算書の利益剰余金の増減と残高を変え，BSの利益剰余金残高を変え財務諸表が
作成されることなる．
　期間損益計算の観点からは，個別財務諸表は，時間の経過の中で，取引のうち当該期間
に認識されるものを測定し仕訳を当該期間にプロットするのに対し，連結財務諸表は前期
連結財務諸表に仕訳を積み上げるのではなく，企業グループの当期の個別財務諸表の合計
からスタートしすでに計上されている取引が当期のグループ全体の期間に該当しないもの
は修正によって計上されるべき金額に改められていく．このように作成過程において前期
連結財務諸表から登記の連結 FSが分断されているので，当期において期首残高を修正す
る開始仕訳が必要となるのである．
　開始仕訳がなぜ存在するのか？を考え，個別財務諸表と連結財務諸表の成形過程の違い
をよく理解してほしい．そうすれば，連結仕訳はできるがそれが最終的に BSの利益剰余
金にどのような影響を及ぼすのかよくわからない，たとえて言うなら黒のコインをおいた
もののどのように白が黒に変化し全体が変わるのかわからないといった木を見て森を見ず
の学習に陥るリスクを回避し，学習の森で迷子になることも避けられるでしょう．
この森の中で迷子にならない力こそ連結会計の基礎力であり，これを揺るがないものにし
ていきましょう．

　　　

第 1 回：オリエンテーション／企業活動と会計／連結会計の基本的考え方～
概略・財務諸表



簿記３

講義の内容

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS 119

1. 企業活動と会計～ビジネスプロセスを個別財務諸表に表す
　○ビジネスプロセスの理解
　○ビジネスプロセスと財務諸表の関係
　○ビジネスプロセスと簿記の接点Ⅰ～日々の取引データ仕訳：勘定体系図を理解する．
　○ビジネスプロセスと簿記の接点Ⅱ～財務諸表作成：財務諸表の構造を理解する．
　Q：財務諸表上で示される利益は残高試算表上ではどこに隠れているか
　　　
2. 連結会計の基本的考え方～概略・財務諸表

連結財務諸表に関する会計基準
目 的
1. 本会計基準は，連結財務諸表に関する会計処理及び開示を定めることを目的とする．
連結財務諸表は，支配従属関係にある 2つ以上の企業からなる集団（企業集団）を単一
の組織体とみなして，親会社が当該企業集団の財政状態，経営成績及びキャッシュ・フロー
の状況を総合的に報告するために作成するものである．

　○連結の方法
　Q：上記目的を「親会社」が達成するために親会社と持ち株比率 80％の子会社からなる
　　企業集団の連結財務諸表を作成する場合，皆さんならどのような作成方法を採用する
　　か？
　1）全部連結？
　2）比例連結？　
　Q：親会社説が発現しているのはどこか？

図

各自予習として考えてみること．講義にて説明．

3. 計算技術
　○連結財務諸表作成手続きのスタートは何か～個別財務諸表との差異
　○連結財務諸表の様式・構造について理解する．
　　・ 連結貸借対照表
　　・ 連結損益計算書
　　・ 連結株主資本等変動計算書
　　・ 連結キャッシュ ･フロー計算書

＜参考資料＞
　企業会計基準第 22 号 「連結財務諸表に関する会計基準」企業会計基準委員会
　予習し持参すること
　　　

第 1 回：オリエンテーション／企業活動と会計／連結会計の基本的考え方～
概略・財務諸表
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【学習上の留意点】
　資本連結は，連結会計の醍醐味であるといってよい．複雑な部分もあるが，複雑だから
そその一つ一つを紐解き，紐解いた部分が計算過程に発現する考え方を学ぶことは面白い．
例えば，開始仕訳の利益剰余金の期首部分の修正については貸借差額で出せば答えは出る
が，そこで思考を止めてしまえば，舞浜駅まで行ってディズニーランドに入らず駅前の
ショップで買い物をして帰るようなもので，本来の面白さに出会えることはない．計算過
程から仕訳の意味を思考し連結会計に関する基礎的な考え方を堅固にすることにより，仕
訳とともに連結会計の全体がよく見えるようになるであろう．既に学生の皆さんは，連結
会計ランドの切符を手にしている．入口のゲートを通るか否かは皆さん次第なのである．

　個々の連結修正仕訳を考えるときに常に念頭においていただきたいのが，連結情報のあ
るべき姿である．
これは「連結財務諸表は，支配従属関係にある 2つ以上の企業からなる集団（企業集団）
を単一の組織体とみなして，親会社が当該企業集団の財政状態，経営成績及びキャッシュ・
フローの状況を総合的に報告するために作成するものである」以上当然に求められるもの
であることを忘れてはならない．

1. 資本連結の基本を理解する．
　Q：あるべき連結上の金額は何か？
2. 子会社の資産・負債の時価評価の処理を理解する．
　Q：子会社の資産・負債を時価評価する理由は何か？
3. 投資消去差額の処理について理解する．
　Q：投資消去差額の資産計上の合理性をどこに認めるか？
4. 部分所有子会社（子会社の帳簿価額と時価が等しい場合）の資本連結について理解する．
　Q：部分所有子会社を連結する場合，所有する部分のみ連結する方法をどのように考え
　　るか？
5. 部分所有子会社（子会社の帳簿価額と時価とに差異が生じる場合）の資本連結について
理解する．
　Q：差額に関し，認識と測定及び全部連結・比例連結の観点から会計処理方法の違いを
　　説明せよ．
6. 子会社時価評価における税効果会計を理解する．　
7. 株式取得日以後における処理について理解する．
　○開始仕訳
　○純利益の振替
　○剰余金の配当
　Q：開始仕訳の存在意義を説明せよ．開始仕訳がない場合の不都合を説明せよ．
　Q：各連結修正仕訳の財務諸表に及ぼす影響を示せ．
　Q：財務諸表の関連性と数字の流れが理解できているか？
　Q：精算表を作成し説明できるか？
　Q：エクセルで展開するのであれば，どこにどんな関数を入れるか？

第 2 ～ 3 回：連結～企業グループ間の資本取引に関する会計処理と財務諸表・基礎
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8. 連結利益剰余金を理解する．
　Q：連結利益剰余金の増減要因と金額を示せ．
　Q：連結利益剰余金の増減の結果あるべき残高金額を示せ．
図

各自予習として考えてみること．講義にて説明．

9. 子会社時価評価及び子会社時価評価における税効果会計を理解する．
10. 計算技術
　○投資と資本の相殺消去
　○のれん
　○のれんの償却
　○純利益の振替
　○剰余金の配当

＜参考資料＞
　企業会計基準第 22 号 「連結財務諸表に関する会計基準」企業会計基準委員会
　予習し持参すること

＜理解度確認（小テスト）＞
　・前回講義分
　・予習範囲

第 2 ～ 3 回：連結～企業グループ間の資本取引に関する会計処理と財務諸表・基礎
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【学習上の留意点】
　段階取得と追加取得の取引自体の違いは何か？その違いから導かれる会計処理は何か？
子会社株式の売却という取引は，個別財務諸表と連結財務諸表では認識が異なるのか？
etc．
　上記を考えるにあたってそのよりどころとなる考え方は何だろうか？～連結情報のある
べき姿である．既に前回までに体得していることでしょう．財務諸表の個別合算数値と連
結情報のあるべき姿に乖離があるとき，当該乖離を埋めていくものが連結修正仕訳に他な
らないのであるから，常に目指すものは連結情報のあるべき姿である．

1. 子会社株式の追加，売却処理の基本的考え方について理解する．
　Q：企業集団の視点から，子会社株式の追加・売却はどのように認識できるか？
2. 子会社株式の追加処理について理解する．
3. 子会社株式の売却処理について理解する．
　Q：連結上の子会社売却簿価とは？
　Q：売却に伴うのれんの考え方は？
4. 子会社の増資に関する連結修正について理解する．
5. 計算技術
　○持分比率が変わらない場合の連結修正消去仕訳
　○持分比率が増加する場合の連結修正消去仕訳
　○持分比率が減少する場合の連結修正消去仕訳

＜参考資料＞
　企業会計基準第 22 号 「連結財務諸表に関する会計基準」企業会計基準委員会
　予習し持参すること

＜理解度確認（小テスト）＞
　・前回講義分
　・予習範囲

第 4 回：連結～企業グループ間の資本取引に関する会計処理と財務諸表・追加取得等
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・ダウンストリーム
・アップストリーム
・未実現利益

第 5 ～ 6 回：連結～企業グループ間の販売等取引に関する会計処理・税効果会計

【学習上の留意点】
　販売取引等に関する会計処理はわかりやすいが，これらについても当然に連結情報のあ
るべき姿が求められ，各連結修正仕訳の連結財務諸表への影響は理解されなくてはならな
い．ここでのメインは未実現利益の会計処理である．その認識と測定について考え，連結
情報のあるべき期間損益計算に修正する．期間損益計算上ズレている利益剰余金を計上す
べき期間に計上されるように直す手続きである．未実現利益の仕訳についても資本連結同
様，その意義について思考していきましょう．連結財務諸表への影響を理解することは連
結財務諸表を俯瞰してみる力を養うことになるでしょう．
　
1. 「個別合算で計上されている内部取引を，連結ベースで適正に表示するためにはどうす
べきか＝各場面の内部取引がなかったことにするためにはどのような処理が必要か」の
考え方を学習する．

2. 連結会社間取引の処理を理解する．
3. 連結会社間債権債務の処理を理解する．
4. 連結修正仕訳に伴う税効果会計を理解する．
5. 未実現利益の消去を理解する．
　Q：期間損益のズレを直すとは？
6. 非支配株主へ按分する場合の処理について理解する．
　○ダウンストリーム
　○アップストリーム
7. 計算技術
　○各修正仕訳の連結財務諸表への影響を理解する．

＜参考資料＞
　企業会計基準第 22 号 「連結財務諸表に関する会計基準」企業会計基準委員会
　予習し持参すること

＜理解度確認（小テスト）＞
　・前回講義分
　・予習範囲
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【学習上の留意点】
　連結で親会社持分の利益剰余金のあるべき増減，残高を理解していれば，持分法も考え
方は同じではないかということが容易に理解できるでしょう．連結と持分法の目的は同じ
であるがそのアプローチが異なることがわかるでしょう．登山に例えるなら，目指す頂上
は同じでも登山道はそれぞれ異なるということになる．連結と持分法は表裏一体なのであ
る．表から見ても裏から見ても同じなのだということを体感してみましょう．

1. 持分法の考え方について理解する．
　Q:持分法適用会社の投資結果をどう見るか？
　Q：持分法適用会社売却簿価算定の考え方は？
2. 持分法の会計処理について理解する．
　Q：一行連結とは？
3. 持分法の未実現利益の処理について理解する．
4. 計算技術

＜参考資料＞
　企業会計基準第 22 号 「連結財務諸表に関する会計基準」企業会計基準委員会
　予習し持参すること

＜理解度確認（小テスト）＞
　・前回講義分
　・予習範囲

・持分法による投資損益

第 7 回：連結～持分法
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【学習上の留意点】
　包括利益と退縮給付会計は個別財務諸表と考え方が異なるところである．その違いにつ
いて理解していきましょう．

1. 包括利益について理解する．
　Q：包括利益とは？
　Q：財務諸表の構成は？
2. 連結上の退職給付会計について理解する．
3. 計算技術

＜参考資料＞
　企業会計基準第 22 号 「連結財務諸表に関する会計基準」企業会計基準委員会
　予習し持参すること

第 8 回：連結～包括利益／退職給付会計
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【学習上の留意点】
　キャッシュ・フロー計算書は，キャッシュの増減を示すものであり，損益計算書より一
般的にはわかりやすい．企業会計においては，間接法が一般的であり，まずは間接法によ
るキャッシュ・フロー計算書の理解が求められる．
　間接法で処理することにより学習者にとっては一見複雑なものとなるが，本来キャッ
シュの流れを説明するキャッシュ・フロー計算書であるので難しく考えないでほしい．間
接法を学習すると損益計算の進化に逆行するようであり，歴史をさかのぼる面白さがある．
例えば，減価償却費は支出はないけれど費用として認識するというもので産業革命を経て
会計上で生まれた技術あるが，これをキャッシュ・フロー計算書では，白紙に戻す処理を
する．当該白紙に戻す処理がそもそも必要となるのはキャッシュ・フロー計算書のスター
トが適正な期間損益計算による税引前当期純利益であることを念頭に会計処理すると，パ
ズルを解くような面白さに出会えるでしょう．
　簿記の技術としては，BS，PLデータをキャッシュ・フロー計算書に組み替える方法に
他ならない．該当データがすべて正確に組み替えられているかどうかを確認する術を獲得
するためにキャッシュ・フロー計算書のデータが漏れなく・ダブりなく整理される方法に
ついて，ワークを通じて確認していくことといたしましょう．

1. キャッシュ・フロー計算書の目的，構造について理解する．
2. キャッシュ・フローの区分及びその理由
　○営業活動 CF

　○投資活動 CF

　○財務活動 CF

3. 連結キャッシュ・フロー計算書の様式～連結特有の表示
4. 連結キャッシュ・フロー計算書の作成方法について理解する．
5. 在外子会社の換算について理解する．
　Q：在外支店と在外子会社の換算に関する異同点は？
6. 計算技術

＜参考資料＞
　企業会計基準第 22 号 「連結財務諸表に関する会計基準」企業会計基準委員会
　予習し持参すること

＜理解度確認（小テスト）＞
　・前回講義分
　・予習範囲

第 9 ～ 10 回：キャッシュ・フロー計算書／連結キャッシュ・フロー計算書／在外支店と
在外子会社の換算
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【学習上の留意点】
　企業結合で思い浮かぶのは合併，株式交換などではないだろうか？これらの会計処理を
学ぶとき，そのカテゴリーは法的な基準により示されることがある．会計上ではどうであ
ろうか？合併や株式交換等の取引を経済的実態の観点から分類整理したものが会計基準に
他ならない．その視点で「企業結合に関する会計基準」を読み込んでよう．
　株式交換，株式移転等区別が難しいかもしれないが，皆さんがダイナミックにM&Aに
より事業を拡大したい経営者でなら，また株主なら，関係者ならどうするかを考えてみて
ほしい．単なる数字の処理ではなく，数字の意味するところが腑に落ちることでしょう．
会計処理の面白さと取引のダイナミックさを楽しんでいきましょう．

1. 企業結合と事業分離の経済的実態の基づく分類について理解する．
　Q：共同支配と共通支配下の違いは？各々について事例をあげよ．
2. パーチェス法の考え方を理解する．
　○取得原価の算定
　○取得原価の配分
　○のれん
3. 計算技術
4. 合併の会計処理を理解する．
　○新株発行の場合
　○新株発行と自己株式を併用する場合
5. 会社分割の会計処理を理解する．
6. 株式交換・株式移転の会計処理を理解する．

＜参考資料＞
　・企業会計基準第 21 号「企業結合に関する会計基準」企業会計基準委員会 

　・企業会計基準適用指針第 10 号 「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する
　適用指針 」企業会計基準委員会  

　予習し持参すること

＜理解度確認（小テスト）＞
　・前回講義分
　・予習範囲

第 11 ～ 12 回：企業結合と事業分離～～総論・取得

・取得
・共同支配企業の形成
・共通支配下の取引
・時価評価
・のれん
・合併
・株式交換
・株式移転
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・移転損益

【学習上の留意点】
　企業結合において同じ取引でも経済実態を異なるものとして会計処理をする場合があ
る．その基準は支配が継続しているかどうかである．これは重要な視点である．この視点
を念頭におきながら会計基準に当たってほしい．一見複雑で無味乾燥に見えるものが，芯
が通った考え方，合理性にあふれた会計処理としてとらえることができるでしょう．

1. 共同支配企業の形成の場合の会計処理を理解する．
　○個別上の会計処理取得原価
　○連結上の会計処理
2. 共通支配下の取引等の会計処理を理解する．
　○親会社が子会社を吸収合併する場合
3. 分離元企業の会計処理について理解する．
　○投資が継続するとみなされる場合
　○投資が清算されたとみなされる場合
4. 計算技術

＜参考資料＞
　・企業会計基準第 21 号「企業結合に関する会計基準」企業会計基準委員会 

　・企業会計基準適用指針第 10 号 「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する
　適用指針 」企業会計基準委員会  

　予習し持参すること

＜理解度確認（小テスト）＞
　・前回講義分
　・予習範囲

第 13 ～ 14 回：企業結合と事業分離～共同支配・共通支配下・分離元企業
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　前回までの講義内容について理解度確認セッションを実施する．

第 15 回：理解度確認セッション
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展開

成績評価法

オフィスアワー

連絡先

時間割

その他（連絡事項）

講義名・担当教員

講義の目的

講義の進め方

この講義を受講するために必要とする知識

テキスト・参考文献

予習・復習について

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS 131

9

科目ナンバー

　公会計１・加藤暢一 　後期　木曜 2限

・ 講義への出席とレポート作
成（50％），理解度確認セッ
ション（50％）で評価する．
・AA(90点以上 )，　
  A(80 点以上 90 点 未 満 )，

B(70 点以上 80 点未満 )，
C(60 点以上 70 点未満 )，
D(60点未満：不合格 )

　講義終了後
  （木曜日 13:00-14:00）　

初回講義時に連絡する．

・講義では，できる限り分かりやすく解説をするとともに，重要論点では適時に受講者と
いっしょに双方向でも講義を進めていき，より確実に理解できるようにする．
・中間で，レポートを作成提出とともに，最終回に理解度確認セッション（筆記）を行う．

　会計，監査の基本知識．

・テキスト：なし 

　　　　　   講義は，レジュメ等にもとづき行う．
・参考文献：必要に応じて講義の中で本，資料を紹介する．

　日本における国，地方自治体など公会計，独立行政法人，公益法人など非利法人会計，
公監査，行政マネジメントの現状と課題を体系的に理解し，職業専門家になってから，他
の会計士に対して，大きく差別化ができるような公会計，公監査，行政コンサルができる
ことを目指す．

　できるだけ予習，復習を行うことが望ましい．また，参考とする本，資料等は，随時紹
介する．

　EAC-ACC604



学ぶべき用語・ポイント
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講義の内容
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　日本における人口減少等多くの課題，国，地方公共団体や独立行政法人，国立大学法人，
公益法人，NPO法人，第 3セクター，社会福祉法人，医療法人など非営利法人における
公会計，公監査，行政マネジメントの現状と課題について概要を解説する．
講義の進め方，成績評価，学習方法について説明する．

　第 1回：オリエンテーション
　第 2回：国，地方公共団体の組織，運営，予算，決算制度
　第 3回：一般会計，特別会計における新地方公会計の導入
　第 4回：一般会計，特別会計における新地方公会計の活用，行政マネジメント
　第 5回：地方公営企業（水道，下水道，交通，病院など）
　第 6回：地方 3公社，一部事務組合，広域連合
　第 7回：第 3セクター，指定管理者
　第 8回：独立行政法人，国立大学法人
　第 9回：公益法人，ＮＰＯ法人
　第 10回：社会福祉法人，医療法人
　第 11回：中間の小論文の提出，解説
　第 12回：地方公共団体の内部統制
　第 13回：公監査：地方公共団体の外部監査（包括外部監査，個別外部監査）
　第 14回：地方公共団体の外部監査の事例
　第 15回：理解度確認セッション

第 1 回：オリエンテーション

・人口減少社会
・予算・決算制度
・新地方公会計
・公監査
・行政マネジメント



公会計１

学ぶべき用語・ポイント

講義の内容
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　地方財政制度の中で，地方公共団体が予算を編成し，執行して歳入・歳出を把握する．
決算では，4月 5月の出納整理期間をおき，現金主義，単式簿記で歳入歳出決算書を作成し，
監査委員監査，議会の審議，外部公表を行う．
　従来の方式だけでは限界があり，新地方公会計が必要とされることを学ぶ．

第 2 回：国，地方公共団体の組織，運営，予算，決算制度

・単年度予算
・予算編成
・決算制度
・出納整理期間
・歳入歳出決算書
・監査委員監査



学ぶべき用語・ポイント
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講義の内容
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　現在，急速に人口減少，少子高齢化が進んでおり，福祉サービスの需要が増大している．
　また，戦後いっせいに建設された公共施設，インフラの老朽化が進んでいる．
財源が厳しくなる中で，新しい企画，計画作成，合意形成をダイナミックに行い持続可能
な社会にしていなければならない．
　このため，新地方公会計が必要になり，総務省からすべての自治体に統一的な基準によ
る財務書類４表の作成が要請された．

第 3 回：一般会計，特別会計における新地方公会計の導入

・総務省改定方式
・基準モデル
・東京都方式
・総務省統一的な基準
・財務書類 4表



公会計１

学ぶべき用語・ポイント

講義の内容
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　現在，急速に人口減少，少子高齢化，公共施設，インフラの老朽化が進んでいる．
　財源が厳しくなる中で，新しい企画，計画作成，合意形成をダイナミックに行い持続可
能な社会にしていなければならない．
　新地方公会計による財務書類の活用方策とは何か，行政をどうマネジメントするのか，
そのために必要な会計データは何かを考える．

第 4 回：一般会計，特別会計における新地方公会計の活用，行政マネジメント

・財政健全化比率
・行政マネジメント
・行政評価
・公共施設マネジメント
・議会の審議
・住民への説明
・事業別，施設別コスト



学ぶべき用語・ポイント
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講義の内容
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　現在，過去に経験したことのない人口減少，少子高齢化が進んでおり，水道，下水道，交通，
病院等のインフラや公共施設がいっせいに老朽化しつつある．
　ますます財源が厳しくなる中で，持続可能な社会にするためには，上下水道，病院等の
マネジメントと公会計の改革が必要があり，その現状と課題を考える

第 5 回：地方公営企業（水道，下水道，交通，病院など）

・新公営企業会計基準
・独立採算
・料金設定
・借入資本金
・みなし償却



公会計１

学ぶべき用語・ポイント

講義の内容
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第 6 回：地方 3 公社（土地開発公社，住宅供給公社，道路公社），一部事務組合，広域連合

　戦後のインフラ整備と住宅事情を改良するために，自治体が出資する 3つの公社（土地
開発公社，住宅供給公社，道路公社）が設立された．また，単独の自治体だけでは，財源
が不足している中では，自治体同士の協力が必要で，そのため，一部事務組合，広域連合
が設立され，今後，その必要性が増してくる．
　そのために，各々の組織，経営，会計の現状と課題を学ぶ．

・地方 3公社
・土地開発公社
・住宅供給公社
・道路公社
・一部事務組合
・広域連合



学ぶべき用語・ポイント
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講義の内容
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　かつて，第三セクターは，民間の活力を利用して，行政の事業をより効果的，効率的に
行うために，全国で数多く設立されたが，現在，赤字や債務超過で苦しんでいる会社が多い．
指定管理者の制度は，公共施設の運営を行政のみでなく民間にも運営を行う機会を開くた
め導入された．
　主に，株式会社，公益法人等であるが，その経営，会計の現状と課題を学ぶ．

第 7 回：第三セクター，指定管理者

・民間の活力
・第三セクター
・指定管理者制度
・第三セクター等の抜本的
改革
・第三セクター等の経営健
全化等に関する指針
・事業評価



公会計１

学ぶべき用語・ポイント

講義の内容
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　従来の特殊法人，国立研究所，国立大学等が，イギリスのエージェンシー制度を参考に
して，独立行政法人や国立大学法人として設立された．
　これらの組織，行政経営，評価について，また，会計は企業会計に基づきながら独立行
政法人，国立大学法人に特有の会計基準などについて，現状と課題を学ぶ．

第 8 回：独立行政法人，国立大学法人

・独立行政法人通則法
・国立大学法人法
・中期目標
・中期計画
・独立行政法人評価委員会
・国立大学法人評価委員会
・損益ニュートラル
・損益外処理
・運営費交付金
・科学研究費補助金



学ぶべき用語・ポイント
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講義の内容
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　公益法人改革により公益性の認定による公益財団法人，公益社団法人が設立され，また，
一般法人化の認可をうけて一般財団法人，一般社団法人が設立された．
　また，NPO法人は，民間のボランティアによる活動が活発になっており，より組織的
に行うため数多く設立された．
　これらの経営と会計について，現状と課題を学ぶ．

第 9 回：公益法人，ＮＰＯ法人

・公益法人への移行認定
・一般法人への移行認可
・公益目的事業
・収支相償
・公益目的支出計画
・公益法人会計基準
・20年基準
・NPO法人会計基準



公会計１

学ぶべき用語・ポイント

講義の内容
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　少子高齢化が進む中で，とくに，高齢者福祉や高齢者医療等のニーズが増大している．
これに対して，社会福祉法人や医療法人の適正なガバナンスを強化して経営，会計を適正
化することが必要になった．
　現在，上記の目的のため，新しい監査制度が導入され，公認会計士の役割に期待されて
いるが，その経営，会計の現状と課題を学ぶ．

第 10 回：社会福祉法人，医療法人

・社会福祉法人会計基準
・医療法人会計基準
・医療・介護のネットワー
ク構築
・地域医療構想
・地域医療連携推進法人
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講義の内容
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第 11 回：中間の小論文の提出，解説

　ここまでの講義にもとづき，重要なテーマについて，小論文を提出し，解説を行う．



公会計１

学ぶべき用語・ポイント

講義の内容
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　地方公共団体における内部統制が平成 32年に導入予定であり，現在その検討が進んで
いる．
　金商法や会社法の内部統制との関係で，地方公共団体の想定されるリスクとは何か，ど
のような内部統制が必要であるのか，現状と課題を検討する．

第 12 回： 地方公共団体の内部統制

・地方公共団体のガバナン
ス
・リスクマネジメント
・不正事例（預け金等）
・内部統制に関する方針
・内部統制ガイドライン
・内部続制評価報告書



学ぶべき用語・ポイント
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講義の内容
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　国，地方公共団体，非営利法人の監査には，会計検査院検査，監査委員監査，監事監査
と外部監査（包括外部監査，個別外部監査）がある．
　各々の監査の対象（業務監査，会計監査），監査手法などの現状と課題を学ぶ．

第 13 回：公監査：地方公共団体の外部監査（包括外部監査，個別外部監査等）

・監査基準の設定
・内部監査
・外部監査
・会計検査委員検査
・監査委員監査
・監事監査
・財務監査
・3E監査
・VFM監査



公会計１

学ぶべき用語・ポイント

講義の内容

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS 145

　外部監査は，テーマによって監査の内容も結論も様々である．
　様々な包括外部監査と個別外部監査の実例に基づき，テーマ選定，監査の手法，監査の
結論である指摘と意見について，現状と課題を学ぶ．

第 14 回：地方公共団体の外部監査の事例

・地方創生
・産業振興
・高齢化
・財産の維持管理
・住民監査請求
・政務活動費
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講義の内容
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　すべての講義に基づき理解度確認セッションを行い，解説を行う．

第 15 回：理解度確認セッション



実践 ･ 応用

成績評価法

オフィスアワー

連絡先

時間割

その他（連絡事項）

講義名・担当教員

講義の目的

講義の進め方

この講義を受講するために必要とする知識

テキスト・参考文献

予習・復習について

10
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科目ナンバー
　日本における国，地方自治体など公会計，独立行政法人，公益法人など非利法人会計，
公監査，行政マネジメントの現状と課題を体系的に理解し，事例にもとづきディスカッショ
ンをおこない，より具体的にイメージし各人の理解を深めていく．
これにより，職業専門家になってから，差別化された専門分野をもつことができ公会計，
公監査，行政コンサルができることを目指す．

　会計，監査の基本知識．

　講義では，できる限り分かりやすく解説をするとともに，重要論点や事例では適時に受
講者といっしょにディスカッション等を行って進めていき，より分かりやすく理解できる
ようにする．
　1回のレポート作成提出と理解度確認セッションをするとともに解説を行う．

・テキスト：なし 

　講義は，レジュメ等にもとづき行う．
・参考文献：必要に応じて講義の中で本，資料を紹介する．

　連続講義
　（9月 3日～ 9月 7日）

　公会計 2・加藤暢一

・講義への出席回数，ディス
カッション，一部小テスト，
レポート作成（70％），理
解度確認セッション（30%）
で評価する．
・  AA(90点以上 )，
　A(80 点以上 90 点未満 )，

B(70 点以上 80 点未満 )，
C(60 点以上 70 点未満 )，
D(60点未満：不合格 )．

　講義と講義の間 1時間

 km290120-5510@outlook.
com

　できるだけ予習，復習を行うことが望ましい．また，参考とする本，資料等は，随時紹
介する．

　EAC-ACC605
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講義の予定
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第 1回：オリエンテーション
第 2回：国，地方公共団体の組織，運営，予算，決算制度，監査，海外事情
第 3回：一般会計等における新地方公会計の導入，海外事情，事例をふくむ，
第 4回：一般会計等における新地方公会計の活用と行政マネジメント，事例をふくむ
第 5回：一般会計等における新地方公会計の活用と行政マネジメント，事例をふくむ
第 6回：地方公営企業（水道，下水道，交通，病院など）の会計，事例をふくむ
第 7回：地方公共団体の監査（監査委員監査，包括外部監査等），海外事情，事例をふくむ
第 8回：公益法人，一般法人等における会計，監査，事例をふくむ
第 9回：独立行政法人，国立大学法人等の会計と監査，民営化事情，事例をふくむ
第 10回：公会計に関する小論文の作成，解説
第 11回：地方公共団体の監査（監査委員監査等）の事例
第 12回：地方公共団体の外部監査（包括外部監査 )の事例
第 13回：地方公共団体の外部監査（包括外部監査 )の事例
第 14回：地方公共団体の外部監査（個別外部監査）の事例
第 15回：理解度確認セッション



展開

成績評価法

オフィスアワー

連絡先

時間割

その他（連絡事項）

講義名・担当教員

講義の目的

講義の進め方

この講義を受講するために必要とする知識

テキスト・参考文献

予習・復習について

11
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科目ナンバー

　IFRS１・樋口尚文 　後期　土曜 5限

　IFRSの基礎を学習する．IFRSの基本的な事項を冒頭で学習するとともに，財務諸表作
成のための基本的な基準を一通り学習し，実務家に必要な知識を習得し考え方を理解する
ことを目標とする．

・講義の目的を達成するため適宜，補助資料を配布する．
・理解度確認セッションを実施する．

・企業会計に関する基礎的知識を有していることが必要である．ただし，IFRSである必
要はなく，会計学の基本的な科目を履修していることが望ましい．
・また，頑張って英文を読む意欲も必要と考えられる．

・平常点（40%），理解度確
認セッション（60％）で評
価する．
・ 授業の出席が評価の前提で
あり，やむを得ない事由が
ある場合を除き，理解度確
認セッションを除いて 10
回以上出席しないと評価し
ない．
・AA(90点以上 )，
  A(80 点以上 90 点未 満 )，

B(70 点以上 80 点未満 )，
C(60 点以上 70 点未満 )，
D(60点未満：不合格 )

　講義終了後（土曜午後）

　nhiguchi@tohoku.ac.jp
・連絡方法：電子メール及び
講義中に伝達する．

・1回目の講義には必ず出
席してください．やむを
得ず 2回目や 3回目から
出席する場合は，必ず 1
回目の講義開始前までに
講師まで電子メールで連
絡すること．連絡がない
場合は，受講をお断りす
る場合があります．

・参考文献等：主として以下の基準等を使用する．
　　　　　    IFRSの各基準書，IFRS財団　　
　　　　　    http://www.ifrs.org/Home.htm

                  　 登録すると無料で基準書を入手できる．
 　　　　　  （ウェブサイト⇒ IFRS⇒ standards and interpretations）
　　　　　   IASB（国際会計基準審議会）公表の中小企業向け IFRS（IFRS for SMEs）
　　　　　   橋本尚・山田善隆『IFRS会計学基本テキスト［第 4版］』中央経済社，2015年．
　　　　　   秋葉賢一『エッセンシャル IFRS［第 6版］』中央経済社，2016年．
　　　　　  必要に応じて講義の中で紹介する．

＜予習＞
 ・時間の余裕があればテキストの該当箇所を読んでおくこと．
＜復習＞
 ・参考文献や講義を基に基準書原文を読んでみること．図書室に置いてある基準書原文の
結論の根拠を読んでみること．

　EAC-ACC606
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講義の内容

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS

講義の目的：講義の概要，講義の進め方，成績評価，学習方法などについて説明を行う．

講義の概要：
・IFRSとはどのようなものか
・IFRS財団と IASBとは
・金融庁企業会計審議会の報告書等について
・参考文献等の紹介
・他

第 1 回：オリエンテーション



IFRS １

講義の内容 学ぶべき用語・基準書

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS 151

　IASBの公表する財務報告のための概念フレームワーク（2010）について概要を理解する．

1.財務報告の目的
2.財務報告の質的特性
3.基礎となる前提
4.その他

＜予習・復習＞
　概念フレームワークの概要を確認し理解する．

＜参考文献＞
　必要な文献は講義で示す．

第 2 回：概念フレームワーク

・ 一般財務報告の目的と主
たる利用者
・財務報告の質的特性（関
連性と忠実な表現）
・財務諸表の構成要素の定
義
・資産・負債・資本・収益・
費用の認識及び測定
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講義の内容

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS

　ASBJの討議資料を学習し，IASBの概念フレームワークとの違いを理解する．

1. ASBJの討議資料
2. 利益の考え方（純利益と包括利益の論文の学習）

＜予習・復習＞
　予習は講義で参照する基準等について熟読する．復習は基準等の該当部分を確認し理解
する．

＜参考文献＞
　必要な文献は講義で示す．

第 3 回：ASBJ の討議資料「財務会計の概念フレームワーク」



IFRS １

講義の内容 学ぶべき用語・基準書

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS 153

　IASBの概念フレームワークの公開草案（又は最終版）の概要を理解する．

1. 公開草案（又は最終版）の構成
2. 資産・負債・収益・費用・資本の定義の提案
3.認識と認識の中止・測定
4.純利益とその他の包括利益
5.他

＜予習・復習＞
　復習は，基準等の該当部分を確認し理解する．

＜参考文献＞
　必要な文献は講義で示す．

第 4 回：IASB の概念フレームワークの公開草案 ( 又は最終版）

・ 公開草案（又は最終版）
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講義の内容 学ぶべき用語・基準書

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS

　IAS1号　財務諸表の表示を学習する．

1. IAS1号の目的
2.定義
3.基準
4.開示

＜予習・復習＞
　復習は，基準等の該当部分を確認し理解する．

＜参考文献＞
　必要な文献は講義で示す．

第 5 回：財務諸表の表示

・ IAS1号



IFRS １

講義の内容 学ぶべき用語・基準書

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS 155

　IAS7号キャッシュ・フロー計算書，IFRS8号事業セグメント，IAS34号期中財務報告
を学習する．

1.目的
2.定義
3.基準
4.開示

＜予習・復習＞
　復習は，基準等の該当部分を確認し理解する．

＜参考文献＞
　必要な文献は講義で示す．

第 6 回：財務諸表の表示（2），IAS7 号，IFRS8 号，IAS34 号

・IAS7号
・IFRS8号
・IAS34号
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講義の内容 学ぶべき用語・基準書

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS

　IAS8号会計方針，会計上の見積りの変更及び誤謬，IAS10号後発事象，IFRS5号売却目
的で保有する非流動資産及び非継続事業について学習する．

1.目的
2.定義
3.基準
4.開示

＜予習・復習＞
　復習は，基準等の該当部分を確認し理解する．

＜参考文献＞
　必要な文献は講義で示す．

第 7 回：IAS8 号，IAS10 号，IFRS5 号

・ IAS8号
・IAS10号
・IFRS5号



IFRS １

講義の内容 学ぶべき用語・基準書

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS 157

　IAS2号棚卸資産，IAS23号借入コスト，IAS16号有形固定資産について学習する．

1.目的
2.定義
3.基準
4.開示

＜予習・復習＞
　復習は，基準等の該当部分を確認し理解する．

＜参考文献＞
　必要な文献は講義で示す．

第 8 回：IAS2 号，IAS23 号，IAS16 号

・IAS2号
・IAS23号
・IAS16号
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講義の内容 学ぶべき用語・基準書

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS

　IAS36号無形資産及び IAS38号資産の減損について学習する．

1.目的
2.定義
3.基準
4.開示

　企業結合の会計基準（IFRS3号）との関連性にも触れる．

＜予習・復習＞
　復習は，基準等の該当部分を確認し理解する．

＜参考文献＞
　必要な文献は講義で示す．

第 9 回：IAS36 号，IAS38 号

・IAS36号
・IAS38号



IFRS １

講義の内容 学ぶべき用語・基準書

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS 159

　IFRS16号リースについて学習する．

1.目的
2.定義
3.基準
4.開示
5. IFRS16号

　現行のリース会計基準である IAS17号は日本基準とほぼ同じ内容といえるが，2016年
に公表された IFRS16号は相当内容が変更されているため，IFRS16号を中心に説明する．

＜予習・復習＞
　復習は，基準等の該当部分を確認し理解する．

＜参考文献＞
　必要な文献は講義で示す．

第 10 回： IAS16 号

・IFRS16号
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講義の内容 学ぶべき用語・基準書

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS

　IFRS15号顧客との契約から生じる収益について学習する．

1. 目的
2. 定義
3. 基準
4. 開示

　我が国の会計実務との違いも学習する．具体的には ASBJの収益認識に関する基準を参照
することがある．

＜予習・復習＞
　復習は，基準等の該当部分を確認し理解する．

＜参考文献＞
　必要な文献は講義で示す．

第 11 回：IIFRS15 号

・IFRS15号



IFRS １

講義の内容 学ぶべき用語・基準書

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS 161

　IAS19号従業員給付について学習する．

1.目的
2.定義
3.基準
4.開示

　ASBJの公表した我が国の会計基準とも対比しながら学習する．

＜予習・復習＞
　復習は，基準等の該当部分を確認し理解する．

＜参考文献＞
　必要な文献は講義で示す．

第 12 回：IAS19 号

・IAS19号
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講義の内容 学ぶべき用語・基準書

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS

　IFRS第 2号株式に基づく報酬，IAS37号引当金，偶発負債及び偶発資産について学習
する．

1.目的
2.定義
3.基準
4.開示

＜予習・復習＞
　復習は，基準等の該当部分を確認し理解する．

＜参考文献＞
　必要な文献は講義で示す．

第 13 回：IFRS2 号 ，IAS37 号

・IFRS2号
・IAS37号



IFRS １

講義の内容 学ぶべき用語・基準書

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS 163

　IAS12号法人所得税，IAS21号外国為替レート変動の影響，その他の基準について学習
する．

1.目的
2.定義
3.基準
4.開示

＜予習・復習＞
　復習は，基準等の該当部分を確認し理解する．

＜参考文献＞
　必要な文献は講義で示す．

第 14 回：IAS12 号 ，IAS21 号

・ IAS12号 

・IAS21号 

・他
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講義の内容

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS

・理解度確認セッションを実施する．
・範囲は適宜指定する．

第 15 回：理解度確認セッション



展開

成績評価法

オフィスアワー

連絡先

時間割

その他（連絡事項）

講義名・担当教員

講義の目的

講義の進め方

この講義を受講するために必要とする知識

テキスト・参考文献

予習・復習について

12

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS 165

科目ナンバー

　IFRS２・樋口尚文 　前期　隔週土曜 1/2限

　金融商品，企業グループの会計及び企業結合を中心に IFRSを学習する．「IFRS１」で
学んだ項目以外を一通り学習し，実務家に必要な知識を習得し考え方を理解することを目
標とする．

・講義の目的を達成するため適宜，補助資料を配布する．
・1回目の講義で IFRS２に関連する共通テーマを設定し，受講者から調査結果を発表し
てもらう．
・理解度確認セッションを実施する．

・2年次の受講が望ましい．
・以下のいずれかがあることが極力望ましい．
　○ 「IFRS１」を履修済であること．
　○ 簿記または財務会計の講義（両方とも特に金融商品及び企業グループの会計並びに
　企業結合の箇所）を履修済みであること．
　○ 我が国の会計基準について一通りの基礎的な知識があること．
　○ 公認会計士試験の勉強をしているか，既に短答式試験に合格していること．
　○ IFRSの基準書等を英文で読むことに抵抗がないこと（講義は日本語であるが，配布
　資料の多くは英文を含む）．
・発表・議論・英文に抵抗がないこと．必ず 1回は発表を行います．

・理解度確認セッション
（50%），課題提出及び授
業中の発言などの平常点
（50％）で評価する．
・ 授業の出席が評価の前提で
ある．
・AA(90点以上 )，
  A(80 点以上 90 点未 満 )，

B(70 点以上 80 点未満 )，
C(60 点以上 70 点未満 )，
D(60点未満：不合格 )

　講義終了後

　nhiguchi@tohoku.ac.jp
・連絡方法：電子メール及び
講義中に伝達する．

・1回目の講義には必ず出
席してください．やむを
得ず 2回目や 3回目から
出席する場合は，必ず 1
回目の講義開始前までに
電子メールで連絡するこ
と．連絡がない場合は，
受講をお断りする場合が
あります．

・参考文献等：主として以下の基準・文献等を使用・紹介する．
　　　　　   IFRSの各基準書，IFRS財団　　
　　　　　   http://www.ifrs.org/

                  　登録すると無料で基準書を入手できる．
 　　　　　 （ウェブサイト⇒ IFRS⇒ standards and interpretations）
　　　　　  橋本尚・山田善隆『IFRS会計学基本テキスト［第 5版］』中央経済社，2017年．
　　　　　   秋葉賢一『エッセンシャル IFRS［第 6版］』中央経済社，2016年．
　　　　　  その他必要に応じて講義の中で紹介する．

＜予習＞
 ・時間に余裕があればテキストの該当箇所を読んでおくこと．
＜復習＞
 ・テキストや講義を基に基準書原文を読んでみること．図書室における基準書原文の結論
の根拠を読んでみること．

　EAC-ACC607
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講義の内容

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS

講義の目的：講義の概要，講義の進め方，成績評価，学習方法などについて説明を行う．

講義の概要：
・IFRS２の学習の範囲
・金融商品
・公正価値測定
・連結・企業結合等
・最近の基準開発動向
・発表テーマの選定と割当て
・他

第 1 回：オリエンテーション



IFRS ２

講義の内容 この講義で学ぶ基準書

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS 167

　金融商品会計のうち認識及び測定（又は分類と測定）に関する基準について理解する．

1. IFR9号の認識及び測定
2.日本の金融商品会計基準
3. 1・2の考察
4. その他

＜予習・復習＞
　認識と測定に関する概要を理解する．

＜参考文献＞
　必要な文献は講義で示す．

第 2 回：金融商品

・IFRS9号
・金融商品会計基準
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講義の内容 この講義で学ぶ基準書

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS

　金融商品会計のうち認識の中止に関する基準について理解する．

1. IFRS9号の認識の中止
2. 日本の金融商品会計基準
3. 1・2・3の考察
4. その他

第 3 回：金融商品

・IFRS9号
・金融商品会計基準



IFRS ２

講義の内容 この講義で学ぶ基準書

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS 169

　金融商品会計のうち減損及びヘッジ会計を学習し理解する．

1. IFRS9号減損及びヘッジ会計
2. 日本の金融商品会計基準
3. 1・2の考察

＜予習・復習＞
　復習は，基準等の該当部分を確認し理解する．

＜参考文献＞
　必要な文献は講義で示す．

第 4 回：金融商品

・IFRS9号
・金融商品会計基準
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講義の内容 この講義で学ぶ基準書

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS

　金融商品の表示および開示を学習する．

1. IAS32号（表示：特に負債と資本の区分，金融資産と金融負債の相殺）
2. IFRS7号（開示）

＜予習・復習＞
　復習は，基準等の該当部分を確認し理解する．

＜参考文献＞
　必要な文献は講義で示す．

第 5 回：金融商品

・IAS32号
・IFRS7号



IFRS ２

講義の内容 この講義で学ぶ基準書

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS 171

　IFRS13号公正価値測定を学習する．
　特に市場相場のない金融商品・非金融商品の評価技法の概要を理解する．

＜予習・復習＞
　復習は，基準等の該当部分を確認し理解する．

＜参考文献＞
　必要な文献は講義で示す．

第 6 回：IFRS13 号

・IFRS13号
・IASB公表の教育文書
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講義の内容 この講義で学ぶ基準書

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS

　IFRS10号連結財務諸表，IAS27号個別財務諸表を学習する．

1. 目的
2. 定義
3. 基準
4. 開示

＜予習・復習＞
　復習は，基準等の該当部分を確認し理解する．

＜参考文献＞
　必要な文献は講義で示す．

第 7 回：IFRS10 号，IAS27 号

・IFRS10号
・IAS27号



IFRS ２

講義の内容 この講義で学ぶ基準書

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS 173

　IAS28号関連会社に対する投資，IFRS11号共同支配の取決めについて学習する．

1. 目的
2. 定義
3. 基準
4. 開示

＜予習・復習＞
　復習は，基準等の該当部分を確認し理解する．

＜参考文献＞
　必要な文献は講義で示す．

第 8 回：IAS28 号，IFRS11 号

・ IAS28号
・IFRS11号
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講義の内容 この講義で学ぶ基準書

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS

　IFRS12号他の企業への関与の開示，IAS24号関連当事者の開示について学習する．

1. 目的
2. 定義
3. 基準
4. 開示

＜予習・復習＞
　復習は，基準等の該当部分を確認し理解する．

＜参考文献＞
　必要な文献は講義で示す．

第 9 回：IFRS12 号，IAS24 号・・・企業集団の開示

・IFRS12号
・IAS24号



IFRS ２

講義の内容 この講義で学ぶ基準書

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS 175

　IFRS3号企業結合についての基準の基本構造を学習する．

1. 目的
2. 定義
3. 基準
4. 開示

＜予習・復習＞
　復習は，基準等の該当部分を確認し理解する．

＜参考文献＞
　必要な文献は講義で示す．

第 10 回：IFRS3 号

・IFRS3号
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講義の内容 この講義で学ぶ基準書

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS

　IFRS3号企業結合について，基準設定の背景，我が国基準との対比について学習する．

＜予習・復習＞
　復習は，基準等の該当部分を確認し理解する．

＜参考文献＞
　必要な文献は講義で示す．

第 11 回： IFRS3 号

・IFRS3号



IFRS ２

講義の内容

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS 177

　報告とディスカッションを実施する．

第 12 回：報告とディスカッションその①
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講義の内容
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　報告とディスカッションを実施する．

第 13 回：報告とディスカッションその②



IFRS ２

講義の内容
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　報告とディスカッションを実施する．

第 14 回：報告とディスカッションその③



180

講義の内容
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・理解度確認セッションを実施する．
・範囲は適宜指示する．

第 15 回：理解度確認セッション



実践 ･ 応用

成績評価法

オフィスアワー

連絡先

時間割

その他（連絡事項）

講義名・担当教員

講義の目的

講義の進め方

この講義を受講するために必要とする知識

テキスト・参考文献

13

予習・復習について
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科目ナンバー

　財務会計の理論と実証・米谷健司 　後期　金曜 4限

・ 講義レジュメ・平常点
（60％）と最終レポート
（40％）で評価する．
・  AA(90点以上 )， 
   A(80 点以上 90 点未満 )，

B(70 点以上 80 点未満 )，
C(60 点以上 70 点未満 )，
D(60点未満：不合格 )

　水曜日
　10:30-12:00

　022-217-6283
　kenji.kometani.a7@tohoku.
ac.jp

　テキストに沿って講義を行う．受講者は，各回の講義で取り扱うテキストの内容を講義
日までに予習する必要がある．各回の講義では，受講者による説明を基礎としながら，教
員が補足的に説明を加える予定である．ただし，受講者数に応じて講義の進め方を適宜変
更する場合がある．
　また，実際の研究報告を聞くために，会計研究会への参加を促すことがある．

　個々の会計ルールに関する講義・解説は行わないため，財務会計に関する基本的な知識
を既に修得していることが必要となる．

・テキスト：ウィリアム・R・スコット（太田康広・椎葉淳・西谷順平訳）『財務会計の理
　　　　　  論と実証』中央経済社，2009年．
・ 参考文献：Scott, W. R., (2014), Financial Accounting Theory 7th edition , Prentice Hall.

　　　　　 （テキストは第 4版の邦訳になります．）
　　　　　   Beaver, W. H., (1998), Financial reporting , Prentice Hall.

　　　　  　　　　　

　本講義の目的は，財務会計が果たすべき役割を理論と実証の両面から考察することにあ
る．これからの会計専門家には会計処理の方法や会計基準の内容を正しく理解するだけで
なく，財務会計の経済的役割についても適切に評価できる力が求められる．本講義では，
財務会計研究に関連する理論を理解し，それらが会計実務や基準設定とどのように関連す
るのかを実証的証拠をもとに検討する．

　本講義は予習に多くの時間を費やす必要がある．各回で使用するテキストの該当章をよ
く読み，事前にその内容や疑問点等を簡潔なレジュメにして整理する必要がある．当該レ
ジュメは各回の講義終了時に提出してもらう．

　EAC-ACC609



182

講義の内容
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　本講義は全 15回で構成され，講義計画は以下のとおりである．その他，講義の進め方
や成績評価に関するオリエンテーションを行う．

　第 1回：オリエンテーション
　第 2回：理想的状況の会計
　第 3 回：財務会計に対する意思決定有用性アプローチ（1）
　第 4 回：財務会計に対する意思決定有用性アプローチ（2）
　第 5 回：効率的証券市場（1）
　第 6 回：効率的証券市場（2）
　第 7 回：意思決定有用性についての情報パースペクティブ（1）
　第 8 回：意思決定有用性についての情報パースペクティブ（2）
　第 9 回：意思決定有用性についての測定パースペクティブ（1）
　第 10 回：意思決定有用性についての測定パースペクティブ（2）
　第 11 回：経済的帰結と実証会計理論
　第 12 回：経営者報酬
　第 13 回：利益マネジメント
　第 14 回：基準設定：経済的問題
　第 15 回：基準設定：政治的問題
　
＜宿題＞　
　次回講義予定のテキスト該当章を読み，その内容や疑問点等を簡潔なレジュメに整理す
ること．

第 1 回：オリエンテーション



財務会計の理論と実証

講義の内容
学ぶべき用語・ポイント
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　理想的状況（確実性下及び不確実性下）における現在価値モデルについて考察し，財務諸
表利用者にとって目的適合的な情報について整理する．さらに，理想的状況が成立しない現
実世界における現在価値会計の問題点を浮き彫りにするために，石油やガスに適用される埋
蔵量認識会計（RRA）について検討する．取得原価主義会計の意義についても考察する．

1.確実性下の現在価値モデル
2. 不確実性下の現在価値モデル
3. 石油やガスに適用される埋蔵量認識会計（RRA）
4. 取得原価主義会計の再検討
5. 真実の利益は存在しない

＜宿題＞　
　次回講義予定のテキスト該当章を読み，その内容や疑問点等を簡潔なレジュメに整理する
こと．

第 2 回：理想的状況の会計

・不確実性
・不完備市場
・測定パースペクティブ
・情報パースペクティブ
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講義の内容
学ぶべき用語・ポイント
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　財務会計における意思決定有用性アプローチを理解するために，意思決定理論と資本市
場理論の概要を解説し，これらの理論のもとではどのような情報が有用であるのかを確認
する．その上で，意思決定理論や資本市場理論が会計情報とどのように関係づけられるの
かについて議論する．

1.意思決定有用性アプローチ
2. 単一個人意思決定理論
3. 合理的でリスク回避的な投資家

＜宿題＞　
　次回講義予定のテキスト該当章を読み，その内容や疑問点等を簡潔なレジュメに整理す
ること．

第 3 回：財務会計に対する意思決定有用性アプローチ（1）

・事後状態確率
・情報システム
・目的適合性
・信頼性



財務会計の理論と実証

講義の内容
学ぶべき用語・ポイント
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前回に引き続き，意思決定理論と資本市場理論のもとで，どのような情報が有用であるのか
を確認する．さらに，FASBの概念ステートメントなどには，意思決定有用性アプローチの
考え方が反映されていることを確認する．意思決定有用性アプローチのもとで財務報告がど
のような役割を果たせるのかについて検討する．

1. ポートフォリオ分散の原理
2. 最適な投資意思決定
3. ポートフォリオ・リスク
4. 意思決定有用性アプローチに対する職業会計団体の反応

＜宿題＞　
　次回講義予定のテキスト該当章を読み，その内容や疑問点等を簡潔なレジュメに整理する
こと．

第 4 回：財務会計に対する意思決定有用性アプローチ（2）

・ポートフォリオ理論
・分散投資
・ベータ
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講義の内容
学ぶべき用語・ポイント
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　効率的市場仮説を説明するとともに，証券市場がどのように情報を織り込んでいるのかに
ついて検討する．また，証券市場の効率性という概念が，財務報告にどのような影響を与え
るのかについて議論する．また，資本資産価格形成モデルを紹介し，それが財務報告の実証
研究にもたらした貢献について説明する．

1.  効率的証券市場
2. 効率的証券市場の財務報告にとっての意義
3. 証券価格の情報提供性
4. 資本資産価格形成モデル

＜宿題＞　
　次回講義予定のテキスト該当章を読み，その内容や疑問点等を簡潔なレジュメに整理する
こと．

第 5 回：効率的証券市場（1）

・効率的市場仮説
・合理的期待
・ノイズ・トレーダー
・CAPM

・市場モデル



財務会計の理論と実証

講義の内容
学ぶべき用語・ポイント
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　前回の続きで，証券市場の効率性と財務報告の関係について議論する．特に情報の非対称
性が証券市場の効率性に与える影響について検討する．さらに，証券市場の効率性を想定す
れば，財務報告におけるフル ･ディスクロージャーが重要であることを説明する．

1.情報の非対称性
2.良好に機能する証券市場の社会的重要性
3.フル・ディスクロージャーの例

＜宿題＞　
　次回講義予定のテキスト該当章を読み，その内容や疑問点等を簡潔なレジュメに整理する
こと．

第 6 回：効率的証券市場（2）

・情報の非対称性
・逆選択
・モラル・ハザード
・MD&A
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講義の内容
学ぶべき用語・ポイント
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第 7 回：意思決定有用性についての情報パースペクティブ（1）

　市場の効率性を前提として，会計情報は有用であるのか否かを分析する研究が盛んに行わ
れてきた．その嚆矢が Ball and Brown (1968)の研究である．Ball and Brown (1968)の研究方法
を整理した上で，主にイベント ･スタディといわれる分析方法について説明し，その分析結
果について議論する．その他，利益反応係数を利用した研究なども説明する．

1.研究課題のアウトライン
2. Ball and Brown（1968）の研究
3. 利益反応係数

＜宿題＞　
　次回講義予定のテキスト該当章を読み，その内容や疑問点等を簡潔なレジュメに整理する
こと．

・情報パースペクティブ
・期待リターンと期待外
リターン
・期待利益と期待外利益
・イベント・スタディ
・利益反応係数



財務会計の理論と実証

講義の内容
学ぶべき用語・ポイント

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS 189

第 8 回：意思決定有用性についての情報パースペクティブ（2）

　前回に引き続き，Ball and Brown (1968)以降の証券市場の効率性を前提とした実証会計研
究について整理する．これらの研究アプローチは，会計情報の有用性を証券価格の変化の大
きさと捉えているという点において情報パースペクティブといわれる．情報パースペクティ
ブの研究成果の貢献を指摘するとともに，情報パースペクティブに基づく会計基準設定の問
題点についても議論する．

1.非経常項目，一時項目，および異常項目
2. 「最良の」会計方針についての注意点
3. RRAの情報内容

＜宿題＞　
　次回講義予定のテキスト該当章を読み，その内容や疑問点等を簡潔なレジュメに整理する
こと．

・持続性
・利益の質



190

講義の内容
学ぶべき用語・ポイント
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　情報パースペクティブに代わり，測定パースペクティブが着目されている．意思決定有
用性アプローチにおける測定パースペクティブとは何かについて説明する．測定パースペク
ティブが支持される理由の一つに証券市場の非効率性を指摘する証拠が蓄積されつつあるこ
とを説明する．

1. 証券市場は効率的か？
2. 測定パースペクティブを支持するその他の理由

＜宿題＞　
　次回講義予定のテキスト該当章を読み，その内容や疑問点等を簡潔なレジュメに整理する
こと．

第 9 回：意思決定有用性についての測定パースペクティブ（1）

・プロスペクト理論
・アノマリー
・価値関連性
（value relevance）



財務会計の理論と実証

講義の内容
学ぶべき用語・ポイント
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　Ohlsonのクリーン・サープラス理論は，貸借対照表と損益計算書の基礎的項目に基づい
て企業価値をあらわしているという点において，測定パースペクティブと整合的であるとい
える．この Ohlsonモデルについて説明する．また，測定パースペクティブが支持されるよ
うになった背景の一つに，監査人の法的責任の問題が関係しており，これについて議論する．

1.財務諸表情報の価値関連性
2. Ohlsonのクリーン・サープラス理論
3. 監査人の法的責任

＜宿題＞　
　次回講義予定のテキスト該当章を読み，その内容や疑問点等を簡潔なレジュメに整理する
こと．

第 10 回：意思決定有用性についての測定パースペクティブ（2）

・残余利益モデル
・クリーン ･サープラス
・保守主義
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講義の内容
学ぶべき用語・ポイント
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　効率的市場を前提にすると，会計方針の選択は問題とならないはずである．しかし，会
計方針の選択が企業価値に影響を与える場合があるという主張がある（経済的帰結）．こ
の主張の背景には実証会計理論（Positive accounting theory）がある．実証会計理論とは何
かについて説明を行う．

1.経済的帰結の興隆
2. 従業員ストック・オプション
3. 石油・ガス産業における成功部分原価会計に対する株式市場の反応
4. 効率的市場理論と経済的帰結の関係
5. 実証会計理論（PAT）

＜宿題＞　
　次回講義予定のテキスト該当章を読み，その内容や疑問点等を簡潔なレジュメに整理す
ること．

第 11 回：経済的帰結と実証会計理論

・ボーナス制度仮説
・財務制限条項仮説
・政治コスト仮説



財務会計の理論と実証

講義の内容
学ぶべき用語・ポイント

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS 193

　報酬契約に焦点をあて，経営者報酬制度について考察を行う．経営者報酬制度は企業と経
営者の契約であり，多くの場合利益や株価が用いられる．経営者の報酬契約における会計情
報の役割について議論する．

1.インセンティブ契約は必要か？
2. 経営者報酬制度
3. 報酬についての実証研究
4. 経営者報酬の政治学

＜宿題＞　
　次回講義予定のテキスト該当章を読み，その内容や疑問点等を簡潔なレジュメに整理する
こと．

第 12 回：経営者報酬

・エージェンシー理論
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講義の内容
学ぶべき用語・ポイント
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　利益マネジメントの定義や手法について整理するとともに，どのような証拠がこれまで
蓄積されてきたのかを解説する．利益マネジメントを行う経営者のインセンティブを議論
するとともに，利益マネジメントの良い面と悪い面について考察する．

1.利益マネジメントのパターン
2. ボーナス目的の利益マネジメントについての証拠
3. 利益マネジメントに対するその他の動機
4. 利益マネジメントの良い面
5. 利益マネジメントの悪い面

＜宿題＞　
　次回講義予定のテキスト該当章を読み，その内容や疑問点等を簡潔なレジュメに整理す
ること．

第 13 回：利益マネジメント

・ビッグ ･バス
・利益平準化
・裁量的アクルーアル
・私的情報
・機会主義



財務会計の理論と実証

講義の内容
学ぶべき用語・ポイント
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　会計情報の役割には，意思決定有用性の観点と契約の観点の両方が含まれる．基準設定
機関はどのようにこれらを調整し，財務会計情報の適切な水準を決定するのかという問題
について議論する．

1. 経済活動に対する規制
2. 情報生産への私的インセンティブ
3. 市場の失敗原因
4. 情報はどれぐらいあれば十分なのか？
5. 分権的規制

＜宿題＞　
　次回講義予定のテキスト該当章を読み，その内容や疑問点等を簡潔なレジュメに整理す
ること．

第 14 回：基準設定：政治的問題

・基準設定
・資本コスト
・外部性とただ乗り
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講義の内容
学ぶべき用語・ポイント
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　基準設定機関が抱える政治的な問題について議論を行う．特に国際会計基準に焦点をあ
て，国際会計基準審議会が関係者の利害をどのように調整しているのかについて考察を行
う．

1. 規制についての 2つの説
2. カナダとアメリカにおける基準設定
3. 国際会計基準審議会
4. 規制理論との関係
5. 対立と妥協
6. 細則主義と原則主義
7. 基準設定のための判断条件

＜宿題＞
　これまでの講義内容を踏まえて，最終レポートを作成し，提出すること．

第 15 回：基準設定：政治的問題

・公共利益説
・利益団体説
・細則主義と原則主義
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テキスト・参考文献

予習・復習について
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科目ナンバー
　IASB（国際会計基準審議会）や米国 FASB（財務会計審議会）等における会計基準の
コンバージェンスのトピックスに加え，IFRSを適用している企業の事例や我が国におけ
る検討課題等について前半（1回目～ 5回目）で一通り講義する．
　また，会計基準に限らない，国際的な会計・監査のトピックについて 6回目及び 7回
目で講義する．
　後半（6回目以降）は，ディスカッションや受講者による発表により，IFRSやその財
務諸表についての会計政策や個々の基準の設定理解を深め，将来財務諸表作成者・監査
人・利用者等の実務家になった場合でも，対応できるような考えを身に付けることを目
標にする（テーマは受講者との間で協議して決めるが，例年金融商品の減損となっている．
ただしこのテーマにこだわらない）．

・どちらかというと 2年次の受講が望ましい．
・以下のいずれかがあることが極力望ましい．
　○ 「IFRS１」及び「IFRS２」を履修済もしくは同時に受講すること．
　○ 簿記または財務会計の講義（両方とも特に金融商品と企業結合の箇所）を履修済み
　　であること．
　○ 我が国の会計基準について一通りの基礎的な知識があること．
　○ 公認会計士試験の勉強をしているか，既に短答式試験に合格していること．
・IFRSの基準書等を英文で読むことに抵抗がないこと（講義は日本語であるが，配布資
料の多くは英文を含む）．
・発表・議論に抵抗がないこと．

　教員による講義（前半）と，受講生（グループ）によるプレゼンテーションとそれに対
する受講生や教員によるコメントとを組み合わせて講義（後半）を進める他，レポートを
課す場合がある．

　講義で紹介する．

　事例研究（IFRS）・樋口尚文

　
　後期　土曜 4限

・1回目の講義には必ず出
席してください．やむを
得ず 2回目から出席する
場合は，必ず 1回目の講
義前までに講師まで電子
メールで連絡すること．
連絡がない場合は，受講
をお断りする場合があり
ます．
・発表の準備が不十分な場
合，講義の単位付与がで
きませんので，講義期間
の途中で登録の取り下げ
を勧告することがありま
す．特に大学院修了単位
に本講義を組み込む予定
の方は，このことについ
て事前に承知しておいて
ください．

　講義終了後（土曜午後）

　nhiguchi@tohoku.ac.jp
・連絡方法：電子メール及び
講義中に伝達する．

・平常点（講義への出席，
プレゼンテーション，コ
メント，講義中提示する
課題等）で評価する．理
解度確認セッションは行
わない．
・AA(90点以上 )，　
  A(80点以上 90点未満 )，

B(70点以上 80点未満 )，
C(60点以上 70点未満 )，
D(60点未満：不合格 )

　講義後の復習は必要になる．また，プレゼンテーションを行う者は割り当てられた検討
内容を報告するため，事前準備が必要となる．おおよそ発表時間よりも相当多くの時間を
費やすことが想定される．

　EAC-ACC610
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講義の予定
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第 1回：オリエンテーション
　講義の内容，進め方，成績評価の方法について説明する．
第 2回～第 15回
　具体的な講義の進め方や講義の内容は，履修する受講生の人数や要望によって臨機応変に対応するが，
現時点では以下のような進め方を考えている．

・我が国の会計基準コンバージェンスの背景，我が国への IFRS導入の議論，諸外国の状況
・ 金融商品会計の金融資産の減損に焦点を絞って，受講者からの報告と報告資料に基づいて討議を行う．
・必ず講義受講者全体の前での発表が必要になる．

＜宿題＞
　講義の終盤（冬休み）に宿題（レポート）を課す場合がある．



基礎

成績評価法

オフィスアワー

連絡先

時間割

その他（連絡事項）

講義名・担当教員

講義の目的

講義の進め方

この講義を受講するために必要とする知識

テキスト・参考文献
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科目ナンバー

　管理会計１・青木雅明 　後期　火曜 2限

・管理会計の基礎を身につける．
・会計情報（非財務情報も含む）が企業における意思決定や業績評価においてどのように
利用されるかを具体的に理解する．
・会計数値の意味を理解する．

・ 原則として，1回の講義で 1章を学習するというペースで講義を進めていく．
・ この講義では管理会計の基礎を学ぶので，今後管理会計を学んでいく上で必要となるト
  ピックについては十分に時間をかけて説明を行う．
・ 原則として，講義毎に宿題を課す．また，必要に応じて小テストも行う．
・ 理解度確認セッション 1と理解度確認セッション 2を行う．

　 会計や原価計算に関する基礎的知識を有していること．たとえば，学部で会計学関連
の科目や原価計算・管理会計の科目を履修していることが望ましい．工業簿記 2級程度の
知識があれば十分．

・ 宿題（60%），理解度確
認セッション 1（20%），
理解度確認セッション 2
（20%）で評価する．
・AA(90点以上 )，
  A(80点以上 90点未満 )，

B(70点以上 80点未満 )，
C(60点以上 70点未満 )，
D(60点未満：不合格 )

　月曜日
　10:00-12:00

　022-217-6279
　maoki@tohoku.ac.jp

・ 英文のテキストを利用す
るが，英語自体の解説は
行わない．
・ 「管理会計１・２」でテキ
スト全てを説明する．こ
のため，次セメスターに
開講される「管理会計２」
を続けて受講するのが望
ましい．
・ 予習・復習を必ず行うこ
と．
・ 講義に関する連絡は全て
メールで行う．
・ 講義資料等はすべてホー
ムページに掲示する．

・ Horngren, C. T., S. M. Datar, and M. Rajan, Cost Accounting: A Managerial Emphasis (16th ed.), 

Prentice-Hall, 2017.

・青木雅明『管理会計』同文館，2005年．
・上埜進・青木雅明編著『管理会計演習－理論と計算－』税務経理協会，2011年．
・小沢浩『詳解　コストマネジメント』同文館，2011年 .

・ 参考資料・参考文献は必要に応じて講義の中で紹介する．

＜予習＞
・講義はテキストを読んでいることを前提として行うので，テキストを事前に読んでくる  

  こと．
・欄外にある「学ぶべき用語・ポイント」に書かれている用語の意味を調べること．
＜復習＞
・テキスト章末にある “PROBLEM FOR SELF-STUDY” を自分で解くこと．
・宿題を解き，「学ぶべき用語・ポイント」に示されている用語の意味を確認すること．
・宿題以外の問題についても自主的に学習することを期待する．
・宿題は自分で考えること．宿題の解答が類似している場合，類似している答案を全て 0

点とする．

　EAC-ACC506
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講義の内容 学ぶべき用語・ポイント
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講義の目的：
　講義の概要，講義の進め方，成績評価，学習方法（予習・復習）などについてシラバス
を用いて説明を行う．

講義の概要：
　以下の内容を学習する．それぞれについて簡単に説明する．

第 1回：オリエンテーション
第 2回：組織における会計人の役割（第 1章）
第 3回：管理会計で用いる基礎的用語と原価計算の目的（第 2章）
第 4回：CVP分析（第 3章）
第 5回：個別原価計算（第 4章）
第 6回：Activity-Based Costing（第 5章）
第 7回：理解度確認セッション 1

第 8回：総合予算と責任会計（第 6章）
第 9回：変動予算，直接費差異，マネジメント・コントロール（第 7章）
第 10回：変動予算，間接費差異，マネジメント・コントロール（第 8章）
第 11回：予算の総括
第 12回：在庫評価とキャパシティ分析（第 9章）
第 13回：原価態様（第 10章）
第 14回：意思決定と関連情報（第 11章）
第 15回：理解度確認セッション 2

参考：テキストを利用した学習法（予習・復習）
・ 欄外にある「学ぶべき用語・ポイント」に書かれている用語は，テキスト巻末にある
   Glossaryで調べること．
・ テキスト章末にある “Decision Points” を読み，ここで示されている質問に答えられる
   かどうかを確認すること．もし，答えられない場合には，テキストをもう一度読み返
   すこと．
・ テキスト章末にある “Assignment Material” を各自解き，解答を作成すること．この問
   題に答えられない場合，テキストの内容を理解していないと考えられるので，テキス
   トをもう一度読み返すこと．

第 1 回：オリエンテーション

　次回からの講義では，
予習としてこの欄に書い
てある用語の意味を調べ
てくること．



管理会計１
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1. 管理会計と財務会計の違いを理解すること．
2.管理会計担当者が戦略的な意思決定にどのような影響を与えているか理解すること．
3.価値連鎖（Value Chain）に含まれるビジネスの機能を理解すること．そして，顧客が企
業に対して何を期待しているか理解すること．

4. 5 段階からなる意思決定プロセスを理解し，管理会計においてどのような役割を果たし
ているのかを理解すること．

5.管理会計担当者が，管理者を支援していく際に従うべき 3 つのガイドラインを理解する
こと．

6.管理会計をどのようにして組織構造に適合させていくかを理解すること．
7.会計専門家としての倫理が管理会計担当者にとってどのような意味を持つのか理解する
こと．

＜復習＞
・ Problem for Self-Studyを解くこと．
・ 欄外「学ぶべき用語・ポイント」にある用語の意味を調べ理解すること．
・ Decision Pointsを読み，学習目的を理解すること．

＜宿題＞
・講義の時に指示する．

＜より進んだ学習＞
・ Exhibit 1-7“Standard of Ethical Conduct for Management Accountants” を読み，管理会計
  担当者に求められている倫理観を理解すること．
・ Exhibit 1-8“Resolution of Confl ict” を読み，倫理上の問題が生じた場合について，その
  対処方法を理解すること．

第 2 回：組織における会計人の役割

・ budget（予算）
・ control

   （コントロール，統制）
・ controller

・ cost accounting

・ cost-benefit approach

・ cost management

・ customer service

・ distribution

・ financial accounting

・ line management

・ management accounting

・ marketing

・ planning

・ research

   and development

・ scorekeeping

・ staff management

・ strategic

   cost management

・ strategy

・ supply chain

・ value chain
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講義の内容 学ぶべき用語・ポイント
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1. 原価対象（cost object）を具体的に説明できるようになること．
2.直接費と間接費の違いを理解すること．
3.変動費と固定費の違いを理解し，説明できるようになること．
4.単位原価を解釈する際に注意すべき点を理解すること．
5.棚卸原価と期間費用の違いを理解すること．
6.目的の違いによって製品原価が異なる方法で計算される理由を理解すること．
7.原価計算と管理会計のフレームワークの違いを理解すること．

＜復習＞
・ Problem for Self-Studyを解くこと．
・ 欄外「学ぶべき用語・ポイント」にある用語の意味を調べ理解すること．
・ Decision Pointsを読み，学習目的を理解すること．

＜宿題＞
・講義の時に指示する．

＜より進んだ学習＞
・2-1から 2-15の解答を英語で書いてみること．

第 3 回：管理会計で用いる基礎的用語と原価計算の目的

・ actual cost（実際原価）
・ average cost（平均原価）
・ budgeted cost

   （予算原価）
・ conversion cost（加工費）
・ cost accumulation

・ cost allocation

・ cost assignment

・ cost driver

・ cost object

・ cost of

   goods manufactured

・ cost tracing

・ direct costs of 

   a cost object

・ direct manufacturing 　　
labor costs

・ direct material costs

・ factory overhead costs

・ finished goods inventory

・ fixed costs

・ indirect manufacturing

   costs

・ inventoriable costs

・ manufacturing overhead

   costs

・ operating income

・ overtime premium

・ period costs

・ prime costs

・ product cost

・ relevant range

・ revenues

・ unit cost

・ variable cost

・ work in progress
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講義の内容 学ぶべき用語・ポイント
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1. CVP 分析の特徴を理解すること．
2.損益分岐点や目標利益を達成するために必要なアウトプット水準を計算できるようにな
ること．

3.所得税が CVP 分析にどのように影響を与えるか理解すること．
4.意思決定を行う際，管理者が CVP分析をどのように利用するのか理解すること．
5.不確実性を扱う際，感度分析がどのように利用されるのかを理解すること．
6.変動費と固定費の計画を立てる場合，CVP 分析をどのように利用するかを理解するこ
と．

7.多品種製品を生産している企業にどのように CVP 分析を適用するかを理解すること．

＜復習＞
・ Problem for Self-Studyを解くこと．
・ 欄外「学ぶべき用語・ポイント」にある用語の意味を調べ理解すること．
・ Decision Pointsを読み，学習目的を理解すること．

＜宿題＞
・講義の時に指示する．

＜より進んだ学習＞
・ テキスト章末にある “Appendix: Decision Models and Uncertainty” を読み，CVPモデルに
不確実性を導入した場合について理解すること．

第 4 回：CVP 分析

・ breakeven point

   （損益分岐点）
・ choice criterion

   （選択規準）
・ contribution income

   statement

・ contribution margin

・ contribution margin ratio

・ degree of operating

   leverage

・ expected money value

・ gross margin percentage

・ margin of safety

・ net income

・ operating leverage

・ PV graph

・ revenue driver

・ sales mix

・ sensitivity analysis

・ uncertainty
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講義の内容 学ぶべき用語・ポイント
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1. 原価計算システムを building-block の概念で表現する方法を理解すること．
2.個別原価計算と総合原価計算の違いを理解すること．
3.個別原価計算を評価し，実行するためのアプローチを理解すること． 

4.正常原価計算を行う 7段階の手続きを理解すること．
5.実際原価計算と正常原価計算の違いを理解すること．
6.個別原価計算システムにおけるコストの流れを理解すること．
7.期末において過少配賦と配賦超過を調整する方法を理解すること．
8.正常原価計算の変化形を理解すること．

＜復習＞
・ Problem for Self-Studyを解くこと．
・ 欄外「学ぶべき用語・ポイント」にある用語の意味を調べ理解すること．
・ Decision Pointsを読み，学習目的を理解すること．

＜宿題＞
・講義の時に指示する．

＜より進んだ学習＞
・ 講義では記帳に関する説明は行わないので，各自，学習すること（この章で説明されて
いる記帳手続を理解するためには，日商簿記検定 2級工業簿記の知識があれば十分であ
る）．

第 5 回：個別原価計算

・ actual costing

  （実際原価計算）
・ actual indirect-cost rate

・ budgeted indirect-cost rate

・ cost-allocation base

・ cost-application base

・ cost pool

・ job

・ job-costing system

・ manufacturing overhead

   allocated

・ manufacturing overhead 

   applied

・ normal costing

・ overallocated indirect 

   costs

・ process-costing system

・ proration

・ source document

・ underallocated indirect 

   costs
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講義の内容 学ぶべき用語・ポイント
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1.単一の配賦率を用いた場合，製品やサービスのコストが過大に計算されたり，過小に計
算される理由を理解すること．

2.原価計算システムを洗練していくための 3 つのガイドラインを理解すること．
3.単純な原価計算システム（伝統的な原価計算システム）と ABCの違いを理解すること．
4. ABCにおける 4つの原価階層を理解すること．
5. ABC を用いて製品やサービスの原価を計算する方法を理解すること．
6. ABC のシステムを実行する際のコスト・ベネフィットを理解すること．
7. ABMにおいて ABCの情報がどのように用いられるかを理解すること．
8. ABCによる原価計算システムと部門別原価計算の違いを理解すること．

＜復習＞
・ Problem for Self-Studyを解くこと．
・ 欄外「学ぶべき用語・ポイント」にある用語の意味を調べ理解すること．
・ Decision Pointsを読み，学習目的を理解すること．

＜宿題＞
・講義の時に指示する．

＜より進んだ学習＞
・ “Concept in Action: Successfully Championing ABC” を読み，ABCを適切に導入するために
は何が必要か考えよ
・ “Concept in Action: Time-Driven Activity-Based Costing at Charles Scwab” を読み，
   Time-Driven Activity-Based Costingとはどのようなものか，大まかに理解すること．

＜参考文献（Time-Driven Activity-Based Costingに関するもの）＞
・ Kaplan, R. S. and S. R. Anderson, “The Innovation of Time-Driven Activity-Based Costing,” Cost 

Management , March-April 2007, pp.5-15.

・ Kaplan, R. S. and S. R. Anderson, Time-Driven Activity-Based Costing  (Boston, MA:Harvard 

Business Press, 2007).

第 6 回：Activity-Based Costing

・ activity

・ activity-based

   management

・ batch-level costs

・ cost hierarchy

・ facility-sustaining costs

・ output unit-level costs

・ product overcosting

・ product-sustaining costs

・ product undercosting

・ refined costing system

・ service-sustaining costs
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1. テキストの第 2章から第 5章で学習した内容について理解度確認セッション 1を行う．
2. 公認会計士短答式試験レベルの問題を出題する．
3. テキスト・ノート等の持ち込みは一切認めない．
4. 電卓を忘れないこと．
5. 解答と解説は HPに掲示するので，間違った問題を必ず復習すること．

第 7 回：理解度確認セッション 1
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講義の内容 学ぶべき用語・ポイント
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1. 総合予算を理解し，その利点を説明できるようになること．
2.予算の利点を理解すること．
3.業務予算の編成手続を理解すること．
4.感度分析を行う際に用いられる，パソコンベースの財務計画モデルを理解すること．
5.責任センターと責任会計を理解すること．
6.予算編成における人間的な側面を認識すること．
7.多国籍企業における予算編成上の問題を理解すること．

＜復習＞
・ Problem for Self-Studyを解くこと．
・ 欄外「学ぶべき用語・ポイント」にある用語の意味を調べ理解すること．
・ Decision Pointsを読み，学習目的を理解すること．

＜宿題＞
・講義の時に指示する．

＜より進んだ学習＞
・ “Appendix: The Cash Budget” を読み，現金予算の役割を理解すること．

第 8 回：総合予算と責任会計

・activity-based 

  budgeting（ABB）
・ budgetary slack

・ cash budget

・ continuous budget

・ controllability

・ controllable cost

・ cost center

・ financial budget

・ investment center

・ kaizen budgeting

・ master budget

・ operating budget

・ pro forma statement

・ profit center

・ responsibility accounting

・ revenue center

・ rolling budget
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講義の内容 学ぶべき用語・ポイント
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1. 固定予算と変動予算の違いを理解すること．
2.変動予算の概念を検討し，どのように策定するのかを学ぶこと．
3.変動予算差異と売上高差異の計算を理解すること．
4.標準原価が差異分析において利用される理由を理解すること．
5.直接費について，価格差異と能率差異の計算方法を理解すること．
6.管理者が差異をどのように利用するか理解すること．
7.ベンチマーキングについて理解し，コスト・マネジメントにおける役割を説明できるよ
うになること．

＜復習＞
・ Problem for Self-Studyを解くこと．
・ 欄外「学ぶべき用語・ポイント」にある用語の意味を調べ理解すること．
・ Decision Pointsを読み，学習目的を理解すること．

＜宿題＞
・講義の時に指示する．

＜より進んだ学習＞
・ “Concepts in Action” を読み，差異分析が原価削減にどのように利用されたかを理解する
こと．

第 9 回：変動予算，直接費差異，マネジメント・コントロール

・ benchmarking

・ budgeted performance

・ effectiveness

・ efficiency

・ efficiency variance

・ favorable variance

・ flexible budget

・ flexible-budget variance

・ input-price variance

・ management by exception

・ price variance

・ rate variance

・ sales-volume variance

・ selling-price variance

・ standard cost

・ standard input

・ standard price

・ static budget

・ static-budget variance

・ unfavorable variance

・ usage variance
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講義の内容 学ぶべき用語・ポイント

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS 209

1. 変動間接費と固定間接費を計画する際の類似点と相違点を理解すること．
2.予算変動間接費率と固定製造間接費率について理解すること．
3.変動間接費予算差異，変動間接費能率差異，変動間接費消費差異を理解し，計算できる
ようになること．

4.固定間接費予算差異，固定間接費消費差異，固定間接費操業度差異を理解し，計算でき
るようになること．

5.予算期間内における実際間接費額と間接費配賦額との関係を４つの差異に分けて分析す
るアプローチを理解すること．

6.販売数量差異と操業度差異の関係を理解すること．
7. ABC における間接費差異の計算を理解すること．
8.非製造業における間接費分析がどのように利用されているのか理解すること．

＜復習＞
・ Problem for Self-Studyを解くこと．
・ 欄外「学ぶべき用語・ポイント」にある用語の意味を調べ理解すること．
・ Decision Pointsを読み，学習目的を理解すること．

＜宿題＞
・講義の時に指示する．

＜より進んだ学習＞
・ “Concepts in Action: Variance Analysis and Standard Costing Help Sandoz Manage Its Overhead 

Costs” を読み，標準原価が間接費管理においてどのように利用されているかを理解する
こと．
・ 間接費配賦差異に関する記帳の説明は行わないので，各自学習すること．

第 10 回：変動予算，間接費差異，マネジメント・コントロール

・ denominator level

・ denominator-level

   variance

・ fixed overhead flexible-

   budget variance

・ fixed overhead spending 

   variance

・ production-denominator 

   level

・ production-volume 

   variance

・ standard costing

・ total-overhead variance

・ variable overhead

   efficiency variance

・ variable overhead flexible-

   budget variance

・ variable overhead 

   spending variance
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講義の内容
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1. Chapter6・7・8で学んだ予算について，全体の総括を行う．
2.時間に余裕があれば，現金予算（Cash Budget）について補足説明を行う．

＜復習＞
・ Chapter 6の Appendixを読み，その内容を理解すること．
・6-29 Cash fl ow analysis, sensitivity analysisを解くこと．

＜宿題＞
・講義の時に指示する．

＜より進んだ学習＞
・ 6-38 Cash Budgetingを解くこと．

第 11 回：予算に関する総括
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講義の内容 学ぶべき用語・ポイント
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1. 直接原価計算と全部原価計算の違いを理解すること．
2.全部原価計算・直接原価計算を用いた場合，それぞれについて，利益がどのように計算さ
れるのか理解し，それぞれの原価計算システムにより計算される利益に違いが生じる理由
を理解すること．

3.全部原価計算が，管理者に対し在庫のための生産を行うという望ましくない動機を与える
理由を理解すること．

4.スループット・コスティング，直接原価計算，全部原価計算の違いを理解すること．
5.全部原価計算で利用される様々なキャパシティ（生産能力）の概念を理解すること．
6.予算固定間接費率を計算するためのキャパシティ水準を選ぶ際，何が重要な要因となるか
を理解すること．

7.キャパシティの計画やコントロールを行う際重要な役割を果たす様々な問題を理解するこ
と．

＜復習＞
・ Problem for Self-Studyを解くこと．
・ 欄外「学ぶべき用語・ポイント」にある用語の意味を調べ理解すること．
・ Decision Pointsを読み，学習目的を理解すること．

＜宿題＞
・講義の時に指示する．

＜より進んだ学習＞
・ “Concepts in Action: Yield Improvements and the Production-Volume Variance at Analog Devices”
を読んで，Analog Devices社が成功した理由を考えよ．

第 12 回：在庫評価とキャパシティ分析

・ absorption costing

・ direct costing

・ downward demand spiral

・ master-budget capacity

   utilization

・ normal capacity utilization

・ practical capacity

・ super-variable costing

・ theoretical capacity

・ throughput costing

・ variable costing
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講義の内容 学ぶべき用語・ポイント
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1. 線形費用関数を理解し，その典型的な 3 つのタイプを説明できるようになること．
2.費用関数を推定する際に因果関係の重要性を理解すること．
3.費用関数を推定するための様々な方法を理解すること．
4.数量的分析を用いて費用関数を推定するための 6 段階の手続を説明できるようになるこ
と．

5.コスト・ドライバーを評価し，選択する際に用いられる 3 つの規準を理解すること．
6.非線形関数を説明できるようになること．特に，習熟曲線について理解すること．
7.費用関数を推定する際に生ずるデータに関する問題点を理解すること．

＜復習＞
・ Problem for Self-Studyを解くこと．
・ 欄外「学ぶべき用語・ポイント」にある用語の意味を調べ理解すること．
・ Decision Pointsを読み，学習目的を理解すること．

＜宿題＞
・講義の時に指示する．

＜より進んだ学習＞
・ Appendix: Regression Analysisを読んで，回帰分析の計算方法を理解すること．
・ 多変量回帰分析を利用する際に生じうる多重共線性がどのようなものか理解すること．
・ 回帰分析については，エクセルの関数や分析ツールを用いて行えるので，その方法をマ
スターすること（時間に余裕があれば講義でも説明する）．

第 13 回：原価態様

・account analysis method

  （勘定科目精査法）
・ coefficient of

   determination（決定係数）
・ conference method

  （推定法）
・ cost estimation

・ cost function

・ cost prediction

・ cumulative average-time

   learning model

・ dependent variable

・ experience curve

・ high-low method

・ incremental unit-time 

   learning model

・ independent variable

・ industrial engineering

   method

・ learning curve

・ linear cost function

・ mixed cost

・ multicollinearity

・ multiple regression

・ nonlinear cost function

・ residual term

・ semivariable cost

・ simple regression

・ specification analysis

・ standard error of the 

   estimated coefficient

・ step cost function

・ work-measurement

   method
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講義の内容 学ぶべき用語・ポイント
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1. 5段階からなる意思決定プロセスを理解すること．
2. 意思決定が行われる状況において関連する情報と関連しない情報を区別できるようになる
こと．

3. 機会原価の概念を理解し，これが意思決定で利用される理由を理解すること．
4. キャパシティに制約が存在する場合，どの製品を生産すべきかを決めるプロセスを理解す
ること．

5. 顧客やセグメントを追加したり，取り除く場合，管理者が考慮すべき要因は何かを理解す
ること．

6. 設備の取替を決める場合，設備の帳簿価額は関連原価ではない理由を理解すること．
7. 管理者が用いる意思決定モデルと管理者を評価するために用いる業績評価モデルの間にど
のようなコンフリクトがあるか説明できるようになること．

＜復習＞
・ Problem for Self-Studyを解くこと．
・ 欄外「学ぶべき用語・ポイント」にある用語の意味を調べ理解すること．
・ Decision Pointsを読み，学習目的を理解すること．

＜宿題＞
・講義の時に指示する．

＜より進んだ学習＞
・ “Appendix: Linear Programming” を読み，簡単な線形計画問題を解けるようになること．
・ 線形計画問題は，エクセルのソルバーで解くことができるので，各自試みること．

第 14 回：意思決定と関連情報

・ book value（帳簿価額）
・ business function costs

・ constraint

・ decision model

・ differential cost

・ differential revenue

・ full costs of the product

・ incremental cost

・ incremental revenue

・ insourcing

・ linear programming

・ make-or-buy decisions

・ objective function

・ outsourcing

・ product-mix decisions

・ qualitative factors

・ quantitative factors

・ relevant revenues

・ sunk costs
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講義の内容
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1. テキストの第 6章から第 12章で学習した内容について理解度確認セッション 2を行う．
2. 公認会計士短答式試験レベルの問題を出題する．一部，論文式レベルの問題も出題する．
3. テキスト・ノート等の持ち込みは一切認めない．
4. 電卓を忘れないこと．
5. 解答と解説は HPに掲示するので，間違った問題を必ず復習すること．

第 15 回：理解度確認セッション 2



基礎

成績評価法

オフィスアワー

連絡先

時間割

その他（連絡事項）

講義名・担当教員

講義の目的

講義の進め方

この講義を受講するために必要とする知識

テキスト・参考文献

16

予習・復習について
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科目ナンバー

　管理会計２・松田康弘 　前期　月曜 5限

　管理会計の基礎を身につけること．その際，非財務情報も含む会計情報が企業における
意思決定や業績評価においてどのように利用されるのかを具体的に理解すること．

 ・ 原則として，１回の講義で教科書の 1章分を終えるペースで講義を進めていく．
 ・ 理解度確認セッション 1と理解度確認セッション 2を行う．
 ・ 理解度確認セッション 1と理解度確認セッション 2の出題範囲として，教科書の章末問
題を指定する．その中からいくつかを宿題として指定する．

　会計や原価計算に関する基礎的な知識を持っていること．たとえば，学部で会計学関連
の科目や原価計算・管理会計の科目を履修していることが望ましい．また，後期に開講さ
れている管理会計１を受講済みであることが望ましい．

・ 宿題（20%），理解度確認
セッション（80%）で評
価する．
・AA(90点以上 )，　
  A(80点以上 90点未満 )，

B(70点以上 80点未満 )，
C(60点以上 70点未満 )，
D(60点未満：不合格 )

　水曜日
　16:20-17:50

　022-217-6280　
　ymazda@tohoku.ac.jp

・ 英文のテキストを利用す
るが，英語自体の解説は
行わない．

 ・テキスト：Datar S.M., and M. Rajan, Horngren's Cost Accounting: A Managerial Emphasis   　
　　　　　16th ed. , Prentice-Hall, 2017.

 ・参考文献 :講義の中で適宜紹介するが，glossaryとして以下のものを挙げておく．
　・Weil R.L. and M.W. Maher, Handbook of Cost Management 2nd ed.,  John Weily and Sons, 　
　 Inc., 2005.

　

＜予習＞
 ・講義はテキストの内容に沿って行うので，事前にテキストの内容を把握しておくこと．
 ・講義スライドを事前にウェブ上で配布するので，予習を行っておくこと．ウェブサイト
の URLは初回講義時等にアナウンス・配布する．

 ・教科書本文中の重要語句の意味を事前に調べておくこと．
＜復習＞
 ・宿題を解き，テキスト中の重要語句の意味を確認すること．
 ・教科書の章末問題は様々な考え方を必要とするものを含む．考察を試みられたい．
 ・宿題については，講義の中で指定する．

　EAC-ACC507
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講義の内容
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　講義の概要，講義の進め方，成績評価方法，学習方法などについて説明を行う．

　以下の内容を 15回をかけて学習することを説明する．
　第 1回：オリエンテーション，管理会計の考え方
　第 2回：価格決定
　第 3回：戦略，戦略的収益性分析
　第 4回：費用配賦，顧客収益性分析，販売量差異の分析
　第 5回：補助部門費，共通費，収益の配賦
　第 6回：連産品と副産物
　第 7回：総合原価計算，仕損，補修，作業屑
　第 8回：理解度確認セッション 1

　第 9回：バランスト・スコアカード
　第 10回：品質原価，時間管理，制約の理論 

　第 11回：在庫管理，ジャスト・イン・タイム ，バックフラッシュ・コスティング
　第 12回：資本予算とコスト分析
　第 13回：マネジメント・コントロール，振替価格
　第 14回：業績評価と報酬
　第 15回：理解度確認セッション 2

第 1 回：オリエンテーション



管理会計２

講義の内容
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1. 価格決定：短期的視点と長期的視点
2. 原価企画
3. 価値工学
4. 製品ライフサイクル

＜宿題＞
　章末の問題から教員が指定する問題を解いてくること．

 

第 2 回：価格決定
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講義の内容
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1. 戦略とは何か？
2. 戦略の実行とバランスト・スコアカード
3. 戦略と実行の成功の評価
4. 営業利益の戦略的分析
5. キャパシティの管理

＜宿題＞
　章末の問題から教員が指定する問題を解いてくること．

第 3 回：戦略，戦略的収益性分析
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講義の内容
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1.費用配賦の目的
2.費用配賦意思決定の基準
3.費用配賦と原価計算システム
4.顧客収益と顧客コスト
5.顧客収益性分析
6.販売量差異
7.セールスミックスと販売量差異
8.市場占有率差異と市場規模差異

＜宿題＞
　章末の問題から教員が指定する問題を解いてくること．　

第 4 回：費用配賦，顧客収益性分析，販売量差異の分析
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講義の内容
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1. 補助部門費の営業部門への配賦
2. 複数の補助部門の費用配賦
3. 共通費の配賦
4. 費用配賦と契約
5. 収益の配賦とバンドル製品
6. 収益配賦の方法

＜宿題＞
　章末の問題から教員が指定する問題を解いてくること．

第 5 回：補助部門費，共通費，収益の配賦
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講義の内容
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1. 連結原価の基礎
2. 連結原価の配賦方法
3. 意思決定における連結原価
4. 副産物の会計処理

＜宿題＞
　章末の問題から教員が指定する問題を解いてくること．

第 6 回：連産品と副産物
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講義の内容
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1. 総合原価計算の全体像
2. 平均法と先入先出法
3. 総合原価計算における標準原価計算
4. 総合原価計算における工程別原価計算
5. 仕損，補修，作業屑とは何か
6. 正常仕損と異常仕損の会計処理
7. 総合原価計算における仕損の処理
8. 個別原価計算における仕損・補修の処理
9. 作業屑の処理

＜宿題＞
　章末の問題から教員が指定する問題を解いてくること．

第 7 回：総合原価計算，仕損，補修，作業屑
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講義の内容
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・講義で扱った内容について，理解度確認セッション 1を行う．
・出題範囲は，講義で扱った内容と宿題に出した範囲である．詳細については講義時にア
ナウンスする．

第 8 回：理解度確認セッション 1



224

講義の内容
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1.戦略とバランスト・スコアカード
2.意思決定とバランスト・スコアカード
3.現業の管理とバランスト・スコアカード
4.マネジメント・コントロールとバランスト・スコアカード

＜宿題＞
　章末の問題から教員が指定する問題を解いてくること．

第 9 回：バランスト・スコアカード
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1. 4種類の品質原価
2. 顧客満足に関する非財務的品質尺度の例
3. 品質問題を識別するための 3つの方法
4. 品質改善の関連原価
5. 品質に関する財務的尺度と非財務的尺度
6. 顧客応答時間，遅延の発生とそのコスト
7. 制約の理論における 3つの尺度
8. ボトルネックの管理

＜宿題＞
　章末の問題から教員が指定する問題を解いてくること．

 

第 10 回：品質原価，時間管理，制約の理論
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1. 売上原価に関連する 5種類の原価
2. 経済的発注量モデル
3. サプライチェーン・マネジメントの在庫管理への適用
4. MRPとジャスト・イン・タイムの相違
5.ジャスト・イン・タイム生産システムの特徴
6. ジャスト・イン・タイムと仕入れ

＜宿題＞
　章末の問題から教員が指定する問題を解いてくること．
 

第 11 回：在庫管理，ジャスト・イン・タイム，バックフラッシュ・コスティング
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1. 資本予算編成における複数年の視点
2. プロジェクトの資本予算編成の 6段階
3. 正味現在価値法と内部利益率法
4. 回収期間法
5. 会計的利益率法
6. 投資案評価の指標と業績評価指標の間のコンフリクト
7. 関連キャッシュフロー

＜宿題＞
　章末の問題から教員が指定する問題を解いてくること．

第 12 回：資本予算とコスト分析
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1. マネジメント・コントロール・システムと 3つの特質
2. 分権化の利点と不利点
3. 移転価格を評価するための 4つの基準
4. 移転価格の計算方法
5. 市価基準価格
6. 原価基準価格
7. 未利用の生産能力がある場合
8. 国際移転価格と業績評価

＜宿題＞
　章末の問題から教員が指定する問題を解いてくること．

第 13 回：マネジメント・コントロール，振替価格
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1. BSCのための財務的・非財務的尺度の選択
2. 会計による業績尺度の設計
3. デュポン・メソッドによる投資利益率の分析
4. 残余利益法とその利点
5. 経済的付加価値
6. その他の論点

＜宿題＞
　章末の問題から教員が指定する問題を解いてくること．

第 14 回：業績評価と報酬
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 ・講義で扱った内容について理解度確認セッション 2を行う．
 ・出題範囲は，第 9回以降の講義で扱った内容と宿題に出した範囲である．詳細について
は講義時にアナウンスする．

第 15 回：理解度確認セッション 2



展開

成績評価法

オフィスアワー

連絡先

時間割

その他（連絡事項）

講義名・担当教員

講義の目的

講義の進め方

この講義を受講するために必要とする知識

テキスト・参考文献

17

予習・復習について
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科目ナンバー

　管理会計３・青木雅明 　後期　火曜 1限

　管理会計１・２で学んだ知識を基礎として，管理会計領域のよりアドバンストなトピッ
クを学習していく .特に，比較的新しく提案された概念・技法に焦点を当てて学習していく．

・本文は事前に読んでくること．
・章末の Questionsを解答することにより，各章の内容・ポイントを理解する．
・章末の Exercisesと Problemsを解くことにより，応用力を身につける．
・章末の Casesを解くことにより，理論が実務でどのように活用されていくかを理解する．

　管理会計１・２をすでに履修していることが望ましい . 

・ 講義への貢献（50%），レ
ポート（50%）で評価する．
・AA(90点以上 )，
  A(80点以上 90点未満 )，

B(70点以上 80点未満 )，
C(60点以上 70点未満 )，
D(60点未満：不合格 )

　月曜日
　10:00-12:00

　022-217-6279
　maoki@tohoku.ac.jp

・ 英文のテキストを利用す
るが，英語自体の解説は
行わない．
・ 予習復習を必ず行うこと．
・ 講義に関する連絡は全て
メールで行う .
・ 講義資料等はすべてホー
ムページに掲示する .

・Horngren, C. T., S. M. Datar, and M. Rajan, Cost Accounting: A Managerial Emphasis (16th ed.), 

Prentice-Hall, 2017.

・ Atkinson, A.A., R.S. Kaplan, E.M.Matsumura, and S.M.Young, Management  Accounting  (6th  

ed.), Prentice-Hall, 2012.

・青木雅明『管理会計』同文館，2005年．
・上埜進・青木雅明編著『管理会計演習－理論と計算－』税務経理協会，2011年．
・小沢浩『詳解　コストマネジメント』同文館，2011年 .

・ 参考資料・参考文献は必要に応じて講義の中で紹介する．

＜予習＞
・本文を読んでくること．質問がない限り，特に本文について解説はしない．
・報告者は，事前に資料を準備すること．
＜復習＞
・章末の Problemsと Casesを解く．問題は講義で指示する．
・報告者は，問題の解答を準備すること．

　EAC-ACC611
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講義の内容
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講義の目的：
　講義の概要，講義の進め方，成績評価，学習方法（予習・復習）などについてシラバスを用
いて説明を行う．

講義の概要
　第 1回：オリエンテーション
　第 2回：Chapter 1 How Management Accounting Information Supports Decision Making（1）　
　第 3回：Chapter 1 How Management Accounting Information Supports Decision Making（2）
　第 4回：Chapter 2 The Balanced Scorecard and Strategy Map（1）
　第 5回：Chapter 2 The Balanced Scorecard and Strategy Map（2）
　第 6回：Chapter 2 The Balanced Scorecard and Strategy Map（3）
　第 7回：Measuring and Managing Process Performance （1）
　第 8回：Measuring and Managing Process Performance（2）
　第 9回：Measuring and Managing Process Performance （3）
　第 10回：Measuring and Managing Life-Cycle Costs （1）
　第 11回：Measuring and Managing Life-Cycle Costs （2）
　第 12回：Measuring and Managing Life-Cycle Costs （3）
　第 13回：Behavioral and Organizational Issues in Management Accounting and Control Systems （1）
　第 14回：Behavioral and Organizational Issues in Management Accounting and Control Systems（2）
　第 15回：Behavioral and Organizational Issues in Management Accounting and Control Systems（3）

＜宿題＞
・Chapter 1の章末にある Questionsをすべて解答すること．

＜より進んだ学習＞
・ 今回は特になし

第 1 回：オリエンテーション
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学ぶべき用語・ポイント
講義の内容
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＜講義の内容・目的＞：章末にある Questionsを解くことにより，以下の学習目的を達
成する．
1. 財務会計と管理会計の違いを理解する
2. 管理会計で行われている実務は，どのような発展を経てきたのか，理解する．
3. 管理会計情報が戦略的意思決定と業務的意思決定においてどのように利用されるか　   

を理解する．
4. PDCA（Plan-Do-Check-Act）サイクルを理解し，それぞれのステップが管理会計情　   

報とどのように関わっているのかを理解する．
5. 組織に新しい測定システムや管理システムを導入する際，その構成員はどのような　   

反応をするか理解すること．
　
＜宿題＞
・ 章末の Problemsと Casesを解答すること．
・問題は講義の中で割り当てる．

＜復習＞
・章末の Exerciseを解答すること．

＜より進んだ学習＞
・章の初めにある ”Research in Motion” を読み，なぜこの事例が説明されているか考えて
みること．

第 2 回：Chapter 1 How Management Accounting Information Supports 
Decision Making （1）

・financial accounting

・nonfinacial information

・strategy 

・management accounting

・plan-do-check-act cycle
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講義の内容
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＜講義の内容・目的＞：以下の問題を解き，解説する．
・1-14 Differences between fi nancial and managerial accounting

・1-16 Role of fi nancial information for continuous improvement

・1-17 Difference information needs

＜宿題＞
・ Chapter 2の章末にある Questionsをすべて解答すること．

＜復習＞
・1-18 Information for employee empowerment

＜より進んだ学習＞
・ 1-20 Comprehensive performance measurement in public and nonprofi t organizationsを考えて
みる．

第 3 回：Chapter 1 How Management Accounting Information Supports 
Decision Making（2）
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学ぶべき用語・ポイント
講義の内容
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＜講義の内容・目的＞：章末にある Questionsを解くことにより，以下の学習目的を達成
する．
1. 企業の戦略を評価・管理するために財務的な尺度と非財務的な尺度が必要とされる理　   

由を理解する． 

2. 財務の視点・顧客の視点・内部プロセスの視点・学習と成長の視点に関係する企業戦　  

略について，BSC（Balanced Scorecard）がその因果関係についての仮定を，どのよう　   

に表現しているか理解する．
3. 明確な戦略が企業にとって必要な理由を理解する．
4. 戦略を財務の視点・顧客の視点・内部プロセスの視点・学習と成長の視点の目的へ返　   

還する際，戦略マップがどのような役割を果たすか理解する． 

5. 企業の BSCと戦略マップの 4つの視点における戦略上の目的について，その尺度を　   

いかに設定すべきか理解する．
6. BSCのフレームワークを NPO組織へと拡張する．
7. 企業が BSCを実施する際に生ずる問題を認識し，その解決法についても理解する．

＜宿題＞
・章末の Exerciseと Problemsを解答すること．
・問題は講義の中で割り当てる．

＜復習＞
・「学ぶべき用語」の意味を確認すること．

＜より進んだ学習＞
・章の初めにある ”Pioneer Petroleum” を読み，なぜこの事例が説明されているか考え　　  

てみること．

第 4 回：Chapter 2 The Balanced Scorecard and Strategy Map（1）

・Balanced Scorecard（BSC）
・customer management 

processes

・customer perspective

・financial perspective

・innovation processes

・ l e a r n i n g  a n d  g r o w t h 

perspective

・measures

・objectives

・operations management 

processes 

・process perspective

・ regu la tory  and  soc ia l 

processes 

・strategy

・strategy map 

・targets 

・value proposition
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TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS

＜講義の内容・目的＞：以下の Exercisesと Problemsを解き，解説する．
・2-30 Balanced Scorecard measures, low-total-cost value proposition

・2-33 Balanced Scorecard objectives, cause-and-effect linkage for different value propositions

・2-37 Balanced Scorecard and key performance indicators

・2-41 Designing a Balanced Scorecard, new strategies, customer measures

・2-47 Pitfalls in Balanced Scorecard implementation

＜宿題＞
・章末の Casesを解答すること．
・問題は講義の中で割り当てる．

＜復習＞
・講義で解説しなかった Exercisesと Problemsを解くこと．

＜より進んだ学習＞
・本文中の ”In Practice” を読み，本章で学んだ事柄との関連を考えてみること．

第 5 回：Chapter 2 The Balanced Scorecard and Strategy Map（2）
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講義の内容
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＜講義の内容・目的＞：以下の Casesを解き，解説する
・2-48 Compensation tied to Balanced Scorecard, degree of diffi culty of target achievement

・2-53 Designing a Balanced Scorecard for a pharmaceutical company

＜宿題＞
・Chapter 3の章末にある Questionsをすべて解答すること．

＜復習＞
・講義で解説しなかった Casesについても考えてみること．

＜より進んだ学習＞
・インターネットで企業の使命（mission），ビジョン（vision），戦略（strategy）を調べて
みること．

第 6 回：Chapter 2 The Balanced Scorecard and Strategy Map（3）
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講義の内容
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＜講義の内容・目的＞：章末にある Questionsを解くことにより，以下の学習目的を達成
する．
1. Theory of constraints（制約理論）を説明できるようになること．
2. 様々なタイプの設備のレイアウトを比較できるようになること．
3. Lean manufacturingについて説明できるようになること．
4. 品質原価の概念を理解すること．
5. Just in time生産システムの価値を説明できるようになること．
6. Kaizen Costingを説明できるようになること． 

7. 様々なベンチマーキングの方法について考えること．
8. 在庫の減少，生産サイクル時間の減少，出来高の改善，やり直しや仕損率の減少による
原価節約額を計算できるようになること．

＜宿題＞
・章末の Exerciseと Problemsを解答すること．
・問題は講義の中で割り当てる．

＜復習＞
・「学ぶべき用語」の意味を確認すること．

＜より進んだ学習＞
・章の初めにある ”Nolan Jndustries” を読み，なぜこの事例が説明されているか考えてみる
こと．

第 7 回：Measuring and Managing Process Performance （1）

・appraisal costs

・benchmarking

・benchmarking 

  (pereformance) gap

・certified supplier

・ cooperative benchmarking

・ cost of nonconformance  

  (CONC) to quality standards

・ cost-of-quality (COQ) report

・ cycle time

・ database benchmarking

・external failure costs

・group benchmarking

・ group technology 

・ indirect/third-party

  benchmarking

・ internal failure costs

・investments 
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学ぶべき用語・ポイント
講義の内容
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＜講義の内容・目的＞：以下の Exercisesと Problemsを解き，解説する．
・7-33 Relevant cost and revenues: changes in facility layout

・7-36 Quality improvement programs and cost savings

・7-37 Group technology and processing cycle effi ciency

・7-41 Preparing a cost-of-quality report

・7-51 Kaizen costing versus standard costing

＜宿題＞
・章末の Casesを解答すること．
・問題は講義の中で割り当てる．

＜復習＞
・講義で解説しなかった Exercisesと Problemsを解くこと．

＜より進んだ学習＞
・本文中の ”In Practice” を読み，本章で学んだ事柄との関連を考えてみること．

第 8 回：Measuring and Managing Process Performance （2）

・ just-in-time (JIT) 

  manufacturing

・kaizen costing

・lean manufacturing 

・operating costs

・prevention costs

・process layout 

・processing cycle efficiency

  (PCE) 

・processing time

・product layout

・quality costs

・ theory of constraints (TOC)

・throughput contribution

・ unilateral (convert)

  benchmarking
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＜講義の内容・目的＞：以下の Problemsと Casesを解き，解説する．
・7-54 Facilities layout, value-added activities

・7-57 Relevant costs, qualitative factors, cost-of-quality framework, environmental issues

・Cost savings: replacement decision

＜宿題＞
・Chapter 7の章末にある Questionsをすべて解答すること．

＜復習＞
・講義で解説しなかった Casesについても考えてみること．

＜より進んだ学習＞
・ 本文中の ”In Practice” を読み，本章で学んだ事柄との関連を考えてみること．

第 9 回：Measuring and Managing Process Performance （3）
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＜講義の内容・目的＞：章末にある Questionsを解くことにより，以下の学習目的を達成
する．
1. 製品原価を管理するために用いられる total life-cycle costing approachを理解すること．
2. 原価企画を説明できるようになること．
3. 目標原価を計算できようになること．
4. 新製品開発プロジェクトにはどの程度時間をかけるべきかを計算できるようになるこ
と．

5. 製品開発プロセス関係する非財務尺度にはどのようなものがあるか理解すること．
6.環境コストの問題について理解すること．

＜宿題＞
・章末の Exerciseと Problemsを解答すること．
・問題は講義の中で割り当てる．

＜復習＞
・「学ぶべき用語」の意味を確認すること．

＜より進んだ学習＞
・章の初めにある ”Chemco International” を読み，なぜこの事例が説明されているか考えて
みること．

第 10 回：Measuring and Managing Life-Cycle Costs（1）

・breakeven time (BET)

・cross-functional product 

terms

・environmental costing

・manufacturing stage

・nonfinancial measures of 

innovation 

・postsale service and 

  disposal stage 

・quality function

  deployment (QFD) 

  matrix 
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講義の内容
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＜講義の内容・目的＞：以下の Exercisesと Problemsを解き，解説する．
・8-32 Breakeven time for new product development

・8-35 Target costing calculation

・8-36 Total-life-cycle costing

・8-41 Traditional cost reduction versus target costing

＜宿題＞
・章末の Casesを解答すること．
・問題は講義の中で割り当てる．

＜復習＞
・講義で解説しなかった Exercisesと Problemsを解くこと．

＜より進んだ学習＞
・本文中の ”In Practice” を読み，本章で学んだ事柄との関連を考えてみること．

第 11 回：Measuring and Managing Life-Cycle Costs（2）

・remediation

・research, development, and 

engineering (RD&E) stage

・supply chain management

・target cost

・target costing 

・total-life-cycle costing 

(TLCC) 

・value engineering 

  process 

・ value index
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講義の内容
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＜講義の内容・目的＞：以下の Problemsと Casesを解き，解説する．
・8-45 Environmental costs, activity-based costing

・8-47 Target costing

＜宿題＞
・Chapter 8の章末にある Questionsをすべて解答すること．

＜復習＞
・講義で解説しなかった Casesについても考えてみること．

＜より進んだ学習＞
・原価計算のテキストで，部門別原価計算を復習すること．

第 12 回：Measuring and Managing Life-Cycle Costs（3）
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講義の内容
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＜講義の内容・目的＞：章末にある Questionsを解くことにより，以下の学習目的を達成
する．
1. コントロールの意味を理解する．
2.うまく設計されている管理会計システムとコントロール・システムの特徴を明らかにす
る．

3.管理会計システムとコントロール・システムを設計する際に考慮すべき行動的な要因に
ついて議論できるようになる．

4.モチベーションに関する人的資源管理モデルを説明できるようになる．
5.意思決定に倫理的なコントロールのフレームワークを適用できるようになる．
6.タスク・コントロールと結果のコントロールの方法を理解すること．
7.従業員を企業全体の目標へと導くために BSCがどのように利用されるのかを理解する
8.コントロール・システムにおける動機づけや機能的でない行動について議論できるよう
になる．

9.管理会計システムとコントロール・システムの設計を行う際，employee empowerment（権
限委譲）の重要性を理解する．

10.予算策定時に生じる行動的な問題を認識する．
11.報酬システムと業績の関係を理解する

＜宿題＞
・章末の Exerciseと Problemsを解答すること．
・問題は講義の中で割り当てる．

＜復習＞
・「学ぶべき用語」の意味を確認すること．

＜より進んだ学習＞
・章の初めにある ”Advenced Cellular International” を読み，なぜこの事例が説明されている
か考えてみること．

第 13 回：Behavioral and Organizational Issues in Management Accounting 
and Control Systems （1）

・authoritative budgeting 

・cash bonus

・consulative budgeting 

・data falsification

・diagnostic control systems

・dysfunctional  behavior

・earnings management 

・employee self-control

・ethical control system 

・extrinsic rewards

・gain sharing

・gaming the performance 

indicator

・goal congruence 

・human relations movement

・human resources model of 

motivation (HRMM) 

・improshare

・incentive compensation
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＜講義の内容・目的＞：以下の Exercisesと Problemsを解き，解説する
・9-79 Budgeting: motivational issues

・9-80 Budget slack

・9-83 Designing a compensation plan

・9-85 Profi t-sharing plan at Hoechst Celanese

・9-87 Gain sharing

＜宿題＞
・章末の Casesを解答すること．
・問題は講義の中で割り当てる．

＜復習＞
・講義で解説しなかった Exercisesと Problemsを解くこと．

＜より進んだ学習＞
・本文中の ”In Practice” を読み，本章で学んだ事柄との関連を考えてみること．

第 14 回：Behavioral and Organizational Issues in Management Accounting 
and Control Systems （2）

・interactive control systems 

・intrinsic rewards

・management accounting and 

control system (MACS) 

・monitoring

・motivation

・participative budgeting

・pay-for-performance systems 

・preventive control

・profit sharing 

・results control

・Rucker plan

・Scanlon plan

・scientific management school 

・smoothing

・stock option 

・task control
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＜講義の内容・目的＞：以下の Problemsと Casesを解き，解説する．
・9-88 Scanlon plan

・9-91 Evaluating a compensation plan

・9-98 Multiple performance measures to evaluate and reward performance; subjective evaluation

＜宿題＞
・特になし

＜復習＞
・講義で解説しなかった Casesについても考えてみること．

＜より進んだ学習＞
・Agency modelについて調べてみること．

第 15 回：Behavioral and Organizational Issues in Management Accounting 
and Control Systems （3）



基礎

成績評価法

オフィスアワー

連絡先

時間割

その他（連絡事項）

講義名・担当教員

講義の目的

講義の進め方

この講義を受講するために必要とする知識

テキスト・参考文献

18

予習・復習について
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科目ナンバー

　原価計算１・西村一幸 　前期　土曜 3限

　工業簿記及び原価計算の基礎を身につけること .ある処理方法のデメリットを補うため
に別の処理方法が考案されてきたケースが多いので，単に各処理方法を理解するのではな
く，進化した過程をも理解していく．

・ 1回目の講義で講義の概要，進め方，成績評価，学習方法などについて説明を行う .

・ 13回の講義で第 10章までの解説を行う．
・小テストは 2回行う予定である．（小テストは 14回目及び 15回目ではなく 13回目まで 

  に行う場合がある．）
・原則として，講義毎に宿題を課す．また，随時小テスト及び出欠確認を行う．（2回目以
  降履修登録期間中に出欠確認を行う場合があるので，履修登録期間中に欠席しないこと．）

＜予習＞
・余力があれば，次回講義分について予習することが望ましい．
＜復習＞
・毎回宿題を課しているので，事例について今回以前の分までを反復継続的に復習し，い
  つ小テストがあっても大丈夫なようにしておく必要がある．宿題以外の問題についても 

  自主的に学習することを期待する．

・ 宿題（40％），小テスト及
び出席状況（45％），授業
に対する姿勢（15％）で評
価する．
・  AA(90 点 以 上 )，　     　

A(80 点以上 90 点未満 )，
B(70 点以上 80 点未満 )，
C(60 点以上 70 点未満 )，
D(60点未満：不合格 )

　土曜日
　12:00-13:00

　メールアドレス等は講義で
連絡する．

・原価計算 2を履修するこ
と．
・途中で履修を放棄する学
生は，最初から履修登録
しないこと．
・講義が土曜日であるため，
就職活動等で欠席が多い
ことが予想される場合は，
履修登録しないこと．

・テキスト：オリジナルテキスト『原価計算１』
・参考文献：必要に応じて講義の中で紹介する．

　商業簿記の基本的知識を有していることが望ましい．

　EAC-ACC508
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1.講義の概要，講義の進め方，成績評価，学習方法についての説明を行う .

2.商業簿記の流れを復習する .

　第 1回：オリエンテーション・商業簿記の復習
　第 2回：工業簿記・原価計算の基礎
　第 3回：費目別計算Ⅰ（材料費計算）
　第 4回：費目別計算Ⅱ（労務費計算）
　第 5回：費目別計算Ⅲ（経費計算），製造間接費
　第 6回：製造間接費
　第 7回：部門別計算
　第 8回：部門別計算
　第 9回：個別原価計算
　第 10回：単純総合原価計算
　第 11回：総合原価計算における仕損費・減損
　第 12回：総合原価計算における仕損費・減損，工程別総合原価計算
　第 13回：工程別総合原価計算
　第 14回：小テスト
　第 15回：小テスト

 ・商業簿記の流れ
　簿記の基本的な流れ
　仕訳と取引要素
　仕訳帳及び総勘定元帳
　合計残高試算表
　精算表
　貸借対照表，損益計算書

第 1 回：オリエンテーション・商業簿記の復習
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製造活動，原価計算，財
務諸表作成目的，製品価
格決定目的，原価管理目
的，原価管理，利益管理
目的，予算，経営意思決
定目的，基本計画，制度
としての原価計算，実際
原価計算制度，標準原価
計算制度，特殊原価調査，
原価，非原価項目，製品
原価，製造原価，期間原価，
販売費，一般管理費，実
際原価，実際消費量，予
定価格，標準原価，能率
の尺度としての標準，現
実的標準原価，正常原価，
正常な能率，予定原価，
理想標準原価，全部原価，
部分原価，直接原価，形
態別分類，材料費，労務費，
経費，製品との関連にお
ける分類，製造直接費，
製造間接費，機能別分類，
原価の管理可能性に基づ
く分類，管理可能費，管
理不能費，操業度との関
連における分類，固定費，
変動費，準変動費，準固
定費，原価計算期間，価
値移転的原価計算，原価
の費目別計算，原価の部
門別計算，原価の製品別
計算，個別原価計算，総
合原価計算，単純総合原
価計算，組別総合原価計
算，等級別総合原価計算

1.工業簿記と原価計算の係わりを理解する .

2.原価計算の意義・目的と原価計算制度について理解する .

・「原価計算基準」より，原価計算の意義を理解する .

・ 原価計算は，利用の仕方により財務諸表作成目的，製品価格決定目的，原価管理目的，
  利益管理目的，経営意思決定目的があることを理解する .

・原価計算制度の意義を理解し，原価計算の目的に対応して制度としての原価計算と広
義の原価計算があることを理解する .

・制度としての原価計算制度は，消費量をどうするかにより実際原価計算制度と標準原
価計算制度に大別されることを理解する .

3.原価の意義，概念，分類について理解する .

・「原価計算基準」より，原価の 4つの本質は，経済価値の消費，経営が作り出す財貨
に転嫁される価値，経営目的に関連したもの，正常的であることを理解する .

・非原価項目の内容を理解する .

・本質・目的の違いから，製品原価と期間原価，実際原価と標準原価，全部原価と部分
原価といった対照的な原価の概念が考えられることを理解する .

・ 製造原価は，観点の違いにより，形態別分類，製品との関連における分類，機能別分類，
  原価の管理可能性に基づく分類，操業度との関連における分類に分けられることを理
  解する .

・販売費及び一般管理費の分類の仕方を理解する .

4.原価計算の大まかな流れを理解する .

・原価の費目別計算，部門別計算，製品別計算といった 3段階の大まかな流れについて
理解する .

・生産形態の違いにより，個別原価計算と総合原価計算があることを理解する .

＜宿題＞
　事例　１

第 2 回：工業簿記・原価計算の基礎
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・材料
・材料費
・直接材料費
・間接材料費
・購入代価
・材料副費
・外部材料副費
・内部材料副費
・材料副費差異
・継続記録法
・棚卸計算法
・実地棚卸
・実際消費価格
・先入先出法
・移動平均法
・総平均法
・後入先出法
・継続的後入先出法
・期間的後入先出法
・個別法
・予定消費価格
・材料消費価格差異
・棚卸減耗費

1.材料と材料費の違いについて理解する .

・材料は，物品でありいわゆる材料より範囲が広いことを理解する .

・材料は消費によって材料費となることを理解する .

・材料費の内容を，製品との関連における分類により理解する .

2.材料の購入原価について理解する .

・材料副費の内容，材料副費のうちどこまで購入原価に含めるのかについて理解する .

・材料副費の予定配賦のメリットについて理解する .

・材料副費差異の処理について理解する .

3.材料消費量の計算方法について理解する .

・出入記録を行うものと行わないものがあることを理解する .

・継続記録法と棚卸計算法の違い，併用によるメリットについて理解する .

4.材料消費価格の計算方法について理解する .

・先入先出法，移動平均法，総平均法，後入先出法，個別法について理解する .

・後入先出法については，計算スパンにより継続的後入先出法と期間的後入先出法があ
ることを理解する .

・実際消費価格のデメリットと予定消費価格のメリットについて理解する .

・材料消費価格差異の処理について理解する .

5.棚卸減耗費について理解する .

・棚卸減耗費の内容，処理について理解する .

＜宿題＞
　事例　2～ 6

第 3 回：費目別計算Ⅰ（材料費計算）
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・賃金
・労務費
・直接労務費
・間接労務費
・フリンジ・ベネフィット
・支給対象期間
・支払賃金
・諸手当
・給与支給総額
・就業時間
・直接作業時間
・間接作業時間
・手待時間
・段取時間
・加工時間
・前月未払額
・当月未払額
・実際消費賃率
・予定消費賃率
・賃率差異

1.労務費の分類について理解する .

・労務費は，いわゆる人件費より範囲が狭いことを理解する .

・労務費を，製品との関連における分類により理解する .

2.賃金の支払額と要支払額について理解する .

・支給対象期間と支払日にズレが生じる理由を理解する .

・支給額から暦日基準による労務費の消費額への調整過程を理解する .

・いわゆる天引きについて理解する .

・就業時間の内容を理解する .

・総労働時間に含まれないものがあることを理解する .

3.労務費の計算について理解する .

・作業時間又は作業量の測定を行うものと行わないものがあることを理解する .

4.消費賃率の計算方法について理解する .

・消費賃率が個人別でない理由を理解する .

・実際消費賃率のデメリット，予定消費賃率のメリットを理解する .

・賃率差異の処理を理解する .

5.定時間外作業手当の計算について理解する .

・残業手当を予定消費賃率に含めている場合と含めていない場合があることを理解し，そ
れぞれの処理を理解する .

＜宿題＞
　事例　7～ 10

第 4 回：費目別計算Ⅱ（労務費計算）
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・直接経費
・間接経費
・支払経費
・月割経費
・測定経費
・発生経費
・複合費
・外注加工費
・無償支給
・有償支給
・交付材料差益
・直課
・配賦
・実際配賦
・予定配賦（正常配賦）
・配賦基準
・価値的基準
・物量基準
・素価基準
・予定配賦率
・基準操業度
・操業水準
・正常生産量
・理論的生産能力（最大操
業度）
・実際的生産能力（実現可
能操業度）
・平均操業度（正常操業度）
・期待実際操業度（予定操
業度）

第５回：費目別計算Ⅲ（経費計算），製造間接費

【経費計算】
1.経費の分類について理解する .

・経費を，製品との関連における分類により理解する．
 ・間接経費は，支払経費，月割経費，測定経費，発生経費に大別されることを理解し，　 

それぞれの内容を理解する．
・複合費の意義・有用性を理解する．

2.外注加工賃の処理について理解する .

・在庫管理責任により，外注の仕方に有償支給と無償支給があることを理解し，それぞれ
の処理を理解する .

【製造間接費】
1.製造間接費の集計について理解する .

　・製造間接費の実際発生額の内容を理解する .

2.製造間接費の配賦方法について理解する .

　・製造間接費の性質上，配賦が必要なことを理解する .

　・配賦基準の種類が多岐に及ぶ理由を理解する .

　・実際配賦のデメリット，予定配賦のメリットを理解する .

3.基準操業度と操業水準の種類について理解する .

　・基準操業度の概念を理解する .

　・操業水準と生産量の関係を理解する .

　・ 生産能力と販売能力から操業度には，理論的生産能力，実際的生産能力，正常操業度，
　   予定操業度があることを理解する .

＜宿題＞
　事例　11～ 14
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・固定予算
・変動予算
・予算許容額
・変動費率
・固定費率
・公式法変動予算
・実査法変動予算
・製造間接費差異
・予算差異
・操業度差異
・補充率法
・繰延法

第 6 回：製造間接費

1.製造間接費予算額の計算について理解する .

・「原価計算基準」より製造間接費予算作成の手順を理解する .

・操業水準と予算許容額の関係から固定予算と変動予算があることを理解する .

・変動予算は，予算許容額の設定方針により公式法変動予算と実査法変動予算があるこ
とを理解する .

2.製造間接費の予定配賦について理解する .

・固定予算，変動予算それぞれにおける予定配賦の仕方について理解する .

3.製造間接費差異の分析について理解する .

・固定費から生じる操業度差異と変動費から生じる予算差異があることを理解する .

・固定予算のデメリット，変動予算のメリットを理解する .

4.通年ベースの製造間接費差異の処理について理解する .

・月次の差異の処理と年度末の差異の処理の違い，その理由を理解する .

・基準操業度の設定水準との関係から年度末の操業度差異をどのように処理するか理解
する .

＜宿題＞
　事例　15～ 17
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講義の内容 学ぶべき用語・ポイント
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1.原価部門の意義・設定について理解する .

・原価部門の意義・必要性を理解し，部門は計算組織上のものであることを理解する .

・製造間接費を細かく見ていくものであることを理解する .

・製造部門と補助部門の関係及びそれぞれの内容を理解する .

2.部門別計算の流れについて理解する .

・製造間接費予算の集計過程，製造間接費実際発生額の集計過程を理解する .

3.部門個別費と部門共通費について理解する .

・原価の発生の仕方により部門個別費，部門共通費があり，部門共通費はその性質上，
配賦が必要であることを理解する .

・部門固有費を理解する .

・一般費の意味を理解する .

4.補助部門費の製造部門への配賦基準について理解する .

・固定費，変動費について同一の配賦基準によるかどうかで単一基準配賦法，複数基準
配賦法があることを理解する .

・配賦率については，実際配賦と予定配賦があるため，3パターンの組み合わせがある
ことを理解し，それぞれのメリット・デメリットを理解する .

＜宿題＞
　事例　18～ 19

・原価部門
・製造部門
・副経営
・補助部門
・補助経営部門
・工場管理部門
・部門個別費
・部門共通費
・部門固有費
・部門費集計表
・一般費
・単一基準配賦法
・複数基準配賦法
・実際配賦法
・予定配賦法
・補助部門費差異

第７回：部門別計算
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講義の内容
学ぶべき用語・ポイント
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・直接配賦法
・相互配賦法
・簡便法としての相互配
　賦法
・連続配賦法
・連立方程式法
・階梯式配賦法
・製造部門費配賦差異
・予算差異
・操業度差異

1.補助部門費の製造部門への配賦方法について理解する .

・補助部門間の用役消費の考慮度合いにより，直接配賦法，相互配賦法，階梯式配賦法
があることを理解する .

・相互配賦法は，配賦の精度の差により簡便法としての相互配賦法，連続配賦法，連立
方程式法があることを理解する .

・階梯式配賦法では，用役提供規模が重要であることを理解する .

2.製造部門費の製品への予定配賦について理解する .

・製造間接費の予定配賦との類似点を理解する .

3.製造部門費配賦差異の分析について理解する .

・製造部門費配賦差異の処理を理解する .

＜宿題＞
　事例　20～ 25

第８回：部門別計算
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講義の内容 学ぶべき用語・ポイント
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1.製品別計算について理解する .

・製造直接費，製造間接費と製品単位との係りを理解する .

2.仕掛品勘定と製品勘定について理解する .

・仕掛品勘定の内容，製品勘定の内容，仕掛品勘定と製品勘定の係りについて理解する .

3.個別原価計算の流れについて理解する .

・個別原価計算が適用される条件を理解する .

・指示生産量の完成度合いと仕掛品勘定の関係，特定製造指図書番号と直間分類の関係を
理解する .

・完成と完成引渡し済の違いを理解する .

4.仕損費の計算・処理について理解する .

・仕損品原価，仕損品評価額，仕損費の関係を理解する .

・補修と代品製作の違いを理解する .

・代品製作には，一部仕損と全部仕損があることを理解する .

・仕損費を製造部門費予算に織り込んだ場合と織り込まない場合があることを理解する .

・それぞれの処理を理解する .

5.作業屑の処理について理解する .

・作業屑の処分方法は，自家消費と外部売却があることを理解する .

・作業屑の発生状況により控除先が異なるため，複数の処理方法があることを理解する .

＜宿題＞
　事例　26～ 29

・仕掛品
・仕掛品勘定
・製品
・製品勘定
・単純個別原価計算
・部門別個別原価計算
・特定製造指図書
・補修指図書
・代品製作
・仕損品原価
・仕損品
・仕損費
・全部仕損
・一部仕損
・自家消費
・外部売却
・作業屑

第９回：個別原価計算
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学ぶべき用語・ポイント
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・市場見込生産
・受注生産
・直接材料費
・加工費
・加工進捗度
・完成品換算量
・当月完成品原価
・月末仕掛品原価
・純粋先入先出法
・修正先入先出法
・平均法
・後入先出法

1.単純総合原価計算の流れについて理解する .

・単純総合原価計算が適用される条件を理解する .

・個別原価計算と総合原価計算の違いを理解する .

・単純総合原価計算の原価集計方法について理解する .

2.加工進捗度について理解する .

・予定原価に対してどの程度投入したのかが加工進捗度であることを理解する .

3.月末仕掛品原価の計算方法について理解する .

・月末仕掛品原価の評価の重要性を理解する .

・先入先出法，平均法，後入先出法について理解する .

・先入先出法には，完成品原価の内訳を区分するかどうかにより純粋先入先出法と修正
先入先出法があることを理解する .

＜宿題＞
　事例　30～ 34

第 10 回：単純総合原価計算
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1.仕損費・減損について理解する .

・仕損品原価，仕損品評価額，仕損費の関係をもう一度理解する .

2.仕損費・減損の負担について理解する .

・加工進捗度との兼ね合いで正常な仕損費・減損をどこに負担させたら良いのか理解す
る .

3.正常仕損費・減損の処理方法について理解する .

・異常な仕損費・減損は，原価性がないことを理解する .

・正常仕損費・減損の処理については，いったん正常仕損費・減損を分離計算してから
良品に追加負担させる非度外視法と，分離計算せず自動的に良品に負担させる度外視
法があることを理解する .

＜宿題＞
　事例　35～ 40

・仕損品
・仕損品原価
・仕損品評価額
・仕損費
・減損
・良品
・異常仕損費・減損
・度外視法
・非度外視法

第 11 回：総合原価計算における仕損費・減損
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・工程
・全部原価要素工程別総
  合原価計算
・加工費工程別総合原価    

   計算
・累加法
・非累加法
・前工程費
・半製品

【総合原価計算における仕損費・減損】
1.正常仕損費と異常仕損費が混在する場合の処理について理解する .

・加工進捗度との兼ね合いで，正常仕損費を異常仕損費にも負担させる場合があること
を理解する .

【工程別総合原価計算】
1.工程別総合原価計算の意義について理解する .

・工程の必要性を理解する .

・工程と部門の類似点を理解する .

・工程別総合原価計算が適用される条件を理解する .

・どの原価要素を工程別に集計するのかにより，全部原価要素工程別総合原価計算と加
工費工程別総合原価計算があることを理解する .

2.累加法による工程別総合原価計算について理解する .

・各工程の原価についてどのように考えるのかにより，累加法と非累加法があることを
理解する .

・累加法では，前工程費が直接材料費と同じ扱いになることを理解する .

＜宿題＞
　事例　41～ 43

第 12 回：総合原価計算における仕損費・減損，工程別総合原価計算
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講義の内容 学ぶべき用語・ポイント
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1.材料の追加投入について理解する .

・材料の投入のパターンとして，始点投入の他，終点投入や平均投入があることを理解
する .

2.非累加法による工程別総合原価計算について理解する .

・非累加法は，工程別の原価責任に重点を置いていることを理解する .

・非累加法の計算方法には，累加法と計算結果が一致する方法と全工程を一つの工程と
みなして計算する方法があることを理解する .

3.加工費工程別総合原価計算について理解する .

・加工費工程別総合原価計算が適用される条件を理解する .

＜宿題＞
　事例　44～ 47

・始点投入
・終点投入
・平均投入
・工程費
・累加法と計算結果が一   

  致する方法
・全工程を一つの工程と
  みなして計算する方法

第 13 回：工程別総合原価計算
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・小テストを実施する．
　出題範囲は，小テスト実施日の 2週前までに学習した内容とする．

＜宿題＞
　なし

第 14 回：小テスト
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・小テストを実施する．
　出題範囲は，小テスト実施日の 2週前までに学習した内容とする．

＜宿題＞
　なし

第 15 回：小テスト



基礎

成績評価法

オフィスアワー

連絡先

時間割

その他（連絡事項）

講義名・担当教員

講義の目的

講義の進め方

この講義を受講するために必要とする知識

テキスト・参考文献

19

予習・復習について

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS 263

科目ナンバー

　原価計算２・西村一幸 　後期　土曜 3限

　工業簿記及び原価計算の基礎を身につけること .ある処理方法のデメリットを補うため
に別の処理方法が考案されてきたケースが多いので，単に各処理方法を理解するのではな
く，進化した過程をも理解していく．

・13回でテキスト「原価計算 1」第 11章～第 13章，「原価計算 2」全部の解説を行う．
・小テストは 2回行う予定である．（小テストは 14回目及び 15回目ではなく 13回目まで
に行う場合がある．）
・原則として，講義毎に宿題を課す．また，随時小テスト及び出欠確認を行う．（2回目
以降履修登録期間中に出欠確認を行う場合があるので，履修登録期間中に欠席しないこ
と．）

・原価計算１を履修していること．
・商業簿記の基本的知識を有していることが望ましい．

・ 宿題（40％），小テスト及
び出席状況（45％），授業
に対する態度（15％）で評
価する．
・AA(90 点 以 上 )，　     　

A(80 点以上 90 点未満 )，
B(70 点以上 80 点未満 )，
C(60 点以上 70 点未満 )，
D(60点未満：不合格 )

　土曜日
　12:00-13:00

　メールアドレス等は講義で
連絡する．

・途中で履修を放棄する学
生は，最初から履修登録
しないこと．
・講義が土曜日であるため，
就職活動等で欠席が多い
ことが予想される場合は，
履修登録しないこと．

・テキスト：オリジナルテキスト『原価計算 1』，『原価計算 2』
・参考文献：必要に応じて講義の中で紹介する．

＜予習＞
・  余力があれば，次回講義分について予習することが望ましい．
＜復習＞
・  毎回宿題を課しているので，事例について今回以前の分までを反復継続的に復習し，い
  つ小テストがあっても大丈夫なようにしておく必要がある．宿題以外の問題についても    

自主的に学習することを期待する．

　EAC-ACC509
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講義の内容
学ぶべき用語・ポイント
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【組別総合原価計算】
1.組別総合原価計算の流れについて理解する .

・組別総合原価計算が適用される条件を理解する .

・組間接費は製造間接費と同様に配賦が必要であることを理解する .

・加工費は，予定配賦が適していることを理解する .

・加工費配賦差異の処理について理解する .

2.工程別組別総合原価計算の流れについて理解する .

・工程別組別総合原価計算は，原価を組別に分けた後，工程別に計算することを理解する .

【等級別総合原価計算】
1.等級別総合原価計算の流れについて理解する .

・等級別総合原価計算が適用される条件を理解する .

・等価係数の意義を理解し，積数との違いを理解する .

・同種製品の違いが，製品の性質なのか標準消費量なのかにより等価係数の測定基準が異
なることを理解する .

2.等級別総合原価計算の計算方法について理解する .

・同種製品の違いが 2つあることに対応して，当月製造費用を等級別に分ける方法と完成
品原価を等級別に分ける方法があることを理解する .

・完成品原価を等級別に分ける方法には，完成品原価を一括して求める方法と完成品原価
を内容別（月初分の完成品なのか当月投入分の完成品なのか）に求める方法があること
を理解する .

＜宿題＞
　事例　48～ 50

第 1 回：組別総合原価計算，等級別総合原価計算

・組
・組直接費
・組間接費
・工程別組別総合原価計 

  算
・加工費配賦差異
・予算差異
・操業度差異
・等級品
・等価比率
・等価係数
・品質基準
・消費量基準
・単純総合原価計算に近 

  い方法
・完成品原価を一括して
  求める方法
・完成品原価を内容別に
  求める方法
・組別総合原価計算に近
  い方法
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講義の内容
学ぶべき用語・ポイント

【連産品・副産物】
1.連産品について理解する .

・等級品と連産品の異同について理解する .

2.連産品の計算方法について理解する .

・等級品との違いにより，連産品の原価の負担は専ら原価回収の観点から行うことを理解
する .

・連結原価の按分基準には，市場価格を加味しない生産量基準と加味する正常市価基準が
あることを理解する .

・生産量基準及び正常市価基準が適用される条件を理解する .

3.副産物について理解する .

・連産品と副産物の異同について理解する .

4.副産物の評価について理解する .

・副産物の評価と個別原価計算の作業屑の評価の類似点を理解する .

5.副産物の計算方法について理解する .

・副産物評価額は，連結原価から優先的に控除される理由を理解する .

【標準原価計算Ⅰ（基本編）】
1.標準原価計算制度の意義・流れについて理解する .

・原価管理について理解する .

・実際原価計算制度のデメリットについて理解する .

・標準原価計算制度の意義について理解する .

・標準原価計算の流れについて理解する .

2.原価要素標準の設定について理解する .

・標準消費量について理解する .

・正常仕損費・減損がある場合の，標準原価カードには，正常仕損費・減損を区分表示す
る方法と各原価要素に含める方法があることを理解する .

3.標準原価の計算について理解する .

・月初仕掛品原価，当月完成品原価，月末仕掛品原価は標準原価で記載されることを理解
する .

・仕損品評価額は仕掛品勘定から資産勘定に振替えることを理解する .

・異常仕損費は非原価項目として仕掛品勘定から営業外費用に振替えることを理解する .

＜宿題＞
　事例　51～ 54

第 2 回：連産品・副産物，標準原価計算Ⅰ（基本編）

・連産品
・負担能力主義（価値回
  収的原価計算）
・連結原価
・生産量基準
・正常市価基準
・副産物
・自家消費
・外部売却
・標準原価計算制度
・標準原価
・標準消費量
・標準原価カード
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講義の内容
学ぶべき用語・ポイント
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・価格差異
・数量差異
・賃率差異
・作業時間差異
・予算差異
・能率差異
・操業度差異
・変動費能率差異
・固定費能率差異
・パーシャル・プラン
・修正パーシャル・プラン
・シングル・プラン

1.原価差異について理解する .

・原価差異は，当月製造費用について発生することを理解する .

・各原価要素で標準消費量が算定されるので，実際原価計算制度で発生する原価差異の
他に消費量面での差異が加わることを理解する .

・各原価要素で発生する原価差異について理解する .

・能率差異及び操業度差異は，考え方の違いにより変動費と固定費の能率差異を分ける
方法，変動費と固定費の能率差異を分けない方法，能率差異は変動費だけとする方法
があることを理解する .

2.原価差異の処理について理解する .

・年度末の原価差異の処理について原価標準の設定が適当だった場合と不適当だった場
合では異なることを理解する .

3. 仕掛品勘定の記帳方法について理解する .

   ・当月製造費用の記帳方法について，どこまで標準によるかによりパーシャル・プラン，
　  修正パーシャル・プラン，シングル・プランがあることを理解する .

・それぞれのデメリット，メリットを理解する .

・修正パーシャル・プランでは，製造間接費を実際発生額で仕掛品に振替えなければな
らない理由を理解する .

＜宿題＞
　事例　55

第 3 回：標準原価計算Ⅰ（基本編）
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講義の内容
学ぶべき用語・ポイント

・材料受入価格差異
・標準配合割合
・原料歩留差異
・原料配合差異

1.材料の追加投入について理解する .

・工程別総合原価計算と同じように，標準原価計算でも追加材料の問題があることを理
解する .

2.材料受入価格差異について理解する .

・購買管理の意義を理解する .

・シングル・プランと材料受入価格差異の関係を理解する .

・材料受入価格差異の処理について理解する .

・｢原価計算基準｣ でいう，当期の材料払出高と期末有高の内容を理解する .

3.原料歩留差異，原料配合差異について理解する .

・原料の標準配合割合について理解する .

・投入材料が複数ある場合，材料数量差異は，原料別に原料歩留差異と原料配合差異に
細分されることを理解する .

・原料歩留差異，原料配合差異の意味を理解する .

4.検査点が終点でない場合の処理について理解する .

・検査点が終点であれば，仕損は終点で発見されるので，仕損費は月末仕掛品及び当月
完成品が負担するが，検査点が終点でない場合には，加工進捗度との兼ね合いで仕損
費を負担させることを理解する .

5.標準の改訂について理解する .

・標準は恒久的なのものではなく，実態に応じて随時改訂することを理解する .

・改定の仕方には，旧標準適用分と新標準適用分を分けて処理する方法，新標準による
原価低減額を標準改訂差異として処理する方法，期末在庫について新標準に修正し，
差額を標準原価改訂引当金で処理する方法があることを理解する .

＜宿題＞
　事例　56～ 59

第 4 回：標準原価計算Ⅱ ( 応用編 )
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講義の内容
学ぶべき用語・ポイント
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・長期経営計画
・大綱的利益計画
・予算編成
・短期利益計画
・変動費
・固定費
・貢献利益
・Cost，Volume，Profit

・損益分岐点
・損益分岐点売上高
・貢献利益率
・売上高線
・総原価線
・損益分岐図表
・損益分岐点比率
・安全余裕率
・売上高営業利益率
・経営レバレッジ係数
・総資本経常利益率

第 5 回：原価 ･ 営業量 ･ 利益関係の分析

1.短期利益計画について理解する .

・長期経営計画，大綱的利益計画，予算編成の関係を理解する .

・短期利益計画は，大綱的利益計画と予算編成であることを理解する .

2.原価 ･営業量 ･利益の関係について理解する .

・経営判断する上で，将来予想に必要な情報は何であるかを理解する .

・総原価の発生が売上に連動するかどうかが重要であることを理解する .

・総原価は，売上と連動する変動費と連動しない固定費に区分されることを理解する .

・各製品レベルで回収すべき変動費と会社全体として回収すべき固定費の違いを理解す
る .

・貢献利益の意味を理解する .

3.損益分岐分析 ･CVP分析について理解する .

・短期利益計画と損益分岐分析 ･CVP分析の関係を理解する .

・損益分岐点の意味を理解する .

・損益分岐図表を理解する .

・損益分岐点売上高，損益分岐点比率，安全余裕率，売上高営業利益率，経営レバレッ
ジ係数，税引後の総資本経常利益率といった指標が持つ意味を理解する .

＜宿題＞
　事例　60
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講義の内容
学ぶべき用語・ポイント

1.セールス・ミックスについて理解する .

・複数の製品を扱う場合の CVP分析について理解する .

・セールス・ミックスの意味を理解する .

・セールス・ミックスが一定とは，販売量の割合が一定の場合と売上高の割合が一定の
場合があることを理解する .

・セールス・ミックスが一定でない場合は，貢献利益を最大にするように行動すること
を理解する .

・制約条件がある場合に，どの製品の生産を優先すべきかについて理解する .

・リニア・プログラミングについて理解する .

2.全部原価計算制度における損益分岐分析について理解する .

・制度上の全部原価計算の損益計算書と損益分岐分析の損益計算書の違いを理解する .

・全部原価計算の損益計算書上での損益分岐点について理解する .

3.原価予測の方法について理解する .

・原価を固変分解する方法には，過去の実績データに基づく予測法と IE法のような技術
的な予測法があることを理解する .

・過去の実績データに基づく方法には，費目別精査法，高低点法，スキャッター・チャー
 ト法，最小自乗法があることを理解する .

・高低点法，スキャッター・チャート法，最小自乗法は，精度の差であり考え方は同じ
であることを理解する .

＜宿題＞
　事例　61～ 63

・セールス・ミックス
・制約条件
・最適セールス・ミックス
・リニア・プログラミング
・目的関数
・非負条件
・IE法
・費目別精査法
・高低点法
・スキャッター・チャート
  法
・回帰分析法（最小自乗法）

第 6 回：原価 ･ 営業量 ･ 利益関係の分析
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講義の内容
学ぶべき用語・ポイント
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・全部原価計算
・直接原価計算
・固定費調整
・実際全部総合原価計算
・実際直接総合原価計算
・変動製造マージン
・転がし計算法
・一括調整法
・売上高差異
・売上価格差異
・売上数量差異
・市場占拠率差異
・市場総需要量差異
・変動売上原価差異
・変動売上原価予算差異
・変動売上原価数量差異
・変動販売費差異
・変動販売費予算差異
・変動販売費数量差異
・固定費差異
・セールス・ミックス差異
・市場占有率差異
・経営資本営業利益率
・売上高営業利益率
・経営資本回転率
・売上高営業利益率差異
・経営資本回転率差異

1.直接原価計算の意義について理解する .

・全部原価計算と直接原価計算の違いである固定製造原価の取扱いについて理解する .

・損益分岐分析・CVP分析と直接原価計算の関係を理解する .

・直接原価計算の損益計算書を理解する .

・固定費調整について理解する .

2.実際直接総合原価計算と実際全部総合原価計算について理解する .

・実際全部総合原価計算と実際直接総合原価計算の損益計算書を理解する .

3.実際直接総合原価計算における固定費調整について理解する .

・実際直接総合原価計算の営業利益から始まって，期末棚卸資産に含まれる固定整合原
価を加算し，期首棚卸資産に含まれる固定製造原価を減算し，実際全部総合原価計算
の営業利益につなげることによって，利益管理を目的とする直接原価計算が制度上の
原価計算に修正されることを理解する .

・固定費調整の方法には，転がし計算法と一括調整法があることを理解する .

4. 実際直接総合原価計算における予算実績差異分析について理解する .

・利益管理目的のため，予算と実績を比較分析し，次期以降の短期利益計画策定に役立
てていくことを理解する .

・差異分析は，営業利益について行うが，具体的には営業利益を構成する売上高，変動
売上原価，変動販売費，固定費に細分して分析することを理解する .

・売上高差異は，売上価格差異と売上数量差異に分析することを理解する .

・売上数量差異は，想定された市場占拠率，実際の市場占拠率，実際の市場規模の関係
から市場占拠率差異と市場総需要量差異に細分されることを理解する .

・変動売上原価差異及び変動販売費差異は，変動売上原価予算差異及び変動販売費予算
差異と変動売上原価数量差異及び変動販売費数量差異に分析されることを理解する .

・販売製品が複数の場合，さらにセールス・ミックスの問題も追加されることを理解す
る .売上数量差異は，各製品毎にセールス・ミックス差異，市場占有率差異，市場総
需要量差異に細分されることを理解する .

・経営資本営業利益率は，売上高を媒介として，売上高営業利益率と経営資本回転率に
分けられることを理解する .

・経営資本営業利益率は，予算と実績の比較により，売上高営業利益率差異と経営資本
回転率差異に分析されることを理解する .

＜宿題＞
　事例　64～ 65

第 7 回：直接原価計算
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講義の内容
学ぶべき用語・ポイント

1. 直接標準総合原価計算と全部標準総合原価計算について理解する .

・制度上の全部標準総合原価計算と直接標準総合原価計算の違いを理解する .

・利益管理目的の実際直接総合原価計算に原価管理目的の標準を加味したものが，直接
標準総合原価計算であることを理解する .

・全部標準総合原価計算の損益計算書と直接標準総合原価計算の損益計算書を理解する .

・標準貢献利益を算定し，標準変動費差異を加減して実際貢献利益を算定するのは，原
価管理用であることを理解する .

・直接標準総合原価計算における固定費調整を理解する .

2.直接標準総合原価計算における予算実績差異分析について理解する .

・直接標準総合原価計算は，利益管理の他に原価管理も目的としているため，予算と実
績の比較においては貢献利益差異が重要であることを理解する .

・したがって，貢献利益差異と固定費差異に分析することを理解する .

・貢献利益差異は，具体的には販売価格差異，販売量差異，変動費差異に細分されるこ
とを理解する .

・販売量差異は，展開すると売上における数量差異と変動費における数量差異の合計で
あることを理解する .

＜宿題＞
　事例　66～ 67

・全部標準総合原価計算
・直接標準総合原価計算
・標準変動製造マージン
・標準貢献利益
・実際貢献利益
・固定費調整
・貢献利益差異
・販売価格差異
・販売量差異
・変動費差異
・固定費差異
・売上品構成差異
・販売数量差異

第 8 回：直接原価計算
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講義の内容
学ぶべき用語・ポイント
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・目標マークアップ率
・原価要素に分類した製
  造原価報告書
・製造直接費 ･製造間接
  費に分類した製造原価報
  告書

【直接原価計算】
1.価格決定について理解する .

・全部総合原価計算における目標マークアップ率の算定と直接総合原価計算における目
標マークアップ率の算定では，固定製造原価分だけ乖離することを理解する .

・全部総合原価計算による価格設定のメリット，デメリット，直接総合原価計算による
価格設定のメリット，デメリットを理解する .

【製造原価報告書】
1.製造原価報告書について理解する .

・製造原価報告書と仕掛品勘定の関係について理解する .

・製造原価報告書の表示形式には，原価要素別に表示するものと直間分類により表示す
るものとがあることを理解する .

・製造間接費を予定配賦する場合，仕掛品勘定へは予定配賦額が記載されるが，製造原
価報告書ではいったん実際発生額で表示することから，製造原価報告書で製造間接費
差異を加減し予定配賦額に修正する必要があることを理解する .

＜宿題＞
　事例　68

第 9 回：直接原価計算，製造原価報告書
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講義の内容
学ぶべき用語・ポイント

1.損益計算書について理解する．
・損益計算書と製品勘定の関係を理解する．
・製造原価報告書と損益計算書の関係を理解する．
・損益計算書の形式について理解する．
・原価差異のうち売上原価に賦課するものについて，損益計算書での表示を理解する．

＜宿題＞
　事例　69～ 70

・損益計算書
・売上総利益
・営業利益

第 10 回：損益計算書
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講義の内容
学ぶべき用語・ポイント
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【本社工場会計】
1.本社工場会計について理解する .

・工場会計の意義を理解する .

・工場会計の範囲を理解する .

・本社工場間取引について理解する .

・工場の業績測定のため，工場から本社へ製品を出荷した場合に，内部利益を加算する場
合があることを理解する .

・工場内での振替取引について理解する .

【営業費計算】
1.営業費の分類について理解する .

・形態別分類と機能別分類について理解する .

・営業費は，機能別分類によって販売費と一般管理費に分類されることを理解する .

・販売費はさらに注文獲得費，注文履行費，販売管理費に分けられることを理解する .

・ 一般管理費はさらにサービス費，組織管理費，研究開発費等に分けられることを理解す
る .

2.販売費の管理方法について理解する .

・営業費の管理の中心は販売費である理由を理解する .

・販売費の管理方法には，売上と連動するかどうかにより予算管理が適しているものや，  
発生パターンが決まっていることから原価管理が適しているものがあることを理解する .

3.販売費の分析について理解する .

＜宿題＞
　事例　71

第 11 回：本社工場会計，営業費計算

・工場会計
・本社工場間取引
・工場勘定
・本社勘定
・内部利益
・内部売上
・内部売上原価
・販売費
・一般管理費
・注文獲得費
・注文履行費
・販売管理費
・サービス費
・組織管理費
・研究開発費
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講義の内容
学ぶべき用語・ポイント

1.事業部制組織について理解する．
・市場のニーズに機動的に対処できるよう大幅な権限委譲が行われたのが事業部制組織
であることを理解する．

2.事業部損益計算書について理解する．.

・事業部損益計算書の様式を理解し，事業部長及び事業部の業績評価を明確にするよう
工夫されていることを理解する．

3.事業部長の業績評価について理解する．
・事業部長の業績評価は，事業部長の権限で管理可能な費用について行われることを理
解する．
・事業部長が管理可能な費用の範囲を理解する．
・事業部長の評価指標には，管理可能営業利益，管理可能投下資本利益率，税引前管理
可能残余利益があることを理解し，投下資本の有効利用の関係からそれぞれのメリッ
ト・デメリットを理解する．

4. 事業部の業績評価について理解する．
・ 事業部の業績評価は，事業部へ配分された費用についても対象になることを理解する．
・事業部の業績評価には，税引後事業部利益，事業部総投下資本利益率，税引後純残余
利益があることを理解し，事業部長の業績評価同様，投下資本の有効利用の関係から
それぞれのメリット・デメリットを理解する．

＜宿題＞
　事例　72

・職能別部門
・事業別部門
・事業部制組織
・権限委譲
・事業部損益計算書
・管理可能事業部固定費
・管理可能営業利益
・管理不能事業部固定費
・事業部利益
・共通固定費負担額
・法人税等配分額
・税引後事業部純利益
・管理可能営業利益
・管理可能投下資本利益
  率
・事業部総投資額
・管理可能投資額
・管理不能投資額
・税引前管理可能残余利
  益
・資本コスト率
・資本コスト
・税引後事業部利益
・事業部総投下資本利益
  率
・税引後純残余利益

第 12 回：事業部の業績評価
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講義の内容
学ぶべき用語・ポイント
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・内部振替価格
・市価基準
・原価基準
・全部原価基準
・全部原価加算基準
・差額原価基準
・差額原価加算基準
・二重価格基準
・アメーバ経営
・時間当たり採算

第 13 回：事業部の業績評価

1. 内部振替価格について理解する．
・大幅な権限委譲の結果，セクショナリズムに陥らないよう，内部振替価格は事業部長
の意思決定が全社の利益増加につながるように設定する必要があることを理解する．
・また，内部振替価格は全社利益を各事業部の利益に配分する基準となるので，各事業
部が適正に業績評価される水準に設定する必要があることを理解する．
・内部振替価格の決定方法には，市価基準，全部原価基準，全部原価加算基準，差額原
価基準，差額原価加算基準，二重価格基準があることを理解する．

2. アメーバ経営について理解する．
・日本における分権管理の代表例であるアメーバ経営について，意義，目的と効果，組
織細分化の条件を理解し，業績評価指標である時間当たり採算制度，時間当たり採算
の向上策を検討し，最後にアメーバ経営の課題について考える．

＜宿題＞
　事例　73
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・小テストを実施する．
　出題範囲は，小テスト実施日の 2週前までに学習した内容とする．

＜宿題＞
　なし

第 14 回：小テスト



278

講義の内容
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・小テストを実施する．
　出題範囲は，小テスト実施日の 2週前までに学習した内容とする．

＜宿題＞
　なし

第 15 回：小テスト



展開

成績評価法

オフィスアワー

連絡先

時間割

その他（連絡事項）

講義名・担当教員

講義の目的

講義の進め方

この講義を受講するために必要とする知識

テキスト・参考文献

20

予習・復習について
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科目ナンバー

　原価計算３・西村一幸 　前期　土曜 4限

　原価計算 1，2及び 3の第 8回までで学習した基礎知識を元にして，さらに多面的な観
点からの練習問題を解くことにより，これまで学習してきた内容の総合的な理解を深めて
いく．

・1回目から 8回目まででテキスト全部の解説を行う．
・9回目から 15回目までは既に学習した基礎知識を元に多面的な問題を解いていく．
・1回目から 8回目までは原則として，講義毎に宿題を課す．
・9回目から 15回目までは毎回小テストを行う．

・原価計算 1及び 2を履修していること．
・商業簿記の基本的知識を有していることが望ましい．

・ 宿題（30％），小テスト
  （70％）で評価する．
・AA(90 点 以 上 )，　     　

A(80 点以上 90 点未満 )，
B(70 点以上 80 点未満 )，
C(60 点以上 70 点未満 )，
D(60点未満：不合格 )

　土曜日
　12:00-13:00

　メールアドレス等は講義で
連絡する .

・途中で履修を放棄する学
生は，最初から履修登録
しないこと．
・ 講義が土曜日であるため，
就職活動等で欠席が多い
ことが予想される場合は，
履修登録しないこと．
・ 電卓は利き手でない方の
手を用い，ブラインドタッ
チができるレベルである
ことが望ましい．

・テキスト：オリジナルテキスト『原価計算 3』
・参考文献：必要に応じて講義の中で紹介する .

＜予習＞
・第 8回まで余力があれば，次回講義分について予習することが望ましい．
＜復習＞
・第 8回まで毎回宿題を課しているので，事例について今回以前の分までを反復継続的に
  復習し，いつ小テストがあっても大丈夫なようにしておく必要がある．

　EAC-ACC612
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講義の内容
学ぶべき用語・ポイント
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1.経営意思決定について理解する．
・経営意思決定のプロセスについて理解する．
・経営意思決定には，内容の違い及びスパンの違いにより，戦術的意思決定（業務的意
思決定）と戦略的意思決定（構造的意思決定）があることを理解する．

2.特殊原価調査について理解する．
・特殊原価調査の目的について理解する．
・経営意思決定に役立つ予測情報には，関連原価，差額原価，機会原価，無関連原価，
埋没原価があることを理解する．

3.差額原価収益分析について理解する．
・差額原価収益分析は，差額利益の最大化を目的としていることを理解する．

4.新規注文を引受けるかどうかの意思決定について理解する．
・生産能力に余剰がある場合とない場合では意思決定の仕方が異なることを理解する．
・新規注文引き受けの条件について理解する．

5.部品を自製するか購入するかの意思決定について理解する．
・部品を自製するための条件を理解する．

6.追加加工を行うかどうかの意思決定について理解する．
・追加加工を行う条件を理解する．

7.経済的発注量について理解する．
・在庫管理について､ 在庫管理費は保管費と発注費であることを理解する．
・保管費の内容及び保管費と 1回当たりの発注量の関係を理解する．
・発注費の内容及び発注費と 1回当たりの発注量の関係を理解する．
・在庫管理費を最小にする 1回当たりの発注量は､ 保管費＝発注費であることを理解す
る．

＜宿題＞
　事例　74～ 78

第 1 回：差額原価収益分析

・代替案
・経営意思決定
・戦術的意思決定（業務的 

  意思決定）
・戦略的意思決定（構造的
  意思決定）
・特殊原価調査
・関連原価
・差額原価
・機会原価
・無関連原価
・埋没原価
・差額原価収益分析
・保管費
・発注費
・在庫管理費
・経済的発注量
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・時間価値
・キャッシュ・フロー
・現価係数
・年金現価係数
・資本コスト
・加重平均資本コスト率
・運転資金
・運転資本

1.設備投資の経済性計算の特徴について理解する．
・設備投資の経済性計算の大きな特徴は，スパンが長期であるため時間価値を考慮し，
効果の測定はキャッシュ・フローであることを理解する．

2.現在価値について理解する．
・現在価値の意味について理解する．
・現価係数及び年金現価係数の関係について理解する．

3.資本コストについて理解する．
・資本コストの意義について理解する．
・資本コストは税引後の概念である理由を理解する．
・資本コスト率の役割について理解する．

4.キャッシュ・フローと損益計算書の関係について理解する．
・キャッシュ・フローと損益計算書の異同について理解する．

5.運転資本について理解する．
・運転資本の内容及びキャッシュ・フロー上の効果について理解する．

＜宿題＞
　なし

第 2 回：設備投資の経済性計算
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学ぶべき用語・ポイント
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・正味現在価値
・正味現在価値法
・収益指数法
・内部利益率
・内部利益率法
・単純回収期間法
・投下資本利益率（投資
  利益率）

1.設備投資案の評価方法について理解する．
・設備投資案の評価方法は，時間価値を考慮する方法と時間価値より財務安全性を重視
した単純回収期間法に大別されることを理解する．
・時間価値を考慮する方法には，正味現在価値法，収益性指数法，内部利益率法がある
ことを理解する．

2.設備投資の損益分岐点の生産販売量について理解する．
・設備投資の損益分岐点は，設備投資額を回収する点であることを理解する．

3.取替投資の意思決定について理解する．
・新規設備に取り替える条件について理解する．

＜宿題＞
　事例　79～ 82

第 3 回：設備投資の経済性計算
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・リアル・オプション
・延期オプション
・段階オプション
・オペレーティングオプ
  ション
・撤退オプション
・柔軟性オプション
・成長オプション
・二項モデル
・リスクフリーレート
・リスク中立確率
・生産コスト
・研究・開発コスト
・生産・構築コスト
・使用コスト
・運用・支援コスト
・退役・廃棄コスト

【設備投資の経済性計算】
1.リースか購入かの意思決定について理解する．
・リース案の採用条件について理解する．

2.耐用年数が異なる新規設備の比較について理解する．
・代替案で耐用年数が異なる場合の計算期間は，耐用年数の最小公倍数であることを理
解する．

3.リアル・オプションについて理解する．
・従来の設備投資の経済性計算の限界，リアル・オプションの意義，主な種類，二項モ  

デルによる簡単な計算を理解する．
【戦略の策定と遂行のための原価計算】

1.ライフサイクル・コスティングについて理解する．
・製品のライフサイクルについて理解する．
・製品のライフサイクルの各段階で発生する費用は，生産コストと使用コストに大別さ
れることを理解する．
・生産コストは，研究・開発コストと生産・構築コストに細分されることを理解する．
・使用コストは，運用・支援コストと退役・廃棄コストに細分されることを理解する．

＜宿題＞
　事例　83～ 84

第 4 回：設備投資の経済性計算，戦略の策定と遂行のための原価計算
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・品質原価
・自発的原価（品質適合
  コスト）
・非自発的原価（品質不
  適合コスト）
・予防原価
・評価原価
・内部失敗原価
・外部失敗原価
・原価企画
・成行原価
・許容原価
・コスト・テーブル
・VE法
・活動基準原価計算（ABC）
・活動
・コスト・プール
・経済的資源
・資源ドライバー
・コスト・ドライバー
・ 活動基準原価管理（ABM）
・活動基準予算（ABB）

第 5 回：戦略の策定と遂行のための原価計算

1.品質原価計算について理解する．
・品質原価計算の意義・目的について理解する．
・品質原価は，自主的に発生する自発的原価と意図せずして発生する非自発的原価があ
ることを理解する．
・自発的原価は，予防原価と評価原価に細分されることを理解する．
・非自発的原価は，内部失敗原価と外部失敗原価に細分されることを理解する．
・自発的原価と非自発的原価の関係について理解する．
・品質原価を最小にしていくためのプロセスについて理解する．

2. 原価企画について理解する．
・原価管理方法の変化について理解する．
・原価企画の意義について理解する．
・原価企画のプロセスについて理解する．

3. 活動基準原価計算について理解する．
・活動基準原価計算の意義・目的について理解する．
・資源ドライバーとコストドライバーの関係を理解する．
・原価管理への活用，予算管理への活用について，ABM及び ABBを理解する．

＜宿題＞
　事例　88～ 90
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・財務の視点
・顧客の視点
・業務プロセスの視点
・学習と成長の視点
・財務と非財務のバランス
・時間のバランス
・要因と結果のバランス
・内部と外部のバランス
・利害関係者間のバランス
・戦略マップ宿題
・月次予算編成
・予定損益計算書
・予定貸借対照表

第 6 回：戦略の策定と遂行のための原価計算，月次予算編成

【戦略の策定と遂行のための原価計算】
1.バランスト・スコアカードについて理解する．
・バランスト・スコアカードの意義について理解する．
・バランスト・スコアカードの設定・実行プロセスについて理解する．
・財務の視点，顧客の視点，業務プロセスの視点，学習と成長の視点について，それぞ
れの内容，留意点，それぞれの関係について理解する．
・財務と非財務のバランス，時間のバランス，要因と結果のバランス，内部と外部のバ
ランス，利害関係者間のバランスについて理解する．
・バランスト・スコアカードの効果について理解する．

【月次予算編成】
1.月次予算編成について理解する．
・月次予算編成のプロセスについて理解する．

＜宿題＞
　事例　91
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【企業価値の評価】
1.企業価値の評価について理解する．
・企業価値が注目されてきた背景について理解する．
・企業価値の評価方法について理解する．
・DCF法の評価手順について理解する．
・株主価値について理解する．
・企業価値を高める施策について理解する．

＜宿題＞
　事例　92

第 7 回 : 企業価値の評価

・企業価値
・コーポレートファイナ
ンス
・間接金融
・直接金融
・コストアプローチ
・マーケットアプローチ
・インカムアプローチ
・DCF法
・FCF

・NOPAT

・運転資本
・WACC

・継続価値
・事業価値
・株主価値
・有利子負債価値
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講義の内容
学ぶべき用語・ポイント
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【マテリアルフローコスト会計】
1.マテリアルフローコスト会計について意義及び目的を理解する．
【スループット会計】

1.スループット会計について意義，営業利益，営業利益を増大させる施策について理解する．
2. サプライ・チェーン管理会計について意義を理解する．

＜宿題＞
　なし

第 8 回 : マテリアルフローコスト会計，スループット会計

・環境会計
・正の製品
・負の製品
・マテリアルコスト
・システムコスト
・スループット
・在庫
・業務費用
・サプライ・チェーン
・全体最適化
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1.原価計算 1，2及び 3の第 8回までで学習した基礎知識を元にして，さらに多面的な観
  点からの練習問題を解くことにより，これまで学習してきた内容の総合的な理解を深め 

  ていく．
2. 9回から 15回までの主な内容は次のとおりであるが，順番どおりには行わないので注
   意が必要である．
・原価の諸概念，非原価項目，製造原価要素の分類基準
・費目別計算における原価要素の分類
・材料副費の処理
・労務費の予定配賦（原価差異の分析）
・製造間接費の予定配賦（原価差異の分析）
・部門別個別原価計算，仕損費の処理
・補助部門費の予定配賦
・製造部門費差異の分析
・単純総合原価計算，工程別総合原価計算（正常仕損，異常仕損）
・等級別総合原価計算
・連産品，副産物の処理
・標準工程別総合原価計算（累加法）
・ 標準原価計算における材料費，労務費の原価差異分析（価格差異，歩留差異，減損差異，
副産物差異，配合差異，賃率差異，不良品差異，能率差異）
・パーシャル・プラン，修正パーシャル・プラン，シングル・プランによる記帳
・材料受入価格差異の処理，原価差異の追加配賦
・CVP分析，損益分岐点，安全余裕率
・固定費調整，直接原価計算による残余利益
・直接標準原価計算における予算実績差異分析
・販売費及び一般管理費の要素の分類基準，販売費及び一般管理費の計算，技術研究費
・事業部制，内部振替価格
・差額原価収益分析
・設備投資の経済性計算
・従来の配賦と ABCによる配賦の違い
・月次資金計画
・企業価値の評価　等

3.その他　電卓を持参すること．

第 9 回から第 15 回 : 演習問題
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成績評価法

オフィスアワー

連絡先

時間割

その他（連絡事項）

講義名・担当教員

講義の目的

講義の進め方

この講義を受講するために必要とする知識

テキスト・参考文献
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予習・復習について

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS 289

科目ナンバー
　この講義では管理会計に関する事例を調査・研究する．特に，戦略的な側面と現代的な
経営環境に着目して，事例を追った詳細な分析を行う．

　管理会計の基本的な知識を持っていることが望ましい．また，海外の文献，雑誌等を読
む場合があるため，英語を読みこなす能力が必要とされる．

・講義の前半：管理会計に関するトピックを取り上げ，テキストや参考文献に沿って各ト
ピックに関する基礎的な知識を学習する．
・講義の後半：実際の事例について受講者にレポートしてもらい，その事例について議論
する．事例はできるだけ新しいものを選んでいきたい．
・理解の確認と議論への参加意識の喚起のため，レポート課題の提出を何度か求める予定
である．

　後期　月曜 5限　事例研究（管理会計）・松田康弘

・ 最終課題（20％），平常点
（80％）で評価する．
・ AA(90点以上 )， 
   A(80点以上 90点未満 )，
   B(70点以上 80点未満 )，
   C(60点以上 70点未満 )，
   D(60点未満：不合格 )

　水曜日
　16:20-17:50

　022-217-6280
　ymazda@tohoku.ac.jp

・特になし．

＜予習＞
・ 講義で扱う事例は事前に告知され，資料が配布される．事前に内容を把握しておくこと．
・事例を扱う際，内容は一般的なものと事例のみに関係するものの両方を含む．双方につ
いて熟慮されたい．
＜復習＞
・授業で使う事例は，様々な視点から考察を試みる価値のある，内容の豊かなものを選ん
でいる．レポート課題として提出を要求することが多いが，復習を試みられたい．

・講義の中で随時指示するが，以下のものを参考文献として挙げておく．
　Datar S.M., and M. Rajan, Horngren's Cost Accounting: A Managerial Emphasis 16th ed. , 

Prentice-Hall, 2017.

　Weil R.L. and M.W. Maher, Handbook of Cost Management 2nd ed.,  John Weily and Sons, Inc., 

2005.

　上總康行『管理会計論』新世社，1993年．
　

　EAC-ACC613
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講義の予定
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講義の予定
第 1回：オリエンテーション
第 2回：戦略的管理会計の基礎（1）
第 3回：戦略的管理会計の基礎（2）
第 4回：組織構造，業績評価，コスト・マネジメント
第 5回：製造業のコスト・マネジメント
第 6回：サービス業のコスト・マネジメント
第 7回：コストマネジメントの事例とその分析 1

第 8回：コストマネジメントの事例とその分析 2

第 9回：コストマネジメントの事例とその分析 3

第 10回：コストマネジメントの事例とその分析 4

第 11回：コストマネジメントの事例とその分析 5

第 12回：コストマネジメントの事例とその分析 6

第 13回：コストマネジメントの事例とその分析 7

第 14回：コストマネジメントの事例とその分析 8

第 15回：コストマネジメントの事例とその分析 9



基礎

成績評価法

オフィスアワー

連絡先

時間割

その他（連絡事項）

講義名・担当教員

講義の目的

講義の進め方

この講義を受講するために必要とする知識

テキスト・参考文献
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予習・復習について
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科目ナンバー

　監査１・佐久間義浩 　前期　火曜 6限

・理解度確認セッション 1
（20%）， 理解度確認セッ
ション 2（20%），平常点（小
テスト（20％），質疑応答
（40％））で評価する．
・ 欠席 3回を超えた場合，成
績評価の対象としない．
・授業で実施する小テストの
成績が悪い場合は，授業に
出席したとしても，欠席と
して扱う．
・AA(90点以上 )，　
  A(80 点 以 上 90 点 未 満 )，

B(70 点以上 80 点未満 )，
C(60 点以上 70 点未満 )，
D(60点未満：不合格 )

　講義終了後，または個別に
適当な時間に相談に応じる．

　東北学院大学経営学部
　佐久間義浩研究室
    （022-721-3346）

・本講義で扱う内容，とく
に監査基準についての内
容は公認会計士試験に関
連するものの，監査基準
などの改正動向に関する
講義内容は，現行の公認
会計士試験に直結した内
容ではないので，その点，
留意の上，履修登録する
こと．
・都合により，授業内容等
が変更になる場合もある
ので，その点，了承の上，
登録すること．
・少人数の場合は，別途，
授業の進め方および成績
評価方法を変更する．

　講義（60分程度）を中心に行う．残りの 30分程度を使って，小テストや質疑応答・ディ
スカッション（授業の参加者は質問やディスカッションへの参加を義務づける）を行う．
また受講生の理解を促すため，必要に応じて課題を提出させる．また，受講者が少人数の
場合には，受講者参加型の授業を実施する．

　学部の監査論の知識は最低限度として要求する．

・テキスト：なし
・参考文献：必要に応じて講義の中で紹介する．

　わが国では監査制度の抜本的な改革が続いている．本講義では，これまでの監査制度改
革の概要と監査基準の内容，その中でも監査の目的および監査一般基準を中心に解説する．
くわえて監査基準の背景となっている監査理論についても踏み込んで学習する．あわせて
監査基準や国際監査基準に関する改正動向を紹介する．

　シラバスに記載された講義内容について，各自，予習をしたうえで臨むこと．

　EAC-ACC510
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講義の内容

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS

講義の進め方，成績評価，学習方法などについて説明する．
　第 1 回：オリエンテーション
　第 2 回：現行の監査基準までの経緯
　第 3 回：監査の目的
　第 4 回：監査人の専門性
　第 5 回：監査人の独立性
　第 6 回：職業的懐疑心
　第 7 回：不正・違法行為
　第 8 回：監査調書
　第 9 回：監査に関する品質管理
　第 10 回：理解度確認セッション 1

　第 11 回：監査に関する品質管理改革の現状
　第 12 回：監査リスク ･アプローチ改革の現状（1）
　第 13 回：監査リスク ･アプローチ改革の現状（2）
　第 14 回：監査報告書改革の現状
　第 15 回：理解度確認セッション 2

＜宿題＞
　シラバスを熟読すること

第 1 回：オリエンテーション
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講義の内容
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現在の監査基準に至るまでの経緯を理解する．

＜宿題＞
　配布したレジュメ・小テストを復習すること．課題の提出を求められた場合はそれに取
り組むこと．

第 2 回：現行の監査基準までの経緯
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講義の内容
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監査基準の第一 監査の目的の意義を理解する．  

＜宿題＞
　配布したレジュメ・小テストを復習すること．課題の提出を求められた場合はそれに取
り組むこと．

第 3 回：監査の目的



監査１

講義の内容
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監査基準の第二 一般基準の 1の意義および目的を理解する．

＜宿題＞
　配布したレジュメ・小テストを復習すること．課題の提出を求められた場合はそれに取
り組むこと．

第 4 回：監査人の専門性
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講義の内容
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第 5 回： 監査人の独立性

監査基準の第二 一般基準の 2の意義および目的を理解する．

＜宿題＞
　配布したレジュメ・小テストを復習すること．課題の提出を求められた場合はそれに取
り組むこと．



監査１

講義の内容
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第 6 回： 職業的懐疑心

監査基準の第二 一般基準の 3の意義および目的を理解する．

＜宿題＞
　配布したレジュメ・小テストを復習すること．課題の提出を求められた場合はそれに取
り組むこと．
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講義の内容

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS

第 7 回： 不正・違法行為

監査基準の第二 一般基準の 4の意義および目的を理解する．

＜宿題＞
　配布したレジュメ・小テストを復習すること．課題の提出を求められた場合はそれに取
り組むこと．



監査１

講義の内容
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監査基準の第二 一般基準の 5・8の意義および目的を理解する．

＜宿題＞
　配布したレジュメ・小テストを復習すること．課題の提出を求められた場合はそれに取
り組むこと．

第 8 回：監査調書および守秘義務
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講義の内容
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監査基準の第二 一般基準の 6・7の意義および目的を理解する．

＜宿題＞
　配布したレジュメ・小テストを復習すること．課題の提出を求められた場合はそれに取
り組むこと．

第 9 回：監査に関する品質管理
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講義の内容
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第 10 回： 理解度確認セッション 1

・理解度確認セッション 1 を実施する．
・範囲は第 2 回から第 9 回とする．
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講義の内容
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現在，IAASBで議論されているＩＳＱＣ 1などについて講義する．

＜宿題＞
　配布したレジュメ・ディスカッションの内容を復習すること．課題の提出を求められた
場合はそれに取り組むこと．

第 11 回：監査に関する品質管理改革の現状
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講義の内容
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　現在，IAASBで議論されている ISA315（事業体とその環境の理解及び重要な虚偽表示
リスクの評価）について講義する．

＜宿題＞
　配布したレジュメ・ディスカッションの内容を復習すること．課題の提出を求められた
場合はそれに取り組むこと．

第 12 回：監査リスク ･ アプローチ改革の現状（1）
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講義の内容
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第 13 回： 監査リスク ･ アプローチ改革の現状（2）

　現在，IAASBで議論されている ISA540（会計上の見積りと関連する開示の監査）につ
いて講義する．

＜宿題＞
　配布したレジュメ・ディスカッションの内容を復習すること．課題の提出を求められた
場合はそれに取り組むこと．



監査１

講義の内容
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現在，企業会計審議会で検討されている監査報告書改革について講義する．

＜宿題＞
　配布したレジュメ・ディスカッションの内容を復習すること．課題の提出を求められた
場合はそれに取り組むこと．

第 14 回：監査報告書改革の現状
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講義の内容
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・理解度確認セッション 2を実施する．
・範囲は第 11 回から第 14回とする．

第 15 回：理解度確認セッション 2



基礎

成績評価法

オフィスアワー

連絡先

時間割

その他（連絡事項）

講義名・担当教員

講義の目的

講義の進め方

予習・復習について
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23

科目ナンバー

この講義を受講するために必要とする知識

テキスト・参考文献

　監査２・佐久間義浩 　連続講義

（8月 1日（水）～ 4日（土））

・課題（30％），授業中の発
言（70％）で評価する．
・欠席 3回を超えた場合，成
績評価の対象としない．
・AA(90点以上 )，　
  A(80 点 以 上 90 点 未 満 )，

B(70 点以上 80 点未満 )，
C(60 点以上 70 点未満 )，
D(60点未満：不合格 )

　講義終了後，または個別に
適当な時間に相談に応じる．

　東北学院大学経営学部　 
　佐久間義浩研究室
　（022-721-3346）　

・連続講義として開講予定
である．また本講義の内
容は，公認会計士試験に
直結した内容ではないの
で，その点，留意の上，
履修登録すること．

　テーマごとに，まず講義形式で解説を行い，その後，ディスカッションを中心とした参
加型授業を行う．受講生はかならず毎時間，発言を求められるので，十分な予習を行うこと．

　本講義は，財務諸表監査に関する個別のテーマについて，受講者によるディスカッショ
ンを通じて，それぞれのテーマについて理解を深めることを目的とする．

　受講生には，ディスカッションテーマに関する課題を事前に課す．そのため予習には多
大な時間を要する．

　EAC-ACC511

　学部の監査論の知識は最低限度として要求する．

・テキスト：なし
・参考文献：必要に応じて講義の中で紹介する．
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講義の内容
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第 1 回：オリエンテーション 　
　＜宿題＞
　　シラバスを熟読すること

第 2 回：公認会計士法（1） 　公認会計士制度
　公認会計士制度を理解する．
　＜宿題＞
　　配布したレジュメ・小テストを復習すること．課題の提出を求められた場合はそれに取り組む
　こと．

第 3 回：ディスカッション① -1

　ディスカッションの素材を解説する．
　＜宿題＞
　　課題の提出を求められた場合はそれに取り組むこと．

第 4 回：ディスカッション① -2

　ディスカッションの素材に基づき，受講者各自が準備してきた内容をもとに議論することで，内
容の理解を深める．
　＜宿題＞
　　課題の提出を求められた場合はそれに取り組むこと．

第 5 回：公認会計士法（2） 　監査法人
　監査法人制度を理解する．
　＜宿題＞
　　配布したレジュメ・小テストを復習すること．課題の提出を求められた場合はそれに取り組む
　こと．

第 6 回：ディスカッション② -1

　ディスカッションの素材を解説する．
　＜宿題＞
　　課題の提出を求められた場合はそれに取り組むこと．

第 7 回：ディスカッション② -2

　ディスカッションの素材を解説する．
　＜宿題＞
　　課題の提出を求められた場合はそれに取り組むこと．

第 8 回：ディスカッション② -3

　ディスカッションの素材に基づき，受講者各自が準備してきた内容をもとに議論することで，内
容の理解を深める．
　＜宿題＞
　　課題の提出を求められた場合はそれに取り組むこと．

講義の内容
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講義の内容
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第 9 回：公認会計士法（3） 　職業倫理
　公認会計士の職業倫理について理解する．
　＜宿題＞
　　配布したレジュメ・小テストを復習すること．課題の提出を求められた場合はそれに
　取り組むこと．

第 10 回：ディスカッション③ -1

　ディスカッションの素材を解説する．
　＜宿題＞
　　課題の提出を求められた場合はそれに取り組むこと．

第 11 回：ディスカッション③ -2

　ディスカッションの素材を解説する．
　＜宿題＞
　　課題の提出を求められた場合はそれに取り組むこと．

第 12 回：ディスカッション③ -3

　ディスカッションの素材に基づき，受講者各自が準備してきた内容をもとに議論するこ
とで，内容の理解を深める．
　＜宿題＞
　　課題の提出を求められた場合はそれに取り組むこと．

第 13 回：監査を取り巻く状況
　日本の財務諸表監査が抱えている多くの問題を解説・議論する．
　＜宿題＞
　　課題の提出を求められた場合はそれに取り組むこと．

第 14 回：ディスカッション④ -1

　ディスカッションの素材を解説する．
　＜宿題＞
　　課題の提出を求められた場合はそれに取り組むこと．

第 15 回：ディスカッション④ -2

　ディスカッションの素材に基づき，受講者各自が準備してきた内容をもとに議論するこ
とで，内容の理解を深める．
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講義の内容
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展開

成績評価法

オフィスアワー

連絡先

時間割

その他（連絡事項）

講義名・担当教員

講義の目的

講義の進め方

この講義を受講するために必要とする知識

24

予習・復習について
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科目ナンバー

　監査３・桑原清幸 　前期　火曜 3限

・ グループディスカッショ
ンへの貢献，発表内容
（60%），理解度確認セッ
ション（40%）で評価する．
・AA(90点以上 )，
  A(80点以上 90点未満 )，

B(70点以上 80点未満 )，
C(60点以上 70点未満 )，
D(60点未満：不合格 )

　第１回講義でお知らせし
ます．

　022-217-6268
　kiyoyuki .kuwabara .e3@
tohoku.ac.jp

・「講義の目的」にも記載し
たように，本講義では財
務諸表監査論のうち「総
論」に関する実務的な論
点を取り扱い，「手続論（実
施・報告論）」は「国際監
査」で取り扱います．ど
ちらも単独で履修可能で
すが，学習効果の観点か
らは，「監査３」と「国際
監査」両方の履修を推奨
します．

・ 取り扱う各テーマに関して，論点整理をするための講義の回と，その内容を各自で検討・
討議するためのディスカッションの回で構成される．
・毎回の講義前に，各回のテーマに関して教科書の指定箇所および配布資料を熟読するこ
と（グループディスカッションはこの予習を前提として実施する）．
・最終回に理解度確認セッションを実施する．80分程度で，論述式とする．

・ 財務諸表監査論のうち「総論」の基本的な論点について，習得済みであることが望ましい．
・ 財務諸表監査論を学んだことがない場合には，次ページで挙げる「入門書」のうち 1冊
を事前に読んでおくこと．

　財務諸表監査論は「総論」と「手続論（実施・報告論）」の２つに分けることができる．
この講義では，主として「総論」に関する実務的な論点について扱うこととし，各テーマ
について論点整理とディスカッションを行う．
　「総論」では主に，①基本的な概念を理解すること，②制度の趣旨を理解すること，③
制度の詳細を把握すること，の 3点が必要となる．本講義では，受講者の自習を通じた検
討事項の発表及びグループディスカッションを通じて①および②を効果的に達成すること
を目的とする．

＜予習＞
・論点整理とディスカッションのために相応の事前準備が必要となるため，予習の時間を
十分に確保すること．
＜復習＞
・グループディスカッションを通じて理解が深まった部分を教科書や参考書を通じて再確
認するとともに，理解が足りなかったと感じた部分について各自で学習すること．

　EAC-ACC614
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テキスト・参考文献：
1. 日本公認会計士協会『監査実務指針集［三訂版］』日本公認会計士協会，2016年（法規集）．
2. 中央経済社『監査法規集［第 4版］』中央経済社，2015年（法規集）．
3. 鳥羽至英他『財務諸表監査』国元書房，2015年（教科書）．
4. 盛田良久他『スタンダードテキスト監査論［第 4版］』中央経済社，2016年（教科書）．
5. 鳥羽至英『財務諸表監査 理論と制度 基礎編・発展編』国元書房，2009年（参考書）．
6. 山浦久司『会計監査論［第 5版］』中央経済社，2009年（参考書）．
7. 伊豫田隆俊他『ベーシック監査論［七訂版］』同文館出版，2015年（参考書）．
8. 石田三郎他『監査論の基礎［第 3版］』東京経済情報出版，2012年（参考書）．
9. 八田進二他『監査論を学ぶ［新訂版］』同文舘出版，2006年（参考書）．
10. 長吉眞一『監査基準論［第 3版］』中央経済社，2014年（参考書）．
11. 千代田邦夫『現代会計監査論［全面改訂版］』税務経理協会，2009年（参考書）．
12. 山浦久司『監査論テキスト［第 6版］』中央経済社，2015年（入門書）．
13.長吉眞一他『監査論入門［第 3版］』中央経済社，2016年（入門書）．
14. 盛田良久他『新版 まなびの入門監査論［第 2版］』中央経済社，2012年（入門書）．
15. 蟹江章他『監査論を学ぶ［第 2版］』税務経理協会，2017年（入門書）．
16. 千代田邦夫『アメリカ監査論』中央経済社，1998年（参考書）．
17. 千代田邦夫，鳥羽至英（編）『会計監査と企業統治 （体系現代会計学）』中央経済社，2011年（参
考書）．

18. 内藤文雄他『国際監査基準の完全解説』中央経済社，2010年（参考書）．
19. 八田進二・町田祥弘『逐条解説で読み解く 監査基準のポイント』同文館，2013年（対談）．
20. 八田進二・高田敏文『逐条解説 新監査基準を学ぶ』同文館，2003年（対談）．
21. Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley, Auditing and Assurance Services- An Integrated 
Approach, 15th ed. , Prentice Hall, 2014,（参考書）.

22. William F. Messier, Steven m. Glover, Douglas F. Prawitt, Auditing and Assurance Services- A Systematic 
Approach, 7th ed. , McGraw-Hill/Irwin, 2010（参考書）.

23. O. Ray, Whittington, Kurt, Pany, Principles of Auditing & Other Assurance Services – International 
Edition, 20th ed. , McGraw-Hill, 2015（参考書）.

・1または 2の監査に関する法規集は第 2回の講義までに入手し，毎回持参すること．
・3および 4を本講義の教科書とする．第 2回の講義までに入手し，毎回持参すること．
・12～ 15は学部の学生向けの入門書である．
・5～ 11，16～ 23は参考書扱いとする．
・その他，テーマに関連する参考文献は講義の中で適宜紹介する．
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　講義の進め方，成績評価，学習方法などについて説明する．

　第 1回：オリエンテーション
　第 2～ 3回：監査の意義，歴史，目的
　第 4回：ディスカッション 1　監査の枠組みと「期待ギャップ」
　第 5回，第 6回：監査基準，監査主体
　第 7回：ディスカッション 2　独立性と職業的懐疑心
　第 8回：不正・誤謬
　第 9回：ディスカッション 3　監査人と不正への対応
　第 10回：法定監査（金融商品取引法・会社法）
　第 11回：継続企業の前提
　第 12回：ディスカッション 4　継続企業の前提  

　第 13回：会計プロフェッションと自己規制
　第 14回：ディスカッション 5　会計プロフェッションと自己規制
　第 15回：理解度確認セッション

第 1 回：オリエンテーション
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・監査の意義，保証業務の
概念
・監査が必要とされる条件
・財務諸表監査の歴史と目
的の変遷
・二重責任の原則
・合理的保証
・財務諸表監査における限
界

＜講義の目的＞
　監査のフレームワークのうち，基礎的な論点を整理する．

＜講義の内容＞
・財務諸表監査の歴史について，英国及び米国における財務諸表監査の歴史を概観し，そ
の目的や手法がどのように変遷してきているかを理解する．日本における財務諸表監査
の歴史は戦後から始まったが，それについては第 3回で取り扱う．．
・広い意味での「監査」の意義について，米国会計学会の基礎的監査概念（ASOBAC）を
参考にして考える．それをもとにして「財務諸表監査」の意義を考察し，さらに，監査
を含むより広義の概念である「保証業務」の概要を理解する．
・財務諸表監査において最も重要な原則である「二重責任の原則」を考察する．
・財務諸表監査における監査「意見」の意義を，合理的な保証の概念と財務諸表監査の限
界との関連から理解する．

＜実務指針等＞
・監基報 200「財務諸表監査における総括的な目的」第 3項～第 11項，A1～ A12

・企業会計審議会（2004）『財務情報等に係る保証業務の概念的枠組みに関する意見書』

第 2 ～ 3 回：監査の意義，歴史，目的
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ディスカッション・ポイント
　・社会やマーケットが期待する監査人の役割と，監査に対するニーズの変化
　・監査人が引き受けている役割と，期待ギャップへの対応
　・監査上の主要な事項 (Key Audit Matters : KAM)報告制度導入の要否

第 4 回：ディスカッション 1　監査の枠組みと「期待ギャップ」
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・マッケソン・ロビンス
事件
・監査基準論争
・正規の財務諸表監査
・レジェンド問題
・専門的能力，実務経験
・公正不偏の態度，精神
的独立性，外観的独立性
・正当な注意，職業的懐
疑心，守秘義務

＜講義の目的＞
　監査の基準論及び監査主体に関する論点を整理する．

＜講義の内容＞
・ 監査基準は国ごとに制定されており，日本でもそれは例外ではない．そこで，日本にお
ける現状の監査基準の体系とその設定プロセスを理解することが重要である．制定主体
たる企業会計審議会および日本公認会計士協会によって「監査基準」がどのように制定
され，体系化されているのかを理解する．
・一般に認められた会計原則（GAAP）の形成を概観する．GAAPは，財務諸表監査にお
いて監査人が参照すべき「確立された規準」であり，重要な概念である．
・監査人には会計プロフェッションとしての専門的能力と実務経験が求められている（一
般基準 1）．それらが必要とされる理由を監査が必要とされる条件から考察するとともに，
これらを確保するために現行の制度でどのような仕組みが用意されているかについて把
握する．
・監査人は，常に公正不偏の態度を保持し独立の利害を損なう利害や独立の立場に疑いを
招く外観を有してはならない（一般基準 2）．独立性が必要とされる理由を監査が必要と
される条件から考察し，財務諸表監査にとって最も重要な概念であることを理解する．
また，独立性の概念を構成する２つの要素である精神的独立性と外観的独立性について
その内容を具体的に把握する．
・監査人は，職業的専門家としての正当な注意を払い，懐疑心を保持して監査を行うこと
が求められている（一般基準 3）．正当な注意の概念の意義およびそれが精神的独立性の
概念とともに財務諸表監査における基盤を成していることを理解する．さらに，歴史的
には比較的新しい概念である職業的懐疑心について，それが監査基準上で制定されるこ
とになった経緯を学び，その概念を理解する．

＜実務指針等＞
・監基報 200「財務諸表監査における総括的な目的」第 13項～第 15項，第 17項～第 23項，

A13～ A26，A52～ A74

・監基報（序）「監査基準委員会報告書の体系及び用語」の体系を説明した前半部分

第 5 ～ 6 回：監査基準，監査主体
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第 7 回：ディスカッション 2　独立性と職業的懐疑心

ディスカッション・ポイント
　・監査責任者の定期的交代（ローテーション）と独立性との関係
　・外観的独立性と監査人の報酬，非監査証明業務について
　・職業的専門家としての正当な注意と職業的懐疑心について
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＜講義の目的＞
　監査のフレームワークの中で重要な論点である「不正・誤謬」について学ぶ．

＜講義の内容＞
・ 不正は，不正を実行する「動機・プレッシャー」，「機会」および不正行為に対する「姿勢・
正当化」を伴って生じると言われている．それぞれについて，その内容を具体例ととも
に理解する．
・財務諸表監査における不正に対する監査人の責任は，不正の発見を監査の目的とするか
どうかに関係するが，この点は歴史的に大きく変遷してきているところである．米国に
おける経緯を学ぶことにより，現代の監査基準における取り扱いを深く理解する．
・不正リスク対応基準および関連する実務指針に従って，不正リスクに対する財務諸表監
査上の手続を把握する．不正リスク要因を評価し，とくに収益認識に関する不正リスク
および経営者による内部統制の無効化リスクに対していかに対応するかが重要な論点と
なる．
・不正リスク対応基準における「兆候」，「示唆」，「疑義」といった概念と，それぞれにつ
いて監査人として求められる対応を正しく把握する．
・財務諸表監査における違法行為の取扱いを理解する．

＜実務指針等＞
・監基報 240「財務諸表監査における不正」

・不正リスク要因
・動機・プレッシャー，
機会，姿勢・正当化
・収益認識に関する不正
リスク
・経営者による内部統制
の無効化
・兆候，示唆，疑義

第 8 回 ：不正・誤謬，違法行為
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ディスカッション・ポイント
　・財務諸表の重要な虚偽表示と，監査人が発見すべき不正
　・経営者不正への対応
　・不正リスク対応基準の有効性

第 9 回：ディスカッション 3　監査人と不正への対応
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第 10 回：法定監査（金融商品取引法・会社法）

＜講義の目的＞
　日本における法定監査についての論点を整理する．金融商品取引法に基づく財務諸表監
査及び内部統制報告書監査と，会社法監査についての主要な論点を検討する．

＜講義の内容＞
・金融商品取引法が成立した背景とその目的を学び，財務諸表監査制度を含む企業内容開
示（ディスクロージャー）制度がその目的を達成するうえで果たしている役割を理解す
る．
・企業内容開示制度の各論では，その意義，発行市場における規制内容，流通市場におけ
る規制内容を正しく理解する．財務諸表監査との関連では，とくに，会社に義務付けら
れている提出書類の種類や要件を正確に理解することが重要である．
・日本の内部統制報告書・監査制度の一般的な特徴を理解したうえで，経営者による評価
と報告書作成の具体的なプロセスと，監査人による監査手続実施および監査報告書作成
上の留意点を把握する．
・商法・会社法を概観するとともに，会社法監査が導入された趣旨，会社法監査の目的，
適用対象について学習する．
・株式会社の種類とその機関設計を概観し，会社が選択しうるガバナンスの形態を把握す
る．そこから，監査役会，監査委員会，監査等委員会といった監査役等の類型を理解する．

＜実務指針等＞
・監査・保証実務委員会報告第 82号「財務報告に係る内部統制の監査に関する実務上の
取扱い」
・内部統制報告制度に関する Q&A（金融庁）
・内部統制報告制度に関する事例集（金融庁）
・監基報 260「監査役等とのコミュニケーション」
・監基報 265「内部統制の不備に関するコミュニケーション」

・金融市場，証券市場，
発行市場，流通市場
・企業内容等の適切な開
示，EDINET

・有価証券届出書，有価
証券報告書，内部統制報
告書，四半期報告書，確
認書，臨時報告書，訂正
報告書
・ダイレクト・レポーティ
ング，インダイレクト・
レポーティング
・全社的な内部統制
・内部統制の不備
・ガバナンス
・指名委員会等設置会社，
監査等委員会設置会社
・受託責任
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＜講義の目的＞
　監査のフレームワークの中で重要な論点である「継続企業の前提（ゴーイング・コンサー
ン）」について学ぶ．

＜講義の内容＞
・継続企業の前提に関する意義を理解し，監査人と経営者のそれぞれの役割について検討
する．継続企業の前提に関する検討はあくまでも通常の財務諸表監査の枠組みの中で行
われることから，二重責任の原則はここでも成立することに留意する．
・継続企業の前提に関する経営者の責任を理解し，継続企業の前提に関して財務諸表にど
のような注記がなされるか，また有価証券報告書にどのような記載がなされるかを把握
する．
・ 監査人としてどのように対応するかを学ぶ．その際には，監査計画の策定上の留意事項，
監査人が継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象または状況を識別した場合の検討
事項，監査人が経営者の評価が適切でないと判断した場合の検討事項，監査報告書の記
載事項について把握することが重要である．

＜実務指針等＞
・監基報 570「継続企業」
・監査・保証実務委員会報告第 74号「継続企業の前提に関する開示について」

第 11 回： 継続企業の前提

・継続企業の前提に重要
な疑義を抱かせる事象ま
たは状況
・経営者による評価と対
応策
・継続企業の前提に関す
る注記
・継続企業の前提に関す
る監査報告書の類型，追
記情報
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ディスカッション・ポイント
　・継続企業の前提に関する経営者の責任と監査人の対応
　・継続企業の前提に関する監査意見
　・企業リスク評価主義の是非

第 12 回：ディスカッション 4　継続企業の前提
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第 13 回：会計プロフェッションと自己規制

＜講義の目的＞
監査主体論の各論である「会計プロフェッションとその職業倫理」「監査の品質管理と監
査調書」，さらに監査主体を直接に律する法律である「公認会計士法」に関する論点を整
理する．

＜講義の内容＞
・日本における会計プロフェッションの自己規制の仕組みを学習する．日本公認会計士協
会による「公認会計士協会会則」およびその子規定が相当する．会則とその重要な子規
定である「倫理規則」等について，その概要を把握する．
・高い品質の監査業務を実施することは監査人または監査事務所にとって最も重要な課題
であり，会計プロフェッションの存在意義に関わる問題である．したがってそれを達成
するための品質管理の仕組みは強制されなくとも自ら構築し運用しなければならない．
各監査事務所は自ら品質管理に関する内部規程を設けるとともに，日本公認会計士協会
は品質管理レビューにより自主的に品質を確保する仕組みを構築している．一方で，制
度上は，一定の品質を確保する必要性から，品質管理基準や CPAAOBによるモニタリン
グというかたちで規制されるようになっている．
・公認会計士法に関する歴史的な経緯を学ぶとともに，平成 15年の公認会計士法改正に
大きな影響を与えた米国の企業改革法を概観する．そのうえで，平成 15年と平成 19年
に改正された公認会計士法の主要な改正点について学習する．

＜実務指針等＞
・公認会計士協会会則，倫理規則
・監基報 200「財務諸表監査における総括的な目的」第 13項，A13～ A16

・品基報 1号「監査事務所における品質管理」
・監基報 220「監査業務における品質管理」
・（参考）法規委員会研究報告第８号「有限責任監査法人制度に関するＱ＆Ａ」

・  プロフェッション
・会計プロフェッション
・概念的枠組みアプロー
チ
・阻害要因
・セーフガード
・品質管理システム
・品質管理に関する風土
・審査
・前任監査人，後任監査
人
・品質管理レビュー
・CPAAOB（公認会計士・
監査審査会）
・経験豊富な監査人
・監査ファイル
・PCAOB

・有限責任監査法人制度
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ディスカッション・ポイント
　・会計プロフェッションの社会的な役割と使命
　・品質管理の重要性と自己規制システムのあり方
　・日本の監査制度と行政との関係

第 14 回：ディスカッション 5　会計プロフェッションと自己規制
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　理解度確認セッションを実施する．

第 15 回：理解度確認セッション
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展開

成績評価法

オフィスアワー

連絡先

時間割

その他（連絡事項）

講義名・担当教員

講義の目的

講義の進め方

予習・復習について
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25

科目ナンバー

この講義を受講するために必要とする知識

　国際監査・桑原清幸 　後期　火曜 3限

・出席と授業へのフィード
バック（60%），理解度確
認セッション（40％）で評
価する．
・AA(90点以上 )，　
  A(80 点以上 90 点未満 )，

B(70 点以上 80 点未満 )，
C(60 点以上 70 点未満 )，
D(60点未満：不合格 )

　第１回講義でお知らせし
ます．

　022-217-6268
　kiyoyuki .kuwabara .e3@
tohoku.ac.jp

・「講義の目的」にも記載
したように，本講義では
財務諸表監査論のうち，
主として国際監査基準を
ベースとした監査基準委
員会報告書（監基報）に
基づく「手続論」を取り
扱い，「総論」に関する実
務的な論点は「監査３」
で取り扱います．どちら
も単独で履修可能ですが，
学習効果の観点からは，
「国際監査」と「監査３」
の両方の履修を推奨しま
す．

・毎回，テーマごとに講義形式で進めていく．
・最終回に理解度確認セッションを実施する．80分程度で，論述式とする．

　財務諸表監査論は「総論」と「手続論（実施・報告論）」の 2つに分けることができる．
この講義では，主として国際監査基準をベースとした監査基準委員会報告書（監基報）に
基づく「手続論」を学習する．
　「手続論」では主に，①基本的な概念を理解すること，②手続の趣旨を理解すること，
③手続の詳細を把握すること，の 3点が必要となる．本講義では，講義スライドの説明お
よび演習を通じてこれらを効果的に達成することを目的とする．なお，③については講義
ですべてを解説することはできないので，各自，自習すること．

＜予習＞
・講義前に，スライド等の配布資料に目を通しておくこと．
＜復習＞
・各回で具体的に指定している監査基準や監基報のほか，次ページに掲げる参考文献から
講義のテーマに沿った内容を合わせて読むこと．

　EAC-ACC615

　財務諸表監査論のうち「総論」の基本事項を習得済みであることが望ましい．財務諸表
監査論を学んだことがない場合には，次ページで挙げる「入門書」のうち 1冊を事前に読
んでおくこと．
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1. 日本公認会計士協会『監査実務指針集［三訂版］』日本公認会計士協会，2016年（法規集）．
2. 中央経済社『監査法規集［第 4版］』中央経済社，2015年（法規集）．
3. 鳥羽至英他『財務諸表監査』国元書房，2015年（参考書）．
4. 盛田良久他『スタンダードテキスト監査論［第 4版］』中央経済社，2016年（参考書）．
5. 鳥羽至英『財務諸表監査 理論と制度 基礎編・発展編』国元書房，2009年（参考書）．
6. 山浦久司『会計監査論［第 5版］』中央経済社，2009年（参考書）．
7. 伊豫田隆俊他『ベーシック監査論［七訂版］』同文館出版，2015年（参考書）．
8. 石田三郎他『監査論の基礎［第 3版］』東京経済情報出版，2012年（参考書）．
9. 八田進二他『監査論を学ぶ［新訂版］』同文舘出版，2006年（参考書）．
10. 長吉眞一『監査基準論［第 3版］』中央経済社，2014年（参考書）．
11. 千代田邦夫『現代会計監査論［全面改訂版］』税務経理協会，2009年（参考書）．
12. 山浦久司『監査論テキスト［第 6版］』中央経済社，2015年（入門書）．
13.長吉眞一他『監査論入門［第 3版］』中央経済社，2016年（入門書）．
14. 盛田良久他『新版 まなびの入門監査論［第 2版］』中央経済社，2012年（入門書）．
15. 蟹江章他『監査論を学ぶ［第 2版］』税務経理協会，2017年（入門書）．
16. 千代田邦夫『アメリカ監査論』中央経済社，1998年（参考書）．
17. 千代田邦夫，鳥羽至英（編）『会計監査と企業統治 （体系現代会計学）』中央経済社，2011年（参
考書）．

18. 内藤文雄他『国際監査基準の完全解説』中央経済社，2010年（参考書）．
19. 八田進二・町田祥弘『逐条解説で読み解く 監査基準のポイント』同文館，2013年（対談）．
20. 八田進二・高田敏文『逐条解説 新監査基準を学ぶ』同文館，2003年（対談）．
21. Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley, Auditing and Assurance Services- An Integrated 
Approach, 15th ed. , Prentice Hall, 2014,（参考書）.

22. William F. Messier, Steven m. Glover, Douglas F. Prawitt, Auditing and Assurance Services- A Systematic 
Approach, 7th ed. , McGraw-Hill/Irwin, 2010（参考書）.

23. O. Ray, Whittington, Kurt  Pany, Principles of Auditing & Other Assurance Services – International 
Edition, 20th ed. , McGraw-Hill/Irwin, 2015（参考書）.

・1または 2の監査に関する法規集は第 2回の講義までに入手し，毎回持参すること．
・12～ 15は学部の学生向けの入門書である．
・3～ 11，16～ 23は参考書扱いとする．
・その他，テーマに関連する参考文献は講義の中で適宜紹介する．

テキスト・参考文献
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　講義の進め方，成績評価，学習方法などについて説明する．

　第 1回：オリエンテーション
　第 2回：監査プロセス，アサーション，監査要点
　第 3回：監査リスク・アプローチ，重要性
　第 4回：監査証拠，監査技術
　第 5回：監査計画，分析的手続
　第 6回：リスク評価手続（1）
　第 7回：リスク評価手続（2）
　第 8回：リスク対応手続
　第 9回：試査
　第 10回：会計上の見積りの監査
　第 11回：他者の作業の利用
　第 12回：全般的な手続
　第 13回：監査報告
　第 14回：追記情報，特別目的
　第 15回：理解度確認セッション

第 1 回：オリエンテーション
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＜講義の目的＞
　第 2回から第 4回にかけて，手続論における基本的な概念を学ぶ．

＜講義の内容＞
　手続論における 2つの理論的な柱のうちの一つ，アサーション指向（assertion oriented）
について学ぶ．
・適正表示の構造について学習する．財務諸表監査の最終目標は財務諸表の適正表示に関
する意見表明であるが，この立証方法として，財務諸表の構成要素の適正性を個別に立
証し，これを積み上げて統合することによって財務諸表全体の適正性を立証するという
構造が採られている．
・経営者の主張（アサーション）とは何か，どのような種類があるか学習する．
・監査要点とは何か，どのようなものが監査要点として具体的に設定されるかを理解し，
また経営者の主張との関連性について学習する．
・経営者の主張と財務諸表監査，監査要点との関係について学習する．
・監査意見形成のプロセスについて学習する．
・監査プロセスの全体像について学習する．

＜実務指針等＞
・監基報 315「企業及び企業環境の理解を通じた重要な虚偽表示リスクの識別と評価」の

A106～ A108

第 2 回：監査プロセス，アサーション，監査要点

・経営者の主張（アサー
ション）
・監査要点
・実在性
・網羅性
・権利と義務の帰属
・評価の妥当性
・期間配分の適切性
・表示の妥当性
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　手続論におけるもう一つの重要な柱である「監査リスク・アプローチ」（audit risk 

approach）の概念と，監査上の重要性の概念について学ぶ．
・会計上の重要性と監査上の重要性について学習する．
・重要性を適用するステップについて具体例を通して学習する．
・監査リスクの概念と保証水準との関係について理解する．
・監査リスクモデルの考え方を学習する．
・監査リスクの構成要素について学習する．
・重要な虚偽表示リスクの内容と対応手続について学習する．
・監査リスクの構成要素とリスク評価手続・リスク対応手続の相関関係について学習する．
・重要性の基準値と監査リスクの関係について学習する．

＜実務指針等＞
・監基報 200「財務諸表監査における総括的な目的」の 5項，16項，A31～ A51

・監基報 320「監査の計画及び実施における重要性」

第 3 回：監査リスク・アプローチ，重要性

・ 全体レベルの重要性基
準値
・手続実施上の重要性基
準値
・監査リスク
・重要な虚偽表示リスク
（固有リスク，統制リス
ク）
・発見リスク
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・監査証拠の意義を理解する．
・監査証拠の代表的な分類について学習する．
・十分かつ適切な証拠の意義について学習する．
・十分かつ適切な証拠の要件について学習する．
・監査証拠と監査要点との関係について学習する．
・監査証拠の入手のための監査技術（監査手続）について学習する．
・合理的な証拠の概念について理解する．
・意見表明の基礎の概念について理解する．

＜実務指針等＞
・監基報 200「財務諸表監査における総括的な目的」の 5項，16項，A27～ A30

・ 監基報 500「監査証拠」（第 9項およびA52～A56を除く．この部分は第 9回で取り扱う．）
・監基報 501「特定項目の監査証拠」の第 3項～第 7項，A1～ A16

・監基報 505「確認」

第 4 回：監査証拠，監査技術

・監査証拠
・十分性
・適切性
・適合性
・証明力（信頼性）
・実査
・立会
・確認，積極的確認，消
極的確認
・質問
・視察
・閲覧
・突合
・勘定分析
・通査
・調整
・再実施
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＜講義の目的＞
　第 5回から第 11回にかけて，手続論のうち実施論（認識論とも呼ばれる．）について学ぶ．

＜講義の内容＞
・監査契約に係る予備的活動について学習する．ここでは，監査契約を受任・更新する際
に考慮すべき事項，前任監査人との引継の際に考慮すべき事項を学習する．
・監査計画の意義・必要性・効果について学習する．
・監査計画に影響する要因について学習する．
・ 監査の基本的な方針について，その目的と内容，策定する際の考慮事項について学習す
る．
・詳細な監査計画について，その目的と内容について学習する．
・初年度監査における追加的検討事項について学習する．
・分析的手続の意義と前提について学習する．
・分析的手続の適用段階と各段階における目的について学習する．

＜実務指針等＞
・監基報 900「監査人の交代」
・監基報 300「監査計画」
・監基報 505「分析的手続」

第 5 回：監査計画，分析的手続

・監査計画
・監査の基本的な方針
・詳細な監査計画
・初年度監査
・分析的手続
・分析的実証手続
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第 6 回：リスク評価手続（1）

　第 6回から第 7回にかけて，リスク評価手続について学ぶ．
・リスク評価手続における具体的な手続について学習する．
・監査チーム内での討議の必要性について学習する．
・企業及び企業環境の理解とはどのような観点から行われるかを学習する．
・ 内部統制に対する監査人の取組み方を理解する．ここでは，監査に関連する内部統制の
意味，内部統制の整備状況の評価の手続について学習する．
・ ITを利用した内部統制の特徴及びその利点とリスクについて学習する．
・ 内部統制の限界について学習する．

＜実務指針等＞
・監基報 315「企業及び企業環境の理解を通じた重要な虚偽表示リスクの識別と評価」

・監査チーム内の討議
・企業目的，戦略
・事業上のリスク（ビジ
ネス・リスク）
・ウォークスルー
・内部統制の限界
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第 7 回：リスク評価手続（2）

　第 6回に続き，リスク評価手続について学ぶ．
・内部統制の目的とその構成要素について学習する．
・重要な虚偽リスクの評価について学習する．財務諸表全体としての重要な虚偽表示リス
クの評価と財務諸表項目ごとの重要な虚偽表示リスクの評価が行われる．ここで，「アサー
ション」と「監査リスク・アプローチ」が結びつくことになる．
・特別に検討を要するリスクとは何か，どのようにこれに対応するかについて学習する．
・実証手続のみでは，十分かつ適切な監査証拠を入手できないリスクについて学習する．
・リスク評価の修正が必要とされる状況について学習する．

＜実務指針等＞
・財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の「Ⅰ．内部統制の基本的枠
組み」
・監基報 315「企業及び企業環境の理解を通じた重要な虚偽表示リスクの識別と評価」

・内部統制の目的
　業務の有効性および効
率性
　財務報告の信頼性
　法令遵守
　資産の保全
・内部統制の構成要素
　統制環境
　リスクの評価と対応
　統制活動
　情報と伝達
　モニタリング
　ITへの対応
・内部統制とアサーショ
ンの関係
・特別な検討を必要とす
るリスク
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・評価したリスクに対応する監査手続として，財務諸表全体としての重要な虚偽表示リス
クに対応する全般的な対応，アサーションレベルの重要な虚偽表示リスクに対応するリ
スク対応手続の概念について学習する．
・全般的な対応としてはどのようなものがあるか，また内部統制における統制環境との関
連性について学習する．
・リスク対応手続について，監査アプローチの選択，監査手続の種類，実施時期，範囲を
検討する際の考慮事項等について学習する．期末日前を基準日として行う場合や期末日
以降に行う場合を検討する．
・運用評価手続の意義，また，どのような場合にどのような目的で実施されるについて学
習する．
・運用評価手続の種類とその実施方法について学習する．
・運用評価手続を実施する期間に関して考慮すべき事項について学習する．ここでは，期
中で内部統制の有効性を確かめた場合や内部統制が変更された場合を検討する．
・実証手続の類型とその意義について学習する．
・実証手続を実施する時期に関して考慮すべき事項について学習する．ここでは，期末日
前を基準日として行う場合の手続について検討する．
・特別な検討を必要とするリスクに関する運用テスト，実証手続について学習する．

＜実務指針等＞
・監基報 330「評価したリスクに対応する監査人の手続」

第 8 回：リスク対応手続

・統制環境
・監査アプローチ
・二重目的テスト
・残余期間
・運用評価手続のインター
バル
・分析的実証手続
・詳細テスト
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学ぶべき用語・ポイント
講義の内容
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　十分かつ適切な監査証拠の入手方法には，項目の抽出を伴う方法（精査と試査）と，伴
わない方法（質問，分析的手続など）がある．ここでは，前者について取り扱う．
・項目の抽出を伴う方法，すなわち，精査および試査の意義について学習する．
・現代の監査において原則として試査が採用される根拠について学習する．
・試査は，サンプリングによる試査と特定項目抽出による試査に分類されるが，それぞれ
がどのような特徴を持つか学習する．また，特定項目抽出による試査が適合する場合に
ついて学習する．
・サンプリングの実施手順について学習する．
・内部統制の運用テスト，実証手続におけるサンプリング，特にサンプル数に影響を与え
る要因について学習する．
・統計的サンプリングの適用例を学習する．

＜実務指針等＞
・監基報 500「監査証拠」の第 9項，A52～ A56

・監基報 530「監査サンプリング」

第 9 回：試査

・母集団
・階層化
・サンプリング単位
・統計的サンプリング
・非統計的サンプリング
・属性サンプリング
・変数サンプリング
・無作為抽出法
・系統的抽出法
・金額単位抽出法（MUS）
・サンプリングリスク
・ノンサンプリングリス
ク
・特定項目抽出リスク
・予想逸脱率
・予想虚偽表示額
・許容逸脱率
・許容虚偽表示額
・推定逸脱率
・推定虚偽表示額
・例外的事象
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・会計上の見積りの監査に関するこれまでの監査実務を概観する．
・財務諸表監査において問題となる会計上の見積もりの例を学習する．
・見積りの不確実性の概念を学習する．
・会計上の見積りに関するリスク評価手続を学習する．
・監査人が設定した見積りの許容範囲と経営者の見積額の関係について学習する．
・会計上の見積りにより特別な検討を必要とするリスクが生じている場合の対応について
学習する．

＜実務指針等＞
・監基報 540「会計上の見積りの監査」

第 10 回：会計上の見積りの監査

・見積りの不確実性
・見積りの許容範囲
・経営者の偏向



国際監査

学ぶべき用語・ポイント
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・ 監査基準における他者の作業の利用（他の監査人等の利用）の取り扱いについて学習す
る．
・グループ監査の意義および留意事項について学習する．
・専門家の業務の利用について学習する．専門家の業務を利用する例にはどのようなもの
があるかを理解する．
・専門家としての能力を検討する際に考慮すべき事項について学習する．
・専門家の業務の結果が監査証拠として十分かつ適切であるか否かを，専門家が採用した
方法，仮定等の理解に基づいてどのように行なうかを学習する．
・内部監査の意義及び活動内容について学習する．
・内部監査を利用する場合の監査手続について学習する．
・委託業務に係る内部統制の評価について学習する．

＜実務指針等＞
・監基報 600「グループ監査」
・監基報 620「専門家の業務の利用」
・監基報 610「内部監査の利用」
・監基報 402「業務を委託している企業の監査上の考慮事項」

第 11 回：他者の作業の利用

・グループ
・グループ監査責任者
・グループ監査チーム
・構成単位
・構成単位の監査人
・グループ経営者
・構成単位の経営者
・グループ財務諸表
・グループ全体統制
・直接補助
・内部監査人
・委託会社
・委託会社監査人
・受託会社
・受託会社監査人
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　監査人は，監査意見を形成するに当って，十分かつ適切な監査証拠を入手し，合理的な
基礎を獲得したかどうかを総括的に吟味する．監査報告書の提出前に全般的な手続として
監査人が実施すべき以下の事項について学習する．
・財務諸表の表示の検討
・偶発事象の検討
・後発事象の検討
・経営者確認書の入手
・分析的手続の実施
・継続企業の前提の評価
・虚偽表示の評価
・審査

＜実務指針等＞
・監基報 560「後発事象」
・監査・保証実務委員会報告第 76 号「後発事象に関する監査上の取扱い」
・監基報 580「経営者確認書」
・監基報 450「監査の過程で識別した虚偽表示の評価」
・ 品基報 1号「監査事務所における品質管理」および監基報 220「監査業務における品質
管理」の審査に関する部分

第 12 回：全般的な手続き

・偶発損失
・修正後発事象
・開示後発事象
・事後判明事実
・最終段階における分析
的手続
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講義の内容
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　第 13回から第 14回にかけて，手続論のうち報告論について学ぶ．
・監査意見の意義について学習する．
・金融商品取引法監査における監査報告書の種類について学習する．
・監査報告書の構成，すなわち監査の対象，実施した監査の概要，財務諸表に対する意見
ごとに記載される内容を学習する．
・除外事項が付される場合を類型化し，除外事項を監査報告書に記載することの意味を学
習する．
・意見不表明の場合の監査報告書の特徴について学習する．
・四半期レビュー報告について学習する．
・内部統制監査報告書について学習する．

＜実務指針等＞
・監基報 700「財務諸表に対する意見の形成と監査報告」
・監基報 705「独立監査人の監査報告書における除外事項付意見」
・監査・保証実務委員会実務指針第 85号「監査報告書の文例」

第 13 回：監査報告

・標準監査報告書
・実質的判断
・除外事項
・限定付適正意見
・不適正意見
・意見不表明
・重要性
・広範性
・上場廃止要件
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・監査報告書において記載される追記情報の意義について学習する．
・追記情報の種類と内容について学習する．
　○継続企業の前提に関わる重要な疑義
　○正当な理由による会計方針の変更
　○重要な偶発事象
　○重要な後発事象
　○財務諸表の表示とその他の記載内容の重要な相違
・比較財務情報の監査について学習する．
・平成 26年の改訂によって導入された「特別目的の財務諸表等に対する監査」について
学習する．当該改訂は「監査」の 3方向への拡張であることをまず理解したうえで，そ
れぞれの拡張の意味と留意点を把握する．

＜実務指針等＞
・監基報 706「独立監査人の監査報告書における強調事項区分とその他の事項区分」
・監基報 710「過年度の比較情報－対応数値と比較財務諸表」
・監基報 720「監査した財務諸表が含まれる開示書類におけるその他の記載内容に関連す
る監査人の責任」
・監基報 800「特別目的の財務報告の枠組みに準拠して作成された財務諸表に対する監査」
・監基報 805「個別の財務表又は財務諸表項目等に対する監査」
・監査基準委員会研究報告第３号「監査基準委員会報告書 800 及び 805 に係る Q&A」（平
成 26年 4月 4日）

第 14 回：追記情報，特別目的

・追記情報
・強調事項
・その他の事項
・正当な理由
・その他の記載内容
・重要な相違
・比較情報
・対応数値方式
・比較財務諸表方式
・ 適正性，追加開示，離脱，
一歩離れて行う評価
・準拠性
・一般目的
・特別目的
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　理解度確認セッションを行う．

第 15 回：理解度確認セッション
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実践 ･ 応用

成績評価法

オフィスアワー

連絡先

時間割

その他（連絡事項）

講義名・担当教員

講義の目的

講義の進め方

この講義を受講するために必要とする知識

テキスト・参考文献

26

予習・復習について
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科目ナンバー

　監査計画の編成法１・小粥純子 　後期　土曜 4限

・事例研究，リスク評価コ
ンテスト発表，小テスト
（70%），理解度確認セッ
ション（30％）で評価する．
・AA(90点以上 )，
  A(80点以上 90点未満 )，

B(70点以上 80点未満 )，
C(60点以上 70点未満 )，
D(60点未満：不合格 )

　講義終了後

　junko.kogayu.a5@tohoku.
ac.jp
   （講義日のみアクセス予定）

・講義の中で随時説明する．

・ 公認会計士協会の委員会報告書をテーマごとに講義した後，ケース・スタディなどを用
いて基準が意味することを理解する．
・ 各自が自分の担当する企業を決めて，有価証券報告書等を使いリスク評価手続を実施す
る事例研究を行う．事例研究の結果をグループごとに発表する「リスク評価コンテスト」
を実施する．
・ 小テスト，理解度確認セッションを実施する．

・ 監査論の科目を履修していることが望ましい．
・ 財務諸表監査における内部統制の評価については，「内部統制の実務」で取り扱うため，
当講義と併せて履修することを推奨する．

　必要に応じて講義の中で紹介する．

1.監査基準や監査基準委員会報告書の内容を実務的な側面から理解する． 

2. 監査手続として企業のリスクを評価し識別するということは具体的にどのようなことな
のかを理解する．

＜予習＞
・講義で参照する基準等について熟読する．
＜復習＞
・ケーススタディ，事例研究で実施した内容について，監査基準委員会報告書等の該当部
分を確認し理解を深める．

　EAC-ACC616
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・事業上のリスク
・アサーション
・監査リスク
・重要な虚偽表示リスク
・固有リスク
・統制リスク
・発見リスク
・リスク評価手続
・リスク対応手続
・内部統制
・運用評価手続
・特別な検討を必要とする
  リスク

・どのような事業上のリスクがあり，それがどのように監査上のリスク概念と関係するか
について理解する．　
・ 事例研究では，各自が自分の担当する企業の有価証券報告書等を使って，当該企業が「事
業等のリスク」に記載している内容を業種別に比較し，理解する．

＜この講義で参照する基準等＞
 ・監査基準委員会報告書 200「財務諸表監査における総括的な目的」
 ・監査基準委員会報告書 315「企業及び企業環境の理解を通じた重要な虚偽表示リスクの
識別と評価」

1.事業上のリスク
2.アサーション
3.監査リスク
4.重要な虚偽表示リスク
5.特別な検討を必要とするリスク
6.リスク評価手続とリスク対応手続
7.財務諸表全体レベルの重要な虚偽表示リスクとアサーションレベルでの重要な虚偽表示
リスク

8.重要な虚偽表示リスクの構成要素としての固有リスクと統制リスク
9.発見リスク

＜参考文献＞
　必要な文献は講義で示す．

第 1 回：事業上のリスクと監査リスク概念
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講義の内容
学ぶべき用語・ポイント
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・リスク評価手続
・質問
・分析的手続
・観察
・閲覧
・過年度の監査
・監査チーム内の討議
・専門家（の参加）
・企業と企業環境
・外部要因
・企業の事業活動
・関連当事者
・一般に公正妥当と認め
 られる企業会計の基準
・企業の業績測定

・監査手続として企業と企業環境を理解するということは具体的にどのようなことかにつ
いて，理解する．
・事例研究では，各自が自分の担当する企業の有価証券報告書の他，コーポレート・ガ
バナンスに関する報告書，アニュアル・レポートあるいは統合報告書等を使って，当該
企業の属する産業，規制等の外部要因，事業活動，戦略，業績目標（KPI）等を理解し，
それらを実践するガバナンスがどのように構築されているのかを理解する．

＜この講義で参照する基準等＞
・監査基準委員会報告書 315「企業及び企業環境の理解を通じた重要な虚偽表示リスクの
識別と評価」

1. 目的
2. リスク評価手続及び企業と企業環境についての情報源
（1）リスク評価手続
（2）監査チーム内の討議

3. 企業と企業環境の理解
（1）産業，規制等の外部要因
（2）企業の事業活動等
（3）企業目的及び戦略並びにそれらに関連する事業上のリスク
（4）企業の業績の測定と検討

＜予習・復習＞
　予習は講義で参照する基準等について熟読する．復習は，ケーススタディ及び事例研究
で実施した内容について，監査基準委員会報告書等の該当部分を確認し理解する．

＜参考文献＞
　必要な文献は講義で示す．

第 2 回：企業と企業環境の理解
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・重要性の基準値
・財務データ
・財務データ以外のデータ
・推定値

第 3 回：監査上の重要性，計画段階の分析的手続

1.監査上の重要性
　重要な勘定等の選定について学習する．重要な勘定等は量的（金額）に重要なものと，
質的に重要なものとがあるが，重要な勘定等の決定のためには，重要性の基準値を決定す
る必要がある．重要性の基準値の決定に際しては，監査基準委員会報告書 320「監査の計
画及び実施における重要性」を理解していることが必要である．
2.分析的手続
・監査基準委員会報告書 315「企業及び企業環境の理解を通じた重要な虚偽表示リスクの
識別と評価」における計画段階の分析的手続を理解する．
・ケース・スタディでは分析データから何を読み取るべきかについて理解する．
・事例研究では，各自が自分の担当する企業の有価証券報告書等を使って，計画段階の分
析的手続を実施する．

＜予習・復習＞
　予習は講義で参照する基準等について熟読する．復習は，ケーススタディ及び事例研究
で実施した内容について，監査基準委員会報告書等の該当部分を確認し理解する．

＜参考文献＞
　必要な文献は講義で示す．
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講義の内容
学ぶべき用語・ポイント
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・各種引当金の計上の可否，繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りを要する勘定
科目等の監査について，監査基準委員会報告書 540「会計上の見積りの監査」にしたがっ
て学習する．
・事例研究では，各自が自分の担当する企業の有価証券報告書等を使って，当該企業が計
上している各種引当金の理解，繰延税金資産の回収可能性等（収益力等に基づく企業分
類）を検討する．

＜講義の概要＞
1. 会計上の見積りの意義
2. 会社による会計上の見積り
3. 監査リスク
4. 十分かつ適切な監査証拠の入手
5. 会計上の見積りの必要性
6. 会計上の見積りの合理性を確かめるための監査手続
7. 会計上の見積りの全体的な評価
8. 経営者確認書の入手

＜予習・復習＞
　予習は講義で参照する基準等について熟読する．復習は，ケーススタディ及び事例研究
で実施した内容について，監査基準委員会報告書等の該当部分を確認し理解する．

＜参考文献＞
　必要な文献は講義で示す．

・仮定の適切性
・会計上の見積り
・経営計画との整合性
・独自の会計上の見積り
・経営者確認書

第 4 回：会計上の見積りの監査
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講義の内容
学ぶべき用語・ポイント
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・重要な虚偽表示リスク，特別な検討を必要とするリスクの識別がどのような過程で行わ
れるのかを理解する．
・事例研究では，第 1回から 4回までのリスク評価手続の実施に基づき，グループで重要
な虚偽表示リスクの識別について討議する．
　
＜この講義で参照する基準等＞
 ・監査基準委員会報告書 315「企業及び企業環境の理解を通じた重要な虚偽表示リスクの
識別と評価」

＜予習・復習＞
　予習は講義で参照する基準等について熟読する．復習は，ケーススタディ及び事例研究
で実施した内容について，監査基準委員会報告書等の該当部分を確認し理解する．

＜参考文献＞
　必要な文献は講義で示す．

第 5 回：重要な虚偽表示リスクの評価

・重要な虚偽表示リスク
・特別な検討を必要とする
  リスク
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講義の内容
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第 6 回：小テスト

　前回までの講義で学習した内容について小テストを実施する．
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講義の内容
学ぶべき用語・ポイント
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・監査基準委員会報告書 240「財務諸表監査における不正」を理解する．
・不正リスク要因（動機・プレッシャー， 機会， 姿勢・正当化）について，ケース・スタディ
により理解する．
・事例研究では，前回までのリスク評価手続の結果から不正リスク要因についてグループ
で討議する．

＜講義の概要＞
1.不正の定義及び特徴
2.経営者等の責任
3.不正に関する監査の固有の限界
4.監査人の責任
5.職業的懐疑心
6.監査チーム内での討議
7.リスク評価手続

＜予習・復習＞
　予習は講義で参照する基準等について熟読する．復習は，ケーススタディ及び事例研究
で実施した内容について，監査基準委員会報告書等の該当部分を確認し理解する．

＜参考文献＞
　必要な文献は講義で示す．

・経営者不正
・従業員不正
・動機・機会・正当化
・ガバナンス
・誠実性と倫理的な行動
・気風
・財務報告プロセス
・職業的懐疑心

第 7 回：不正のリスク（1）
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講義の内容
学ぶべき用語・ポイント
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　金融庁・企業会計審議会監査部会の「監査における不正リスク対応基準及び監査基準の
改訂」について理解する．

＜講義の概要＞
1.不正による重要な虚偽の表示を示唆する状況
2. 不正による重要な虚偽の表示の疑義と監査手続
3. 入手した監査証拠の十分性及び適切性
4. 矛盾した監査証拠があった場合等の監査手続の実施
5. 不正による重要な虚偽の表示の疑義があると判断した場合の審査
6. 監査役等との連携

＜予習・復習＞
　予習は講義で参照する基準等について熟読する．復習は，ケーススタディ及び事例研究
で実施した内容について，監査基準委員会報告書等の該当部分を確認し理解する．

＜参考文献＞
　必要な文献は講義で示す．

・不正による重要な虚偽
の表示を示唆する状況
・不正による重要な虚偽
の表示の疑義
・監査証拠の十分性及び
適切性
・監査役等との連携

第 8 回：不正のリスク（2）
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講義の内容
学ぶべき用語・ポイント
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・監査基準委員会報告書第 550「関連当事者」について理解する．
・各自が自分の担当する企業の有価証券報告書における関連当事者の取引の開示内容と非
財務情報（関係会社，重要な契約等，株主の状況，役員の状況等）を検討し，関連当事
者の網羅性，開示の妥当性をグループで討議する．

＜講義の概要＞
1. 関連当事者の監査の目的
2. 経営者及び監査人の責任
3. 関連当事者の存在
4. 関連当事者との取引
5. 識別された関連当事者との取引の検討
6. 経営者確認書
7. 監査の結論及び報告

＜予習・復習＞
　予習は講義で参照する基準等について熟読する．復習は，ケーススタディ及び事例研究
で実施した内容について，監査基準委員会報告書等の該当部分を確認し理解する．

＜参考文献＞
　必要な文献は講義で示す．

・関連当事者
・親会社
・子会社
・関係会社
・関連会社
・その他の関係会社
・主要株主
・近親者

第 9 回：関連当事者の監査
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講義の内容
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第 10 回：小テスト

　前回までの講義で理解した内容について小テストを実施する．
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講義の内容
学ぶべき用語・ポイント
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・全般的な対応
・監査アプローチ
・リスク対応手続の種類
・監査手続の実施の時期
・監査手続の範囲
・運用評価手続
・プロセス
・内部統制のデザイン
・サンプリング
・監査手続の実施の時期
・残余期間
・分析的実証手続
・推定値
・詳細テスト
・監査証拠の十分性及び適
  切性
・決算プロセス

・財務諸表全体レベルの重要な虚偽表示リスクに対して，全般的な対応を理解する．
・アサーションレベルの重要な虚偽表示リスクに応じた監査手続について理解する．

＜この講義で参照する基準等＞
 ・監査基準委員会報告書 330「評価したリスクに対応する監査人の手続」

＜予習・復習＞
　予習は講義で参照する基準等について熟読する．復習は，ケーススタディ及び事例研究
で実施した内容について，監査基準委員会報告書等の該当部分を確認し理解する．

＜参考文献＞
　必要な文献は講義で示す．

第 11 回：評価したリスクに対応する監査人の手続
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講義の内容
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　各自が自分の担当する企業の有価証券報告書等を使って実施した事例研究について，グ
ループごとに発表する．企業及び企業環境の理解度，リスクの感度，プレゼンテーション
力について審査する．

＜事例研究の発表のポイント＞
1.事業上のリスクと勘定等の特性より識別される固有リスクの識別
2.企業及び企業環境の理解
3.分析的手続
4.不正のリスク要因の検討

第 12 回：リスク評価コンテスト（1）
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講義の内容
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　各自が自分の担当する企業の有価証券報告書等を使って実施した事例研究について，グ
ループごとに発表する．企業及び企業環境の理解度，リスクの感度，プレゼンテーション
力について審査する．

＜事例研究の発表のポイント＞
1.事業上のリスクと勘定等の特性より識別される固有リスクの識別
2.企業及び企業環境の理解
3.分析的手続
4.不正のリスク要因の検討

第 13 回：リスク評価コンテスト（2）
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講義の内容
学ぶべき用語・ポイント
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　前回までに理解したリスク評価手続にもとづき，監査計画の作成について総括する．

＜この講義で参照する基準等＞
 ・監査基準委員会報告書 300「監査計画」

1.監査チームの主要メンバーの参画
2.監査契約に係る予備的な活動
3.計画活動
4.監査調書
5.初年度監査における追加的な考慮事項

＜予習・復習＞
　予習は講義で参照する基準等について熟読する．復習は，ケーススタディ及び事例研究
で実施した内容について，監査基準委員会報告書等の該当部分を確認し理解する．

＜参考文献＞
　必要な文献は講義で示す．

第 14 回：監査計画の編成法・まとめ

・監査計画
・監査リスク
・監査の基本的な方針
・詳細な監査計画
・指示，監督，監査調書の
  査閲等
・文書化 
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講義の内容
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第 15 回：理解度確認セッション

　理解度確認セッションを実施する．



実践 ･ 応用

成績評価法

オフィスアワー

連絡先

時間割

その他（連絡事項）

講義名・担当教員

講義の目的

講義の進め方

この講義を受講するために必要とする知識

テキスト・参考文献

27

予習・復習について

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS 361

科目ナンバー

　監査計画の編成法２・小粥純子 　前期　隔週土曜 3/4限

・ 事 例 研 究， 小 テ ス ト
（70％），理解度確認セッ
ション（30％）で評価する．
・AA(90点以上 )，
  A(80点以上 90点未満 )，

B(70点以上 80点未満 )，
C(60点以上 70点未満 )，
D(60点未満：不合格 )

　講義終了後

　junko.kogayu.a5@tohoku.
ac.jp
　（講義日のみアクセス予定）

・講義の中で随時説明する．

＜予習＞
・講義で参照する基準等について熟読する．
＜復習＞
・ケーススタディ及び事例研究で実施した内容について，監査基準委員会報告書等の該当
部分を確認し理解を深める．

　監査論の科目を履修していることが望ましい．

　必要に応じて講義の中で紹介する．

・リスク評価手続により識別したリスクに対して，どのようなリスク対応手続（運用評価
手続，実証手続）を設計すべきかについて理解する．
・ケース・スタディ及び事例研究により，監査基準や監査基準委員会報告書の内容を実務
的な側面から理解する．

・ 公認会計士協会の委員会報告書をテーマごとに講義した後，ケース・スタディ及び事例
研究を行う．
・ 小テスト，理解度確認セッションを実施する．

　EAC-ACC617
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講義の内容 学ぶべき用語・ポイント
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・財務諸表全体レベルの重要な虚偽表示のリスクに対して，全般的な対応を理解する．
・アサーションレベルの重要な虚偽表示のリスクに応じた監査手続について理解する．

＜この講義で参照する基準等＞
　監査基準委員会報告書第 330「評価したリスクに対応する監査人の手続」

＜予習・復習＞
　予習は講義で参照する基準等について熟読する．復習は，ケーススタディで実施した内
容について，監査基準委員会報告書等の該当部分を確認し理解する．

＜参考文献＞
　必要な文献は講義で示す．

第 1 回：評価したリスクに対応する監査人の手続

・全般的な対応
・監査アプローチ
・リスク対応手続の種類
・監査手続の実施の時期
・監査手続の範囲
・運用評価手続
・プロセス
・内部統制のデザイン
・監査手続の実施の時期
・残余期間
・サンプルテスト
・分析的実証手続
・推定値 

・詳細テスト
・監査証拠の十分性及び
  適切性
・決算プロセス



監査計画の編成法 2

講義の内容
学ぶべき用語・ポイント
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・十分性
・適切性
・監査証拠の証明力
・アサーション
・精査
・特定項目抽出の試査
・監査サンプリング
・観察
・質問
・確認
・再計算
・再実施
・分析的手続

・監査基準委員会報告書 500「監査証拠」及び監査基準委員会報告書 501「特定項目の監
査証拠」を理解する．
・ケース・スタディ「売上の架空計上のリスクに対する手続の設計」により，どのように
十分かつ適切な監査証拠を入手するかを理解する．
・特定項目（棚卸資産，訴訟事件等，セグメント情報）に対する監査証拠について理解する．

＜講義の概要＞
　1. 監査証拠
　　（1）十分かつ適切な監査証拠
　　（2）監査証拠として利用する情報
　　（3）監査手続の対象項目の抽出
　　（4）監査証拠における矛盾又は証明力に関する疑義
　2. 特定項目の監査証拠
　　（1）棚卸資産 

　　（2）訴訟事件等（経営者確認書）
　　（3）セグメント情報
　
＜予習・復習＞
　予習は講義で参照する基準等について熟読する．復習は，ケーススタディで実施した内
容について，監査基準委員会報告書等の該当部分を確認し理解する．

＜参考文献＞
　必要な文献は講義で示す．

第 2 回：監査証拠
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講義の内容 学ぶべき用語・ポイント
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・アサーションに対する適
切性
・目的適合性
・利用可能な情報の情報源
・比較可能性
・データ入手の容易性
・データの信頼性
・推定値の精度

・監査基準委員会報告書 520「分析的手続」を理解する．
・ケース・スタディ「売上の架空計上のリスクに対する手続の設計」により，実証手続と
しての分析的手続について理解する．

＜講義の概要＞
　1. 分析的実証手続
　2. 全般的な結論を形成するための分析的手続
　3. 分析的手続の結果の調査

＜予習・復習＞
　予習は講義で参照する基準等について熟読する．復習は，ケーススタディで実施した内
容について，監査基準委員会報告書等の該当部分を確認し理解する．

＜参考文献＞
　必要な文献は講義で示す．

第 3 回：分析的手続
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講義の内容
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　前回までの講義で理解した内容について，論述式の小テストを実施する．

第 4 回：第 1 回小テスト
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講義の内容 学ぶべき用語・ポイント
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・監査基準委員会報告書 505「確認」を理解する．
・ケース・スタディ「売掛金の確認手続」により，入手した証拠をどのように評価するの
かを理解する．

＜講義の概要＞
　1.確認手続
　2. 確認依頼の送付に対する経営者の不同意
　3. 確認手続の結果
　　（1）確認依頼への回答の信頼性
　　（2）未回答 

　　（3）十分かつ適切な監査証拠を入手するために積極的確認に対する回答が必要である
　　　  場合 

　（4）確認差異
　4. 消極的確認
　5. 入手した証拠の評価

＜予習・復習＞
　予習は講義で参照する基準等について熟読する．復習は，ケーススタディで実施した内
容について，監査基準委員会報告書等の該当部分を確認し理解する．

＜参考文献＞
　必要な文献は講義で示す．

第 5 回： 確認

・確認
・アサーション
・積極的確認
・消極的確認
・代替手続
・確認差異
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講義の内容
学ぶべき用語・ポイント
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・精査
・試査
・母集団
・階層化
・監査サンプリング
・特定項目抽出
・サンプリング単位
・ノンサンプリングリスク
・許容虚偽表示額

・監査基準委員会報告書 530「監査サンプリング」を理解する．
・ケース・スタディ「売掛金の確認手続」により，監査サンプリングのテスト対象項目の
抽出，結果をどのように評価するのかを理解する．
　　
＜講義の概要＞
　1.監査サンプリングの立案，サンプル数及びテスト対象項目の抽出
　2. 監査手続の実施 

　3. 内部統制の逸脱と虚偽表示の内容と原因 

　4. 虚偽表示額の推定 

　5. 監査サンプリングの結果の評価

＜予習・復習＞
　予習は講義で参照する基準等について熟読する．復習は，ケーススタディで実施した内
容について，監査基準委員会報告書等の該当部分を確認し理解する．

＜参考文献＞
　必要な文献は講義で示す．

第 6 回：試査
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講義の内容

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS

第 7 回：第 2 回小テスト

　前回までの講義で理解した内容について，論述式の小テストを実施する．



監査計画の編成法 2

講義の内容
学ぶべき用語・ポイント

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS 369

・後発事象
・財務諸表の承認日
・財務諸表の発行日
・修正後発事象
・開示後発事象

第 8 回：後発事象

・監査基準委員会報告書第 560「後発事象」及び監査・保証実務委員会報告第 76号「後発
事象に関する監査上の取扱い」を理解する．
・東日本大震災時の事例をもとに，後発事象の監査上の取扱いを理解する．

＜講義の概要＞
　1.期末日の翌日から監査報告書日までの間に発生した事象
　　・経営者確認書
　2.監査報告書日の翌日から財務諸表の発行日までの間に監査人が知るところとなった事
　   実
　　（1）経営者の監査人に対する責任
　　（2）二重日付
　　（3）監査報告書への依拠を防ぐための監査人の措置
　3.財務諸表が発行された後に監査人が知るところとなった事実

＜予習・復習＞
　予習は講義で参照する基準等について熟読する．復習は，ケーススタディで実施した内
容について，監査基準委員会報告書等の該当部分を確認し理解する．

＜参考文献＞
　必要な文献は講義で示す．
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講義の内容 学ぶべき用語・ポイント
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・監査基準委員会報告書 710「過年度の比較情報―対応数値と比較財務諸表」及び監査委
員会報告第 78号「正当な理由による会計方針の変更」を理解する．
・ケース・スタディにより会計方針の変更の正当な理由の判断について理解する．

＜講義の概要＞
　1.会計方針の変更と正当な理由の判断
　2.会計方針の変更が行われた場合の過年度の財務諸表の取り扱いと比較情報の考え方

＜予習・復習＞
　予習は講義で参照する基準等について熟読する．復習は，ケーススタディで実施した内
容について，監査基準委員会報告書等の該当部分を確認し理解する．

＜参考文献＞
　必要な文献は講義で示す．

・ 正当な理由
・比較情報
・遡及適用
・遡及修正
・対応数値
・比較財務諸表

第 9 回：比較情報，会計方針の変更



監査計画の編成法 2

講義の内容
学ぶべき用語・ポイント
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・監査基準委員会報告書 620「専門家の業務の利用」を理解する．
・事例研究により，専門家の業務の利用が必要な局面と適切性に係る評価について理解す
る．

＜講義の概要＞
　1. 500「監査証拠」
　　（1）経営者の利用する専門家の適性，能力及び客観性
　　（2）経営者の利用する専門家の業務の理解
　　（3）監査証拠としての適切性と関連するアサーション
　2. 620「監査人の利用する専門家」
　　（1）監査人の利用する専門家の必要性の判断 

　　（2）監査手続の種類，時期及び範囲
　　（3）監査人の利用する専門家の適性，能力及び客観性
　　（4）監査人の利用する専門家の専門分野の理解
　　（5）監査人の利用する専門家との合意 

　　（6）監査人の利用する専門家の業務の適切性に係る評価 

　　（7）監査報告書における専門家の業務の利用に関する記載

＜予習・復習＞
　予習は講義で参照する基準等について熟読する．復習は，ケーススタディで実施した内
容について，監査基準委員会報告書等の該当部分を確認し理解する．

＜参考文献＞
　必要な文献は講義で示す．

第 10 回：専門家の業務の利用

・監査人の利用する専門
家
・経営者の利用する専門
家
・専門知識
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講義の内容 学ぶべき用語・ポイント
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・監査基準委員会報告書 450「監査の過程で識別した虚偽表示の評価」，監査基準委員会報
告書 580「経営者確認書」，監査基準委員会報告書 260「監査役等とのコミュニケーション」
を理解する．
・事例研究により，監査役等との連携について理解する．

＜講義の概要＞
　1. 虚偽表示の評価
　（1）監査の進捗に伴い識別した虚偽表示の検討
　（2）虚偽表示に関するコミュニケーション及び修正
　（3）未修正の虚偽表示が及ぼす影響の評価　　

　2. 経営者による確認書
　（1）経営者確認書の意義，目的と留意事項
　（2）確認事項の例
　（3）経営者が確認することを拒否した場合の取扱い

　3. 監査役等とのコミュニケーション
　（1）コーポレート・ガバナンスと監査 

　（2）監査役等のモニタリングの機能と監査人の監査 

　（3）監査役等とのコミュニケーションの目的 

　（4）コミュニケーションの範囲と内容，時期と方法

＜予習・復習＞
　予習は講義で参照する基準等について熟読する．復習は，ケーススタディ及び事例研究
で実施した内容について，監査基準委員会報告書等の該当部分を確認し理解する．

＜参考文献＞
　必要な文献は講義で示す．

第 11 回：虚偽表示の評価，経営者確認書・監査役等とのコミュニケーション

・経営者確認書
・財務諸表の作成責任
・未訂正の財務諸表の虚偽
  の表示
・内部統制を構築・維持す
  る責任
・重要な偶発事象，後発事
  象等
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講義の内容
学ぶべき用語・ポイント
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・監査基準委員会報告書 570「継続企業」を理解する．
・事例研究により，重要な不確実性が認められる場合について理解する．

＜講義の概要＞
　1.リスク評価手続とこれに関連する活動
　2. 経営者の評価の検討 

　3. 経営者の評価を超えた期間
　4. 事象又は状況を識別した場合の追加的な監査手続
　5. 監査の結論及び報告 

　6. 重要な不確実性が認められる場合
　7. 継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切でない場合
　8. 経営者が評価を実施しない又は評価期間を延長しない場合 

　9. 監査役等とのコミュニケーション 

　10. 財務諸表の確定の著しい遅延

＜予習・復習＞
　予習は講義で参照する基準等について熟読する．復習は，ケーススタディで実施した内
容について，監査基準委員会報告書等の該当部分を確認し理解する．

＜参考文献＞
　必要な文献は講義で示す．

・継続企業の前提
・不確実性
・経営者の評価

第 12 回：継続企業の前提
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講義の内容 学ぶべき用語・ポイント
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・監査基準委員会報告書 600「グループ監査」を理解する．
・海外子会社の事例研究により，グループ監査のあり方について理解する．

＜講義の概要＞
　1. グループ監査の目的
　2. グループ全体，構成単位及びこれらの環境の理解 

　3. 重要性
　4. 評価したリスクへの対応
　5. 連結プロセス
　6. 構成単位の監査人とのコミュニケーション 

　7. 入手した監査証拠の十分性及び適切性の評価
　8. グループ経営者及び監査役会等とのコミュニケーション

＜予習・復習＞
　予習は講義で参照する基準等について熟読する．復習は，ケーススタディで実施した内
容について，監査基準委員会報告書等の該当部分を確認し理解する．

＜参考文献＞
　必要な文献は講義で示す．

第 13 回：グループ監査

・グループ監査チーム
・構成単位 

・構成単位の監査人



監査計画の編成法 2

講義の内容
学ぶべき用語・ポイント
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・監査基準委員会報告書 230「監査調書」，監査基準委員会報告書 700「財務諸表に対する
意見の形成と監査報告」，705「独立監査人の監査報告書における除外事項付意見」，706「独
立監査人の監査報告書における強調事項区分とその他の事項区分」を理解する．
・監査報告書における KAMについて，海外事例等を用いて理解する．

＜講義の概要＞
　1. 監査調書
　　（1）監査調書の意義
　　（2）監査調書の作成目的
　　（3）定義
　　（4）監査調書の特質
　　（5）監査調書の様式，内容及び範囲
　　（6）監査ファイルの最終的な整理
　　（7）例外的な状況における監査報告書日後の監査調書の変更
　2. 監査報告
　　（1）限定意見，否定的意見，意見不表明
　　（2）監査範囲の制約

＜予習・復習＞
　予習は講義で参照する基準等について熟読する．復習は，ケーススタディで実施した内
容について，監査基準委員会報告書等の該当部分を確認し理解する．

＜参考文献＞
　必要な文献は講義で示す．

第 14 回：監査調書，監査報告

・監査調書
・査閲
・項目の特性
・監査ファイル
・経験豊富な監査人
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講義の内容
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　論述式の理解度確認セッションを実施する．

第 15 回：理解度確認セッション



実践 ･ 応用

成績評価法

オフィスアワー

連絡先

時間割

その他（連絡事項）

講義名・担当教員

講義の目的

講義の進め方

この講義を受講するために必要とする知識

テキスト・参考文献

28

予習・復習について
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科目ナンバー

　内部統制の実務・小粥純子 　後期　土曜 3限

・事例研究，リスク評価コ
ンテスト発表，小テスト
（70%），理解度確認セッ
ション（30％）で評価する．
・AA(90点以上 )，　
  A(80点以上 90点未満 )，

B(70点以上 80点未満 )，
C(60点以上 70点未満 )，
D(60点未満：不合格 )

　講義終了後

　junko.kogayu.a5@tohoku.
ac.jp
　（講義日のみアクセス予定）

　講義の中で随時説明す
る．

・「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準及び実施基準」をテーマごとに講義し
た後，ケース・スタディにより基準の意味するところを理解する．
・各自が自分の担当する企業を決めて，有価証券報告書，コーポレート・ガバナンス報告
書等を使い，企業の事業上のリスクの評価，全社的な内部統制の理解，内部統制の評価
範囲に関する事例研究を行う．事例研究の結果をグループごとに発表する「リスク評価
コンテスト」を実施する．
・小テスト，理解度確認セッションを実施する．

＜予習＞
・講義で参照する基準等について熟読する．
＜復習＞
・ケース ･スタディ及び事例研究で実施した内容について，基準等の該当部分を確認し理
解する．

・テキスト：主として以下の基準等を使用する．
 　・財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準及び実施基準
      ・監査・保証実務委員会報告第 82 号「財務報告に係る内部統制の監査に関する実務上
        の取扱い」
・参考文献等：必要に応じて講義の中で紹介する．

・日本の内部統制報告制度と内部統制監査について理解する．
・企業における内部統制の基本的要素を実務上の観点から理解する．
・内部統制の評価は具体的にはどのように行われるのかを理解する．

・企業のリスク評価の観点から，監査計画の編成法１を併せて履修することを推奨する．

　EAC-ACC618
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講義の内容
学ぶべき用語・ポイント
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・内部統制
・事業報告
・リスク情報
・ガバナンス情報
・コーポレート・ガバナ
  ンス
・内部統制報告書
・金融庁確認書
・取引所宣誓
・取引所確認書

・内部統制報告書制度の導入の経緯，日本の法令要求事項，内部統制基準等の概要を理解
する．
・コーポレート・ガバナンスコードについて理解する．
・ケース・スタディとして身近な例を取り上げ，内部統制を理解する．

＜予習・復習＞
　講義内容に関係する法令等を確認し理解する．

＜参考文献＞　
　必要な文献は講義で示す．

第 1 回：内部統制報告制度の概要



内部統制の実務

講義の内容
学ぶべき用語・ポイント
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・財務報告の信頼性
・事業活動に関わる法令等
  の遵守
・資産の保全
・統制環境
・リスクの評価と対応
・統制活動
・情報と伝達
・監視活動
・IT（情報技術）の利用 

・内部統制の基本的枠組みの「統制環境」を理解する．
・ケース・スタディにより，下記の統制環境の 7つの要素を理解する．
　① 誠実性及び倫理観
　② 経営者の意向及び姿勢
　③ 経営方針及び経営戦略
　④ 取締役会及び監査役又は監査委員会の有する機能
　⑤ 組織構造及び慣行
　⑥ 権限及び職責
　⑦　人的資源に対する方針と管理
・事例研究では各自が自分の担当する企業を決めて，有価証券報告書，コーポレート・ガ
バナンス報告書等を使い，当該企業の統制環境について理解する．

＜予習・復習＞
　予習は講義で参照する基準等について熟読する．復習は，ケース ･スタディ及び事例研
究で実施した内容について，基準等の該当部分を確認し理解する．

＜参考文献＞　
　必要な文献は講義で示す．

第 2 回：内部統制の基本的枠組み（1）
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講義の内容
学ぶべき用語・ポイント
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・内部統制の基本的要素のうち，リスクの評価と対応，統制活動，情報と伝達，監視活動
を理解する．
・事例研究では各自が自分の担当する企業について，企業環境の理解，事業上のリスクの
評価を行い，「リスクの評価と対応」について理解する．

＜予習・復習＞
　予習は講義で参照する基準等について熟読する．復習は，ケース ･スタディ及び事例研
究で実施した内容について，基準等の該当部分を確認し理解する．

＜参考文献＞　
　必要な文献は講義で示す．

第 3 回：内部統制の基本的枠組み（2）

・統制環境
・リスクの評価と対応
・統制活動
・情報と伝達
・監視活動



内部統制の実務

講義の内容
学ぶべき用語・ポイント
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・財務報告に係る内部統制の評価とその範囲，評価範囲の決定方法，内部統制の評価方法
について理解する．
・ケース・スタディにより，評価範囲の決定プロセスを理解する．

＜予習・復習＞
　予習は講義で参照する基準等について熟読する．復習は，ケース ･スタディ及び事例研
究で実施した内容について，基準等の該当部分を確認し理解する．

＜参考文献＞　
　必要な文献は講義で示す．

・内部統制の有効性
・内部統制評価範囲
・重要な拠点
・業務プロセス

第 4 回：財務報告に係る内部統制の評価（1）
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講義の内容
学ぶべき用語・ポイント
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・業務処理統制について理解する．
・ケース ･スタディにより，統制活動とはどういうものかについて理解する．

＜予習・復習＞
　予習は講義で参照する基準等について熟読する．復習は，ケース ･スタディ及び事例研
究で実施した内容について，基準等の該当部分を確認し理解する．

＜参考文献＞　
　必要な文献は講義で示す．

第 5 回：財務報告に係る内部統制の評価（2）

・業務処理統制
・リスクを低減する統制
・実在性
・網羅性
・評価の妥当性
・期間配分の適切性
・表示の妥当性 



内部統制の実務

講義の内容
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　前回までの講義内容について小テストを実施する．

第 6 回：小テスト
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学ぶべき用語・ポイント
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・基本的要素である「ITへの対応」，IT全般統制，IT業務処理統制について理解する．
・ケース・スタディにより，会社の中での具体的な IT業務処理統制を理解する．

＜予習・復習＞
　予習は講義で参照する基準等について熟読する．復習は，ケース ･スタディ及び事例研
究で実施した内容について，基準等の該当部分を確認し理解する．

＜参考文献＞　
　必要な文献は講義で示す．

第 7 回：IT（情報技術）への対応

・IT全般統制
・IT業務処理統制
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講義の内容
学ぶべき用語・ポイント
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・全社的内部統制の有効性の評価，業務プロセスの有効性の評価について理解する．
・ケース・スタディにより，業務プロセスに不備がある場合の影響について理解する．

＜予習・復習＞
　予習は講義で参照する基準等について熟読する．復習は，ケース ･スタディ及び事例研
究で実施した内容について，基準等の該当部分を確認し理解する．

＜参考文献＞　
　必要な文献は講義で示す．

第 8 回：財務報告に係る内部統制の評価（3）

・業務プロセス
・リスクを低減する統制
・実在性
・網羅性
・評価の妥当性
・期間配分の適切性
・表示の妥当性
・統制上の要点
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学ぶべき用語・ポイント
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・監査計画の策定，全社的な内部統制の評価について理解する．
・ケース・スタディにより，経営者の内部統制評価範囲の妥当性をどのように判断するの
かについて理解する．

＜予習・復習＞
　予習は講義で参照する基準等について熟読する．復習は，ケース ･スタディ及び事例研
究で実施した内容について，基準等の該当部分を確認し理解する．

＜参考文献＞　
　必要な文献は講義で示す．

第 9 回：内部統制監査（1）

・内部統制の有効性
・内部統制評価範囲



内部統制の実務

講義の内容
学ぶべき用語・ポイント
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・内部統制の有効性
・内部統制の開示すべき
重要な不備の是正
・財務報告に係る内部統
制の報告
・無限定適正意見
・限定付適正意見
・不適正意見
・監査範囲に関する限定
付適正意見
・意見不表明
・追記情報

第 10 回：内部統制監査（2）

・内部統制の有効性の評価，内部統制の開示すべき重要な不備，評価範囲の制約，評価手
続の記録及び保存，財務報告に係る内部統制の報告について理解する．
・ケース・スタディにより，開示すべき重要な不備が実際にどのようなものかについて理
解する．

＜予習・復習＞
　予習は講義で参照する基準等について熟読する．復習は，ケース ･スタディ及び事例研
究で実施した内容について，基準等の該当部分を確認し理解する．

＜参考文献＞　
　必要な文献は講義で示す．
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　前回までの講義内容について小テストを実施する．

第 11 回：小テスト
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　各自が自分の担当する企業の有価証券報告書等を使って実施した事例研究について，グ
ループごとに発表する．企業及び企業環境の理解度，リスクの感度，プレゼンテーション力
について審査する．

＜事例研究の発表のポイント＞
　1. 「事業上のリスクと固有リスクの識別」
　2. 「全社的内部統制の評価（統制環境・リスクの評価と対応）」
　3. 「評価範囲の選定」

＜予習・復習＞
　予習は講義で参照する基準等について熟読する．復習は，ケース・スタディ及び事例研究
で実施した内容について，基準等の該当部分を確認し理解する．

＜参考文献＞　
　必要な文献は講義で示す．

第 12 回：事例研究 （1）
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講義の内容
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　各自が自分の担当する企業の有価証券報告書等を使って実施した事例研究について，グ
ループごとに発表する．企業及び企業環境の理解度，リスクの感度，プレゼンテーション力
について審査する．

＜事例研究の発表のポイント＞
　1. 「事業上のリスクと固有リスクの識別」
　2. 「全社的内部統制の評価（統制環境・リスクの評価と対応）」
　3. 「評価範囲の選定」

＜予習・復習＞
　予習は講義で参照する基準等について熟読する．復習は，ケース・スタディ及び事例研究
で実施した内容について，基準等の該当部分を確認し理解する．

＜参考文献＞　
　必要な文献は講義で示す．

第 13 回：事例研究 （2）
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講義の内容
学ぶべき用語・ポイント
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　財務報告に係る内部統制の監査そして財務諸表監査との関係について学習する．

1.財務諸表監査の監査人による内部統制監査の目的
2.内部統制監査と財務諸表監査の関係
3.内部統制監査の実施
4.監査人の報告

＜予習・復習＞
　予習は講義で参照する基準等について熟読する．復習は，ケース ･スタディ及び事例研
究で実施した内容について，基準等の該当部分を確認し理解する．

＜参考文献＞　
　必要な文献は講義で示す．

第 14 回：内部統制監査（3）

・監査計画
・評価範囲の妥当性
・全般的な内部統制の評
  価
・業務プロセスに係る内
  部統制の評価
・内部統制の開示すべき
重要な不備等の報告と是
正
・監査証拠
・不正等
・監査役等との関係
・他の監査人の利用
・内部監査人との連携
・無限定適正意見
・限定付適正意見
・不適正意見
・監査範囲に関する限定
  付適正意見
・意見不表明
・追記情報
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　理解度確認セッションを実施する．

第 15 回：理解度確認セッション



実践 ･ 応用

成績評価法

オフィスアワー

連絡先

時間割

その他（連絡事項）

講義名・担当教員

講義の目的

講義の進め方

予習・復習について
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29

科目ナンバー

この講義を受講するために必要とする知識

　IT監査・桑原清幸 　後期　火曜 4限

・出席と討論への参加・貢献
（60％），課題提出（20％），
理解度確認セッション
（20％）で評価する．
・AA(90点以上 )，　
  A(80 点以上 90 点未満 )，

B(70 点以上 80 点未満 )，
C(60 点以上 70 点未満 )，
D(60点未満：不合格 )

　第１回講義でお知らせし
ます．

　022-217-6268
　kiyoyuki .kuwabara .e3@
tohoku.ac.jp　

・後半の ACL演習では会計
大学院棟 1Fのコンピュー
タ実習室を使用します．
当室の PCの台数の関係
で，本講義の受講者の数
を制限することがありま
すのでご了承ください．
・課題の提出等に「東北大
学インターネットスクー
ル（ISTU）」を使用する
予定です．

1. 「ITの評価」について，それに関連する ITの基礎知識を含めて講義形式で説明したのち，
ケーススタディを実施する．

2. 「ITの利用」について，CAATの概要およびケーススタディで必要となるサンプリング
の知識について，それに関連する ITの基礎知識を含めて講義形式で説明したのち，ACL

を利用したケーススタディを実施する．
3. については，動画などによる補助教材を使用しながら講義形式で進める．
　全体としては，日本公認会計士協会から公表されている，IT委員会研究報告第 27号「監
査人のための IT教育カリキュラム（最終改正 平成 25年 5月 14日）」の枠組みを参考に
して講義を進める．
　ITの基礎知識に関しては，上記の研究報告でも推奨されている「ITパスポート試験（レ
ベル 1）シラバス」（独立行政法人情報処理推進機構）の内容を参考にする．

　現代の企業活動において IT（情報技術）の利用は一般的となっている．このような環
境における監査人の業務も必然的に ITに密接に関連することになり，現在では，財務諸
表監査の対象が IT化されているケース，もしくは，財務諸表監査で利用する情報（データ）
が電子化されているケースがほとんどである．
　本講義では，以下の 3点について実践的な理解を深めることを目的とする．
1. 財務諸表監査における，監査人による ITの評価　－　IT化された監査対象（業務プロ
セス，内部統制，監査証拠など）を監査上どのように評価するか
・監基報 315と監基報 330における ITに関連する記載内容および IT委員会実務指針第 6

号「ITを利用した情報システムに関する重要な虚偽表示リスクの識別と評価及び評価し
たリスクに対応する監査人の手続について」（IT6号）の内容を具体的に理解する．
・電子媒体による監査証拠（電子的監査証拠）について，監基報 500や JICPAの研究報告
の内容を理解する．

2. 財務諸表監査における，監査人による ITの利用　－　電子化された情報をいかに効果
的・効率的に利用して監査を実施するか
・IT6号に基づいて，CAAT（Computer Assisted Audit Techniques - コンピュータ利用監査技法）
と呼ばれる ITを用いた監査手続の実施方法を理解する．CAATはデータに対して直接的
に監査手続を適用することが可能になることから，効率的な活用により監査コストの低
減につながる．また，経営者による内部統制の無効化に対しても効果的な対応が可能と
なることから，不正リスク対応の観点からもその重要性が増してきているところである．

3. 会計・監査環境を取り巻く ITの最新動向
・EDINET，XBRL，監査事務所の情報セキュリティ，監査用ツール，将来の監査の動向な
ど
　なお，企業の情報システム自体を監査対象としたいわゆるシステム監査を「IT監査」
と呼ぶこともあるが，本講義では直接の対象としない．

　原則として毎回の講義後に課題を課すことを予定している．

　EAC-ACC619

・監査論に関する基礎的な知識
・英語の基礎的な読解能力（ケーススタディなど一部の講義において英語の資料を使用す
ることを予定しているため．）
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1. 日本公認会計士協会『監査実務指針集［三訂版］』日本公認会計士協会，2016年（法規集）．
2. 中央経済社『監査法規集［第 4版］』中央経済社，2015年（法規集）．
3. 栢木 厚『イメージ &クレバー方式でよくわかる 栢木先生の ITパスポート教室 平成 30

年度 』技術評論社，2017年（参考書）．
4. 荒井千晶，水田朋子（著），弓塲啓司（監修）『CAAT監査人のためのコンピュータ利用
監査技法の実践 ACL Analytics』清文社，2015年（参考書）．

5. 村井直志『Excelによる不正発見法　CAATで粉飾・横領はこう見抜く』中央経済社，
2015年（参考書）．

6. あずさ監査法人『図解 CAAT実践入門』中央経済社，2015年（参考書）．
7. 中村哲也『108の事例で学ぶ CAAT基礎講座』中央経済社，2014年（参考書）．
8. Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley, Auditing and Assurance Services , Prentice 

Hall, 2014（参考書）．
9. William F. Messier, Steven m. Glover, Douglas F. Prawitt, Auditing & Assurance Services: A 
Systematic Approach , McGraw-Hill/Irwin, 2010（参考書）．

　1または 2の監査に関する法規集は第 2回の講義までに入手しておくこと．
　3『栢木先生の ITパスポート教室』を参考書とする．本書は「ITパスポート試験」対
策の書籍ではあるが，ITに関する基礎知識が図表を用いて分かりやすく記載されている．
ITの基礎的な知識に自信がない受講生は購入しておくこと．講義で ITに関する専門用語
を使用する際にこの書籍の該当箇所を紹介する．
　4～ 7は CAATに関する書籍である．参考書扱いとする．
　8と 9は米国の大学等で多く使用されている監査論の教科書である．参考書扱いとする．
　その他，監査実務指針集に収録されていない実務指針や研究報告などについては，講義
で随時指定する．

テキスト・参考文献
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講義の内容
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　講義の内容の概括的な説明を行う．

　第 1回：オリエンテーション
　第 2回：監査人と IT

　第 3回：ITを利用した内部統制の経営者による構築
　第 4回：ITを利用した内部統制の監査人による評価
　第 5回：電子媒体による監査証拠の評価
　第 6回：ケーススタディ 1

　第 7回：ケーススタディ 2

　第 8回：CAATの概念と方法，サンプリング基礎知識
　第 9回：ACL基礎 1

　第 10回：ACL基礎 2

　第 11回：ACL演習 1

　第 12回：ACL演習 2

　第 13回：EDINET，XBRL，セキュリティ
　第 14回：未来の監査
　第 15回：理解度確認セッション

配布資料：
・日本公認会計士協会 IT委員会研究報告第 27号「監査人のための IT教育カリキュラム（最
終改正 平成 25年 5月 14日）」
・独立行政法人情報処理推進機構「ITパスポート試験（レベル 1）シラバス」（最終改正 

平成 27年 5月 28日）

参考資料：
・International Education Practice Statement (IEPS) 2 “Information Technology for professional 

accountants”

＜宿題＞
　なし

第 1 回：オリエンテーション
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　IT監査の内容を説明するに当たり，監査人にとっての ITとの関わり全般について説明
する．まず，企業および監査人による ITの利用に関するこれまでの経緯並びに現状につ
いて概説する．
　企業の会計情報システムの構築において ITは不可欠なものとなっている．それに対応
して，財務諸表監査では，ITによって自動化された業務プロセスや内部統制を評価する
ことが求められるようになっている．
　また，監査対象である会計情報も紙媒体から電子媒体に変化しており，このような電子
媒体による会計情報について効率的に監査を実施する観点から，CAATと呼ばれる手法が
利用されている．
　さらに最近では，監査業務のプロセス自体も IT化されている．監査調書を作成・保存
するためのツールや，報酬見積，進捗管理，時間実績管理といった，監査業務を事務的に
補助するためのツールが監査事務所内で利用されている．
　こうした状況をふまえ，会計専門職として ITについて理解することが必須であること
を理解する．

＜宿題＞
　講義にてお知らせする．

第 2 回：監査人と IT

・エクイティ・ファンディ
ング社事件
・内部統制の評価手続，
実証手続
・業務プロセス，財務報
告プロセス
・ C A A T（ C o m p u t e r   

Assisted Audit Techniques 

- コンピュータ利用監査
技法）
・表計算ソフトウェア，
データベースソフトウェ
ア
・データ形式（CSV，テキ
ストなど）
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学ぶべき用語・ポイント
講義の内容
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　第 3回から第 7回までは，「財務諸表監査における監査人による ITの評価」について取
り上げる．
　監査人は，財務諸表監査の過程で ITを評価するにあたり，企業が ITをどのように利用
しようとしているのかを理解する必要がある．第 3回では，ITに関する企業の戦略や IT

を利用した管理手法にどのようなものがあるか，また，それらはどのような理論のもとに
成り立っているのかについて学ぶ．
　そのうえで，企業が情報システムを構築する際に具体的に考慮している事項を探り，監
査人が内部統制を理解する際にどのような点に留意すべきかを理解する．

＜宿題＞
　講義にてお知らせする．

第 3 回：IT を利用した内部統制の経営者による構築

・ IT戦略，ITマネジメン
ト，ITガバナンス
・アプリケーション・シ
ステム
・業務処理システム，パッ
ケージソフト
・ITの統制目標
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　監査人による ITの評価は，企業の内部統制を理解する際に当該内部統制の構築に利用
されている ITをいかに評価するか，という観点と，監査証拠が電子媒体による場合にそ
の証明力をいかに評価するか，という観点に分けて考えることができる．
　第 4回では，そのうちの前者について検討する．具体的には，監基報 315および 330，
IT委員会実務指針第 6号とその関連研究報告，および，内部統制の評価・監査基準にお
いてどのように取り扱われているかについて検討する．

配布資料：
・IT委員会研究報告第 42号『IT委員会実務指針第 6号「ITを利用した情報システムに関
する重要な虚偽表示リスクの識別と評価及び評価したリスクに対応する監査人の手続に
ついて」に関する Q&A』（平成 24年 6月 5日）
・IT委員会研究報告第 46号「重要な虚偽表示リスクと全般統制の評価」（平成 26年 9月

30日）
・IT委員会研究報告第 47号「業務処理統制に関する評価手続」（平成 28年 3月 1日）

＜宿題＞
　講義にてお知らせする．

第 4 回：IT を利用した内部統制の監査人による評価

・IT環境
・IT全般統制，IT業務処
理統制
・IT基盤
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　第 5回では，第 4回の論点を引き続き検討したのち，監査人による ITの評価のもう一
つの観点である，監査証拠が電子媒体による場合にその証明力をいかに評価するか，とい
う点について検討する．ここでは，監基報 500における論点を具体例とともに取り上げる．

配布資料：
・IT委員会研究報告第 43号「電子的監査証拠～入手・利用・保存等に係る現状の留意点
と展望～」（平成 25年 7月 30日）
・IT委員会研究報告第 50号「スキャナ保存制度への対応と監査上の留意点」（平成 28年

12月 26日）

＜宿題＞
　講義にてお知らせする．

第 5 回：電子媒体による監査証拠の評価

・監査証拠の証明力
・電子媒体による監査証
拠と紙面による監査証拠
の相違点
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第 6 回：ケーススタディ 1

　第 6回および第 7回では，第 4回と第 5回の内容について異なる資料を用いて新たな視
点から捉えなおすとともに，ケーススタディを実施する．

＜宿題＞
　講義にてお知らせする．
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講義の内容
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第 7 回：ケーススタディ 2

　前回に引き続き，ケーススタディを実施する．

＜宿題＞
　講義にてお知らせする．



学ぶべき用語・ポイント
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講義の内容
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第 8 回：CAAT の概念と方法，サンプリング基礎知識

　第 8回から第 12回では，「財務諸表監査における監査人による ITの利用」について取
り上げる．
　第 8回では，IT6号および関連研究報告に基づいて CAATの概念とその具体的な方法を
理解し，近年では不正リスク対応の手法として重要視されていることについても，監基報
240を参照しながら理解する．また，ACL実習で必要となるサンプリングの基礎知識を確
認する．

配布資料：
・IT委員会研究報告第 40号「ITに対応した監査手続事例～事例で学ぶよくわかる ITに対
応した監査～」（平成 23年 10月 11日）

＜宿題＞
　講義にてお知らせする．

・仕訳テスト
・精査，試査
・監査サンプリングによ
る試査，特定項目抽出に
よる試査
・予想逸脱率，予想虚偽
表示額，許容逸脱率，許
容虚偽表示額，推定逸脱
率，推定虚偽表示額
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　第 9回から第 12回にかけて，現在の監査において不可欠である CAATについて，その
代表的ソフトウェアである ACLを用いて実習（基礎および演習）を行う．実習は，ACL

が既にインストールされた PC（演習室にある PCのほとんどに ACLがインストールされ
ている）を用いて行う．

まず ACLの機能について全般的な説明を行う．
　・前提情報
　・データアクセス
　・データ分析
　　→データの検証，Analyze コマンド，Dataコマンド，サンプリング，関数の取り扱い，
　　作業記録，調書化，印刷，その他の機能

＜宿題＞
　講義にてお知らせする．第 9回の講義で扱った課題の提出を予定している．

第 9 回：ACL 基礎 1



404

講義の内容

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS

　前回に引き続き，ACLの機能について全般的な説明を行う．

＜宿題＞
　講義にてお知らせする．第 10回の講義で扱った課題の提出を予定している．

第 10 回：ACL 基礎 2
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講義の内容
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　第 9回と第 10回では，特定の手続に ACLを用いる際の操作手順について学んだ．第
11回と第 12回では，これを受けて ACLによる監査手続を実習する．

＜宿題＞
　講義にてお知らせする．

第 11 回：ACL 演習 1
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　前回に引き続き，ACLによる監査手続を実習する．

＜宿題＞
　講義にてお知らせする．第 11，12回の講義で扱った課題の提出を予定している．

第 12 回：ACL 演習 2



IT 監査

講義の内容
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　会計・監査環境を取り巻く ITの最新動向について扱う．

配布資料：
・ IT委員会研究報告第44号「新EDINETの概要とXBRLデータに関する監査人の留意事項」
（平成 26年 4月 15日）
・IT委員会実務指針第４号「公認会計士業務における情報セキュリティの指針」（最終改
正 平成 24年 8月 30日）

参考資料：
・ IT委員会研究報告第 41号「XBRLデータに対する合意された手続」（平成 23年 12月 5日）
・ IT委員会研究報告第34号「IT委員会実務指針第4号「公認会計士業務における情報セキュ
リティの指針」Q&A」（最終改正 平成 24年 8月 30日）

＜宿題＞
　講義にてお知らせする．

第 13 回： EDINET，XBRL，セキュリティ
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　会計・監査環境を取り巻く ITの最新動向について扱う．

配布資料：
・ IT委員会研究報告第 38号「電子的媒体又は経路による確認に関する監査上の留意点」（平
成 22年 5月 18日）
・IT委員会研究報告第 48号「ITを利用した監査の展望～未来の監査へのアプローチ～」（平
成 28年 3月 28日）

＜宿題＞
　講義にてお知らせする．

第 14 回：未来の監査



IT 監査

講義の内容
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　理解度確認セッションを実施する．

第 15 回：理解度確認セッション
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実践・応用

成績評価法

オフィスアワー

連絡先

時間割

その他（連絡事項）

講義名・担当教員

講義の目的

講義の進め方

この講義を受講するために必要とする知識

テキスト・参考文献

30

予習・復習について
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科目ナンバー　企業不正の事例を検討し，その後に実際に採られた対応策を概観することにより，財務
諸表監査と社会のかかわりについて理解する．また，実務的な観点から，類似した内容の
不正に直面した際に監査人としていかに対応すべきかについて検討する．

　財務会計および監査論に関する基礎的な知識

　本講義では，企業不正の要因や手法についての一般論を概観した後，監査上の問題，と
くに監査の失敗に関する個別の事例について原因分析を行い，法令や監査基準等の改定に
与えた影響を検討する．また，実際の不正事例に対してどのような監査手続や監査技術が
有効なのか，監査人としてあるべき姿勢はどのようなものなのかについて，実務的な観点
から検討する．個別事例としては，主としてわが国のものを利用するが，米国等の著名な
事例も適宜，取り入れる．
　まず，企業不正の要因や手法についての一般論を講義形式により説明する（第 1回～第
3回）．第 4回目以降は，個別事例について，ゼミ形式で講義参加者の担当割を決め，概要，
問題点等を記載したプレゼン資料を作成し，発表していただく．発表に基づいて講義参加
者全員で討論を行い，背景や原因，問題点，監査人としての対応等について検討する．
　小テストや理解度確認セッションは実施しない．

・ テキストは指定しない．参考文献は必要に応じて紹介する．
・参考書
　経営研究調査会研究報告第 40号「上場会社の不正調査に関する公表事例の分析」日本公   

   認会計士協会，2010年．
　吉見宏『企業不正と監査』税務経理協会，1999年．
　吉見宏『ケースブック監査論［第 3版］』新世社，2003年．
　井端和男『最近の粉飾［第 7版］』税務経理協会，2016年．
　井端和男『最新 粉飾発見法』税務経理協会，2012年．
　浜田康『会計不正―会社の「常識」監査人の「論理」』日経ビジネス文庫，2012年．
　清野憲一『実践　財務捜査』立花書房，2016年．
　Joseph T. Wells『企業不正対策ハンドブック［第 2版］』第一法規，2009年．
　鯖田豊則『事件に学ぶ監査の役割・ルール』同友館 ，2013年．
　齋藤 憲『企業不祥事事典―ケーススタディ 150』日外選書，2009年．
　樋口 晴彦『なぜ，企業は不祥事を繰り返すのか－有名事件 13の原因メカニズムに迫る』  
   日刊工業新聞社，2015年．
　株式会社 KPMG FAS フォレンジック部門『企業不正の調査実務』中央経済社，2012年．
　山口利昭『法の世界からみた「会計監査」 』同文館出版，2013年．  

　村井直志『会計ドレッシング』 東洋経済新報社，2011年．
　高橋篤史『粉飾の論理』東洋経済新報社，2006年．
　　　　　
　　

　前期　火曜 5限　事例研究（監査制度）・桑原清幸

　第１回講義でお知らせしま
す．

　022-217-6268
　kiyoyuki .kuwabara .e3@
tohoku.ac.jp

・第 1回の講義で個別事例
の候補を伝え，第 2回の
講義で受講者の希望に基
づいて担当割を決定する
ため，受講者は第 1回と
第 2回には必ず出席する
こと．やむを得ず欠席す
る場合には，メールで事
前に連絡すること．

　個別の不正事例について事前に資料を配布する．

・出席と討論への参加
（70％），担当箇所の発表
（30％）で評価する．
・AA(90点以上 )，
  A(80点以上 90点未満 )，

B(70点以上 80点未満 )，
C(60点以上 70点未満 )，
D(60点未満：不合格 )

　EAC-ACC620
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講義予定：
　（第 4回以降は，前年度に取り上げた個別事例を記載しています．今回の講義参加者の選択により変
更となる可能性があります．）
　第 1回：オリエンテーション
　第 2回：総論：不正と誤謬，粉飾の類型（1）
　第 3回：総論：不正と誤謬，粉飾の類型（2）
　第 4回：循環取引－メルシャン社の事例
　第 5回：IT業種における循環取引－ IXI社の事例
　第 6回：関係会社株式の評価－三洋電機社の事例
　第 7回：歴史的な粉飾－山陽特殊製鋼社の事例
　第 8回：監査人に対する訴訟－日本コッパース社の事例
　第 9回：内部統制監査制度導入の発端－大和銀行の事例
　第 10回：経営者による内部統制の無効化－大王製紙社の事例
　第 11回：飛ばしによる含み損の簿外債務化－山一證券社の事例
　第 12回：経営者による内部統制の無効化－オリンパス社の事例
　第 13回：会計基準の適用時期－日本長期信用銀行の事例
　第 14回：米国における内部統制監査制度導入の発端－エンロン社の事例
　第 15回：1930年代の米国における粉飾－マッケソン・ロビンス社の事例
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講義名・担当教員

講義の目的

講義の進め方

この講義を受講するために必要とする知識

テキスト・参考文献
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科目ナンバー
　個々の消費者や生産者の行動を基礎とする「ミクロ経済学」について，その理論と応用
を学ぶことを通して，現実の経済で起きているさまざまな経済事象を論理的に考え，理解
できる力を身につけることを目的とします．
　内容的としては，ミクロ経済学の後半，応用部分ともいえる市場の分析以降を中心に講
義します．基礎部分とも言える前半の「消費の理論」や「生産の理論」については，必要
に応じて適宜，補足的な説明にとどめることとします．
　具体的には，以下の内容について学ぶことが目的です．
　1）消費・生産・市場理論の簡単な紹介
　2）不完全競争の理論あれこれ
　3）「市場の失敗」に見る現実の経済諸問題
　4）ゲーム理論，行動経済学など，最新の経済学の動向

　望ましい水準としては，入門レベルの経済学に関する基礎知識をもっていること，ある
いは授業と並行して学ぶ意欲を持っていること．

・授業はミクロ経済学の標準的テキストで取り上げられている内容を中心に進めます．た
だし，テキストをそのまま説明するのではなく，個々のテーマの理解を深めるよう適宜
アレンジし，またテキストの行間を埋めるような補足説明を行います．
・授業での説明は，主にパワーポイントを使って説明する予定です．また，随時，演習問
題（授業内・外）に取り組むことで，理解を深めてもらいたいと考えています．
・授業の理解を深めるため，ERE（経済学検定試験）レベルの問題や様々な試験に登場す
る問題を随時，出題します．実際に解いてみることで，理解が進むだけでなく，自信に
繋がると思います．

テキスト：授業は主に以下の書籍に沿って，進めることにします．なお，授業に進行に必　
　　　　要な資料は配布します．
　　　　　多和田眞『コアテキスト ミクロ経済学』新世社 ，2005年．
参考文献： 神取道宏『ミクロ経済学の力』日本評論社，2014年．
　　　　　林 貴志『ミクロ経済学［増補版］ 』ミネルヴァ書房，2013年．
　　　　　武隈慎一『ミクロ経済学［増補版］』新世社，1999年．
　　　　    奥野正寛『ミクロ経済学』東京大学出版会，2008年．　
　　　　　

　前期　木曜 3限　ミクロ経済学・佐藤寿博

・ 出席状況（30%），理解
度確認セッション（70%）
の結果で評価する．
・AA(90点以上 )，　　
  A(80点以上 90点未満 )，

B(70点以上 80点未満 )，
C(60点以上 70点未満 )，
D(60点未満：不合格 )
・  なお，理解度確認セッ
ションは，主として選択
式問題，穴埋め問題を主
な内容とします．EREを
はじめとする各種試験の
イメージで取り組んでみ
てください．

　講義終了後に質問を受け
付けます．

　連絡先・連絡方法は，講
義開始時に提示します．

＜予習＞
・ 次回のテーマを予告しますので，テキスト・参考文献をあらかじめ読んでいることを前
提に講義します．授業内での質問も受け付けますので，予習段階での疑問点などを明確
にし，問題意識を持って講義に臨んでください．
＜復習＞
・配付資料をもとに，ノートを作ってみることを薦めます．なお，授業内で紹介した演習
問題に加え，復習用の演習問題も適宜，出題します．

　EAC-ECO501
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第 1回：ガイダンス，イントロダクション
　・消費理論，生産理論の概略
　（ポイント：ミクロ経済学が前提とする基礎知識の確認）

第 2回：市場と均衡（その 1）
　・完全競争市場経済における資源配分の評価（厚生経済学の基本定理）
　（ポイント：「市場の力」，「神の見えざる手」の現代的意味を理解する）

第 3回：不完全競争の理論（その 1） 
　・独占企業の最適化行動
　（ポイント：独占と完全競争との違い，独占の弊害を学ぶ）

第 4回：不完全競争の理論（その 2） 
　・クールノー型複占［ナッシュ均衡とゲーム理論入門］
　（ポイント：経済的競争相手の登場がもたらす経済的変化を学ぶ）

第 5回：不完全競争の理論（その 3）
　・共有地の悲劇
　（ポイント：複占市場と同じモデルで，真逆の経済的解釈が成立する不思議を学ぶ）
　・ベルトラン均衡とシュタッケルベルク均衡
　（ポイント：複占市場の拡張 or 類型の紹介）

第 6回 不完全競争の理論（その 4）
　・独占的競争の理論
　（ポイント：独占力を持ちつつ，競争の世界に生きる企業の姿を学ぶ）

第 7回：費用逓減産業と公共政策
　・自然独占と国家事業，民営化の動き
　（ポイント：国営企業・事業の存在理由と民営化のための二つの前提を学ぶ）

第 8回：外部効果の経済学
　・外部経済，外部不経済の存在と経済政策
　・公害の理論
　・コースの定理と京都議定書 1995

　（ポイント：外部経済の存在がもたらす社会的損失の理解とその解決策を学ぶ）　



ミクロ経済学
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講義の予定
第 9回：公共財の理論
　・公共財の基本的性質と費用負担の方法
　（ポイント：放送などの公共財の基本的性質とその供給量・費用負担のあり方を学ぶ）

第 10回：不確実性（その 1）
　・不確実性とその評価の系譜
　（ポイント：経済的不確実性について，そのモデル化の方法を学ぶ）

第 11回：不確実性（その 2）
　・不確実性下の最適化行動
　（ポイント：経済的不確実性について，そのモデル化の方法を学ぶ）

第 12回：不完全情報
　・情報非対称性下の経済行動（モラルハザード，逆選択，シグナリング，自己選択）
　（ポイント：経済主体間の情報格差がもたらす経済事象とその解決策を考える）

第 13回：社会的選択の理論
　・投票のパラドックス
　・Arrowの一般不可能性定理
　（ポイント :社会的意思決定のあり方について考える）

第 14回：ゲーム理論と行動経済学への誘い
　（ポイント：最新の経済理論の潮流を紹介）

第 15回：理解度確認セッション

＜講義の概要＞
　ミクロ経済学の標準的テキストは前半が手法・考え方を学ぶことを主目的とするのに対し，後
半部分はかなり実際の経済的諸問題を対象とする内容となっています．そうした内容の学習を通
して，現実の経済問題をいかに理解し，またどのように解決するのかを学ぶことで，論理的思考
力と実践力を養って欲しいという視点から，講義を行います．

＜宿題＞
　適宜，学習の理解を助けるような課題を提出します．
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基礎

成績評価法

オフィスアワー

連絡先

時間割

その他（連絡事項）

講義名・担当教員

講義の目的

講義の進め方

この講義を受講するために必要とする知識

テキスト・参考文献

予習・復習について
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科目ナンバー

　経営管理・一小路武安 　前期　水曜 2限

　本講義では経営組織論・経営戦略論を中心とした経営学の基本的概念について学ぶと同
時に，経営学について自発的に学習する際に必要な知識を習得する．

　講義は大きく，2つのパートから構成される．前半は経営学の基本的概念の学習，後半
は経営学研究論文の読解である．前半パート（１～ 7回）では，教員が基本的なテーマに
関して講義を行った後，各学生に気に入ったテーマの教科書を読みこんで発表する．
　後半パート（8~14回）では，経営学の分野において実際に研究された近年，着目され
ているテーマの論文を取り上げて，テーマごとに解説すると同時に経営学における研究論
文の読み方を理解してもらう．その後，各学生が気に入ったテーマについて論文を調べた
うえで発表する．

　経営学に関する前提知識は必要としないが，発表や試験にあたって英語の論文を読む必
要がある．

・ レ ポ ー ト（30%）， 発 表
（20%），理解度確認セッ
ション（50%）で評価する．
・AA(90点以上 )，
  A(80 点 以 上 90 点 未 満 )，

B(70 点以上 80 点未満 )，
C(60 点以上 70 点未満 )，
D(60点未満：不合格 )

　第 1回講義でお知らせす
る．

　第 1回講義でお知らせす
る．

　講義の性質上，教科書を
自費で購入したり，論文を
自分で調べてみたり，もし
くは授業内で発表を行った
りと他の講義とは多少異な
る点があるのでその点，理
解したうえで受講してほし
い．また，履修者数やその
意向に応じて，内容を多少
変更することがある．

　前半パートに関しては，「高松朋史・具承恒『コアテキスト：経営管理』新世社，2009年」
を中心に用いる．後半パートに関しては，その出展を適宜指示する．

＜予習＞
・パートや内容ごとに異なるのでその都度指示する．
＜復習＞
・講義内容・発表内容の中で気に入った内容をレポートとしてまとめて次の授業の際に提
出してもらう．

　EAC-MAN501
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第 1回：オリエンテーション
　1. この授業の概要，進め方，成績評価について

第 2回：経営管理論の発展
講義の概要：
　1.近代企業の誕生と経営管理
　2. 経営管路の領域と発展

第 3回：ミクロ組織論
講義の概要：
　1.モチベーション
　2. リーダーシップ

第 4回：マクロ組織論
講義の概要：
　1.組織デザイン
　2. 組織文化

第 5回：経営戦略
講義の概要：
　1.全社戦略
　2. 競争戦略

第 6回：市場戦略
講義の概要：
　1. STP/4P

　2. プロダクトライフサイクル

第 7回：学生発表（1）
講義の概要：
　経営学に関する教科書を紹介してもらい，質疑応答を行う．

第 8回：学生発表（2） 
講義の概要：
　経営学に関する教科書を紹介してもらい，質疑応答を行う．

第 9回：クライシスマネジメント
講義の概要：
　1. クライシスマネジメントの古典
　2. 日常にある危機的イベントへの対処
　3. 危機中のマネジメント
　4. クライシスマネジメントの精緻化
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講義の内容
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第 10回：ダイバーシティマネジメント
講義の概要：
　1. これまでのダイバーシティ研究
　2.企業家志向とダイバーシティ
　3. コミュニティとワークユニットダイバーシティ

第 11回：ワークライフバランス
講義の概要：
　1. 仕事と家族の綱引き
　2.家族の影響
　3. 感情の影響

第 12回：職場ストレス
講義の概要：
　1. ストレスの精緻化とパフォーマンス
　2.ストレスとパフォーマンスの関係性の構造化
　3. リーダーシップの影響

第 13回：学生発表（3）
講義の概要：
経営学研究の論文をテーマに沿って紹介してもらい，質疑応答を行う．

第 14回：学生発表（4）
講義の概要：
　経営学研究の論文をテーマに沿って紹介してもらい，質疑応答を行う．

第 15回：理解度確認セッション
講義概要：
　論述形式の筆記試験を実施する．
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TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS

　



展開

時間割講義名・担当教員
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科目ナンバー
　本科目は，経済経営学専攻の経営学特論との共通科目となり，川内キャンパスで開講さ
れます．
　シラバスにつきましては，東北大学学務情報システム
（https://www.srp.tohoku.ac.jp/sa_qj/top.do）を参照してください。

　

　

　後期　水曜 2限　経営戦略・高浦康有

　

　

　EAC-MAN601
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科目ナンバー

　企業経営の分析を進める上で必要となる．経営者が有する市場志向型の考え方を理解す
ることと，実際に行われているマーケティング活動についての知識を身につけることを目
指す．企業や NPOなどの経営，その特に市場的側面からの理解を深め，職業会計人・ス
ペシャリストとしての専門性をいっそう拡大することを目指し，幅広い視野を身につけて
いくことを重視する．

＜予習＞
・日頃の新聞記事などを参考に，気になった事例などについて考えてきてもらいたい．そ
れを持ち寄って講義時の議論に活用していく．
＜復習＞
・講義で取り上げたケースを参考に，当該ケースないしはそれ以外のケースを探し，自ら
検討を加えてほしい．

　各回ごとに課題を出すので，それについて考え，まとめてくること．それについて各自
が意見を言い，検討する．受講者の関心，テーマに応じて，内容は個別に調整していく．
課題は次の講義で検討するので，その検討した結果を再度まとめて提出すること．

　決まったテキストは用意しない．参考図書などは適宜紹介する．

　前期　水曜 4限　マーケティング・和田正春

・講義時の討議の内容
（30％），講義内で作成
してもらう課題（30％），
課題の達成度（40％）で
評価する．
・  AA(90点以上 )，
　A(80点以上 90点未満 )，

B(70点以上 80点未満 )，
C(60点以上 70点未満 )，
D(60点未満：不合格 )．

　非常勤講師なので設定し
ないが，講義の前後，なら
びに連絡を頂ければ調整す
る．

wada@mail.tohoku-gakuin.ac.jp
　受講している講義名を明示し
て問い合わせしてください．

・ 気になる点がありました
ら，上記メールでお問い
合わせください．

　特になし．関心を持ってくれていればそれで十分．

　EAC-MAN502
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講義の予定
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　講義は主として次の 7つのテーマを取り上げていく．
1. マーケティングの理念，歴史，基本的な考え方についての説明
　今日のビジネスにおけるマーケティングの役割の役割や抱えている課題について検討する．組織の
中で，マーケティングが果たす役割について理解する．
2. 商品・サービスについての考え方についての説明
　今日求められる「価値」をどの様に生み出していくかについて，ビジネスが取り組んでいる課題を
取り上げていく．物財，サービス財といった区分ではなく，顧客に求められるものをトータルに実現
していくという発想を理解していく．
3. 「良さ」を生み出す仕組みについて
　複雑な価値を安定的，確実に提供するために構築されているシステムについて理解する．今日のマー
ケティングはこのシステムの優劣による競争が中心であり，その構築や維持について理解していくこ
とが，マーケティング全体の理解を進める上でも重要になる．一般には流通，情報ネットワークなど
がテーマとなるが，それを包括する考え方を理解していく．
4. 「良さ」を実現したり，伝えたりするための取組について
　マーケティング・コミュニケーションについて検討する．今日では消費者間の口コミに代表される
ように，コミュニケーションは多様化し，コントロールが難しくなっている．そうした中で，重視さ
れるコミュニケーションのあり方について理解していく．
5. マーケティングのシステム発想について
　マーケティングは組織と市場（顧客と関連企業など）を総合的に統括するシステム管理技術と捉え
られる．全体のつながりを理解し，それを効果的に管理していくことについて検討する．
6. ITなど新たな可能性とマーケティングの変化
　IT化が開くマーケティングの可能性と，それにより生まれる問題について検討する．定常化する
マーケティング・リサーチの現状と，社会的対応の難しさについて特に取り上げていく．
7. 経営戦略的視点から見た企業の取り組み
　実際の企業事例からマーケティング課題を取り上げながら，その判断の背景にある考え方を理解し
ていく．
　それぞれについて，基本となる理論などを講義した上で，実例を交えて検討していく．それぞれの
テーマについて 2回ずつを充て，1回目を講義，2回目を課題の検討という形で進める．1回目終了
時に課題を出し，それを踏まえて 2回目の講義に進むという形式を取る．
　15回目は全体を通じてのまとめとする．
　受講者の関心に合わせて検討する内容は変更することがある．

講義の概要：
　今日のビジネスや経営者の考えを理解することを第一の目的とし，それに必要なマーケティングの
考え方の枠組みを紹介し，実例を自ら分析できる力を養っていく．少人数の講義であるので，受講者
との相互作用を重視していく．なるべく多様なテーマ，業種について取り上げていきたいと考えてい
る．会計科目ではないので，広くビジネスセンスを磨くことに重点を置きたい．

＜宿題＞
　予習復習の欄に同じ
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科目ナンバー

　コーポレートファイナンス・松村尚彦 　後期　金曜 6限

　本講義の目的は，コーポレートファイナンスの理論的なフレームワークを学ぶことに
よって，企業財務における次の３つの意思決定のあり方を理解し，財務担当者が直面する
実務上の課題を解決する力を養うことである．
（企業財務における３つの意思決定）
①企業における投資決定
②資金調達（資本構成）の決定
③配当政策の決定
　コーポレートファイナンスは，会計学との繋がりも深く，財務諸表や財務分析から得ら
れる情報を元に，貨幣の時間価値，リスクとリターン，価値と価格などに関するファイナ
ンスの理論を使いながら，財務担当者の意思決定をサポートしようとする学問である．し
たがって，これまで会計学を中心に学んで来た大学院生にとって，さらに広範囲な実務上
の問題に応用可能な知識を習得することができるであろう．

　講義による基本的な知識を修得しながら，ケースや練習問題による実習を行うことで，
できるだけ教員による一方的な講義だけにならないように工夫をする．

・会計学と財務分析の基本知識．
・分散・共分散・相関係数などの統計学の基本的な知識と計算能力（統計学の知識に不安
がある方は，初回の授業に教員に相談してください）．

・理解度確認セッション 1
（50%），理解度確認セッ
ション 2（50%）で評価す
る．ただし，任意提出の
課題によりボーナス点の
加算あり．
・AA(90点以上 )，　
  A(80点以上 90点未満 )，

B(70点以上 80点未満 )，
C(60点以上 70点未満 )，
D(60点未満：不合格 )

　講義終了後，または個別に
適当な時間に相談に応じる．

　初回講義時に連絡する．

・毎回電卓（プログラム機
能のないもの）を使うの
で準備すること．
・理解度確認セッションに
出席できない場合には，
理解度確認セッションの
当日昼までに担当教員に
メールで連絡すること．

・ テキスト ： 新井富雄ほか『コーポレートファイナンス 基礎と応用』中央経済社，2016年．
・ 参考文献 ： Stephen A. Rossほか『コーポレートファイナンスの原理』金融財政事情研究会，
　　　　　  2004年．

＜予習＞
・講義の予定に記されているテキストの箇所を読んでくること．
＜復習＞
・講義で取り扱ったテキストの箇所を読んで知識を定着させること．また練習問題などの課
題を出すこともある．

　EAC-MAN503



426

講義の内容
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第 1回：コーポレートファイナンスとは何か
　＜復習＞テキスト p.1-19 　＜予習＞テキスト p.21-36

第 2回：貨幣の時間価値
　＜復習＞テキスト p. 21-36 　＜予習＞テキスト p.39-61

第 3回：投資決定基準の比較
　＜復習＞テキスト p. 39-61 　＜予習＞テキスト p. 93-102

第 4回：MM理論（完全資本市場の場合）
　＜復習＞テキスト p.93-102 　＜予習＞テキスト p.103-117

第 5回：資本構成のトレードオフ理論
　＜復習＞テキスト p.103-117 　＜予習＞テキスト p. 147-166

第 6回：配当政策と自社株買い
　＜復習＞テキスト p. 147-166 　＜予習＞理解度確認セッションの準備
第 7回：理解度確認セッション 1　
　第 1～ 6回の講義の内容についての理解度確認セッションを行う．
　＜復習＞解答および解説のプリント　＜予習＞テキスト p.63-70

第 8回：個別銘柄とポートフォリオのリターンとリスク
　＜復習＞テキスト p.63-70 　＜予習＞テキスト p.70-76

第 9回：投資機会集合と効率的フロンティア
　＜復習＞テキスト p. 70-76 　＜予習＞テキスト p.77-82

第 10回：ポートフォリオ理論からＣＡＰＭへ
　＜復習＞テキスト p. 77-82 　＜予習＞テキスト p.82-88

第 11回：CAPMとリスクの分解
　＜復習＞テキスト p.82-88 　＜予習＞テキスト p. 123-135，p. 140-143

第 12回：CAPMと資本コストの推定
　＜復習＞テキスト p.82-88，p. 123-135　＜予習＞テキスト p. 169-172

第 13回：企業価値の評価
　＜復習＞テキスト p. 169-172 　＜予習＞これまでの内容の復習
第 14回：これまでの復習と練習問題
　＜復習＞＞第 8～ 13回までのプリント 　＜予習＞理解度確認セッションの準備
第 15回：理解度確認セッション 2

　第 8～ 14回までの講義の内容についての理解度確認セッションを行う．
　＜復習＞解答および解説のプリント



実践 ･ 応用

成績評価法

オフィスアワー

連絡先

時間割

その他（連絡事項）

講義名・担当教員

講義の目的

講義の進め方

この講義を受講するために必要とする知識

テキスト・参考文献

予習・復習について
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科目ナンバー

　グローバルな Accounting Firm（Big4）の実態を把握することがメインテーマです．具
体的には Big4が活動する環境（マーケット）を理解し，どのように Professionalサービス
をマーケティングしているかを一緒に考えます．また，クライアントの視点を取り入れる
ためにゲストスピーカーによる講義も予定しています．

　特になし．

　現在 EY Japanに務める Paul Thurston (Partner)を中心に EYの講師（数名）が Big4につ
いて説明します．それぞれの講義の後にそのテーマに関する discussionを英語・日本語で
行います．

　当日に配布（事前にお配りできる物は提供します）．

　グローバル経営・Paul Thurston 　連続講義　
 　（9月 20～ 21日，
　　26～ 28日）　 

　

　講義終了後

・ 連絡先 (e-mailアドレス等）
は講義で連絡する．

・ 理解度確認セッション
（50%），レポート（25%），
講義への参加度（25%）で
評価する．
・ AA(90点以上 )，
   A(80点以上 90点未満 )，   
   B(70点以上 80点未満 )，
   C(60点以上 70点未満 )，
   D(60点未満：不合格 )．

　Big4はそれぞれWebsiteを公開しておりますので，各自事前にそれを見て Big4のビジ
ネス領域に関する基礎知識をもって頂きたいです．
　また，サービスのマーケティングに関する内容も講義でカバーしますので，この分野に
関する雑誌の記事や書籍を見て頂くと参考になると思います．

　EAC-MAN602
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講義の予定
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Lecture 

number

Topic summary Lecturer

Lecture 1 Course introduction

Career paths:  Big 4 firms and their environment

Paul Thurston

Lecture 2 A look at the business of professional services firms

- pricing and negotiation, marketing, winning new clients

Andrew Cowell

Lecture 3 Financial services companies

Unique business issues and accounting challenges

Aldrin Daga

Lecture 4 Career paths:  Practical business situations, Tips and Technicques for 

success

Paul Thurston

Lecture 5 Airlines

Unique business issues and accounting challenges 

Dave Dickson

Lecture 6 TAX

International tax matters and BEPS

Jonathan-Stuart Smith

Lecture 7 Career paths:  Changing role of the CFO Paul Thurston

Lecture 8 Life Sciences and Pharmaceuticals

Unique business issues and managing a global account

Patrick Flochel

Lecture 9 CcaSS and Networking

Climate change and susstainability

The importance of networking for your career

Heather McLeish

Lecture 10 Day in the life:  Big 4 staff auditor Ryosuke Kaneko

Lecture 11 IFRS

Current topics and issues

Nicola Sawaki

Lecture 12 USGAAP

Current topics and issues

Lisa Dickson

Lecture 13 The role of the CPA in accessing the capital markets Paul Thurston

Lecture 14 Transaction Advisory Services 

M&A activities including due diligence and post-implementation

John Tinsley

Lecture 15 Wrap up

Course evaluation 

Paul Thurston
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科目ナンバー

　企業情報システム・益満　環 　前期　月曜 3限

・筆答形式の理解度確認セッ
ションは実施せず，提出
レポート等で成績評価を行
う．
・課題レポート（70％），講
義への貢献度（30％）の比
率で評価する．
・AA(90点以上 )，
  A(80 点 以 上 90 点 未 満 )，

B(70 点以上 80 点未満 )，
C(60 点以上 70 点未満 )，
D(60点未満：不合格 )

　講義終了後．

　masumitsu@isenshu-u.ac.jp

・特になし．

　教員による一方的な講義ではなく，受講者との討論を交えた双方向形式で進めるので，
講義への積極的な参画を期待する．　

　特に必要なし．

・テキストは指定しないが．以下の図書を参考教科書として推奨する．
　宮川公男・上田泰（編著）『経営情報システム［第 4版］』中央経済社，2014年 3月．
　島田達巳・高原康彦（共著）『経営情報システム［改訂第 3版］』日科技連，2007年 2月．
　経営情報学会情報システム発展史特設研究部会（編）『明日の IT経営のための情報システ
   ム発展史［総合編］』専修大学出版局，2010年 9月．
・使用する主たる講義資料は「講義担当者が本講義用に準備したもの」および「一般に公開
  されており，合法的かつ無料で入手可能であるもの」であり，後者は各自で用意すること．
・参考文献は講義中に適宜，紹介する．

　企業情報システムの沿革，現状および将来の方向について学習する．企業経営の視点か
ら，企業情報システムの戦略的価値を正しく理解できる能力を養成することを目的とする．
具体的な学習の到達目標は以下のようである．
　・企業経営における情報技術（IT）の役割とその重要性を理解する．
　・ITの進歩に伴う企業情報システムの発展経緯および歴史的意義を学ぶ．
　・最新の企業情報システムの現状と課題を把握する．
　・企業情報システムの将来を展望する．

＜予習＞
・講義出席のための前提である．予習内容等については各講義終了直前に指示する．
＜復習＞
・課題レポートを作成することで代える．課題（テーマ）等はその都度，指示する．

　EAC-ECM501
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講義の内容
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・本講義初回は講義概要をはじめ，本シラバスに記載した内容を説明する．
・次回以降の講義で取り上げる個別内容は以下のようであり，簡単な解説を行う．
　・企業経営と情報システム
　・経営戦略と情報システム
　・コンピュータ・システム
　・経営情報システム（MIS）
　・意思決定支援システム（DSS）
　・人工知能（AI）とエキスパート・システム（ES）
　・戦略的情報システム（SIS）
　・エンドユーザ・コンピューティング（EUC）
　・オフィス・オートメーション（OA）
　・統合基幹業務システム（ERP）
　・最高情報統括役員（CIO）
　・インターネット
　・eビジネス
・本講義で使用する各種資料の概要および入手方法を説明する．

第 1 回：オリエンテーション



企業情報システム

学ぶべき用語・ポイント

講義の内容
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・次の項目について解説する．
　・情報化時代の企業経営の在り方
　・現代企業における情報システムの役割
　・企業情報システムの発展経緯
・ITパラダイム・シフトの変遷を概観する．

＜使用資料＞
　当日配布予定の「情報技術・情報システム（IT/IS）発展史に関する特製オリジナル年表」

第 2 回：企業情報システム発展史概観（その 1）

・高度情報化社会
・産業の情報化と情報の  

  産業化
・最新 IT事情



学ぶべき用語・ポイント
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講義の内容
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以下の各企業情報システム概念を概観する．
　・経営情報システム（MIS）
　・役員情報システム（EIS）
　・意思決定支援システム（DSS / ES）
　・戦略的情報システム（SIS）
　・統合基幹業務システム（ERP）
　・企業情報システム（EIS）
　・エンタープライズ・システム（ES）

＜使用資料＞
　当日配布予定の「企業情報システム概念対応表」

第 3 回：企業情報システム発展史概観（その 2）

・各概念の歴史的意義



企業情報システム

学ぶべき用語・ポイント

講義の内容
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次の項目について解説する．
　・MIS概念フレームワーク
　・訪米MIS使節団報告書「アメリカのMIS」解説
　・日本におけるMISブーム

＜宿題＞
　Management Information System (MIS)要訳

第 4 回：経営情報システム（MIS）入門

・経営情報システムとは
何か？
・経営情報システムの起
源と歴史



学ぶべき用語・ポイント
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講義の内容
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次の項目について解説する．
　・アンソニーの 3階層経営システム
　・経営管理システムと経営情報
　・経営情報システムの全体像
　・経営情報システムの終焉とその後の展開
　・MISの諸定義

＜宿題＞
　Executive Information System (EIS)要訳

第 5 回：経営情報システム（MIS）展開

・ゴーリーとスコット・
モートンの枠組み
・デービスの経営情報シ
ステムの枠組み
・エメリーの経営情報シ
ステムの枠組み
・役員情報システム（EIS）



企業情報システム

学ぶべき用語・ポイント

講義の内容
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第 6 回：意思決定支援システム（DSS）入門

次の項目について解説する．
　・意思決定プロセス
　・意思決定支援システムの起源と歴史
　・意思決定支援システムの機能と構造
　・意思決定支援システムの事例
　・意思決定支援システムのその後の展開

＜宿題＞
　Decision Support System (DSS)要訳

・半構造問題
・サイモンの意思決定プ
ロセス
・DSSジェネレータ
・モデル・データベース
・グループ DSS



学ぶべき用語・ポイント
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講義の内容
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第 7 回：意思決定支援システム（DSS）応用

次の項目について解説する．
　・人工知能（AI）研究の目的と歴史
　・知識の獲得・記述・記憶・利用
　・知識工学（KE）
　・エキスパート・システム（ES）の起源と目的
　・エキスパート・システムの構造と事例
　・エキスパート・システムのその後の展開

＜宿題＞
　Expert System (ES)要訳

・  人工知能
・  知識データベース
・  推論エンジン
・ 病 気 診 断 シ ス テ ム  

MYCIN

・  ルールベース・システ  

ム



企業情報システム

学ぶべき用語・ポイント

講義の内容
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次の項目について解説する．
　・戦略的情報システムの起源と歴史
　・競争優位の戦略と戦略的情報システム
　・戦略的情報システムの事例
　・戦略的情報システムの終焉
　・IT戦略への展開

＜宿題＞
　Strategic Information System (SIS)要訳

第 8 回：戦略的情報システム（SIS）入門

・情報技術の戦略的利活
用
・ワイズマンの SIS概念
・ポーターによる競争優
位の基本戦略
・戦略スラストと戦略オ
プション・ジェネレータ



学ぶべき用語・ポイント
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講義の内容
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アメリカにおける代表的 SISの 3事例について解説する．
　・AA社のコンピュータ座席予約システム SABRE

　・AHS社のオンライン医薬用品受発注・在庫管理システム ASAP

　・FedEx社のリアルタイム荷物追跡システム COSMOS

＜宿題＞
　Sabre System (SABRE)要訳

第 9 回：戦略的情報システム（SIS）事例

・コンピュータ座席予約
システム CRS

・顧客の囲い込み
・スィチング・コスト
・ハブ＆スポークス・ネッ
トワーク



企業情報システム

学ぶべき用語・ポイント

講義の内容
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次の項目について解説する．
　・持続的競争優位の確立
　・情報技術の戦略的利活用の機会発見
　・経営戦略と IT戦略の整合

＜宿題＞
　事前配布する次の論文を一読し，各自の「SIS再考」の結果を報告する．
　工藤周平・安田一彦［研究ノート］「戦略的情報システム再考：持続的競争優位のた　
　めの情報技術の戦略的活用」研究年報『経済学』（東北大学経済学会），第 70巻第 4号，
　2009年 12月，pp. 103-118.

第 10 回：戦略的情報システム（SIS）発展

・SISの歴史的意義
・SISの戦略的価値
・持続的競争優位
・戦略的整合
  （Strategic Alignment）



学ぶべき用語・ポイント
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講義の内容
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次の項目について解説する．
　・統合基幹業務システムの概念・役割・本質
　・統合基幹業務システムの誕生・流行・現状
　・ERP導入と活用事例

＜宿題＞
　Enterprise Resource Planning (ERP)要訳

第 11 回：統合基幹業務システム（ERP）入門

・ERP発展小史
・資材所要量計画 /製造資
源計画システム（MRP/

MRPⅡ）
・ERP概念・ERPシステム・

ERPパッケージ
・統合データベース



企業情報システム

学ぶべき用語・ポイント

講義の内容
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次の項目について解説する．
　・ERPパッケージ
　・SAP  R/3システム
　・ERP導入方法論

＜宿題＞
　SAP  R/3要訳

第 12 回：統合基幹業務システム（ERP）事例

・ベスト・プラクティス
・競争優位の源泉
・ビジネス・プロセス・リ
エンジニアリング（BPR）
・ビジネス・インテリジェ
ンス（BI）



学ぶべき用語・ポイント
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講義の内容
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次の項目について解説する．
　・次世代 ERPシステム（ERP-II）
　・サプライチェーン・マネジメント（SCM）
　・次世代インターネット（Web 2.0）

＜宿題＞
　事前配布の下記資料の日本語全訳および要旨
　Gartner Group, ERP Is Dead – Long Live ERP II, October 2000.

第 13 回：統合基幹業務システム（ERP）展望

・ERP II

・Next Generation ERP

・The Third Wave ERP



企業情報システム

学ぶべき用語・ポイント

講義の内容
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次の項目について解説する．
　・ミッション・クリティカル
　・クラウド・コンピューティング

＜宿題＞
　Enterprise Information System (EIS) / Enterprise System (ES)要訳

第 14 回：企業情報システム（EIS）/ エンタープライズ・システム（ES）

・経営戦略と IT戦略の融
合（Fusion）
・所有から利用へのパラ
ダイム・シフト
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講義の内容
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以下の事項を総括する．
　・企業経営における情報技術（IT）の役割とその重要性
　・ITの進歩に伴う企業情報システムの発展経緯及び歴史的意義
　・最新の企業情報システムの現状及び課題
　・企業情報システムの将来

第 15 回：まとめ
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科目ナンバー

　情報システム設計・樋地正浩 　後期　火曜 3限

　組織活動に関わるさまざまな情報は，情報システムで管理，処理され，組織活動の中で
利用されており，組織活動を支える上で不可欠な存在になっている．本講義では，最初に
情報技術の基本的用語や概念と情報システム産業の特徴を学び，組織活動の中で重要な位
置を占める情報システムを学習するために必要な基礎能力を身につける．そして組織活動
と情報システムの関係や情報システムを構築する意義を理解する．ついで，情報システム
を構築するための全体的な工程の流れと各工程の中で用いられる手法，各工程で作成され
る設計書や仕様書といった文書の必要性と記述されるべき内容を学習する．これにより，
組織が構築，利用している情報システムの妥当性を評価する能力を習得する．

　以下の情報システムの基本的な用語や概念，構築過程，関連知識を講義する．
・講義の理解に必要な ITの用語と概念，情報システムとは何か，情報システム産業の特徴
といった基礎知識
・情報システムの構築にかかわる契約とプロジェクト管理手法
・組織活動において情報システムを構築する意義と投資対効果による構築の是非の判断方法
・情報システムの基本的な構築過程（システム化計画，要件定義，方式設計，詳細設計，プ
ログラミング，テスト，運用と保守）にしたがい，各工程の作業内容，そこで用いられて
いる手法，作成される文書の種類とその文書の必要性

　特にない．ただし，講義の中で適宜質問をするので，積極的な参加意識を持つこと．

・ 理解度確認セッション 1
（50%），理解度確認セッ
ション 2（50%）で評価す
る．
・AA(90 点 以 上 )，　　　

A(80点以上 90点未満 )，
B(70点以上 80点未満 )，
C(60点以上 70点未満 )，
D(60点未満：不合格 )

　火曜日
　14:40-16:10

　hiji@tohoku.ac.jp

・講義，オフィスアワー以
外の時間で生じた疑問や
質問は電子メールで随時，
受け付ける．
・ 一方的な講義に終始する
のではなく，講義の中で
簡単な演習も行うため，
積極的な参加意識をもっ
て受講することが望まし
い．

　講義資料は配布する．講義資料以外の参考文献は以下の通り．それ以外の参考文献は必要
に応じて講義の中で紹介する．
・独立行政法人 情報処理推進機構 ソフトウェア・エンジニアリング・センター『経営者が
参画する要求品質の確保［第 2版］』オーム社，2006年 5月，ISBN4-274-50076-4
・細川義洋『なぜ，システム開発は必ずモメるのか ?　49のトラブルから学ぶプロジェクト
管理術』日本実業出版社，ISBN-13: 978-4534051158
・松島桂樹『IT投資マネジメントの発展―IT投資効果の最大化を目指して』白桃書房，

ISBN13:978-4561244677

・講義の最後に次回の学習内容を述べるので，それに従い講義資料を事前に熟読し，その
中で不明点があればその不明点を明確にしておくこと．
・講義の中で簡単な問題，課題を示すので，復習の中でそれらの問題，課題の回答を各自
考えること．
・情報システムに関する知識が少ない受講生は，講義内容をもう一度，自分なりに説明し
てみることで理解を深めること．

　EAC-ECM502
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講義の目的：
　講義の全体概要と情報システム設計を学ぶ必要性，情報システムを構築していく全体の
流れを理解する．
　学習の対象である情報システムとは何か，情報システムや情報システム構築の特徴は何
か，を理解する．

講義の概要：
　まず，情報システムの基本的概念と情報システムの持つ特徴を講義し，これからの講義
の対象に対する理解を深める．次に，情報システム設計を学ぶ必要性と意義について説明
する．そして，組織において情報システムを構築する過程はどのようになっているか，と
いう情報システム構築の基本的な設計の流れを概説する．これらを通して，情報システム
を構築する妥当性を評価する能力と，経営分析や監査の中で情報システムにどのようにか
かわり，利用していくべきかを考えることができる能力を身に付けていく重要性を理解す
る．これらの設計工程の概要は，以後の講義を理解する基礎となる事項である．最後に，
講義の進め方，成績評価について説明する．

＜宿題＞
　講義内容に関する設問を講義の中で提示する．

第 1 回：オリエンテーション

・情報システム
・情報システム構築過程
・無形物
・進行基準
・取引形態
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講義の目的：
　講義を進めていく上で必要な以下の情報技術に関連した用語や概念を学習する．これに
より，本講義だけでなく，書籍や資料を読解する中で出てくる情報技術に関連した用語や
概念を理解した上でこれらの書籍や資料を正確に理解できる能力を身につける．

講義の概要：
　講義を理解する上で必要となる以下の情報技術の概念，用語を講義する．情報技術は，
技術進歩が早く，さまざまな概念や用語があり整然とした理解が難しいが，それらを整理
して二回にわけて解説する．

1.情報技術を理解する上で必要な基礎知識として，データ，情報，知識，という最も
基本的な概念を解説する．

2.情報システム設計を学ぶうえで必要な情報システム，ソフトウェア，ハードウェア，
ネットワーク，ファイルとデータベース，セキュリティといった情報技術の基本概念
を説明し，その意味を正しく理解する．

3.情報システムの中核であるソフトウェアには，基本ソフトウェア，応用ソフトウェア，
ミドルウェアといったさまざまな種類があること，これらのソフトウェアがどのよう
な処理を行い，具体的にどのようなソフトウェアが該当するのかを解説する．さらに，
ライセンス形態はプロプライエタリソフトウェアとオープンソースソフトウェアの二
種類があることを説明する．

4. ソフトウェアとプログラム言語，プログラム，コンパイラ，インタプリタの関係を 

説明する．
5. 永続的にデータを管理するために用いられるファイルとデータベースの特徴につい
て講義する．データベースは，データを構造化して管理することにより，複数の情報
システムの間のデータの共有と検索や更新の効率化をはかったものであり，現在の情
報システムのデータを管理する上で不可欠であることを説明する．

6. ハードウェアは，パーソナルコンピュータ（PC）だけでなくサーバコンピュータや
シンクライアントがあり，それ以外にストレージが含まれることを講義する．

＜宿題＞
　講義内容に関する設問を講義の中で提示する．

第 2 回：情報技術の基礎 -I-

・データ
・情報
・ソフトウェア
・ハードウェア
・ネットワーク
・データベース
・RDBMS



448

講義の内容 学ぶべき用語・ポイント

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS

講義の目的：
　講義を進めていく上で必要な以下の情報技術に関連した用語や概念を学習する．これに
より，本講義だけでなく，書籍や資料を読解する中で出てくる情報技術に関連した用語や
概念を理解した上でこれらの書籍や資料を正確に理解できる能力を身につける． 

講義の概要：
　講義を理解する上で必要となる情報技術の概念，用語を講義する．情報技術は，技術進
歩が早く，さまざまな概念や用語があり整然とした理解が難しいが，それらを整理して二
回にわけて解説する．
　1.オンライン処理やバッチ処理，トランザクション処理といった情報システムにおける
データの処理形態とその特徴を説明する．

　2. ネットワークと LAN（Local Area Network），WAN（Wide Area Network），インターネッ
トの関係を解説する．

　3.ネットワークには，有線ネットワークと無線ネットワークがあること，ネットワーク
を理解する上で重要な通信プロトコルや帯域というネットワークの基本的概念を説明
する．さらに，通信プロトコルは，機能別の階層にすることで，各層の機能を変更し
ても他の層には影響を与えない利点があることを説明する．

　4.情報セキュリティは，情報システムを脅威から守る仕組みであり，安全安心な情報シ
ステムの利用とデータの正当性の確保に不可欠であることを講義する．

　5. 情報セキュリティの実現手段であるアクセス制御，暗号化，認証の内容と特徴を説明
する．

　6. 情報システムの構成形態には，スタンドアロン，集中処理，クライアント－サーバ，
Webアプリケーション，があることを知り，それぞれがどのような特徴を持つかを説
明する．さらに，最近では，ASP（Application Service Provider）や SaaS（Software as a 

Service），ホスティングやハウジング，クラウド・コンピューティングといった新しい
構成形態が出現してきていることとその特徴や利点を説明する．

＜宿題＞
　講義内容に関する設問を講義の中で提示する．

第 3 回：情報技術の基礎 -II-

・ネットワーク
・帯域
・通信プロトコル
・情報セキュリティ
・情報システム形態
・クライアントサーバ
・クラウド
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講義の目的：
　多種多様な企業からなる情報システム産業の特徴を知る．これにより，情報システムの
構築プロセスだけでなく，情報システム産業の構造が情報システムの構築にどのような影
響を与えているかの認識を深め，情報システムを深く理解できる基礎力を身につける．

講義の概要：
　講義を理解する上で必要となる情報技術の概念，用語に加え，情報システム産業自身の
特徴を講義する．

1.情報システムの構築には，情報システムの構築を行う組織の利用者や情報システム
部門と情報システムの構築を請け負う情報システム開発企業のシステムエンジニアや
プログラマだけではなく，コンサルタントやプロジェクト管理者，さらには情報シス
テムの構築を行う組織の経営者や導入責任者まで多種多様な人々がかかわることを説
明する．

2. 情報システムの投資傾向の現状を解説し，現実の情報システムを取り巻く環境への
理解を深める．

3. 情報システム産業の売上高や規模，従業員数，事業所数，顧客の動向について解説し，
情報システム産業への理解を深める．

4. 情報システム産業の現状と特徴を解説する．情報システム産業は，ハードウェアや
ネットワーク，パッケージソフトウェアを提供する企業やソフトウェア開発を受託す
る企業，これらを顧客の要求にあわせて統合する企業から構成されていること，ソフ
トウェア開発では階層構造が存在することを学ぶ．

5. 情報システム会社の専門家としての責務が重視されるようになってきている現状を
知る．

6. 情報システム会社の事業の特徴を事業構造や費用構造の側面から解説する．特に，情
報システムの構築を受託する企業とパッケージソフトウェアの開発・販売をする企業
の収益構造の特徴の違いを説明する．

＜宿題＞
　講義内容に関する設問を講義の中で提示する．

第 4 回：情報産業とその特徴

・情報システム産業の産
業構造
・事業構造
・費用構造
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講義の目的：
　情報システム構築の変遷を通して，情報システムを構築する目的がデータ処理の効率化
から競争優位，企業間の連携，企業と顧客の間の関係強化に拡大していることを学ぶ．そ
の背景には，技術の進歩だけではなく，社会環境の変化が関係していることを知り，情報
システムを構築する意義を説明できる能力を身につける．

講義の概要：
1. 企業における情報システムの変遷を通して，情報システムを構築する目的，情報シ
ステムの位置付け，期待する効果，がどのように変化してきたのか，現在の情報シス
テムには何が求められてきているのか，を解説する．

2. 情報システムは，データ処理から経営情報管理，オフィスの効率化，戦略情報シス
テム，ERP（Enterprise Resource Planning），SCM（Supply Chain Management）と変化し
てきていることを解説する．さらに，それぞれの情報システムが導入された背景や目
的，そこで用いられている情報技術の特徴，具体的な情報システムの例を説明する．

3. 情報システムの導入では，それに伴い業務の流れを見直す BPR（Business Process 

Reengineering）が重要であることを説明する．
4. 最近では，データを戦略的に活用するための CRM（Customer Relationship 

Management）や BI（Business Intelligence），情報共有やコミュニケーションのための
電子メールや SNS（Social Network Service），ブログといった新しい情報システムが構
築，利用されてきていることを解説する．

5. 情報システムの意義は，業務の自動化・効率化，業務プロセスの標準化など，さま
ざまであるが，いずれも組織目標を達成するための手段であることを説明する．

＜宿題＞
　講義内容に関する設問を講義の中で提示する．

第 5 回：企業活動と情報システム

・データ処理
・経営情報システム
・EUC

・戦略的情報システム
・ERP

・BPR

・SCM
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第 6 回：情報システムの導入形態と開発プロセス

講義の目的：
　情報システムは，自組織に情報システムを導入することが一般的であるが，それ以外に
業務そのものを外部に委託するアウトソーシングやシェアードサービスがあることを知
る．さらに，情報システム導入時にソフトウェアの開発をともなう際のソフトウェア開発
プロセスには，さまざまな開発プロセスがある．それらの開発プロセスの種類とその利点，
欠点を知る．それを通して，情報システムの導入が適切に行われていたかを判断できる能
力を身につける．

講義の概要：
　本講義では，情報システムの導入手法について，下記の内容を解説する．実際の情報シ
ステムの導入では，期間や費用などを考慮し，情報システムの導入が進められることを学
ぶ．

1.情報システムを導入するためには，ハードウェア，ネットワーク，ソフトウェアの
構成を決める必要がある．その中でソフトウェアの構成の決め方は，いくつかの観点
から分類できることを説明する．具体的には，導入方法による分類，開発の進め方に
よる分類，である．

2.導入方法は，情報システムを個別開発するか，パッケージソフトウェアを購入して
くるか，パッケージソフトウェアの購入と個別開発（カスタマイズ）を組み合わせるか，
に分類できることを説明し，それぞれの概要，利点と欠点，それを採用した時の注意
点について解説する．

3.開発の進め方による分類は，情報システムの開発をいくつかの工程に分け，各工程
をどのように進めていくかという観点による分類であり，ウォーターフォールモデル，
並行開発モデル，スパイラルモデル等があることを解説し，それぞれの開発モデルの
概要，利点と欠点，利用上の留意点を解説する．

4.開発を進める方法として，プロトタイピング手法があることを説明し，その概要，利
点と欠点を解説する．

5.情報システムを導入するのではなく，自組織の業務（情報システムを含む）の一部，
もしくは全部を外部に委託するアウトソーシングやシェアードサービスの特徴とその
留意点を説明する．

＜宿題＞
　講義内容に関する設問を講義の中で提示する．

・パッケージソフトウェ
ア
・個別開発
・アドオンとカスタマイ
ズ
・プロトタイピング
・アウトソーシング
・シェアードサービス
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第 7 回：情報システム構築の契約

・請負契約
・委任契約
・派遣契約
・瑕疵担保責任
・知的財産権

講義の目的：
　情報システムの開発で発生する外部企業とのさまざまな契約の形態と契約の流れを学習
し，契約の流れや契約書の内容から問題点を発見する能力を身につける．

講義の概要：
　情報システムの構築は，自社だけでなく，システム開発先の企業やコンサルティング会
社等，外部の企業と一緒に進められることが一般的である．そのため，そこではさまざま
な契約が交わされる．これらの契約について以下の内容を解説する．

1.情報システムの開発に関わる企業間の取引の一般的な流れとその中で取り交わされ
る契約書，文書にはどのようなものがあるかを説明し，正しい取引の流れを判断でき
る能力を身に付ける．

2.情報システムの開発における契約の種類には，請負，委任，派遣があることを説明し，
それぞれの契約の概要を説明する．さらに，システム開発の工程ごとに適した契約形
態があることを説明する．これらを通して，情報システムの開発の進め方や外部に委
託する作業に応じて適切な契約が行われているかを確認できる能力を身に付ける．

3.契約が必要となる代表的な状況の設問を通して，それぞれの契約文書においてどの
ような交渉が行われているか，交渉において何に留意しなければならないか，を説明
し，契約文書の内容が適切であるかを判断できる能力を身につける．

4.情報システム開発の中で作成される設計書や仕様書，プログラムは著作物であり，著
作権により保護されることを解説する．

5.情報システム開発の契約では，特に，機密保持，産業財産権，著作権，瑕疵担保責任，
に関する項目が重要であることを解説する．

6.情報システムの開発において紛争を事前に回避する方法や万が一紛争が生じた場合
の解決方法の概要について説明する．

7. 情報システムにおいてもリース契約が行なわれることを知り，そのときの留意点を
解説する．

＜宿題＞
　講義内容に関する設問を講義の中で提示する．
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第 8 回：理解度確認セッション 1

講義の目的：.

　前回まで学習してきた内容をどの程度理解し，身に付けているかを確認し，学習の達成
度を把握する．

講義の概要：
　・理解度確認セッションの方法：時間 90 分で，論述形式の筆答理解度確認セッション
　   を課す．
　・評価の方法：50 点満点で採点する．
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第 9 回：情報化計画と投資対効果

・情報化戦略
・情報化計画
・全体最適
・費用対効果

講義の目的：
　情報システムは，経営的な観点から自社の情報化を進めていく際の基本的な方向付けを
する「情報化戦略の立案」とそれを受けて具体的な情報システム化を実施する際の方針や
スケジュールを作成する「情報化計画」を経てどのような情報システムを構築するかが決
まることを学習する．さらに情報システム構築における投資対効果の求め方とそれに基づ
く情報システム構築の優先順位の決め方を学び，構築された情報システムの妥当性を判断
できる能力を身につける．

講義の概要：
　理解度確認セッション 1の試験内容について解答をもとに補足説明をする．次いで，経
営戦略や事業モデルの策定を踏まえて，経営的な観点から自社の情報化を進めていく際の
基本的な方向付けをする「情報化戦略の立案」とそれを受けて具体的な情報システム化を
実施する際の方針やスケジュールを作成する「情報化計画」について，以下の内容を解説
する．

1.情報化戦略では，急速に発展する情報技術の発展方向を的確に把握し，経営的な観
点から自社の情報化を進めていく際の基本的な方向付けを行う工程であることを解説
する．

2.情報化計画は，ハードウェアやネットワークを効率的に整備し，情報システムの標
準化を推進することで情報システム構築における全体最適を実現するために重要であ
ることを解説する．その中では，情報システムの構築時期，構築費用，成果目標（効果）
を設定し，既存の情報システムとの関係の整理が必要になることを説明する．

3.情報化戦略や情報化計画の現状を説明し，現在どのような方向に進んでいるかを講
義する．

4.情報システムの構築の可否や優先順位を決定するために費用対効果の試算が不可欠
であることを説明する．そして，費用対効果の一般的な評価方法，費用の見積り，効
果の種類について講義する．さらに，情報化投資の投資対効果を求めることは，一般
に極めて難しいが，その原因がどこにあるのかを解説する．

＜宿題＞
　講義内容に関する設問を講義の中で提示する．



情報システム設計

講義の内容 学ぶべき用語・ポイント

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS 455

第 10 回：プロジェクト管理

・プロジェクト管理
・リスク管理

講義の目的：
　情報システムの構築はユーザ企業のプロジェクトとして進められ，そのプロジェクトの
中にシステム開発企業が参加して進められる．そのため，情報システムの構築を円滑に進
めるためには，プロジェクト管理が重要性になること，プロジェクトに潜むリスクを管理
することが重要性になることを理解する．そして，情報システム構築プロジェクトが適切
に行われ，構築が進められたかを確認できる能力を身につける． 

講義の概要：
　情報システムの構築はユーザ企業のプロジェクトとして進められ，そのプロジェクトの
中にシステム開発企業が参加して進められる．このようなプロジェクトを管理する方法に
ついて概説する．次にプロジェクトとして進められる情報システムの開発には，さまざま
なリスクが含まれており，情報システムの開発を計画通り進めていくためのリスク管理に
ついて概説する．

1.情報システム構築における不確定要因とその影響の講義を通してこれらの不確定要
因の中で情報システムの構築を成功させるためにプロジェクト管理が必要になること
を学ぶ．

2.情報システム構築を成功させるため，情報システム構築プロジェクトにおいては，納
期，費用，品質のそれぞれを管理していることを知る．

3.プロジェクト管理では，情報の共有，品質の保証，作業の記録・可視化，各工程の
入力と出力の明確化のためにさまざまな書類が作成される．それらの書類は，プロジェ
クトの運営・管理を円滑に行うために必要な管理用書類と情報システム構築の各工程
で作成され，ある工程の成果が記載され，次工程の入力になる開発用文書に分類でき
ることを学ぶ．

4.プロジェクト管理で作成，利用させる管理用書類にはどのような書類があり，それ
らの書類がどのように利用されるかを講義する．

5.リスク管理は，望まない結果を事前に発見し，制御し，それにより望むべき結果を
得ることであることを説明する．そして，リスク管理は，リスクの特定，リスクの分析，
リスクの優先付け，リスクの解決，リスクの監視，の各作業を定期的に行っていくプ
ロセスであることを説明する．

＜宿題＞
　講義内容に関する設問を講義の中で提示する．
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第 11 回：要件定義と設計・開発 -I-

・要件定義
・方式設計
・提案書（RFP）

講義の目的：
　組織の要望や現状の問題から解決すべき課題を明確にし，情報システムに要求する事項
を明確にする要件定義で行う作業内容とその結果作成される要件定義書を用いて情報シス
テムの構築の委託先が決定されることを学習する．そして，情報システムの構築を受託し
た企業が，要件定義書に記載された要求事項を実現する方法を設計する方式設計で行う作
業内容を学習する．この要件定義と方式設計の作業内容を理解し，情報システムの構築が
適切に進められたことを判断できる能力を身に付ける．

講義の概要：
　情報システム構築の最初の段階である要件定義と方式設計について以下の内容を講義す
る．

1.要件定義は，情報システムを利用する組織が組織の要望や現状の問題から解決する
べき課題を明らかにし，それを解決するために情報システムに要求する事項を整理す
る工程であり，その結果を要件定義書として作成することを説明する．

2.要件定義書は，現在の業務の問題点とその解決策，達成すべき目標，解決策の中で
情報システムに要求するべきこと，情報システムが利用される状況が記載されること
を解説する．さらに，設置要件や体制，稼働時期，開発時の情報セキュリティ，必要
なマニュアルなどが付帯事項として示されることを説明する．

3.要件定義書を開示し，受注を目指す企業から提出された提案書を評価して情報シス
テム構築の委託先が決定されることを解説する．

4.方式設計では，要件定義書の要求事項を実現するために，ハードウェアやネットワー
クの機器と構成，ソフトウェアの構成とソフトウェアで実現する機能，想定される性
能や信頼性，情報セキュリティのレベル，開発スケジュールや費用，開発時や運用時
の体制といった事項を設計することを講義する．

5.ソフトウェアで実現する機能を設計する際には，発注側と共同で要求を分析し，あ
いまいさを排除し，必要な機能や業務手順を整理することでソフトウェアに要求する
範囲を明確化し，文書化することが必要になることを解説する．

＜宿題＞
　講義内容に関する設問を講義の中で提示する．
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第 12 回：要件定義と設計・開発 -II-

・方式設計
・プロトタイピング
・詳細設計
・プログラミング
・開発支援ツール

講義の目的：
　情報システム構築の中でソフトウェアの設計・開発がどのように行われるのかを理解す
る．そして，要件定義から設計，開発までの全工程の作業内容とそこで作成される文書の
記載内容を理解し，情報システムの構築が適切に進められたことを判断できる能力を身に
付ける．

講義の概要：
・ソフトウェアの方式設計について以下の内容を学習する．

1.ソフトウェアに要求される範囲を実現するためのソフトウェア全体の実現方式を決
め，それを実現するためのパッケージソフトウェアの選定や開発する機能を明らかに
する工程であることを解説する．

2.要求事項がうまく整理できない時の対応策としては，プロトタイピングが有効であ
ることを説明し，さらにプロトタイピングを利用する際の留意点を解説する．

3.データ設計は，データベース管理システムにどのようにデータを格納するかを決め
る工程であることを解説する．

・詳細設計工程について以下の内容を学習する．
1.詳細設計は，方式設計で決めた各機能をソフトウェアとして実現するためにどのよ
うな処理単位（処理モジュール）にするかを決める工程であることを説明する．

2.詳細設計書を作成する上では，必要な内容だけを仕様書に記述する例が増えてきて
いる背景を理解し，プログラム中に記述されたコメントから詳細設計書の一部が自動
生成される利点を学ぶ．

・プログラミング工程について以下の内容を学習する．
1.プログラミング工程は業務の進め方やデータの処理方法をプログラム言語を用いて
作成する工程であり，そこではさまざまな開発支援ツールが利用されていることを説
明する．

2.開発支援ツールの利用により，プログラム作成時間や不良の修正時間の短縮が進め
られていることを説明する．

＜宿題＞
　講義内容に関する設問を講義の中で提示する．
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第 13 回：テスト工程

講義の目的：
　情報システム構築の最後になるテスト工程では何を行うか，どのように品質を見極める
かを学習し，テストの重要性を認識する．それを通して情報システムの品質確認が適切に
行われていたかを判断できる能力を身につける．

講義の概要：
　情報システム構築の最後になるテスト工程について以下の内容を学習する．

1.ソフトウェアを対象にしたテストと文書を対象にしたレビューにより品質が確認さ
れることを説明する．

2.テスト工程には，処理モジュール単位ごとの検査を実施する「単体テスト」，単体テ
ストにより単独の動作が確認された処理モジュール同士を組み合わせた時の動作を確
認する「組合せテスト」，システムを実際に利用する時と同じような条件で全体の機
能を確認する「システムテスト」があることを説明する．

3.テスト項目は，設計書に基づいて事前に作成することを解説する．具体的には，単
体テストの項目は詳細設計書に基づいて作成，検証し，組合せテストの項目はソフト
ウェアの方式設計書に基づいて作成，検証し，システムテストの項目は方式設計書に
基づいて作成，検証することを説明する．さらに，システムテストは正常に動作する
かを確認することに加え，システムに要求された性能を確認する実行性能テスト，シ
ステムの限界を確認する負荷テスト，システムが長時間の動作に耐えられるかどうか
を確認するロードテストがあることを解説する．

4.テストの実施中に発生した不良は必ず不良票を書いてまとめることを解説し，不良
票に記入すべき内容は何かを説明する．

5.不良の分析を通して作成したプログラムや情報システムの品質をどのように測定し，
判断するのかを解説する．

6.発注側は，納品された情報システムに問題がないことを確認する受入テストにより
納品された情報システムの品質を確認し，問題がなければ検収が完了することを解説
する．

＜宿題＞
　講義内容に関する設問を講義の中で提示する．

・単体テスト
・組合せテスト
・システムテスト
・受入テスト
・レビュー
・テスト項目
・品質分析
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第 14 回：運用と保守

講義の目的：
　運用や保守はどのような作業を行うことかを学習し，その重要性を理解する．特に情報
システムの構築は，情報システムが完成して終わるのではなく，その後の運用・保守まで
が含まれることを学び，構築した情報システムの利用状況を調査できる能力を身につける．

講義の概要：
　構築した情報システムを日々安心して利用していく上で必要な運用と保守について以下
の内容を講義し，情報システムを構築し，利用するためには，データの準備，運用，保守
が必要であることを理解する．さらに，情報システムの構築費用には，データを準備する
費用も含まれること，運用と保守の費用は継続的に必要であることを認識する．

1.情報システムを利用するためには，既存の情報システムからデータを移行したり，新
たな情報システムで利用するデータを整備したりする作業が必要であることを説明す
る．

2.運用設計では，常に安定して情報システムを利用し続けるための情報システムの維
持方法として，情報システムの対象外の事象への対応方法，運用基準，運用ルールの
明確化，情報システムの監視方法，障害発生時の対処方法，データのバックアップの
やり方やバックアップしたデータの管理方法，を決める必要があることを説明し，そ
れぞれの業務で何を行う必要があるのかを解説する．

3.保守には，ソフトウェアやハードウェア，ネットワークに不良があった場合の修正，
確認方法を定める「修正保守」，自社で不良は発生していないが，他で発生した不良
が修正されたソフトウェアの更新方法を決める「適応保守」があることを解説する．

4.保守作業で用いられる保守手順や障害対応手順が決められている．これらの手順は，
どのような内容であるかを解説する．

＜宿題＞
　講義内容に関する設問を講義の中で提示する．

・データ準備
・運用設計
・修正保守
・適応保守
・データバックアップ
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講義の目的：
　本講義全体を通して学習してきた内容をどの程度理解し，身に付けているかを確認し，
学習の達成度を把握する．特に講義の後半で学習した内容をどの程度理解しているかを確
認する．

講義の概要：
　・理解度確認セッションの方法：時間 90 分で，論述形式の筆答理解度確認セッション 

　   を課す．
　・評価の方法：50 点満点で採点する．

第 15 回：理解度確認セッション 2



実践・応用

成績評価法

オフィスアワー

連絡先

時間割

その他（連絡事項）

講義名・担当教員

講義の目的

講義の進め方

この講義を受講するために必要とする知識

テキスト・参考文献

予習・復習について
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科目ナンバー

　戦略情報システム導入・樋地正浩 　後期　火曜 5限

　情報システムは，所有から利用へという変革の中にある．今後の情報システムの主流に
なるクラウド・コンピューティングの概要と特徴を利用者と開発者の両方の視点から学び，
将来，クラウド・コンピューティングが利用される社会においても適切な情報システムの
評価が行える素地を醸成する．さらに，最近は，IoT（Internet of Things）やビッグデータ，
オープンデータといったデータが持つ価値を高める考え方やそれらのデータから価値を生
み出す人工知能技術が登場していることを学び，データの持つ価値や新しい技術が社会に
どのような影響を与えるのかを正しく判断できる下地を作る．

　先端的な情報システムの導入に関係する以下の内容について講義したのち，それに関連
する問題を提示し，講義内容の理解を深める．
・最新の情報システム利用形態であるクラウド・コンピューティングの概要と特徴，課題，
情報システムに与える影響
・IoT，ビッグデータ，オープンデータの概要とそれが社会に与える影響
・人工知能の概要と人工知能とデータの関係，人工知能により実現される新しい応用
・ 人工知能や情報通信技術が社会に与える変革

　授業科目「情報システム設計」もしくは「事例研究（情報システム設計）」のどちらか
を履修済か，同等の知識を持っていること．

・ 理解度確認セッションは
実施しない．提示した課
題について調査・検討し
た発表内容（80%），及
び議論への参加度（20%）
で評価する．
・AA(90 点 以 上 )，　　　

A(80点以上 90点未満 )，
B(70点以上 80点未満 )，
C(60点以上 70点未満 )，
D(60点未満：不合格 )

　火曜日
　14:40-16:10

　hiji@tohoku.ac.jp

・講義，オフィスアワー以
外の時間で生じた疑問や
質問は電子メールで随時，
受け付ける．

　講義で使用する資料は講義の最初に配布する．
・参考文献：  大木真吾『あの夏，サバ缶はなぜ売れたのか ?』日経 BP，
                       ISBN-13:978-4-8222-7792-5
                        鈴木良介『データ活用仮説量産 フレームワーク DIVA』日経 BP社，
                       ISBN-13:978-4822279394
・それ以外の参考文献は必要に応じて講義の中で紹介する．

・ 講義の最後に次回の学習内容を述べるので，それに従い講義資料を事前に熟読し，その
中で不明点があればその不明点を明確にしておくこと．
・ 講義の中で簡単な問題，課題を示すので，復習の中でそれらの問題，課題の回答を各自
考えること．

　EAC-ECM602
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講義の目的：
　講義の全体概要と進め方を理解する．今後の情報システムの主流になるクラウド・コン
ピューティングと最近注目を集めている IoT（Internet of Things）やビッグデータ，オープ
ンデータ，Financial Technology（FinTech），人工知能という最先端の情報通信技術の間の
関係性，情報通信技術と社会や産業との間の関係性を把握し，本講義科目の全体像を理解
する．

講義の概要：
　講義の全体概要について説明する．特に，講義の内容（クラウド・コンピューティング，
クラウド・ファンディング，クラウド・ソーシング，IoT，ビッグデータ，オープンデータ，
FinTech，人工知能）と講義の中で習得してほしい能力，各講義の主たるテーマの間の関
係について概説する．そして，これらの情報通信技術は，多数の利用者や参加者が自由に
情報を流したり情報を得たりすることができるコンピュータやネットワークの中に広がる
仮想的な空間であるサイバー空間の中に現実の社会を対応付ける技術であることを解説す
る．さらに，技術と社会の関わり方の全体像を理解できる素地を作るため，IoTをエネル
ギーや生活インフラの管理に用いることで，生活の質の向上や都市の運用及びサービスの
効率向上をはかることができる都市の在り方であるスマートシティを例にとり，これら情
報通信技術がどのように利用されていくかを講義する．

＜宿題＞
　講義内容に関する設問を講義の中で提示する．

第 1 回：オリエンテーション

・ 情報通信技術
・スマートシティ
・サイバー空間
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第 2 回：クラウド・コンピューティング -I-

講義の目的：
　情報システムの構築は，これまで自社ですべての情報資源（ハードウェアやネットワー
ク，ソフトウェア）を所有し，利用することが一般的であった．しかし，近年では， “ 必
要な時に必要な情報資源を必要なだけ利用する ”という非所有形態（クラウド・コンピュー
ティング）が増えてきている．このクラウド・コンピューティングの利用形態の特徴，利
点と欠点（懸念される点），このような利用形態を利用する際の注意点といった最先端の
情報システム導入方法を学ぶ．これをとおして，クラウド・コンピューティングの利点を
理解し，これまでの情報システムとの違いをふまえて情報システム構築の適切さを判断で
きる素地を身につける．

講義の概要：
　最新の情報技術である “ クラウド・コンピューティング ” について，その概念や特徴，
利点や懸念される点を理解するための以下の内容について講義する． 

　1. 情報クラウド・コンピューティングの概念とそれが登場した背景
　2. クラウド・コンピューティングの種類と特徴
　3. クラウド・コンピューティングの利点と利用例
　これらの解説をとおし，クラウド・コンピューティングの概念と登場背景，利点を理解し，
これまでの情報システムとの違いを説明できる力を習得する．最新技術の評価では技術の
内容の評価だけでなく，それを採用した時のコスト構造，運用，データの管理責任，など
の非技術的要因まで評価が必要であることを説明する．

＜宿題＞
　講義内容に関する設問を講義の中で提示する．

・非所有形態
・クラウド・コンピュー
ティング
・共有
・運用費用
・サービスレベル
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第 3 回：クラウド・コンピューティング -II-

講義の目的：
　クラウド・コンピューティングは，自社ですべての情報資源（ハードウェアやネットワー
ク，ソフトウェア）を所有し，利用することと異なり，クラウド事業者が所有する情報資
源を利用する形になる．そのため，データの安全性や移行性といった情報システムの運用
や保守が大きく異なってくる．それにより，利用に際して注意するべき点が大きく変化す
る．ここでは，クラウド・コンピューティングの利用における懸念事項を理解し，クラウ
ド・コンピューティングの利用の可否判断が適切であるかどうかを判断できる能力を習得
する．最後は，クラウド事業者のコスト構造や事業モデル，情報システム産業に与える影
響を理解し，クラウド・コンピューティングの利用の可否判断が適切であるかどうかを判
断できる能力を深める．

講義の概要：
　前回に引き続き，最新の情報技術である “ クラウド・コンピューティング ” について，
その利用における懸念事項やリスクを以下の側面から講義する． 

　1. データの安全性や安心性，移行性
　2. サービスの可用性，移行性，継続性
　3. クラウド・コンピューティングと内部統制
　4. クラウド・コンピューティングのリスクとその対応
　これらの解説をとおし，クラウド・コンピューティングの利点だけでなく，その利用に
おける懸念事項やリスクを把握し，これまでの情報システムとの違いを説明できる力を習
得する．さらに，クラウド・コンピューティングの利点，懸念事項やリスクに加え，情報
システム産業に与えるインパクトの大きさを理解し，これまでの情報システム産業と異な
ることをふまえてクラウド・コンピューティングの利用の可否判断の適切性を判断できる
能力を身につける．

＜宿題＞
　講義内容に関する設問を講義の中で提示する．

・クラウド・コンピュー
ティング
・データ安全性
・データ安心性
・データ移行性
・サービス可用性
・サービス継続性
・リスク
・内部統制
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第 4 回：クラウド・コンピューティングの課題

・クラウド・コンピュー
  ティング
・情報セキュリティ
・データの完全性
・データの機密性

講義の目的：
　クラウド・コンピューティングは，“必要な時に必要な情報資源を必要なだけ利用する ”
という非所有形態であり，さまざまなクラウド事業者がサービスを提供している．その中
で実際に発生したデータの消失やデータの流出，盗難の障害例を元にクラウド・コンピュー
ティングにおいてデータを預けるリスクについて議論する．それを通して，クラウド・コ
ンピューティングの利用の可否判断が適切であるかどうかを判断できる能力を深める．さ
らに，クラウド事業者にデータを預ける際の留意点を考察できる能力を身につける．

講義の概要：
　最新の情報技術である “ クラウド・コンピューティング ” を提供しているクラウド事業
者で実際に発生したデータ消失とデータ流出の障害について，以下の内容を講義する． 

　1. データ消失とデータ流出の障害内容とその発生原因
　2. 障害の発生により顧客が被った被害の内容と保障の状況
　3. クラウド・コンピューティングを利用する際の契約約款の重要性
　4. 障害発生後に対策された防止策
　5. データを預けることに内在するリスクの内容
　6. 従来の情報システムとクラウド・コンピューティングのデータ管理の違い
　7. クラウド・コンピューティングの国内外の状況
　これらの解説をとおし，クラウド・コンピューティングで現実化した懸念事項やリスク
を理解し，これまでの情報システムと異なる特徴を持つことを踏まえてクラウド・コン
ピューティングの利用の可否判断の適切性を判断できる能力を身につける．

＜宿題＞
　講義内容に関する設問を講義の中で提示する．
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第 5 回：クラウド・ファンディングとクラウド・ソーシング

・クラウド・ファンディ
ング
・クラウド・ソーシング
・社会
・個人
・インターネット
・新ビジネス

講義の目的：
　インターネットは，情報システムの構築だけではなく，組織と個人の関わり合い方にも
影響を及ぼし始めてきている．すなわち，情報通信技術にとどまらず，それが社会に与え
る影響まで理解する必要性が増している．ここでは，クラウド・ファンディングとクラウ
ド・ソーシングというインターネットの普及がもたらした新しい個人と社会の関わり合い
方について概要と特徴，懸念事項について学ぶ．それにより，これらの新しい考え方を正
しく理解し，その利用について適切な可否判断が行える能力とそれを自分自身の中で活か
すことのできる素地を身につける．

講義の概要：
　インターネットの普及がもたらしたクラウド・ファンディングとクラウド・ソーシング
という新しい個人と社会の関わり合い方について，以下の側面から講義する． 

1.資金を必要とする人が，資金調達手段として，（インターネットを使い），不特定多
数の人から資金や財源を調達するプロセスであるクラウド・ファンディングの概要と
特徴

2.クラウド・ファンディングの利用例とそれが内在する課題 

3.クラウド・ファンディングが社会に与える影響 

4.問題解決手段として不特定多数の人から公募により，問題解決に必要な労力（参加者），
資金，サービス，アイディア，コンテンツ，経験，知識を取得するプロセスであるク
ラウド・ソーシングの概要と特徴

5.クラウド・ソーシングの利用例とそれが内在する課題
6.クラウド・ソーシングが社会に与える影響

＜宿題＞
　講義内容に関する設問を講義の中で提示する．
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講義の目的：
　最近注目を集めている IoTへの理解を深め，“ もの ” がネットワークにつながる価値に
対する認識を新たにする．最初に，IoTとは何か，なぜ注目を集めているのか，“もの ” が
ネットワークにつながることによりどのような新たな価値を持つのかをその理由とともに
学び，“ もの ” がつながることが価値を持つ理由を理解する．さらに，IoTのいくつかの
応用例から IoTが企業や社会に与える影響の大きさを知る．また，IoTの実現においては，
何に費用がかかるのかを学ぶ．最後に IoTが内包する課題を学ぶ．これにより，現在注目
をあび，さまざまな企業が取り組み始めている IoTの評価が行える能力を身につける．

講義の概要：
　IoTの概要と社会に与える影響について，以下の内容を講義する．

1. IoTとは何か，なぜ IoTが注目されるのかを概説する．
2. “ もの ” がネットワークを通してつながることが持つ新しい価値とその価値を持つ理
由を解説する．

3. IoTの例として農業，電力，自動車，服薬を取り上げ，具体的に IoTがどのように実
現されているのか，どのような価値を持つのか，その価値をどのようにして引き出し
ているのか，を学ぶ． 

4. IoTの実現に必要な費用について説明する．
5. IoTとビッグデータの関わりについて講義し，ビッグデータが注目を浴びてきている
理由の一端は IoTにあることを学び，その関連を理解する．

＜宿題＞
　講義内容に関する設問を講義の中で提示する．

第 6 回：IoT（Internet of Things）とは何か

・IoT

・もの
・ネットワーク
・ビッグデータ
・法制度
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第 7 回：ビッグデータとは何か

講義の目的：
　最近注目を集めているビッグデータへの理解を深め，データが持つ価値に対する認識を
新たにする．最初に，ビッグデータとは何か，データの量や種類が大幅に増加した場合に
どのような新たな価値を持つのかをその理由とともに学び，データが価値を持つ理由を理
解する．次にデータが価値を持ついくつかの例からデータの持つ価値が企業活動に与える
影響の大きさを知る．最後にデータが持つ価値を増やすための取り組みとデータを扱うう
えで懸念されている課題を学ぶ．これにより，これまで意識されることがなかったデータ
が持つ価値に検討の目を向け，評価に向けた取り組みが行える能力を身につける．

講義の概要：
　ビッグデータの概要とそれが持つ価値を理解するために必要な以下の内容を講義する．

1.ビックデータとは何か，従来のデータと何が異なるのか，なぜビックデータが注目
されるのかを概説する．

2.データの量や種類が大幅に増加した場合に持つ新しい価値とその価値を持つ理由を
解説する．

3.データが価値を持つ例として自動車運行実績情報マップと POSデータ解析を取り上
げ，具体的にどのような価値を持つのか，どのようにして価値を引き出しているのか，
を学ぶ． 

4.ビッグデータがなぜ実現できるようになったのかを説明する．
5.データの価値の増大を目指した最新の取り組みと今後データの分析によりどのよう
な価値の創出が期待できるのかについて学ぶ．

＜宿題＞
　講義内容に関する設問を講義の中で提示する．

・ビッグデータ
・データ解析
・個人情報
・プライバシ情報
・パーソナルデータ
・匿名化
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第 8 回：オープンデータとは何か

講義の目的：
　最近注目を集めているオープンデータへの理解を深め，データが持つ価値に対する認識
を新たにする．そのために，オープンデータとは何か，ビッグデータと何が異なるのか，
なぜデータのオープン化が重要なのかを学び，データが価値を持つ背景の理解の幅を広げ
る．データの公開においては，法制度が重要であり，オープンデータの普及を進めるため
の権利保護制度の一つにクリエイティブコモンズという新しい考え方があることを学ぶ．
また，省庁や自治体のオープンデータの取り組みの例からどのようなデータがオープン化
により価値を持つのかとオープン化の課題を学ぶ．これにより，データのオープン化が与
える影響を判断できる力を身につける．

講義の概要：
　以下の内容について講義を行う．

1.オープンデータとは何か，ビッグデータと何が異なるのか，データをオープン化す
るということはどのようなことなのか，データをオープン化する意義は何か，を概説
する．

2.データをオープン化する上で必要な権利制度としてこれまでの著作権やパブリック
ドメインと異なる新しいライセンス形式であるクリエイティブコモンズの概要を講義
する．

3.データのオープン化を推進する省庁や自治体の取り組みを説明する．
4.データをオープン化する際には，使いやすく加工しやすい形式での公開や簡単にデー
タにアクセスできることが不可欠であることを説明する．

5.データをオープン化する際にどのような課題があるのかを講義する．
6.オープンデータを活用した最新の事例を取り上げ，データのオープン化が進むとデー
タに持つ価値が増大することを知り，ビッグデータとオープンデータの関係を正しく
理解する．

＜宿題＞
　講義内容に関する設問を講義の中で提示する．

・オープンデータ
・オープン化
・クリエイティブコモン
ズ
・公共政策
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第 9 回：パーソナル情報と技術・制度

・個人情報
・プライバシ情報
・パーソナル情報
・法制度
・暗号化
・匿名化
・秘匿計算

講義の目的：
　ビックデータやオープンデータといったデータの価値を増大化する流れは，新しい価値
や事業を生み出している．その一方，収集されるデータに含まれるパーソナル情報を通し
て，各個人のプライバシが侵害される危険性が増していくという負の側面もある．そのた
め，パーソナル情報を取り扱う上では，保護と利活用のバランスをとることが不可欠であ
る．そこで，パーソナル情報を安全に管理，利用するための代表的な技術である暗号化や
匿名化の概要とその利点や課題，パーソナル情報に関係する法制度の変遷と見直しの方向
性について学び，プライバシ保護に代表される社会的要請を踏まえたデータの利活用や価
値判断を行える力を身につける．また，制度設計における持続性の重要性を知り，持続性
のある制度であるかどうかを検討できる能力を習得する．

講義の概要：
　データの利用に関して注意するべき点について，以下の内容を講義する．

1.個人情報，プライバシ情報，パーソナル情報とは何か，それぞれはどのような関係
にあるか，これらの情報を利活用する際に何が問題になるか，パーソナル情報が侵害
されたときにどのような不利益が生じるか，について講義する．

2.パーソナル情報の保護と利活用のバランスをとるために，技術や法制度がどのよう
な役割を果たすのかを概説する．

3.パーソナル情報を保護する代表的な技術である暗号化や秘匿計算，匿名化の概要と
特徴について説明する．

4.パーソナル情報を取り巻く法制度の変遷とそれぞれの法制度の概要，法制度に則っ
た仕組み作りとその阻害要因について講義する．

5.現在進められている法制度の見直しの背景と方向性について，概説する．

＜宿題＞
　講義内容に関する設問を講義の中で提示する．
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講義の目的：
　ビッグデータ・オープンデータ・IoTの普及に伴い，収集されるデータを積極的に活用
する社会が進展しつつある．このような社会では，データを積極的に活用するために，こ
れまでにない新しい流通形態やそれに関わる産業や業務が生まれてきている．同時に，そ
れを社会の中で支えるための制度も登場してきている．このようなデータを活用し，新た
なサービスや産業を生み出しつつある社会の変革の流れを学び，将来，この新しい産業形
態がどのように成長・衰退していくかを考えることができる素養を習得する．

講義の概要：
　データの持つ価値を社会全体で享受するために不可欠な情報流通について，以下の内容
を講義する．

1. 収集されるデータを積極的に活用する社会の中でこれまでの情報システムがどのよ
うに変化していくのかを講義する．

2.データが価値を持ち，それが流通する際に関わる人々や組織の関係とその関係の中
で生じる課題は何かについて学ぶ．

3.データが利用価値を持つことで生まれてくる新しい情報流通の姿とそれを実現する
情報流通プラットフォームの概要，情報流通プラットフォームを前提にした際の各組
織の情報システムの関係を講義する．

4.情報流通プラットフォームを実現するうえでは技術だけではなく制度面の仕組みが
必要であることを解説する．

5.情報流通プラットフォーム上でデータや情報を流通させる際の課題や懸念事項は何
かを講義する．

6.情報流通プラットフォームの課題や懸念事項を解決するための取り組みについて紹
介し，それらにより課題や懸念事項が解消されるかどうかについて議論する． 

　
＜宿題＞
　講義内容に関する設問を講義の中で提示する．

第 10 回：データ社会と情報流通

・情報流通
・個人データ管理
・データの適正利用
・紛争解決
・裁判外紛争解決（ADR）
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講義の内容 学ぶべき用語・ポイント
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講義の目的：
　ビッグデータ・オープンデータ・IoTの普及に伴い収集された大量のデータを解析し，
新しい知識や知見を見つけ出すことで有用なサービスを生み出す社会が実現されつつあ
る．この新しい知識や知見を見つけ出す技術が人工知能技術であり，人工知能技術の戦略
的活用が今後の企業や社会に大きな影響を与える．この人工知能技術の概要と特徴につい
て学び，人工知能技術が進歩・普及することにより，どのような影響が生じるのかを考え
ることができる能力を身に付ける．人工知能技術は栄枯盛衰を繰り返してきた技術であり，
現在注目されている理由と衰退してきた理由を正しく理解し，ブームに踊らされることな
く正しい利用と影響の把握ができる素養を習得する．

講義の概要：
　人工知能技術の概要とその社会的影響を理解するため，以下の内容を講義する．

1. 現在，注目を集めている人工知能とはどのような技術であるか，何を実店するため
の技術であるのか，人間の持つ知的能力と比較してどのような点に特徴があるのか，
その技術水準はどの程度か，について講義する．

2.人工知能技術は，1960年代，1980年代，現在と停滞期と発展期を繰り返している背
景を理解し，人工知能技術が有効な分野や利用するために不可欠な条件を理解する． 

3.人工知能技術の代表的な手法である機械学習，決定木学習，マイニング，ニューラ
ルネットワーク，遺伝的アルゴリズム，遺伝的プログラム，サポートベクタマシンに
ついて，それぞれがどのような技術であり，どのような特徴を持つのか，を解説する．
さらに，各技術が持つ長所と短所について説明し，それぞれの技術をどのような問題
を解決する際に利用すると良いのかを学ぶ．

4.人工知能技術の中で実用的の高いエキスパートシステム，ファジー推論，事例ベー
ス推論，画像認識，音声認識について，それぞれがどのような技術であり，どのよう
な特徴を持つのか，を解説する．さらに，どのような分野で利用されているのかを学
習し，人工知能技術がすでにさまざま場所で利用されていることを学ぶ．

＜宿題＞
　講義内容に関する設問を講義の中で提示する．

第 11 回：人工知能とは何か -I-

・人工知能
・学習
・問題解決
・意思決定
・理解
・認識
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講義の内容 学ぶべき用語・ポイント
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講義の目的：
　現在，人工知能技術が再注目され，さまざまな応用が試みられている．人工知能技術が再
注目されている背景と理由を学び，人工知能技術を使いこなすうえでは何が必要になるかを
考えることができる基礎的な能力を習得する．次に，人工知能が再注目されることになった
最新の人工知能技術である深層学習について学び，その技術の特徴を理解する．深層学習の
応用分野の理解を深め，深層学習が得意な応用分野と不得意な分野があることを知る．さら
に，深層学習を含めた最新の人工知能技術の応用例と応用時の課題，将来起こり得る課題に
ついて学習し，人工知能技術を使うことができる基礎力を習得する． 

講義の概要：
　最新の人工知能技術である深層学習の概要とさまざまな応用例，現在の課題，将来引き起
こされる問題を理解するため，以下の内容を講義する．

1.人工知能技術が再注目されてきている背景を説明する． 

2. 最新の人工知能技術である深層学習がどのような技術であり，どのような特徴を持つ
のか，長所と短所は何か，について講義する．

3. 深層学習を含む最新の人工知能技術の応用例について講義し，人工知能技術が社会生
活のさまざまな場面で利用が広がってきている現状を理解する．特に，注目される代表
例である自動運転を例にとり，人工知能技術の実用化に向けた課題とその解決策につい
て概説する．

4. 人工知能技術が実用化され，社会生活の中で利用されることに従い，新たに発生する
と考えられている代表的な問題である著作権や責任問題について講義し，人工知能が社
会に与える影響について議論する．

＜宿題＞
　講義内容に関する設問を講義の中で提示する．

第 12 回：人工知能とは何か -II-

・深層学習
・自動運転
・著作権問題
・責任問題
・社会への影響
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第 13 回：FinTech とは何か

講義の目的：
　最近注目を集めている FinTechや暗号通貨への理解を深め，これまで情報システムの大
きな顧客（投資元）であった金融業界にどのような影響を与えつつあるのかを学び，情報
通信技術が金融業界に与える影響の大きさを理解する．この影響に対応する一つの方法と
して，金融業界においてもオープン化の流れが加速していることを知り，金融のオープン
化がもたらす新しいサービスの登場について知識を深める．さらに金融業界の持つ金融仲
介，信用創造，決済の各機能を根本から変革する力を秘めており，その結果，社会生活全
体に大きな影響を与えることを学び，将来，そのような社会が到来した時に対処できる素
養を身に付ける．

講義の概要：
　FinTechの概要とそれが金融業界，社会全体に与える影響を理解するため，以下の内容
を講義する．

1. 電子通貨や暗号通貨という情報通信技術によりもたらされた新しい貨幣がどのよう
なものであるかを説明する．

2. 暗号通貨の一つであるビットコインの仕組み，ビットコインを支えるブロックチェー
ンの概要，それらを含めた FinTechの概要について講義する．

3. FinTechや電子通貨，暗号通貨，ブロックチェーンが金融業界に与える影響を学び，
金融のどのような機能がどのように変化していくのかを説明する．ブロックチェーン
については，金融業界に限らず，大量のデータを管理する必要があるさまざまな業務
の中で利用が可能であることを解説し，暗号通貨とブロックチェーンの正しい関係を
理解する．

4. FinTechに代表される情報通信技術により大きな影響を受ける金融業界がどのような
対応により事業を継続し，成長することを考えているのか，その対応の一つであるオー
プンバンク化とは何かについて概説する．

5. FinTechやオープンバンク化により，特定のサービスに特化した新しい企業が登場し
てきていることを講義する．

＜宿題＞
　講義内容に関する設問を講義の中で提示する．

・FinTech

・電子通貨
・暗号通貨
・ブロックチェーン
・オープンバンク化
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第 14 回：情報通信技術と事業モデル

・収益構造
・事業構造
・事業の特徴
・インターネット・サー
ビス
・クラウドサービス
・競争要因

講義の目的：
　企業の経営モデルと情報通信技術の関係の変遷を知り，情報通信技術を事業戦略に活用
できる事業企画能力を強化する．情報通信技術は，事業の効率化に利用されるだけではな
く，これまでにない全く新しい事業を生み出す基礎でもある．実際，新しく登場してくる
新興企業群は，いずれも情報通信技術を戦略的に活用し，その技術を用いた情報システム
を構築することで新しいサービスを立ち上げてきている．そこでまず情報企業の代表的な
事業の特徴である情報システムの構築の受託，パッケージソフトウェアの開発・販売，イ
ンターネットによるサービスの提供という各事業の収益構造や事業領域の特徴を理解す
る．それを元に収益構造や事業領域の特徴をふまえた今後の事業の方向性とそこにおける
クラウド・コンピューティングや最新の情報通信技術が与える影響について理解を深める．
これにより，今後の企業の事業の変化に対応できる能力を身に付ける．

講義の概要：
　企業が情報通信技術を経営にどのように取り入れているのか，新しく登場してきた企業
は情報通信技術によりどのような新しいサービスを提供しているのか，今後の情報通信技
術はどのように事業に取り入れられていくのか，について以下の内容を講義する．

1. インターネットの普及とともに登場してきた新興企業の事業モデルの特徴とその変
遷，これらの企業の収益が従来の企業と比べて非常に高い理由を説明する．

2. インターネットに関わる企業においても従来の企業と同様に成長エンジンを絶えず
作り出していく必要があることを講義する．

3. 情報通信技術の進歩が企業の事業戦略に大きな影響を与えていることとその変化の
速度が非常に速いことを学ぶ．

4. インターネットに関わる企業と情報システムの受託開発，パッケージソフトウェア
の開発・販売を主たる事業とする企業の事業の特徴の違いを概説する．

5. クラウド・コンピューティングの事業モデルとクラウド上でサービスを提供する企
業の事業モデルを解説し，クラウド上でサービスを提供する事業者に何が求められる
かを議論する．

＜宿題＞
　配布した課題について，設問に対する調査・検討結果を資料としてまとめる．
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第 15 回：先端情報システム技術の戦略的利用

・クラウド・コンピュー
ティング
・スケールアウト
・負荷変動
・投資適正化
・データ価値
・知識獲得

講義の目的：
　ここまで学んできたクラウド・コンピューティング，人工知能，データの利用の知識を
実際の利用事例に適用できる能力を身につける．特に，クラウド・コンピューティングを
利用したときの業務に与える影響や懸念事項を考え，その解決策を考えることができる力
と組織活動の中でデータが持つ価値を定量的に評価する力を習得する．それにより，単な
る知識だけでなく，その知識を使いこなす能力を習得する．

講義の概要：
　事例で与えられた検討事例にたいし，以下の点から検討を行い，発表する．発表した内
容をふまえ，理解度を確認するとともに不足している点や他の観点を補足し，先端の情報
技術に対する理解を深める． 

1. クラウド・コンピューティングを採用した場合，導入事例ではどのような情報シス
テムが構築されるかを説明する．

2.クラウド・コンピューティングは，導入事例の企業にとって具体的にどのような利
点があるのかを説明する．特に従来の情報システム構築に対する利点を検討し，議論
する．

3.クラウド・コンピューティングの利用を決定した場合，導入事例の企業の業務にど
のような影響があるかを利点と懸念事項のそれぞれの観点から検討し，議論する．

4.クラウド・コンピューティングの利用における懸念事項をどのように解決すればよ
いかを検討し，議論する．

5.組織が収集したデータの持つ価値をどのように評価することが妥当であるかを検討
し，議論する．同時に収集したデータの自組織における利用，他組織への提供に際し，
どのような点に留意する必要があるのかについて議論する．

6.人工知能技術におけるデータの利用方法，利用方法を踏まえたデータの価値につい
て検討し，議論する．

　これらを通し，最先端の情報技術の利用における業務上の利点と懸念事項を自分の言葉
で説明できる力を習得する．



実践・応用

成績評価法

オフィスアワー

連絡先

時間割

その他（連絡事項）

講義名・担当教員

講義の目的

講義の進め方

この講義を受講するために必要とする知識

テキスト・参考文献

予習・復習について
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科目ナンバー
　配布した資料の情報システム構築に関わる事例について各自が調査，検討，議論するこ
とにより，情報システム設計の講義で学んだ内容が実際の情報システム構築でどのように
使用されているかを知り，情報システム設計の知識と現実の情報システム構築の関係を習
得する．特に，先進的な取り組みを行なっている事例からは，導入目的や効果，情報シス
テムの構築過程における特徴や工夫点，成功要因を学ぶ．失敗した事例からは情報システ
ムを構築する工程のどこでどのような間違いを犯したことにより失敗したか，そのような
失敗を回避するためにどのようにするべきか，を学ぶ．これにより，情報システム設計で
得た知識を実際の情報システム構築に応用できる能力を身につけるとともにこれまで得た
知識を深める．

　授業科目「情報システム設計」を履修済か，同等の知識を持っていることが望ましい．

・ 受講者は，事前に配布された事例と事前に示された調査，議論の観点をふまえて自分
自身で事例に関する調査，検討を行ない，発表資料にまとめ，その内容を講義の際に発
表する（発表者以外の受講者も発表資料を整理すること）．発表者以外の受講者は，発
表者の発表内容に対する各自の意見，コメントを行ない，議論を進めていく．
・ 発表者は自分が希望する事例を選択して発表する．
・ 1回の講義では，1～ 2件の事例をとりあげる．
・ 事例を調査，検討する上で情報技術の知識が必要となる場合には，できるだけ自分自
身で調べ，発表の中で説明する．補足するべき事項，説明内容の間違い等があれば，講
義の中でその説明をする．

・テキスト：情報システムの構築や利用に関する事例に関する資料を最初の講義の際に配
　　　　布する．

・参考文献：講義資料以外の参考文献は以下の通り．それ以外の参考文献は必要に応じて
　　　　　  講義の中で紹介する．
 　   細川義洋『なぜ，システム開発は必ずモメるのか ?　49のトラブルから学ぶ
　　　　　  プロジェクト管理術』日本実業出版社，ISBN-13: 978-4534051158

　　　　　   産業能率大学情報マネジメント学部 ITコーディネータ高等教育研究会『ケー
　　　　      スで学ぶ ITコーディネータ・プロセス―経営に役立つ IT投資を推進できる
                      プロフェッショナルを育成する』産能大出版部，ISBN-13: 978-4382055667

　事例研究（情報システム設計）・樋地正浩 　前期　隔週火曜 3/4限

・講義，オフィスアワー
以外の時間で生じた疑問
や質問は電子メールで随
時，受け付ける．
・やむを得ず欠席する場合
は，事前に他の発表者と
調整すること．
・ 毎回，事例の説明の中に
ある不明な情報技術関連
の用語，事例に対する調
査・議論の観点について
各自が調査，検討し，発
表資料としてまとめるこ
と．

　隔週火曜日
　16:20-17:50

　hiji@tohoku.ac.jp

・発表内容（70%），及び議
論への参加度（30%）で
評価する．
・AA(90 点 以 上 )，　　　

A(80点以上 90点未満 )，
B(70点以上 80点未満 )，
C(60点以上 70点未満 )，
D(60点未満：不合格 )

・予習の中で，事例の説明の中にある不明な情報技術関連の用語，調査・議論の観点につ
   いて各自が調査，検討すること．
・ 他の人の発表内容と自分自身の調査，検討内容について復習し，自分自身に欠けている
   知識，課題発見能力を補っていくこと．

　EAC-ECM603
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第 1回：オリエンテーション
　講義の進め方の説明を行なった後，第 2回以降で使用する事例と各事例の発表者を決定する．発表者は，
履修者同士の話し合いで決定する．各事例については，まず対象となる企業・組織の概要を整理する．
＜宿題＞情報システム開発における失敗事例とその対処法について論点を踏まえた考察を行い，資料とし
て整理する．

第 2回：情報システム開発における失敗事例とその対処法
　実際の情報システム構築の失敗事例から失敗した場合の影響の大きさ，失敗の原因は何かについて考え，
議論する．さらに，失敗に陥らないためにどのようにすればよいかとそれらの方法が失敗を回避するため
になぜ必要かについて議論し，情報システム開発を成功に導くポイントを学習する．

第 3回：業務課題の抽出に関する事例
　業務上の課題を分析，抽出を行ない，抽出した課題のすべてが情報システムで解決されるのではなく，
費用や利用者の情報システムの活用能力をふまえて情報システムで解決する範囲を決定する必要性につい
て議論する．これにより，情報システムは，経営目標の達成に必要な業務上の課題を解決するために構築
されることを理解する．
＜宿題＞情報システム発注に関する事例と情報システム構築における納期遅延と品質上の問題に関する事
例について論点を踏まえた考察を行い，資料として整理する．

第 4回：情報システム発注に関する事例
　問題のある発注形態とその影響についての事例からその失敗を引き起こした原因は何か，なぜその原因
が発生したか，対応上の問題は何か，を考察し，議論する．さらにもう一つの対照的な創意工夫のある発
注事例から具体的にどのような工夫をしているか，そのような工夫がなぜ実現できているのかを考え，議
論する．これを通して，情報システムの発注と構築時のプロジェクト体制の重要性を学習する．

第 5回：情報システム構築における納期遅延と品質上の問題に関する事例
　情報システム構築において納期の遅延や品質上の問題が発生した事例から情報システム構築時の体制や
進捗管理にどのような問題があったか，本来どのようにするべきであったかを考察し，議論する．さら
に，情報システム構築に関わる企業や顧客の行動や問題への対処方法にどのような間違いがあったかを考
える．これらを通し，情報システム構築時に発生しやすい納期遅延や品質問題を事前に対処できる能力を
身につける． 

＜宿題＞情報システムのプロジェクト管理の事例とパッケージソフトウェアの導入事例について論点を踏
まえた考察を行い，資料として整理する．

第 6回：情報システムのプロジェクト管理に関する事例
　プロジェクト管理に失敗した事例と成功した事例のそれぞれの要因を議論する．失敗した事例では，失
敗の内容とその結果を整理し，設計・開発工程のプロジェクト管理の視点から，その失敗を引き起こした
原因は何か，問題発生後の対応上の問題は何か，問題発生後にどのような対応をするべきであったかを考
える．成功した事例では，設計・開発工程の中でどのような問題が発生する可能性があり，それにどのよ
うに対処することで成功に導いたか，を考える．この議論を通して，プロジェクトを適切に進める方法と
プロジェクト管理の重要性，特に課題発見時の対処方法の重要性を学習する．
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第 7回：パッケージソフトウェアの導入事例
　パッケージソフトウェアを利用した情報システムの導入においては，どのような選定基準で情報シス
テムの構築を委託する企業を選択するか，どのような問題が発生する可能性があるか，それらの問題の
発生を回避するために何をするべきか，を検討し，議論する．さらにパッケージソフトウェアにカスタ
マイズを行う場合の注意点について議論する．これらの議論を通し，パッケージソフトウェアを使用す
る場合の注意点に対する理解を深める．
＜宿題＞プロジェクトにリスクを抱えた情報システム構築の事例と既存システムからクラウド・コン
ピューティングへの移行の事例について論点を踏まえた考察を行い，資料として整理する．

第 8回：プロジェクトにリスクを抱えた情報システム構築の事例
　プロジェクトにリスクを抱えた情報システム構築の事例にたいし，プロジェクト開始時とプロジェク
ト進行中にどのようなリスクがあり，それをどのように解決するべきかを検討し，プロジェクトを推進
する際の注意点について議論する．さらに，プロジェクトを推進する上で発注契約はどのようにあるべ
きか，や方式設計時にどのような点に留意し，総合テストではそれを踏まえてどのようなテストを行っ
ておくべきであったかを議論する．これを通し，これまで学んだ内容を整理し，それを実際の情報シス
テム構築の中で応用する力を身につける．

第 9回：既存システムからクラウド・コンピューティングへの移行の事例
　既存の電子メールシステムをクラウド・コンピューティングの電子メールサービスに移行した背景と
理由について考え，クラウド・コンピューティングが普及している理由を考える．次いで，クラウド・
コンピューティングの電子メールサービスに移行する手順を整理し，いつの時点でどのような障害がな
ぜ発生したのか，それらの障害にどのように対応したのかについて議論する．それらを通して，クラウ
ド・コンピューティングへの移行に際し，どのような移行準備をしておくべきであったか，万が一障害
が発生した場合にどのような対応をするとよいかを理解する．
＜宿題＞要件定義に関する事例と要件定義に問題を抱える事例について論点を踏まえた考察を行い，資
料として整理する．

第 10回：要件定義に関する事例
　要件定義を上手に進めた事例について，予算を含む情報システム化計画，要件定義，情報システム構
築の進め方など，さまざまな視点からどのような工夫をしているかを整理し，成功要因と特徴について
議論し，要件定義では組織文化が影響を与えることを理解する．要件定義に問題があった事例では，情
報システム構築の経緯を整理し，いつどのような問題が発生したかをまとめ，さまざまな視点から問題
の発生した原因を分析し，議論する．それらを通し，要件定義の重要性と要件定義の確定と契約の関係
が重要であることを理解する．

第 11回：要件定義に問題を抱える事例
　実際の情報システム構築では，利用者の要望を聞き取り，情報システムに要求する内容を整理した要
件定義を作成することが重要である．ここでは，実際に要件定義を作成する中で問題が発生した事例に
ついて，その原因と回避策について発注側（顧客企業）と受託側（情報システム開発会社）のそれぞれ
の立場から議論する．それをとおし，現実の情報システム構築では，要件定義の作成の難しさがどこに
内在しているかを理解し，これまで学んだ内容を総合的に実際の情報システム構築の中で応用できる力
を身につける．
＜宿題＞情報システムの非機能要件に関する事例と情報システム開発体制の不備によるデータ統合問題
が発生した事例について論点を踏まえた考察を行い，資料として整理する．
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第 12回：情報システムの非機能要件に関する事例
　情報システムの構築においては，情報システムに要求する機能以外に情報システムを安心して快適に利
用できるかという非機能要件があることを学習し，非機能要件の検討が不十分な場合に発生する問題の大
きさを認識する．これを通し，非機能要件の重要性を理解すると同時に，非機能要件も情報システムの構
築の一部であることを理解する．

第 13回：情報システム開発体制の不備によるデータ統合問題が発生した事例
　顧客と複数の情報システム開発会社からなる情報システム構築でデータ統合に問題が発生した事例を対
象に，問題点の発生原因と事前の回避策について検討する．特に，開発体制に内在する問題点と関係各社
の責任，本来のあるべき姿，データ統合の責任と要件定義書の作成責任の関係について議論する．さらに
データ統合の責任が誰にあるか，どのようにするべきであったか，を発注側，受託側のそれぞれの立場か
ら考える．これを通し，現実のデータ統合の中に潜む問題点を発見できる能力を身につける．
＜宿題＞情報システム構築プロセスの事例について論点を踏まえた考察を行い，資料として整理する．

第 14回～第 15回：情報システム構築プロセスの事例
　企業の業務を分析し，業務の中に内在する問題点を明らかにし，その問題点を解決するために何が必要
かを考え，議論する．次に問題を解決するために構築する情報システムの効果をどのような指標で測定す
れば良いかを検討し，それに基づいて効果の試算を行う．そして，投資効果をふまえた情報システム構築
の優先順位をどのようにつけるか，情報システムで実現する機能をどのようにして決めるか，を議論する．
最後に，情報システムの構築後の新しい業務の流れの中に問題点が内在していないかを検証する．これら
を通して情報システムとして実現するべき機能の選定を行なえる能力を身につける．
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科目ナンバー

　統計学１・伊藤健 　前期　月曜 3限

　水曜日
　13:30-14:30　

・e-mailアドレス等について
は講義で連絡する .

・ 宿題等における疑問点を
質問するのは良いことで
すが，その前に自分で 1
日考え，悩み，調べるこ
とが重要です．
・ 統計に関する定理等につ
いて，その証明が高度で
難解なものは解説を割愛
し，利用法のみ説明しま
す．

・ 講義ではテキストの内容について説明し，それに応じた宿題を課す．
・ 原則として講義毎に宿題を課し，期日までの提出を求める．提出遅れや剽窃と判断され
るものは未提出として取り扱う．

　高等学校での数学（関数，数列）に関する知識は必要であり，行列を取り扱えることが
なお望ましい．

・テキスト : 小寺『新統計入門』裳華房．
・参考文献：石井，塩出，新森『確率統計の数理』裳華房．

　統計学の目標は様々な統計的推論を行うことであるが，そのためには確率変数の概念や，
大数の法則などを正しく理解する必要がある．しかし，専門職大学院の性格上，前提とさ
れる数学知識が備わっていない受講生の存在も予想される．そこで，本講義では確率統計
を理解するのに必要な微分積分などの概説を含め，データの整理，確率変数，代表的な分
布に限定した統計学の導入的内容と，統計的推論の根拠となる標本の概念を取り扱う．

・ 宿題（10%），理解度確認
セッション（90%）で評価
する．
・AA(90点以上 )，
  A(80 点 以 上 90 点 未 満 )，

B(70 点以上 80 点未満 )，
C(60 点以上 70 点未満 )，
D(60点未満：不合格 )

＜予習＞
・ 講義で扱う内容について，事前にテキストを読んで（勉強して）おくことは当然必要です．
＜復習＞
・課された宿題以外にも，関連文献を調べたり，他の問題を解くなど積極的な取り組み，
内容理解に努めなければなりません．

　EAC-ECM503
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　講義概要，講義の進め方，成績評価などについて説明を行う．
　各回の講義概要は以下の通りである．
第 1回：オリエンテーション
第 2回：微分法（1）
第 3回：微分法（2）
第 4回：積分法（1）
第 5回：積分法（2）
第 6回：データの整理（1）
第 7回：データの整理（2）
第 8回：データの整理（3）
第 9回：データの整理（4）
第 10回：確率変数（1）
第 11回：確率変数（2）
第 12回：代表的な分布（1）
第 13回：代表的な分布（2）
第 14回：標本分布
第 15回：理解度確認セッション

　（注）進捗状況により，多少前後することがあります． 

第 1 回：オリエンテーション
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確率統計を理解するのに必要な微分法について解説を行う．
1. 極限値の概念
2. 微分係数，導関数の定義と可微分性
3. 微分法の公式（累乗，和，差，積，商，合成関数）

＜宿題＞
　初回講義時に配布する問題集の「第 2回：微分法（1）」部分

第 2 回：微分法（1）

・極限値
・微分係数
・導関数
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複雑な関数の微分法，および偏微分法について解説を行う．
1. 自然指数関数，自然対数関数の導関数
2. 偏導関数

＜宿題＞
　初回講義時に配布する問題集の「第 3回：微分法（2）」部分

第 3 回：微分法（2）

・偏微分係数
・偏導関数
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確率統計を理解するのに必要な積分法について解説を行う．
1. 定積分と不定積分
2. 導関数との関係

＜宿題＞
　初回講義時に配布する問題集の「第 4回：積分法（1）」部分

第 4 回：積分法（1）

・定積分
・積分変数
・積分区間
・被積分関数
・原始関数
・不定積分
・積分定数
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定積分の計算方法について解説を行う．
1. 定積分の計算
2. 置換積分法
3. 部分積分法

＜宿題＞
　初回講義時に配布する問題集の「第 5回：積分法（2）」部分

第 5 回：積分法（2）

・積分の加法性
・置換積分
・部分積分
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第 6 回：データの整理（1）

様々な分析を行う際に，実験やアンケート調査等を行うことがあるが，収集された情報
（データ）から傾向や特徴を読み取る必要方法について解説を行う．
1. 収集されたデータを整理する度数分布表について
2. 収集されたデータを視覚的にとらえる度数分布図について

＜宿題＞
　テキストの練習問題 1.1

・度数
・階級
・度数分布表
・度数分布図（ヒストグラ
ム）
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第 7 回：データの整理（2）

前回講義内容とは異なり，収集された情報（データ）から傾向や特徴を定量的（客観的）に
読み取る基本的なツールについて解説を行う．
1. データ集団の中心的傾向を表す代表値（平均値，中央値，最頻値）について
2. データ集団の集散状況を表す散布度（分散，標準偏差）について

＜宿題＞
　テキストの練習問題 2.1～ 2.3

・平均値
・中央値（メディアン）
・最頻値（モード）
・分散
・標準偏差
・チェビシェフの定理
・変動係数
・四分偏差
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代表値，散布度の基本性質と，それらの実務的な計算方法について解説し，演習を行う．

＜宿題＞
　テキストの練習問題 3.1

第 8 回：データの整理（3）
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ここではデータが 2種類の情報（変量）をもつ場合に対し，それら変量間の関係を把握す
る方法について解説を行う．
1. 2変量データを座標平面上にプロットし，変量間の関係を視覚的に捉える相関図につい
て
2. 変量間の関係の強さを客観的に測る相関係数について
3. 既知のデータを利用して，未知の状態を予測する回帰直線について

＜宿題＞
　テキストの練習問題 4.1 

第 9 回：データの整理（4）

・相関係数
・散布図
・共分散
・回帰直線
・相関表
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統計的推論の仕組みを理解するのに必要な確率変数の概念を中心に解説する．
1. 通常の変数とは異なり，そのとり得る値に不確実性がともなう確率変数について
2. 分布関数とその性質について
3. 離散的確率変数と分布関数について
4. 連続的確率変数と分布関数，確率密度関数について
5. 確率変数で構成される関数の期待値（平均），分散について

＜宿題＞
　テキストの練習問題 5.1～ 5.6

第 10 回：確率変数（1）

・離散的確率変数
・連続的確率変数
・分布関数
・確率密度関数
・期待値
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確率変数を 2次元に拡張した場合の諸性質，および統計的推論に関係の深い大数の法則に
ついて解説を行う．
1. 同時分布関数と周辺分布関数，および同時確率密度関数と周辺確率密度関数の関係につ
いて
2. 確率変数の独立性が分布関数，確率密度関数に与える影響について
3. 2次元確率変数による関数の期待値について
4. 2つの確率変数の共分散，相関係数について
5. 大数の法則について

＜宿題＞
　テキストの練習問題 6.1～ 6.5

第 11 回：確率変数（2）

・同時確率分布
・確率変数の共分散
・期待値の線形性
・大数の法則
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確率変数が従う代表的な確率分布について，離散分布である二項分布，連続分布である正
規分布を紹介する．
1. ベルヌーイ試行について
2. 二項分布について
3. 正規分布について
4. 正規分布に従う確率変数に関する確率計算と標準化について

＜宿題＞
　テキストの練習問題 7.1～ 7.7

第 12 回：代表的な分布（1）

・二項分布
・ラプラスの定理
・正規分布
・標準正規分布
・正規分布の再生性
・ポアソン分布



学ぶべき用語
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講義の内容
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統計的推論において利用される代表的な統計量の分布とその性質を紹介する．
1.χ 2（カイ二乗）分布における分位点と上側確率の関係について
2. t分布における分位点と上側確率の関係について
3. F分布における分位点と上側確率の関係について

＜宿題＞
　テキストの練習問題 8.1～ 8.5 

第 13 回：代表的な分布（2）

・χ 2（カイ二乗）分布
・自由度
・t分布
・F分布



統計学１

学ぶべき用語

講義の内容
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統計的推論の妥当性を理解するのに必要な標本の概念について紹介する．
1. 母集団と標本について
2. 標本平均・分散について
3. 中心極限定理について

＜宿題＞
　テキストの練習問題 9.1～ 9.4 

第 14 回：標本分布

・全数調査
・標本調査
・母平均
・母分散
・標本平均
・標本分散
・中心極限定理
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講義の内容

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS

内容については未定

第 15 回：理解度確認セッション



展開

時間割講義名・担当教員
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科目ナンバー
　本科目は，経済経営学専攻の応用実証分析との共通科目となり，川内キャンパスで開講
されます．
　シラバスにつきましては，東北大学学務情報システム
（https://www.srp.tohoku.ac.jp/sa_qj/top.do）を参照してください。

　

　

　後期　隔週木曜 1・2限　統計学２・中島賢太

　

　

　EAC-ECM605
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講義の予定

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS



基礎

成績評価法

オフィスアワー

連絡先

時間割

その他（連絡事項）

講義名・担当教員

講義の目的

講義の進め方

この講義を受講するために必要とする知識

テキスト・参考文献

予習・復習について
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科目ナンバー

　計量経済分析１・千木良弘朗 　前期　火曜 4限

・ 宿題（40%），理解度確認
セッション（60%）で評価
する．
・AA(90点以上 )，　
  A(80 点 以 上 90 点 未 満 )，

B(70 点以上 80 点未満 )，
C(60 点以上 70 点未満 )，
D(60点未満：不合格 )

　月曜日
　12:00-13:00

　hiroaki.chigira.a5@tohoku.
ac.jp

・講義は日本語で行う．宿
題と理解度確認セッショ
ンは日本語で出題し，解
答は日本語か英語とする．

・テキストの内容を解説し，原則として 1章ごとに宿題を課す．Excelを使う宿題も課す
  予定．
・基本的に，2回の講義でテキストの 1章を終えるというペースで進む．
・理解度確認セッションを行う．

　統計学の基礎的な知識（経済学部の数理統計や会計大学院の統計学１に相当）を持って
いることを前提として講義を進める．会計大学院の統計学１の単位を修得済みであること
が望ましい．また，Excelの基本的な操作ができること．

・テキスト : 山本 拓 『計量経済学』 新世社 , 1995年 の 1章から 6章．
・参考文献：マダラ G.S.（和合肇訳） 『計量経済分析の方法［第 2版］』 シーエーピー出版 , 　
　　　　     1996年．
                   　 蓑谷 千凰彦 『計量経済学 ［第 3版］』 東洋経済新報社 , 1997年．
                        蓑谷 千凰彦 『計量経済学［第 2版］』 多賀出版 , 2003年．
                        田中 勝人 『計量経済学』 岩波書店 , 1998年．
・その他，必要に応じて講義の中で紹介する．

　計量経済学の主な目的は，経済データを使って現実の経済がどのような状況にあるのか
を探ることである．そのためには経済データを適切に分析するための手法が必要となるが，
ここではその手法（計量手法）を講義する．一口に計量手法と言っても様々なものが存在
するが，この講義は最も基礎的なものを扱う．基礎的な計量手法を実際に使えるようになっ
てもらうと共に，その理論的背景を理解してもらうのがこの講義の目的である．また，実
際の経済・金融・会計データを用いた実証分析の例も紹介する．

　この講義は一回ごとに独立した内容を扱うのではなく，基本的に前の講義内容を後の講
義で使うことになる．よって，講義内容はよく復習してもらいたい．その復習が，次の講
義の予習にもなる．復習にはテキストの章末にある練習問題を解くと良いだろう．

　EAC-ECM504



学ぶべき用語・ポイント
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講義の内容
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1. 計量経済学とは何かについて概観する．
　・計量経済学の目的と必要性
　・計量経済分析の基本的な枠組み（経済モデル，計量経済モデル，経済データ）
　・代表的な計量経済モデル，回帰モデルとは ?

2. 講義の具体的な内容・計画や他の授業科目との関連，講義の進め方，成績評価等につい
　て説明を行う．

・講義の具体的な内容
　第 1回： オリエンテーション
　第 2回：単純回帰モデル（1）
　第 3回：統計学の復習（1）
　第 4回：統計学の復習（2）
　第 5回：単純回帰モデル（2）
　第 6回：単純回帰モデル（3）
　第 7回：多重回帰モデル（1）
　第 8回：多重回帰モデル（2）
　第 9回：回帰モデルの関数型
　第 10回： 特殊な説明変数
　第 11回：複数の回帰パラメーターに対する検定
　第 12回： 構造変化の検定
　第 13回： 実証分析例（1）
　第 14回：実証分析例（2）
　第 15回：理解度確認セッション

進捗状況に応じて，多少の変更をすることもある．

第 1 回：オリエンテーション

・経済モデル
・計量経済モデル
・経済データ



計量経済分析１

学ぶべき用語・ポイント

講義の内容
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1. 第 1回の講義で導入した回帰モデルの簡単なケース，単純回帰モデルを扱う．今回の講
　義では，単純回帰モデルの計量経済分析をきちんと行うのではなく，まずは単純回帰モ
　デルにデータを当てはめてみる．そして，当てはめた結果を見ながら，モデルの計量経
　済分析の必要性を解説する．
　 ・ どのようにデータを単純回帰モデルに当てはめるか（回帰パラメーターと最小 2乗法）
　・当てはめの結果は（推定残差と決定係数）?

2. 宿題を課す．
　・テキスト 2章の練習問題等（講義の中で指示）

第 2 回：単純回帰モデル（1）

・単純回帰モデル
・最小 2乗法
・最小 2乗推定値
・決定係数



学ぶべき用語・ポイント
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講義の内容
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1.  第 2回の講義で導入した推定残差に基づいて，計量経済分析で統計学が必要となる理
由を説明する．その後で，テキストの付録 Aに基づいて統計学の復習を行う．
　・推定残差とその取り扱い（確率と確率変数）
　・確率変数の特性（確率分布，期待値，分散）
　・確率変数としてのデータ（母集団と標本分布）

 2. 宿題を課す．
　・問題は講義の中で指示

 3. 統計学の参考文献は以下の通り．
 　・刈屋 武昭・勝浦 正樹 『統計学』 東洋経済新報社 , 1994年．
　・宮川 公男 『基本統計学［第 3版］』 有斐閣 , 1999年．
 　・田中 勝人 『統計学』 新世社 , 1998年．

第 3 回：統計学の復習（1）

・記述統計分析
・推測統計分析
・確率
・確率変数
・期待値
・分散
・正規分布



計量経済分析１

学ぶべき用語・ポイント

講義の内容
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1. テキストの付録 Bに基づいて統計学の復習を行う．
　・データを使ったパラメーターへのアプローチ 1（点推定）
　・データを使ったパラメーターへのアプローチ 2（区間推定）
　・データを使ったパラメーターへのアプローチ 3（検定）

2. 宿題を課す．
　・問題は講義の中で指示

第 4 回：統計学の復習（2）

・点推定
・区間推定
・不偏性
・効率性
・一致性
・大数の法則
・中心極限定理
・検定
・小標本検定
・大標本検定
・帰無仮説
・対立仮説
・有意水準



学ぶべき用語・ポイント
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講義の内容
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　第 3，4回の講義で行った統計学の復習に基づいて，単純回帰モデルの計量経済分析を
行う．ここでの内容は，第 2回の講義内容を統計学的視点から捉えなおしたものとも言え
る．
　・単純回帰モデルへの確率変数の導入（誤差項）
　・回帰パラメーターの統計的推定（最小 2乗推定）
　・最小 2乗推定量の性質

第 5 回：単純回帰モデル（2）

・誤差項
・最小 2乗推定量
・ガウス・マルコフの定理



計量経済分析１

学ぶべき用語・ポイント

講義の内容
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第 6 回：単純回帰モデル（3）

1. 計量経済学における統計的検定や予測の必要性を解説し，単純回帰モデルのパラメー
   ターに対する検定と被説明変数の予測を行う．
　・最小 2乗推定量の分布と検定統計量の分布
　・回帰パラメーターに対する検定（t検定）
　・被説明変数の予測（点予測，区間予測）
　・単純回帰モデルのまとめ

2. 宿題を課す．
　・テキスト 3章の練習問題等（講義の中で指示）

・t検定
・t分布
・予測



学ぶべき用語・ポイント
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講義の内容
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第 7 回：多重回帰モデル（1）

　これまでの講義で扱ってきた単純回帰モデルには説明変数が 1つしかなかった．このま
までは実際に経済データを分析するには制約が大きすぎると考えられる．そこで，今回の
講義では説明変数の数を増やした多重回帰モデルを紹介する．多重回帰モデルの統計的推
定や検定の方法は，単純回帰モデルのそれと本質的に変わらない．しかし，多重回帰モデ
ルの解釈は単純回帰モデルとは異なる部分があるため注意が必要である．
　・多重回帰モデルの導入
　・多重回帰モデルの推定と検定
　・多重回帰モデルの解釈（偏回帰パラメーター）

・多重回帰モデル
・見せかけの相関



計量経済分析１

学ぶべき用語・ポイント

講義の内容
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1. 多重回帰モデルには，単純回帰モデルでは発生しなかった，いくつかの困った問題があ
   る．ここでは，それらの問題を解説し，その解決法を紹介する．
　・多重共線性
　・決定係数の落とし穴
　・説明変数の過不足とその影響
　・多重回帰モデルのまとめ

2. 宿題を課す．
　・テキスト 4章の練習問題等（講義の中で指示）

第 8 回：多重回帰モデル（2）

・多重共線性
・自由度修正済み決定係数



学ぶべき用語・ポイント
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講義の内容
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1. ここまでの講義では，回帰モデルの関数型がいわゆる線形であるとしてきた．しかし，
   回帰モデルの関数型は，経済理論や経済データに応じて，線形でなくなることもある．
   そこで，いくつかの非線形な回帰モデルを紹介し，その分析法を解説する．
　・説明変数について非線形な回帰モデル
　・対数線形モデル
　・回帰パラメーターについて非線形な回帰モデル

2. 今回の講義では，指定したテキストだけではなく，以下の参考文献の 7章も一部で使う．
　・Greene, W.H., Econometric Analysis , 5th ed., Prentice-Hall, 2002．

第 9 回：回帰モデルの関数型

・非線形回帰モデル
・対数線形モデル
・限界性向
・弾力性



計量経済分析１

学ぶべき用語・ポイント

講義の内容
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1. 前回の講義では回帰モデルの関数型を経済理論や経済データに応じて拡張したが，今
回の講義では経済理論や経済データに応じて導入される特殊な説明変数について解説す
る．
　・ダミー変数
　・トレンド変数

2. 宿題を課す．
　・テキスト 5章の練習問題等（講義の中で指示）

第 10 回：特殊な説明変数

・一時的ダミー変数
・定数項ダミー変数
・季節ダミー変数
・係数ダミー変数
・トレンド変数



学ぶべき用語・ポイント
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講義の内容
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　ここまでの講義では，回帰パラメーターに対する検定を行うときにはパラメーター 1個
ずつに行ってきた．しかし，特に多重回帰モデルにおいては，複数の回帰パラメーターに
同時に検定を行ったり，複数の回帰パラメーターにまたがる検定を行ったりする必要性が
ある．ここでは，そのような検定の方法を説明し，その後でいくつかの具体的な例を紹介
する．
　・複数の仮説とその検定（F検定）
　・F検定の便利な表現
　・F検定の例

第 11 回：複数の回帰パラメーターに対する検定

・F検定
・F分布
・カイ 2乗分布



計量経済分析１

学ぶべき用語・ポイント

講義の内容
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1. 現実の経済には大きなショックが起こることがあり，そのショックによって経済構造が
変化する可能性がある．例えば 1970年代の石油ショックや 1990年代のバブル崩壊など
である．経済構造に変化があったかどうかを調べるのは計量経済学の重要な役割である
ので，今回の講義では，回帰モデルと第 11回の講義内容に基づき構造変化の検定法を
紹介する．
　・回帰モデルにおける構造変化
　・構造変化の定式化
　・F検定を使った構造変化の検定

2. 宿題を課す．
　・テキスト 6章の練習問題等（講義の中で指示）

第 12 回：構造変化の検定

・構造変化
・Chow検定
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講義の内容
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　これまで講義してきた計量手法を使った実証分析を紹介する．経済・金融データに関す
る文献を扱う予定．

第 13 回： 実証分析例（1）



計量経済分析１

講義の内容
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　前回に引き続き，実証分析例を紹介する．会計データに関する文献を扱う予定．

第 14 回：実証分析例（2）
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講義の内容
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　これまでの 14回の講義の内容についての理解度確認セッションを行う．

第 15 回：理解度確認セッション



展開

成績評価法

オフィスアワー

連絡先

時間割

その他（連絡事項）

講義名・担当教員

講義の目的

講義の進め方

この講義を受講するために必要とする知識

テキスト・参考文献

予習・復習について
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科目ナンバー

　計量経済分析２・千木良弘朗 　前期　火曜 3限

・ 宿題（40%），理解度確認
セッション（60%）で評価
する．
・AA(90点以上 )，
  A(80 点 以 上 90 点 未 満 )，

B(70 点以上 80 点未満 )，
C(60 点以上 70 点未満 )，
D(60点未満：不合格 )

　月曜日
　12:00-13:00

　hiroaki.chigira.a5@tohoku.
ac.jp

・講義は日本語で行う．宿
題と理解度確認セッショ
ンは日本語で出題し，解
答は日本語か英語とする．

・テキストの内容を解説し，原則として 1章ごとに宿題を課す．
・基本的に，2回の講義でテキストの 1章を終えるというペースで進む．
・理解度確認セッションを行う．

　経済学部の計量分析か会計大学院の計量経済分析１の単位を修得済みであること．また，
TSPの基本的な操作ができると望ましい．

・テキスト：山本 拓 『計量経済学』 新世社 , 1995年 の 7章から 11章． 

・参考文献：田中 勝人 『計量経済学』 岩波書店 , 1998年．  

                       縄田 和満『TSPによる計量経済分析入門［第 2版］』 朝倉書店 , 2006年．
                     マダラ G.S.（和合肇訳） 『計量経済分析の方法［第 2版］』 シーエーピー出版 , 

　　　　　  1996年．
      　　　     蓑谷 千凰彦 『計量経済学［第 3版］』 東洋経済新報社 , 1997年．
          　　     蓑谷 千凰彦 『計量経済学［第 2版］』 多賀出版 , 2003年．
                       Greene, W.H., Econometric Analysis , 5th ed., Prentice-Hall, 2002．

　計量経済学の主な目的は，経済データを使って現実の経済がどのような状況にあるのか
を探ることである．そのためには経済データを適切に分析するための手法が必要となるが，
ここではその手法（計量手法）を講義する．一口に計量手法と言っても様々なものが存在
するが，この講義ではやや発展的なものを扱う．講義の流れとしては，基礎的な計量手法
を用いる際にどのような問題が発生するかを示し，それを解決するために発展的な手法を
導入するという形になるので，基礎的な計量手法の知識は前提とする．発展的な計量手法
が様々な問題に対しどうアプローチするかという理論的背景を理解してもらい，それらの
手法を実際に使えるようになってもらうのがこの講義の目的である．また，この講義では，
計量手法を身につけてもらうために TSP等を使った簡単なデータ分析も行う．

　復習をきちんと行ってもらいたい．その復習が，次の講義の予習にもなる．復習にはテ
キストの章末にある練習問題を解くと良いだろう．

　EAC-ECM606
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講義の内容
学ぶべき用語・ポイント

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS

1. 計量経済学とは何か，発展的な計量手法の必要性について概観する．
　・計量経済学の目的と必要性
　・計量経済分析の基本的な枠組み（経済モデル，計量経済モデル，経済データ）
　・様々な計量手法

2. 講義の具体的な内容・計画や他の授業科目との関連，講義の進め方，成績評価等につい
て説明を行う．

・講義の具体的な内容
　第 1回：オリエンテーション
　第 2回：回帰モデルの復習
　第 3回：分布ラグモデル（1）
　第 4回：分布ラグモデル（2）
　第 5回：誤差項の不均一分散（1）
　第 6回： 誤差項の不均一分散（2）
　第 7回：誤差項の系列相関（1）
　第 8回：誤差項の系列相関（2）
　第 9回：誤差項の系列相関（3）
　第 10回： 説明変数と誤差項の相関（1）
　第 11回：説明変数と誤差項の相関（2）
　第 12回：同時方程式モデル（1）
　第 13回：同時方程式モデル（2）
　第 14回：同時方程式モデル（3）
　第 15回：理解度確認セッション

進捗状況に応じて，多少の変更をすることもある．

第 1 回：オリエンテーション

・経済モデル
・計量経済モデル
・経済データ



計量経済分析２

講義の内容
学ぶべき用語・ポイント
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　この講義に必要な知識を確認するため，回帰モデルの復習を行う．後の講義では，基礎
的な回帰分析に必要な仮定が満たされないときに発生する問題を解決する，という形で発
展的な手法を導入するため，その仮定に重点を置いて復習する．
　・回帰モデル
　・回帰モデルの最小 2乗（ordinary least squares, OLS）推定
　・OLS推定量の性質
　・回帰パラメーターの検定
　・基礎的な回帰分析の仮定とその意味

第 2 回：回帰モデルの復習

・単純回帰モデル
・多重回帰モデル
・OLS

・決定係数
・OLS推定量
・不偏性
・一致性
・効率性
・ガウス・マルコフの定理
・小標本検定
・t検定
・F検定
・大標本検定
・見せかけの相関
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講義の内容
学ぶべき用語・ポイント
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　現実の経済活動では，ある活動の影響が遅れ（ラグ）を持って経済に影響を与えること
がしばしばある．例えば，ある企業が研究開発投資を行ってもすぐにその企業の利潤が上
がるわけではなく，研究の成果が表れる何年か後になって上がると考えられる．このよう
な効果を考慮するために開発されたのが分布ラグモデルである．一口に分布ラグモデルと
言っても色々なモデルがあるので，今回と次回の 2回に分けて解説する．
　・分布ラグモデルと短期・長期効果
　・多項式ラグモデル

第 3 回：分布ラグモデル（1）

・分布ラグモデル
・衝撃乗数
・均衡乗数
・多項式ラグモデル



計量経済分析２

講義の内容
学ぶべき用語・ポイント
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1. 前回に引き続き，分布ラグモデルを解説する．分布ラグモデルの背景にある経済モデル
についても言及する．
　・幾何分布ラグモデル
　・ラグ付き内生変数を含むモデル

2. 宿題を課す．
　・テキスト 7章の練習問題等（講義の中で指示）

第 4 回：分布ラグモデル（2）

・幾何分布ラグモデル
・ラグ付き内生変数
・適応的期待モデル
・部分調整モデル
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講義の内容
学ぶべき用語・ポイント
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　ここまでの講義では，回帰モデルの誤差項の分散は均一であるとしていた．しかし，実
際の経済データが均一分散という仮定を満たす保証は無い．ここでは，回帰モデルの誤差
項に不均一分散があるときのモデルの推定を扱う．誤差項に不均一分散があるとどのよう
な問題が生じ，それはどう解決するのかを解説する．
　・誤差項の不均一分散
　・誤差項に不均一分散があるときの OLS推定とそれに基づく検定
　・OLSより望ましい推定法（加重最小 2乗法（weighted least squares, WLS））

第 5 回：誤差項の不均一分散（1）

・不均一分散
・WLS



計量経済分析２

講義の内容
学ぶべき用語・ポイント
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1. 前回の講義で紹介したWLSは，不均一な誤差項の分散をモデル化できることを前提とし
　ていた．しかし，実際には誤差項の分散に特定のモデルを置くことは難しい．そこで，　
　今回は不均一な分散のモデル化をしないで不均一分散の問題に対処する方法を紹介する．
　また，誤差項に不均一分散があるかどうかを検定する方法も解説する．
　・不均一分散がある場合における OLS推定量の分散の一致推定
　・不均一分散の検定

2. 宿題を課す．
　・テキスト 8章の練習問題等（講義の中で指示）

第 6 回：誤差項の不均一分散（2）

・ホワイトの分散推定量
・ブルーシュ・ペーガンの
検定
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講義の内容
学ぶべき用語・ポイント
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　ここまでの講義では，回帰モデルに系列相関は無いと仮定していた．しかし，時系列の
経済データを用いる際には誤差項の系列相関を疑う必要がある．そこで，今回の講義では
回帰モデルの誤差項に系列相関があるときのモデルの推定法を扱う．系列相関があるとど
のような問題が生じるかを解説し，その解決法を紹介する．
　・時系列データと系列相関
　・誤差項の系列相関
　・OLSより望ましい推定（コクラン・オーカット法）

第 7 回：誤差項の系列相関（1）

・時系列データ
・系列相関
・自己回帰（autoregressive, 

AR）モデル
・1階の自己回帰（first-order 

autoregressive, AR(1)）モデ
ル
・コクラン・オーカット法



計量経済分析２

講義の内容
学ぶべき用語・ポイント
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　前回の講義では，誤差項が AR(1)モデルに従うことを前提にコクラン・オーカット法
を紹介したが，今回は別の解決法を紹介する．また，誤差項が AR(1)モデルに従ってい
るかどうかの検定法も紹介する．
　・ラグ付き内生変数と誤差項の系列相関
　・ラグ付き内生変数を使った系列相関の除去
　・誤差項の系列相関の検定（ダービン・ワトソン検定）

第 8 回：誤差項の系列相関（2）

・ラグ付き内生変数
・ダービン・ワトソン検定
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講義の内容
学ぶべき用語・ポイント

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS

1. 前回紹介したラグ付き内生変数を使った系列相関の除去法で，本当に系列相関が除去
できたかどうかの検定を解説する．また，ダービン・ワトソン検定が誤差項が AR(1)

モデルに従うかどうかを検定したのに対し，より高度のp 階の自己回帰（p th-order 

autoregressive, AR(p )）モデルを想定した検定を紹介する．
　・ラグ付き内生変数があるときの誤差項の系列相関の検定
　・誤差項に AR(p )モデルを仮定した検定

2. 宿題を課す．
　・テキスト 9章の練習問題等（講義の中で指示）

第 9 回：誤差項の系列相関（3）

・h検定
・m検定
・ルユング・ボックス検定



計量経済分析２

講義の内容
学ぶべき用語・ポイント
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第 10 回：説明変数と誤差項の相関（1）

　ここまでの講義では，説明変数は確率変数ではなく定数としてきた．しかし，実際の経
済データを用いるときには定数という仮定は現実的ではない．説明変数が確率的であるこ
とを許すと，説明変数が誤差項と相関する可能性が生じる．ここでは，説明変数と誤差項
の相関が招く問題を示し，その解決法を紹介する．
・確率的な説明変数
・説明変数と誤差項の相関
・操作変数法
・2段階最小 2乗法（two stage least squares, 2SLS）

・内生性
・内生変数
・操作変数
・操作変数法
・2SLS
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講義の内容
学ぶべき用語・ポイント
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第 11 回：説明変数と誤差項の相関（2）

1. 前回の講義では説明変数と誤差項が相関するときの解決法を紹介したが，今回はそのよ
うな相関が起きる具体的な例をいくつか紹介する．
　・データの観測誤差
　・必要な説明変数の除外
　・ラグ付き内生変数と誤差項の系列相関の併存

2. 宿題を課す．
　・テキスト 10章の練習問題等（講義の中で指示）

・過少定式化
・過剰定式化
・観測誤差
・ハウスマン検定
・ウー・ハウスマン検定



計量経済分析２

講義の内容
学ぶべき用語・ポイント
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　ここまでの講義で扱ってきた回帰モデルは単一の式であった．しかし，実際には，単一
の式で経済構造をモデル化することが不適切な場合がある．例えば，物価を説明する回帰
モデルを考えるならば，同時に物価と密接な関連があると思われる賃金を説明する回帰モ
デルも考えるべきだろう．このときには，物価と賃金の 2本の式からなる回帰モデルが導
かれる．ここでは，このような複数の式からなる回帰モデル（同時方程式モデル）を扱う．
　・同時方程式モデル
　・内生変数と外生変数
　・モデルの構造型
　・構造型の識別性

第 12 回：同時方程式モデル（1）

・同時方程式モデル
・構造型
・識別性
・正確に識別
・過剰に識別
・識別不能
・次数条件
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講義の内容
学ぶべき用語・ポイント
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　前回の講義で導入した同時方程式モデルの推定法を解説する．単一の方程式を考えてい
たときには発生しなかった問題（同時方程式バイアス）とその解決法に焦点を当てて解説
する．
　・同時方程式バイアス
　・モデルの誘導型
　・誘導型と構造型の関係
　・誘導型の推定
　・構造型の推定
　・間接最小 2乗法（indirect least squares, ILS）と 2SLS

第 13 回：同時方程式モデル（2）

・同時方程式バイアス
・誘導型
・ILS



計量経済分析２

講義の内容
学ぶべき用語・ポイント
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1. 前回の講義までで同時方程式モデルの推定法を解説した．今回は，モデルが正しく推定
   されているかどうかの評価法を解説する．また，推定されたモデルを使ってのシミュレー
   ションにも言及する．
　・同時方程式モデルの評価
　・同時方程式モデルを使ったシミュレーション

2. 宿題を課す．
　・テキスト 11章の練習問題等（講義の中で指示）

第 14 回：同時方程式モデル（3）

・パーシャルテスト
・トータルテスト
・ファイナルテスト
・静学的シミュレーション
・動学的シミュレーション
・衝撃乗数
・累積乗数
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講義の内容
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　これまでの 14回の講義の内容についての理解度確認セッションを行う．

第 15 回：理解度確認セッション



基礎

成績評価法

オフィスアワー

連絡先

時間割

その他（連絡事項）

講義名・担当教員

講義の目的

講義の進め方

この講義を受講するために必要とする知識

テキスト・参考文献

予習・復習について

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS 531

科目ナンバー

　金融行政１・大橋達郎 　前期　火曜 2限

①公認会計士試験の出題範囲である「商法」「企業法」「金融商品取引法」に関する基礎的
知識を習得
②長らく金融行政に携わった担当教員の経験から，直接金融に対する行政の実態や問題点
を説明

①講師作成の資料を中心とした講義
②理解度確認セッションを 2回

　金融について興味を持ち学習する意欲を持つこと

・出席状況（2点× 15回＝
30点，但し 11回以上出
席数のない方は不合格），
理解度確認セッションの
点数（40点+30点＝70点）
で評価する．
・AA(90点以上 )，
  A(80点以上 90点未満 )，

B(70点以上 80点未満 )，
C(60点以上 70点未満 )，
D(60点未満：不合格 )

　授業終了後　

　022-217-6286
　tatsuro.oohashi.e2@tohoku.ac.jp

　

　講師が作成した資料　
　伊藤靖史他『会社法』
　小谷 融『金融商品取引法の基礎知識』 

　各回授業において説明

　EAC-LAW501
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講義の内容
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講義の概要：講義の目的・進め方等についての説明
講義の予定：
第 2回：民法（基礎）
第 3回：商法①
第 4回：商法②
第 5回：会社の概念①
第 6回：会社の概念②
第 7回：会社の概念③
第 8回：外部機関への視察（要調整）
第 9回：理解度確認セッション 1

第 10回：委員会等設置会社
第 11回：金融商品取引法，金融商品取引業者，取引所
第 12回：企業の発行開示と継続開示
第 13回：企業支配に関する開示制度，企業の開示例
第 14回：不公正な取引の規制，企業の事例
第 15回：理解度確認セッション 2

※講義の順序，内容等について，変更あり

＜宿題＞
　商法及び会社法の該当部分を確認

第 1 回：講義説明



金融行政１

講義の内容
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講義の目的： 金融及び商法，会社法等の学習にあたり，役に立つ民法の基礎的な考え方につ
いて学習

講義の概要：以下の通り
1. 民法の基本原理
2. 権利の種類，主体と客体
3. 占有権と所有権，用益物権
4. 債権担保：物的担保，人的担保
5. 債権の譲渡と消滅原因
6. 「善意」「悪意」及び「過失」の概念

＜宿題＞
　商法及び会社法の該当部分を確認

第 2 回：民法（基礎）
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講義の内容
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講義の目的： 商法における，会計の基礎となる用語や概念について確認
　更に，商法の理解を容易にする民法の概念についての一部を紹介

講義の概要：以下の点を確認
1. 商人・商行為の概念
2. 商業使用人
3. 商業登記と商号
4. 営業の譲渡

＜宿題＞
　会社法の該当部分を確認

第 3 回：商法①



金融行政１

講義の内容

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS 535

講義の目的： 引き続き，会計の基礎となる商行為法の用語や概念について確認

講義の概要：以下の点を確認
1. 商行為法総論
2. 商事売買
3. 交互計算
4. 匿名組合
5. 代理商，仲立・取次ぎ
6. 運送営業など

＜宿題＞
　会社法の該当部分を確認

第 4 回：商法②
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講義の内容
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講義の目的： 会社法における会計の基礎となる用語や企業の概念について確認

講義の概要：以下の点を確認
1. 「会社法」とは
2. 会社法の役割と構成，総論
3. 会社の設立：発起設立と募集設立，定款，出資，役員，無効・不成立

＜宿題＞
　金融商品取引法の該当部分を確認

第 5 回：会社の概念①
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講義の内容
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講義の目的： 引き続き会社法における，会計の基礎となる用語や企業の概念について確認

講義の概要：以下の点を確認
1. 株式とは
2. 株式平等原則
3. 株式の種類
4. 株式：譲渡・担保，自己株式の取得・処分，株主名簿など
5. 主な機関とは
6. 株主総会
7. 取締役
8. 取締役会
9. 代表取締役
10. 監査役

＜宿題＞
　金融商品取引法の該当部分を確認

第 6 回：会社の概念②
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講義の内容
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講義の目的： 引き続き会社法における，会計の基礎となる用語や企業の概念について確認

講義の概要：以下の点を確認
1. 会計参与，会計監査人
2. 委員会設置会社
3. 資金調達
4. 計算
5. 他　社債，定款変更，事業譲渡，解散・清算，持分会社など

＜宿題＞
　金融商品取引法の該当部分を確認

第 7 回：会社の概念③



金融行政１

講義の内容
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講義の目的：金融の現場での雰囲気や，お金に対する実感を持つこと

講義の概要：日本銀行仙台支店の見学予定
詳細は講義の中で紹介（調整により変更あり）

第 8 回：外部機関への視察（要調整）
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講義の内容
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理解度確認セッション 1を実施

＜宿題＞
　金融商品取引法の該当部分を確認

第 9 回：理解度確認セッション 1
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講義の内容
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講義の目的：  委員会等設置会社について，全体像を確認し，更に，現状分析と問題点に
ついて理解

講義の概要：以下の点を確認
1. 監査役会等設置会社，指名委員会等設置会社，監査等委員会設置会社
2. 問題点，法律面での対応
3. コーポレートガバナンスコード
4. 多重代表訴訟制度など

＜宿題＞
　金融商品取引法，金融商品取引業者，取引所について

第 10 回：委員会等設置会社
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講義の内容
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講義の目的： 金融商品取引法について，全体像を確認します．更に，金融商品取引業者と
取引所について理解．

講義の概要：以下の点を確認
1.金融商品取引法の全体像
2. 金融商品取引業者，取引所
3. 有価証券の基本的内容

＜宿題＞
　企業の発行開示と継続開示について

第 11 回：金融商品取引法．金融商品取引業者．取引所
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講義の内容
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講義の目的： 金融商品取引法における開示制度，有価証券届出書，目論見書，有価証券通
知書，発行登録制度について理解し，さらに継続開示の全体像，及びその際の開示書類の
内容や提出時期等について理解する．

講義の概要：以下の点を確認
1.発行開示制度，募集と売り出し
2. 有価証券届出書，目論見書，有価証券通知書
3. 発行登録制度
4. 継続開示制度の概要
5. 流通市場開示書類の提出時期，方法，期間等
6. 監査証明制度

＜宿題＞
　企業支配に関する開示制度について

第 12 回：企業の発行開示と継続開示
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講義の内容
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講義の目的： 企業支配に関する開示制度について理解

講義の概要：以下の点を確認
1.公開買い付け（TOB）
2.大量保有開示
3. マクドナルド，大塚家具の開示事例

＜宿題＞
　不公正取引について

第 13 回：企業支配に関する開示制度，企業の開示事例
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講義の内容

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS 545

講義の目的： これまで説明してきた開示の実効性・公正確保のための制度，その他の公正
取引規制について理解
　更に近年注目を浴びた企業の事例をその時点での開示書類で検証

講義の概要：以下の点を確認
1. 開示の実効性確保の必要性
2. 公正取引規制
3. 東芝，SHARP，ソフトバンクなど

＜復習及び予習＞
　理解度確認セッション 2の準備

第 14 回：不公正な取引の規制，企業の事例
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講義の内容
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　受講生の理解度を測定する為に，理解度確認セッション 2を実施

第 15 回：理解度確認セッション 2



展開

成績評価法

オフィスアワー

連絡先

時間割

その他（連絡事項）

講義名・担当教員

講義の目的

講義の進め方

この講義を受講するために必要とする知識

テキスト・参考文献

予習・復習について

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS 547

科目ナンバー

　金融行政２・小川恭史 　後期　月曜 3限

　金融庁においては，金融機関に対する検査・監督を実施しているが，これまでのやり方
を見直し，「金融検査・監督の考え方と進め方（検査・監督基本方針）」を今年６月に打ち
出したところである．今後の金融行政や求められる金融機関の在り方などについて，その
背景も含めて理解することを目的とする．

①講師作成の資料を中心とした講義
②理解度確認セッション 1回

　金融について興味を持ち学習する意欲を持つこと

・出席状況（2点× 15回＝
30点（但し 11回以上出席
数のない方は不合格）），理
解度確認セッションの点数

  （70点）で評価する．
・AA(90点以上 )，
  A(80 点以上 90 点未 満 )，

B(70 点以上 80 点未満 )，
C(60 点以上 70 点未満 )，
D(60点未満：不合格 )

　水曜日
　16：15-17：15

　022-217-6286
　yasushi.ogawa.d6@tohoku.ac.jp

テキスト：なし（講師作成の資料等を使用）
参考文献：全国銀行協会企画部金融調査室編「図説わが国の銀行［10訂版］」財経詳報社，
　　　　2017年．
　　　　   このほか，必要に応じ講師が講義の中で紹介する．
　

＜予習＞
・参考文献等で次回講義の内容を予め把握すること
＜復習＞
・講義で使用した資料等で内容を理解すること

　EAC-LAW601
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講義の内容
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講義の概要：講義の目的・進め方等について

講義の予定　　　　　
第 2回：我が国の金融構造と金融機関
第 3回：金融庁と日本銀行
第 4回：銀行の財務諸表とディスクロージャー
第 5回：銀行に対する規制
第 6回：預金保険機構
第 7回：地域経済活性化支援機構 

第 8回：災害発生時の対応
第 9回：金融検査・監督の見直し
第 10回：金融庁の重要施策①
第 11回：金融庁の重要施策②
第 12回：金融庁の重要施策③
第 13回：金融庁の重要施策④
第 14回：東北地方の金融機関の取組み等
第 15回：理解度確認セッション

※金融機関を巡る環境の変化や金融審議会などにおける議論等を受けて，講義の順序，内容
等について変更する場合がある．

第 1 回：講義説明



金融行政２

講義の内容
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講義の目的：我が国の金融構造や銀行の基本的機能など，金融に関する基本的な知識につ
いて理解する．

講義の概要：以下の通り
1. 我が国の金融構造
2. 銀行の基本的機能（資金仲介機能，信用創造機能，資金決済機能）
3. 銀行の固有業務（預金業務，貸出業務，為替業務）
4. 金融機関の種類

第 2 回： 我が国の金融構造と金融機関
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講義の内容
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講義の目的：金融機関を監督する金融庁及び我が国の中央銀行である日本銀行の役割につい
て理解する．また，日本銀行が実施している最近の金融緩和策についても概要を理解する．

講義の概要：以下の通り
1. 金融庁の役割
2. 日本銀行の役割
3. 日本銀行による最近の金融緩和策

第 3 回： 金融庁と日本銀行
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講義の内容
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講義の目的：銀行は，会社法・金融商品取引法や各種会計基準等のほか，銀行法や銀行法
施行規則に従い財務諸表を作成しているため，一般事業会社とは表示科目・勘定科目が異
なる部分がある．そのような銀行の財務諸表の構成について理解する．また，銀行のディ
スクロージャーの枠組みと，銀行の収益性・健全性を見るための経営指標について，どの
ようなものがあるかを理解する．
　
講義の概要：以下の通り
1. 銀行の財務諸表の構成
2. 銀行のディスクロージャーの枠組み
3. 銀行の経営指標

第 4 回：銀行の財務諸表とディスクロージャー
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講義の内容
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講義の目的：信用秩序の維持や預金者の保護，金融の円滑の確保といった観点から，銀行に
対しては，健全性に関わるもの，業務範囲に関わるもの，競争政策の観点からのものなど多
岐にわたった規制があり，これらについて理解する．

講義の概要：以下の通り
1. 自己資本比率規制
2. 早期是正措置及び社外流出制限措置
3. 大口信用供与規制
4. 株式保有規制

第 5 回：銀行に対する規制
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講義の内容
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講義の目的：預金保険制度は，金融機関が破綻した場合に預金者を保護し，信用秩序の維
持に資することを目的とした制度であり，この制度を適切に運営するために預金保険機構
が設立されている．預金保険機構は，預金保険制度の運用のほか，金融システム不安の解
消のために金融機関への資本増強などを行っており，このような預金保険機構の役割・主
な業務等について理解する．

講義の概要：以下の通り
1. 預金保険制度
2.金融機関の破綻処理
3. 不良債権買取り・責任追及
4. 資本増強・資本参加制度
5. その他の預金保険機構の業務

第 6 回：預金保険機構
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講義の内容
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講義の目的：地域経済活性化支援機構は，中小企業者等の事業再生の支援のほか，地域経済
の活性化に資する事業活動の支援を行っており，このような地域経済活性化支援機構の役割・
主な業務等について理解する．

講義の概要：以下の通り
1. 地域経済活性化支援機構の概要
2. 地域経済活性化支援機構の業務
　（1）特定専門家派遣業務
　（2）ファンド業務
　（3）再チャレンジ支援業務
　（4）事業再生支援業務

第 7 回：地域経済活性化支援機構
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講義の内容
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講義の目的：地震や台風などの災害で大きな被害が発生した際，被災者に対し「金融上の
措置」を講じるよう財務局・財務事務所及び日本銀行支店から要請している．また，東日
本大震災の発生を受けて，「個人債務者の私的整理に関するガイドライン」の活用支援や
東日本大震災事業者再生支援機構の設立なども行われており，それぞれの取組みの概要を
理解する．

講義の概要：以下の通り
1. 災害時における「金融上の措置」の要請
2. 個人債務者の私的整理に関するガイドライン
3. 東日本大震災事業者再生支援機構及び産業復興機構

第 8 回：災害発生時の対応
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講義の内容
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講義の目的：金融行政の究極的な目標は「国民の厚生の最大化に貢献すること」にある．一
方で，金融庁はその発足（平成 13年）の当初，自らの任務を「金融システムの安定」「利用
者の保護」「市場の公正性・透明性の確保」としていたが，これらは究極的な目標達成のた
めの必要条件ではあっても十分条件ではない．このため，金融庁は今年６月に「金融検査・
監督の考え方と進め方（検査・監督基本方針）」を公表したところであるが，このような見
直しが必要となった背景と今後の金融行政の在り方について理解する．

講義の概要：以下の通り
1. 金融行政の基本的な考え方
2. 検査・監督の進め方

第 9 回：金融検査・監督の見直し
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講義の内容
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講義の目的：金融庁が，「平成 29事務年度（平成 29年 7月～平成 30年 6月）金融行政方
針」における重点施策として示したもののうち，「国民の安定的な資産形成に資する金融・
資本市場の整備」について，施策の内容と取組状況について理解する．

講義の概要：以下の通り
1. 家計の安定的な資産形成の推進と顧客本位の業務運営
2. ガバナンス改革の更なる推進と機関投資家の役割
3. 市場監視機能の強化

第 10 回：金融庁の重要施策①
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講義の内容
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講義の目的：金融庁が，「平成 29事務年度　金融行政方針」における重点施策として示し
たもののうち，「金融仲介機能の十分な発揮と健全な金融システムの確保」について，金
融機関の業態に応じて求める対応や金融庁の施策の内容と取組状況について理解する．

講義の概要：以下の通り
1. 地域金融機関への対応
　①持続可能なビジネスモデルの構築に向けた対応
　②経済・市場環境の変化への対応
　③金融ビジネスの環境変化に対応したガバナンスの発揮
2. ３メガバンクグループへの対応
　①世界経済・市場環境の変化への対応
　②金融ビジネスの環境変化に対応したガバナンスの発揮

第 11 回：金融庁の重要施策②
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講義の内容
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講義の目的：金融庁が，「平成 29事務年度　金融行政方針」における重点施策として示した
もののうち，「IT技術の進展等への対応」について，施策の内容と取組状況について理解する．

講義の概要：以下の通り
1. 業態別の法体系から機能別・横断的な法体系への見直しの検討
2. フィンテックを我が国の経済・金融の発展につなげていくための方策
3. サイバーセキュリティの確保
4. 仮想通貨市場の動向把握と仮想通貨交換業者のモニタリング

第 12 回： 金融庁の重点施策③
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講義の内容
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講義の目的：金融庁が，「平成 29事務年度　金融行政方針」における重点施策として示し
たもののうち，「顧客の信頼・安心感の確保」等について，施策の内容と取組状況につい
て理解する．また，「平成 30事務年度　金融行政方針」において新たに追加された施策が
あれば，追加された背景と内容について理解する．

講義の概要：以下の通り
1. 銀行カードローンの実態把握
2. 多重債務問題への取組み
3. 平成 30年事務年度の新たな施策

第 13 回：金融庁の重点施策④
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講義の内容
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講義の目的：低金利環境が継続しており，また，少子高齢化が進む中で，東北地方の金融機
関が置かれている経営環境は厳しさを増しているが，その中で金融機関がどのように地域と
向き合い，持続可能なビジネスモデルの構築を目指しているかについて理解する．
　　
講義の概要：以下の通り
1. 東北地方の金融機関の経営環境
2. 地方創生・地域密着型金融の取組み

第 14 回：東北地方の金融機関の取組み等
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講義の内容
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　理解度確認セッションを実施

第 15 回：理解度確認セッション



実践・応用

成績評価法

オフィスアワー

連絡先

時間割

その他（連絡事項）

講義名・担当教員

講義の目的

講義の進め方

この講義を受講するために必要とする知識

テキスト・参考文献

予習・復習について

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS 563

科目ナンバー

　財務行政・小川恭史 　後期　水曜 4限

　2016年末の一般政府債務残高は対 GDP比 239％と歴史的にも国際的にも例のない高い
レベルで高止まりしており，我が国の財政は引き続き深刻な状況にある．このような財政
状況及びこれに関連する主な政策について理解することを目的とする．

①講師作成の資料を中心とした講義
②理解度確認セッションを 1回

　財政について興味を持ち学習する意欲を持つこと

・出席状況（2点× 15回＝
30点（但し 11回以上出席
数のない方は不合格）），理
解度確認セッションの点数
（70点）で評価する .
・AA(90点以上 )，
  A(80 点以上 90 点未 満 )，

B(70 点以上 80 点未満 )，
C(60 点以上 70 点未満 )，
D(60点未満：不合格 )

　水曜日
　16：15-17：15

　022-217-6286
　yasushi.ogawa.d6@tohoku.ac.jp

テキスト：なし（講師作成の資料等を使用）
参考文献：「図説日本の財政　平成 30年度版」財経詳報社，2018年出版予定．
　　　　  このほか，必要に応じ講師が講義の中で紹介する．

＜予習＞
・参考文献等で次回講義の内容を予め把握すること
＜復習＞
・講義で使用した資料等で内容を理解すること

　EAC-LAW602
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講義の内容

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS

講義の概要：講義の目的・進め方等について説明する．

講義の予定：
第 2回：財政及び税制の役割と機能
第 3回：予算制度と予算の効率化等
第 4回：我が国の財政の状況
第 5回：社会保障総論
第 6回：社会保障各論①（医療・介護）
第 7回：社会保障各論②（年金）
第 8回：社会保障各論③（子ども・子育て）
第 9回：文教・科学技術
第 10回：社会資本整備
第 11回：中小企業施策
第 12回：国と地方
第 13回：財政投融資
第 14回：国有財産
第 15回：理解度確認セッション

※財政制度等審議会などにおける議論等を受けて，講義の順序，内容等について変更する
場合がある．

第 1 回：講義説明



財務行政

講義の内容

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS 565

講義の目的：財政・税制の役割や財政の３機能・税の３原則，及び財政・税制に関する基
本構造・原則を理解する．

講義の概要：以下の通り
1. 財政の役割と機能
　（1）「財政」とは何か
　（2）財政の３機能
　（3）財政に関する定め
2. 税制の役割と機能
　（1）税の役割
　（2）税の３原則
　（3）税制の種類

第 2 回：財政及び税制の役割と機能
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講義の内容

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS

講義の目的：わが国の予算制度，予算の編成過程の概要，予算効率化のための取組みにつ
いて理解する．

講義の概要：以下の通り
1. 予算制度と予算の編成過程及び決算制度
2. 予算の効率化のための取組み

第 3 回：予算制度と予算の効率化等



財務行政

講義の内容

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS 567

講義の目的：我が国の財政の状況について理解する．

講義の概要：以下の通り
1. 財政の現状（直近の一般会計予算の概要，財政収支・債務残高の国際比較など）
2. 財政健全化の必要性
3. 財政健全化に向けた取組み

第 4 回：我が国の財政の状況
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講義の内容

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS

講義の目的：少子高齢化が進行する我が国財政における一般歳出のうち最大の割合を占め
る社会保障について，現状と問題点等について理解する．

講義の概要：以下の通り
1. 少子高齢化の進行 

2. 社会保障給付費の増加
3. 国民負担率の国際比較
4. 社会保障と税の一体改革

第 5 回：社会保障総論



財務行政

講義の内容

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS 569

講義の目的：医療・介護分野の給付は財源調達のベースとなるＧＤＰの伸びを大きく上回っ
て増加しており，これまで公費負担及び保険料負担の増加で賄っているところだが，その
ような現状と今後の課題について理解する．

講義の概要：以下の通り
1. 医療・介護と公費負担の現状
2. 今後直面する課題
3. 対応の方向性

第 6 回：社会保障各論①（医療・介護）　
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講義の内容

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS

講義の目的：年金制度については，平成 16年に大きな改革が行われ，年金財政を均衡さ
せる基本的仕組みは概ね完成しているが，最近の高齢者の増加も踏まえた年金制度の現状
と課題について理解する．

講義の概要：以下の通り
1. 年金制度改革と制度の現状
2. 今後の課題と対応策

第 7 回：社会保障各論②（年金）



財務行政

講義の内容

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS 571

講義の目的：少子高齢化に伴う課題を克服するため，社会保障制度が全世代型に転換する
中で，子ども・子育て支援策の充実が求められているところ，現状と今後予定されている
充実策等について理解する．

講義の概要：以下の通り
1. 子ども・子育て支援の現状
2. 「人づくり革命」における子ども・子育て支援策

第 8 回：社会保障各論③（子ども・子育て）
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講義の内容

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS

講義の目的：将来を担う人材の育成や研究開発の生産性を主要先進国並みに高め，我が国
の競争力を強化していくことが必要とされているが，教育分野や科学技術分野における予
算の現状等について理解する．

講義の概要：以下の通り
1. 教育分野・科学技術分野における予算の現状
2. 教育の質や研究開発の生産性の向上に向けた取組み

第 9 回：文教・科学技術



財務行政

講義の内容

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS 573

講義の目的：公共事業関係費は，その規模はピーク時に比べ約半減（補正後ベース）して
いるところだが，我が国の社会資本の整備水準が上昇する一方，人口減少社会が到来する
ことに鑑み，引き続き重点化・効率化の徹底が求められている．一方で，近年の我が国に
おいて大規模な自然災害も多く発生しているところであり，社会資本整備の在り方等につ
いて理解する．

講義の概要：以下の通り
1. 公共事業関係費の推移
2. 今後の社会資本整備の在り方

第 10 回：社会資本整備
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講義の内容

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS

講義の目的：中小企業は日本の全企業数の 99％を占め，また，全従業者数の 70％を占め
ており，産業と雇用を生み出す重要な担い手であるとの認識のものと，中小企業の自助努
力を支援すべく様々な施策を講じられており，主な施策等について理解する．

講義の概要：以下の通り
1. 中小企業を取り巻く環境
2. 中小企業基本法の基本理念
3. 信用補完制度
4. 補助金など主な中小企業支援策
　

第 11 回：中小企業施策



財務行政

講義の内容

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS 575

講義の目的：地方財政の実情は地方公共団体個々によって異なるものの，地方全体と国と
の比較では，地方財政は平成 17年度以降ＰＢ黒字が継続するなど，財政事情の厳しさに
明確な差が認められるところ，このような地方財政の現状と今後の課題について理解する．

講義の概要：以下の通り
1. 国と地方の財政状況の比較
2. 地方交付税制度の仕組み
3. 今後の課題

第 12 回：国と地方
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講義の内容

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS

講義の目的：財政投融資は税財源によらない国による投融資活動であるが，このような財
政投融資の仕組みや機能及び対象などについて理解する．

講義の概要：以下の通り
1. 財政投融資の仕組み
2. 財政投融資の特徴
3. 財政投融資の活用分野
4. 財政投融資改革

第 13 回：財政投融資



財務行政

講義の内容

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS 577

講義の目的：我が国には，国の行政機関などの庁舎や国道，港湾，公園，さらには国有林な
ど，多くの国有財産が存在するが，このような国民共有の財産である国有財産がどのように
管理され，またどのように活用されているかについて理解する．

講義の概要：以下の通り
1. 国有財産の概要
2. 国有財産行政の概要
3. 国有財産の活用の取組み

第 14 回：国有財産
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講義の内容

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS

　理解度確認セッションを実施

第 15 回：理解度確認セッション



基礎

成績評価法

オフィスアワー

連絡先

時間割

その他（連絡事項）

講義名・担当教員

講義の目的

講義の進め方

この講義を受講するために必要とする知識

テキスト・参考文献

予習・復習について

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS 579

科目ナンバー

　企業法１・鈴木三智男 　前期　水曜 5限

　企業法分野のうち，会社法体系において基本となる「株式」及び「機関」に関する規律・
制度について十分に理解することを目的とする．
　本講義では，これらの理解が一層深まるよう，制度の趣旨や株式会社の社員（株主）の
地位たる「株式」の意義，内容等について解説するとともに，有価証券である株券に係る
金融商品取引法に基づく企業開示制度等についても言及する．また，株式会社の意思決定・
運営を行う「機関」に関して，それぞれの役割分担，相互関係等について解説し，併せて
「コーポレートガバナンス・コード」にも触れることとする．
　なお，平成 29年の民法改正に伴う「民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律
の整備等に関する法律（平成 29年法律第 45号）」による会社法の改正規定については，
これら改正法の施行日が平成 32年４月１日とされているため，補足として説明する．

　会社における実務等を踏まえながら，配付するレジュメに沿って講義を進める．
　解説に当たっては，規律・制度を実務に即して理解することができるよう，会社の定款，
事業報告，各種開示書類等を逐次参考にするとともに，できる限り根拠法令等を確認する．
　適宜，小テストを実施する．

　講義は基礎的な内容とするため，この講義を受講するための特別な知識は不要である．
　なお，受講に当たっては，会社法が会社をめぐる利害関係者の利害の調整を目的として
いることとの関連で，それぞれの規律・制度やその趣旨を考えることが重要である．

・ 理解度確認セッション 60
点），小テスト（20点）
及び出席状況等の平常点
（20点）により評価する
（100点満点）
・AA(90点以上 )，
  A(80点以上 90点未満 )，

B(70点以上 80点未満 )，
C(60点以上 70点未満 )，
D(60点未満：不合格 )

　水曜日 
　13:00-16:00

　022-217-6281
　michio.suzuki.a6@tohoku.ac.jp

・ 本「企業法１」と後期「企
業法２」と合わせて受講
することは，それぞれの
受講要件ではないが，両
科目を合わせて受講する
ことで概ね会社法の全体
を理解することができる．
・講義の順番及び内容につ
いては，講義開始後に変
更することがあり得る．

 ・テキスト：事前に配付するレジュメ及び講義中に配付する資料
 ・六法：会社法，会社法施行令及び関係省令（会社法施行規則，会社計算規則等）が掲載　
　　   されている最新版のもの
 ・参考文献：江頭憲治郎『株式会社法［第 7版］』有斐閣，2017年．
　　　　　　神田秀樹『会社法［第 18版］』弘文堂，2016年．
　　　　　　伊藤靖史・大杉謙一・田中亘・松井秀征『会社法［第 3版］』有斐閣，2015年．
                        近藤光男・志谷匡史・石田眞得・釜田薫子『基礎から学べる会社法［第 4版］』   
　　　　       弘文堂，2016年．
　　　　　　

＜予習＞
 ・事前に配付する予定のレジュメに目を通しておくこと．
・ 「参考文献」に記載する書籍その他の会社法の書籍のうち，自分に合うもので，総論（概要）・
株式・機関部分を早期に通読しておくことが望ましい．
＜復習＞
 ・解説した規律・制度について，レジュメ及び参考文献で再度確認するとともに，その根拠
条文について確認する．

　EAC-LAW502
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講義の内容
学ぶべき用語・ポイント

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS

講義の目的：
・会社法の目的，会社の概念等を理解する．　　　　　　　　　　　

講義の概要：
・ 講義の概要等について説明を行う．
・ 会社法の全体構造を俯瞰し，会社法の目的について説明するとともに，総論として「会社
の概念」，「会社の類型と種類」，「株式会社の特質」等について解説する．
・ 平成 27年 5 月 1日に施行された「会社法の一部を改正する法律（平成 26年法律第 90 号）」
（以下「26年改正会社法」という．）の概要を説明する .

＜宿題＞
　右記「学ぶべきポイント」について，レジュメ及び参考文献で再度確認し，課題が出され
た場合は取り組むこと．

　

第 1 回：オリエンテーション・会社法の全体像

・会社法の目的
・会社の種類と特質



企業法１

講義の内容 学ぶべき用語・ポイント

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS 581

講義の目的：
＜第 2回～第 5回共通＞
・株式会社における出資者は「株主」と呼ばれ，「株式」とは株主の地位を細分化して
割合的単位の形にしたものである．
・第 2回～第 5回では，「株式」の意義，譲渡，権利行使等について理解する．また，

26年改正会社法の内容（全部取得条項付種類株式の取得（第 2回），株式の併合によ
り端数となる株式の買取請求等，株式等売渡請求制度（第 5回）等）について理解する．

講義の概要：
・株式会社の社員（株主）の地位である株式の意義，株主の義務・権利等について解説
するとともに，株式の種類及びその内容等について解説する．
・また，全部取得条項付種類株式の取得について解説する．

＜宿題＞
　右記「学ぶべきポイント」について，レジュメ及び参考文献で再度確認し，課題が出
された場合は取り組むこと．

第 2 回：株式（1）＜株式の意義と種類＞

・株式の均一性，株式の
不可分性
・株主平等の原則
・自益権・共益権
・種類株式



582

講義の内容
学ぶべき用語・ポイント

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS

・株式を表章する株券の意義，記載事項，発行義務等について解説するとともに，「社債，
株式等の振替に関する法律」に基づく振替制度について解説する．
・また，株主とその持株等に関する事項を記載・記録した株主名簿の意義，記載事項，そ
の効力等について解説する．

＜宿題＞
　右記「学ぶべきポイント」について，レジュメ及び参考文献で再度確認し，課題が出さ
れた場合は取り組むこと．

第 3 回：株式（2）＜株券・振替株式，株主名簿＞

・株券の意義
・株券発行義務，株券の
失効
・株式振替制度
・株主名簿，名義書換え



企業法１

講義の内容 学ぶべき用語・ポイント

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS 583

・株式の譲渡及び株式の担保化について解説した後，株式の譲渡制限について解説する．
・また，自己株式の取得に関する規制について解説する．

＜宿題＞
　右記「学ぶべきポイント」について，レジュメ及び参考文献で再度確認し，課題が出さ
れた場合は取り組むこと．

第 4 回：株式（3）＜株式の譲渡，自己株式の取得＞

・株式の譲渡，善意取得
・ 略式株式質，登録株式
質，譲渡担保
・譲渡制限株式
・自己株式の取得，自己
株式の消却
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講義の内容
学ぶべき用語・ポイント

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS

第 5 回：株式（4）＜自己株式の取得，株式の併合・分割＞

・子会社による親会社株式の取得に関する規制について解説する．
・また，株式の併合・分割，無償割当ての意義・手続等，単元株制度について解説する．
・さらに，株式の併合により端数となる株式の買取請求等，特別支配株主による株式等売
渡請求制度の意義などについて解説する．

＜宿題＞
　右記「学ぶべきポイント」について，レジュメ及び参考文献で再度確認し，課題が出さ
れた場合は取り組むこと．
　

・子会社による親会社株
式の取得
・株式併合，株式分割
・株式の無償割当て
・単元株制度
・株式等売渡請求制度



企業法１

講義の内容 学ぶべき用語・ポイント
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第 6 回：機関（1）＜総論，株主総会①＞

講義の目的：
＜第 6回～第 14回共通＞
・株式会社の意思決定や運営を行う者を，会社の「機関」という．
・第 6回～第 14回では，株式会社の「機関」の意義，法規制の内容，機関設計の違いに
よる権限・規制内容等の違いのほか，取締役，監査役等の義務と責任について理解する．
また，26年改正会社法（社外役員の要件等（第 8回・第 12回），多重代表訴訟制度（第
11回），監査等委員会設置会社制度（第 13回）等）の内容について理解する．

講義の概要：
・機関の種類及びその概要，機関設計等について解説する．
・ また，株主総会の権限，招集等について解説する．

＜宿題＞
　右記「学ぶべきポイント」について，レジュメ及び参考文献で再度確認し，課題が出さ
れた場合は取り組むこと．

・株主総会の決議事項
・株主総会の招集，株主
提案権



586

講義の内容
学ぶべき用語・ポイント
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・第 6回に引き続き，株主総会の議決権，議事，決議等について解説する．
・また，株主総会の決議に瑕疵がある場合の訴えについて解説する．

＜宿題＞
　右記「学ぶべきポイント」について，レジュメ及び参考文献で再度確認し，課題が出さ
れた場合は取り組むこと．

第 7 回：機関（2）＜株主総会②＞

・一株一議決権の原則
・議決権の不統一行使・
代理行使
・書面投票制度・電子投
票制度
・株主総会の議事
・普通決議・特別決議・
特殊の決議
・株主総会決議の取消し・
無効・不存在



企業法１

講義の内容 学ぶべき用語・ポイント
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・第 2回～第 5回までの講義内容について，小テストを実施する．
・株式会社は取締役の設置が義務付けられ，公開会社においては取締役会の設置が義務付
けられている．
・第 8回では，取締役の選任・終任等，職務，権限，社外取締役等について解説する．

＜宿題＞
　右記「学ぶべきポイント」について，レジュメ及び参考文献で再度確認し，課題が出さ
れた場合は取り組むこと．

第 8 回：機関（3）＜取締役・取締役会①＞

・取締役の資格・選任方法・
職務等
・社外取締役
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講義の内容
学ぶべき用語・ポイント

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS

　第 8回に引き続き，取締役会設置会社以外の会社の取締役の業務執行，取締役会設置会社
における取締役会の権限・招集・議事・決議，代表取締役会等について解説する．

＜宿題＞
　右記「学ぶべきポイント」について，レジュメ及び参考文献で再度確認し，課題が出され
た場合は取り組むこと．

第 9 回：機関（4）＜取締役・取締役会②＞

・取締役会設置会社以外
の会社の取締役の業務執
行
・取締役会設置会社の取
締役会，代表取締役
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講義の内容 学ぶべき用語・ポイント
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　取締役と会社との関係につき，取締役の善管注意義務・忠実義務，競業避止義務，利益相
反取引，取締役の報酬等について解説する．

＜宿題＞
　右記「学ぶべきポイント」について，レジュメ及び参考文献で再度確認し，課題が出され
た場合は取り組むこと．

第 10 回：機関（5）＜取締役と会社との関係＞

・取締役の善管注意義務・
忠実義務・競業避止義務
・取締役の利益相反取引
規制
・報酬等の決定，ストッ
クオプション
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講義の内容
学ぶべき用語・ポイント
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・取締役の会社に対する責任及び第三者に対する責任について解説する．
・また，多重代表訴訟制度について解説する．

＜宿題＞
　右記「学ぶべきポイント」について，レジュメ及び参考文献で再度確認し，課題が出さ
れた場合は取り組むこと．

第 11 回：機関（6）＜取締役の責任＞

・取締役の任務懈怠，利
益相反取引等
・取締役の責任の免除
・株主代表訴訟・多重代
表訴訟制度
・取締役の違法行為の差
止請求権
・取締役の第三者に対す
る責任



企業法１

講義の内容 学ぶべき用語・ポイント
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・株式会社は，定款の定めによって，監査役又は監査役会を設置することができ，一定の
株式会社については監査役・監査役会の設置が義務づけられている．
・ 第 12回では，監査役・監査役会の任意設置・設置義務，監査役の選任・終任等，職務・
権限，監査役会の権限，監査役と会社との関係，監査役の責任等について解説する．
・また，社外監査役について解説する．

＜宿題＞
　右記「学ぶべきポイント」について，レジュメ及び参考文献で再度確認し，課題が出さ
れた場合は取り組むこと．
　　　

第 12 回：機関（7）＜監査役・監査役会＞

・ 監査役の資格・選任方
法・職務等
・社外監査役
・監査役会
・監査役の善管注意義務
・監査役の報酬等
・監査役の責任
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講義の内容
学ぶべき用語・ポイント
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1. 監査等委員会設置会社
・「監査等委員会設置会社」制度について，制度創設の経緯，意義等について解説する．
・また，監査等委員の選任・終任等，権限，及び監査等委員会の権限，運営について解説する．

2. 指名委員会等設置会社
・指名委員会等設置会社の意義，指名委員会等設置会社における取締役の選任，取締役・
取締役会の権限等について解説する．
・ また，「指名委員会」，「監査委員会」及び「報酬委員会」の権限，運営等について解説する．
・さらに，指名委員会等設置会社に置かれる執行役について解説する．

＜宿題＞
　右記「学ぶべきポイント」について，レジュメ及び参考文献で再度確認し，課題が出さ
れた場合は取り組むこと．

第 13 回：機関（8）＜監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社＞

・ 監査等委員会設置会社
・監査等委員会
・指名委員会等設置会社
・ 指名委員会・監査委員
会・報酬委員会
・執行役・代表執行役
・執行役の善管注意義務・
忠実義務等



企業法１

講義の内容 学ぶべき用語・ポイント
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・定款の定めにより設置することができる「会計参与」及び一定の会社に設置が義務づけ
られる「会計監査人」について解説する．
・また，検査役の意義，選任等について解説する．

＜宿題＞
　右記「学ぶべきポイント」について，レジュメ及び参考文献で再度確認し，課題が出さ
れた場合は取り組むこと．

第 14 回：機関（9）＜会計参与・会計監査人・検査役＞

・会計参与
・会計監査人
・検査役
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講義の内容
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講義の目的：
・本「企業法１」で解説した株式会社の「株式」及び「機関」に関する規律・制度につい
ての理解度をみる．　　　　　　　　　　　

講義の概要：
・講義において解説した基本的な規律・制度に関し，理解度確認セッションを実施する．
・範囲は第 6回～第 14回（論述式は，第 2回～第 14回）までとする．

第 15 回：理解度確認セッション



展開

成績評価法

オフィスアワー

連絡先

時間割

その他（連絡事項）

講義名・担当教員

講義の目的

講義の進め方

この講義を受講するために必要とする知識

テキスト・参考文献

予習・復習について

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS 595

科目ナンバー

　企業法２・大谷潤 　後期　水曜 5限

　企業法分野のうち，会社法における株式会社の「設立」，「資金調達」，「計算」，「組織再
編」，「定款の変更」及び「解散と清算」並びに「持分会社」に関する規律・制度について
十分に理解することを目的とする．
　本講義では，会社の形態として多く選択されている株式会社に係る制度を中心に，経済
活動に必要な資金の調達，経済活動の結果の確定・分配，組織再編といった，その設立か
ら清算に至るまでにおける会社の一連の経済活動に関連する規律・制度について解説する．
また，株式会社のうち上場会社等は，金融商品取引法に基づく情報開示が義務付けられて
いることから，同法に基づく企業開示制度や当該制度に基づく開示例についても言及する
ことにより，会社法を中心とする企業法の体系について一層理解を深める．
　なお，平成 29年の民法改正に伴う「民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律
の整備等に関する法律（平成 29年法律第 45号）」による会社法の改正規定については，
これらの改正法の施行日が平成 32年４月１日とされているため，補足として説明する．

　事前に配付する予定のレジュメに沿って講義を進める．
　解説に当たっては，規律・制度の理解を容易にするため，公表されている会社の定款，
資金調達や組織再編の際の開示書類等を逐次参考にするとともに，関連部分についてでき
る限り根拠法令等を確認する．
　適宜，小テストを実施する．

　この講義を受講するための特別な知識は不要である．
　なお，受講に当たっては，規定の文言のみに注目するのではなく，株主・債権者との利
害調整の役割がある会社法の趣旨に照らして，その規定がどのような役割を果たしている
のかについて考えることが重要である．

・ 理解度確認セッション
（60点），小テスト（20点）
及び出席状況等の平常点
（20点）により評価する
（100点満点）．
・AA(90点以上 )，
  A(80点以上 90点未満 )，

B(70点以上 80点未満 )，
C(60点以上 70点未満 )，
D(60点未満：不合格 )

　火曜日　14:00-17:00及び
　水曜日　10:00-12:00

　022-217-6281
　jun.ootani.d5@tohoku.ac.jp

・ 「企業法２」と前期「企業
法１」と合わせて受講す
ることは，それぞれの受
講要件ではないが，両科
目を合わせて受講するこ
とで概ね会社法の全体を
理解することができる．
・講義の順番及び内容につ
いては，講義開始後に変
更することがあり得る．

 ・テキスト：事前に配付するレジュメ及び講義中に配付する資料
 ・六法：会社法，会社法施行令及び関係省令（会社法施行規則，会社計算規則等）が掲載さ
　　　   れている最新版のもの
 ・参考文献：江頭憲治郎『株式会社法［第 7版］』有斐閣，2017年．
　　　　　　神田秀樹『会社法［第 19版］』弘文堂，2017年．
　　　　　　伊藤靖史・大杉謙一・田中亘・松井秀征『会社法［第 3版］』有斐閣，2015年．
　　　　　　

＜予習＞
 ・事前に配付する予定のレジュメに目を通しておくこと．
 ・「参考文献」に記載する書籍その他の会社法の書籍，自分に合うもので，総論（概要）及
び上記各項目に関連する部分を早期に通読しておくことが望ましい．
＜復習＞
 ・解説した規律・制度のうち理解が難しい部分について，レジュメ及び参考文献で再度確認
するとともに，その根拠条文について確認することが望ましい． 

　EAC-LAW603



596

講義の内容
学ぶべき用語・ポイント
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講義の目的：
・会社法の目的，会社の概念等を理解する．
・持分会社について理解する．

講義の概要：
・講義の概要，進め方等について説明を行う．　　　　　　　　　　　
・会社法の全体構造を俯瞰した上で，会社法の目的について説明するとともに，総論として「会
社の概念」，「会社の類型と種類」，「株式会社の特質」等について解説する．
・持分会社について，株式会社との相違を含め解説する．

＜宿題＞
　右記「学ぶべきポイント」について，レジュメ及び参考文献で再度確認し，課題が出され
た場合は取り組むこと．
　

第 1 回：オリエンテーション , 会社法の全体像，持分会社

・持分会社と株式会社の
違い
・合名会社・合資会社・
合同会社
・ 株式会社を選択するメ
リット・デメリット



企業法２

講義の内容 学ぶべき用語・ポイント
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講義の目的：
 ・株式会社の設立手続きのうち，定款の作成から出資の履行に至るまでの流れ及び発起
人等の責任について理解する．

講義の概要：
・会社の設立は，会社という 1つの団体を形成し，当該団体に法人格を与えるまでの手
続である．
・第 2回では，これらの一連の手続のうち，定款の作成から出資の履行に至るまでの各
手続きの内容及び関係者の責任等を解説する．
　
＜宿題＞
　右記「学ぶべきポイント」について，レジュメ及び参考文献で再度確認し，課題が出
された場合は取り組むこと．

第 2 回：株式会社の設立（1）＜手続①＞

・発起設立・募集設立
・定款の作成，絶対的記
載事項，変態設立事項
・割当自由の原則
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講義の内容
学ぶべき用語・ポイント
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講義の目的：
 ・株式会社の設立手続きのうち，会社機関の具備から設立登記に至るまでの手続き及び設
立の瑕疵について理解する．

講義の概要：
・第 2回に引き続き，株式会社の設立について解説する．
・第 3回では，設立時役員等の選任，設立登記，設立に関する責任，会社不成立の場合の
責任，設立無効の訴え等について解説する．
　
＜宿題＞
　右記「学ぶべきポイント」について，レジュメ及び参考文献で再度確認し，課題が出さ
れた場合は取り組むこと．

第 3 回：株式会社の設立（2）＜手続②，責任等＞

・設立時役員等の役割
・設立の登記事項
・設立無効，会社の不成
立
・財産価額填補責任



企業法２

講義の内容 学ぶべき用語・ポイント
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講義の目的：
＜第 4回～第 7回共通＞
・第 4回～第 7回では，株式会社の資金調達手段としての「募集株式の発行等」，「新株予
約権の発行」及び「社債（新株予約権付社債を含む）の発行」について理解する．
・また，公開会社における募集株式の割当て等の特則，募集株式に係る出資の履行の仮装（第

5回），ライツ・オファリングに関連する改正（第 6回）等の内容について理解する．

講義の概要：
・第 4回では，株式会社による資金調達の意義及び資金調達手段の類型について概観し，
併せて授権株式制度について，発行可能株式総数に関する会社法の内容とともに解説す
る．
・その上で，資金調達手段の一類型である株式の発行形態（株主割当て・株主以外への割
当て（公募・第三者割当て）），発行手続等について解説する．
・また，株式の発行に係る金融商品取引法に基づく開示規制について解説する．

＜宿題＞
　右記「学ぶべきポイント」について，レジュメ及び参考文献で再度確認し，課題が出さ
れた場合は取り組むこと．

第 4 回：株式会社の資金調達（1）＜株式の発行①＞

・授権株式制度
・ 株主割当て・株主以外
への割当て
・有利発行
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講義の内容
学ぶべき用語・ポイント
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・ 第 4回に引き続き，株式の発行形態のうち，特定の者のみに割当てる場合について，既
存株主の利益保護の考え方を整理しつつ，その手続を解説する．
・また，株式の発行の手続に法令違反があった場合の措置や，公開会社における募集株式
の割当て等の特則（支配権の異動を伴う募集株式の割当て等）や募集株式に係る出資の
履行の仮装について解説する．

＜宿題＞
　右記「学ぶべきポイント」について，レジュメ及び参考文献で再度確認し，課題が出さ
れた場合は取り組むこと．

第 5 回：株式会社の資金調達（2）＜株式の発行②＞

・第三者割当て
・支配権の異動を伴う募
集株式の割当て等
・出資の仮装払込み
・違法な株式発行等の差
止め
・株式発行の無効の訴え



企業法２

講義の内容 学ぶべき用語・ポイント
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第 6 回：株式会社の資金調達（3）＜新株予約権の発行＞

・資金調達手段の一類型である新株予約権の発行手続等について解説する．
・ライツ ･オファリング（新株予約権無償割当てによる増資手法）についての会社法の規
定とともに，関連する金融商品取引法の規定についても解説する．
・また，新株予約権を利用した敵対的買収に対する防衛策の概要についても解説する．
　
＜宿題＞
　右記「学ぶべきポイント」について，レジュメ及び参考文献で再度確認し，課題が出さ
れた場合は取り組むこと．

・新株予約権
・新株予約権原簿
・ライツ・オファリング
・会社の支配に関する基
本方針
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講義の内容
学ぶべき用語・ポイント
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第 7 回：株式会社の資金調達（4）＜社債の発行＞

・資金調達手段の一類型である社債の発行手続等について解説する．
・新株予約権付社債を含む社債の類型を整理した上で，社債の発行・成立・償還等につい
て解説する．
・また，社債権者保護のための社債管理者制度，社債権者の利害に関する事項を決定する
社債権者集会制度について解説する．

＜宿題＞
　右記「学ぶべきポイント」について，レジュメ及び参考文献で再度確認し，課題が出さ
れた場合は取り組むこと．

・社債，新株予約権付社
債
・社債原簿
・社債の利払い，償還方
法
・社債管理者制度，社債
権者集会
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講義の内容 学ぶべき用語・ポイント
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講義の目的：
＜第 8回・第 9回共通＞
 ・所有と経営が分離している株式会社においては，経営者は株主に対して受託者責任を
負っていると考えられる．このため，会社経営の結果に関する説明責任を果たすため，
会社の財政状態や経営成績についての情報を株主に開示する必要がある．また，こうし
た情報が会社債権者等にも開示されることで，取引の安全性等を確認することができる．
・会社は会計上の利益を基に株主に利益の分配が行われるが，株主への利益の分配は会社
財産だけが引当てとなる会社債権者の利害とも対立するため，それらの利害調整をする
ためのルール（剰余金の分配規制等）を設けている．
・第 8回及び第 9回では，こうした株式会社の計算に関するルール（計算書類・事業報告等，
会社法上の開示，剰余金の分配等）について理解する．

講義の概要：
・株式会社の計算の規定は，①会社の財産及び損益の状況に関する情報の株主及び会社債
権者への提供，②株主に対する剰余金分配規制を目的としたものであり，この目的を踏
まえた上で，決算手続としての計算書類等の作成，監査，承認及び公開という一連の手
続について解説する .

・また，会社法に基づく計算書類と金融商品取引法に基づく財務諸表等との関係について
も言及する．

＜宿題＞
　右記「学ぶべきポイント」について，レジュメ及び参考文献で再度確認し，課題が出さ
れた場合は取り組むこと．

第 8 回：株式会社の計算（1）＜決算手続・計算書類＞

・計算書類等・事業報告・
附属明細書
・ 計算書類等の監査，承
認・報告
・決算公告
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講義の内容
学ぶべき用語・ポイント
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・資本金・準備金・剰余金の意義及び額の算定並びにそれぞれの関係について解説する．
・また，資本金及び準備金を減少する場合の手続，資本金及び準備金の減少に関する会社
債権者保護のための措置等について説明する．
・株主に対する剰余金の配当は，株式会社にとって重要な決定事項である．剰余金の処分
について概観し，剰余金の配当に関する手続及び要件についても解説する．

＜宿題＞
　右記「学ぶべきポイント」について，レジュメ及び参考文献で再度確認し，課題が出さ
れた場合は取り組むこと．

　

第 9 回：株式会社の計算（2）＜資本金・準備金・剰余金，剰余金の分配＞

・資本金・準備金・剰余
金の額
・資本金・準備金の額の
減少手続
・債権者異議手続
・剰余金の処分，分配可
能額規制
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講義の内容 学ぶべき用語・ポイント
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講義の目的：
＜第 10回～第 13回共通＞
・会社はその一連の経済活動の中で，事業を拡大したり，事業ポートフォリオの再構築等を
したりすることを目的として，他の会社との合併や会社分割，グループ会社の完全子会社
化等の組織再編を行う．
・第 10回～第 13回では，こうした組織再編（合併，会社分割，株式交換・株式移転）のほ
か，会社分割・合併と類似する事業譲渡・譲受け，及び株式会社から持分会社への組織変更・
持分会社から株式会社への組織変更について，それぞれの意義，内容，手続（特に，各再
編における共通部分と異なる部分）等を理解する．

講義の概要：
・第 1回～第 7回までの講義内容について，小テストを実施する．
・会社法の組織再編法制について概説する．
・第 10回及び第 11 回では合併について取り上げ，第 10回では，合併の意義・種類を確認
した上で，合併の手続について解説する．

＜宿題＞
　右記「学ぶべきポイント」について，レジュメ及び参考文献で再度確認し，課題が出され
た場合は取り組むこと．

第 10 回：組織再編（1）＜合併①＞

・新設合併・吸収合併
・合併契約
・合併承認決議
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講義の内容
学ぶべき用語・ポイント
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・ 第 10回に引き続き，合併の手続（反対株主等の株式買取請求権等，債権者の異議手続，
合併の登記等），簡易・略式合併及び合併の無効について解説する．
・また，株式買取請求等に係る撤回の制限の実効化のための規定の内容や，近年新設された
合併等の組織再編が法令定款に違反する場合の差止請求制度について解説する．

＜宿題＞
　右記「学ぶべきポイント」について，レジュメ及び参考文献で再度確認し，課題が出され
た場合は取り組むこと．

第 11 回：組織再編 （2）＜合併②＞

・株式買取請求権・新株
予約権買取請求権
・債権者の異議手続
・簡易合併・略式合併
・法令定款違反の場合の
合併の差止請求
・合併の無効
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講義の内容 学ぶべき用語・ポイント
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・組織再編のうち，会社分割の意義，手続等について解説する．また，詐害的な会社分割
に対して，近年新設された残存債権者保護の内容について解説する．
・さらに，吸収合併・会社分割に類似する形態として，事業譲渡・譲受けの意義，手続等
についても解説する．

＜宿題＞
　右記「学ぶべきポイント」について，レジュメ及び参考文献で再度確認し，課題が出さ
れた場合は取り組むこと．

第 12 回：組織再編（3）＜会社分割，事業譲渡・譲受け＞

1. 会社分割
・吸収分割・新設分割
・吸収分割契約・新設分
割計画
・残存債権者の保護
・労働者の異議申出手続
・簡易分割・略式分割
・会社分割の差止請求
・会社分割の無効
2. 事業譲渡・譲受け
・事業譲渡　
・残存債権者の保護
・簡易・略式事業譲渡等
・事業全部の譲受け
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講義の内容
学ぶべき用語・ポイント

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS

・組織再編のうち，株式交換・株式移転の意義，手続等について解説する．
・また，株式会社の持分会社への組織変更及び持分会社の株式会社への組織変更の手続等
について解説する．

＜宿題＞
　右記「学ぶべきポイント」について，レジュメ及び参考文献で再度確認し，課題が出さ
れた場合は取り組むこと．

第 13 回：組織再編 （4）＜株式交換・株式移転，組織変更＞

1. 株式交換・株式移転
・株式交換・株式移転
・株式交換契約・株式移
転計画
・簡易株式交換・略式株
式交換
・株式交換・株式移転の
差止請求
・株式交換・株式移転の
無効

2. 組織変更
・組織変更計画作成



企業法２

講義の内容 学ぶべき用語・ポイント
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講義の目的：
・会社の根本規則である定款変更の意義，手続等について理解する．
・会社の法人格の消滅をもたらす原因となる「解散」，及びその後の「清算」手続につい　   

て理解する．

講義の概要：
・株式会社の定款の変更の意義，手続等について解説する．
・また，株式会社の解散の意義・解散原因等及び株式会社の清算の意義・手続等について　   

解説する．

＜宿題＞
・右記「学ぶべきポイント」について，レジュメ及び参考文献で再度確認し，課題が出され
た場合は取り組むこと．
・小テストで誤った項目について，レジュメ及び参考文献で再度確認すること．

第 14 回：定款の変更，解散・清算

1. 定款の変更
・定款変更
2. 解散と清算
・解散原因
・清算株式会社
・清算人，清算事務
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講義の内容
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講義の目的：
・ 本「企業法２」で解説した株式会社の「設立」，「資金調達」，「計算」，「組織再編」，「組 

織変更」，「定款の変更」及び「解散と清算」並びに「持分会社」に関する規律・制度　   

についての理解度をみる．

講義の概要：
・講義において解説した基本的な規律・制度に関し，理解度確認セッションを実施する．
・範囲は第 8回～第 14回（論述式は，第 2回～第 14回）までとする．

第 15 回：理解度確認セッション



基礎

成績評価法

オフィスアワー

連絡先

時間割

その他（連絡事項）

講義名・担当教員

講義の目的

講義の進め方

この講義を受講するために必要とする知識

テキスト・参考文献

予習・復習について
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科目ナンバー

　法人税法１・千葉俊徳 　前期　木曜 4限

　法人税法は，企業会計での利益計算を前提としつつ，適正・公平な課税という目的の下
に法人の所得計算ルールとして様々な規制や調整を定めており，企業の会計実務に大きく
影響するものである．また，公認会計士試験科目「租税法」の内容の大半を法人税法が占
めていることに象徴されるとおり，会計専門家にとって法人税法の理解は必須である．
　本講義は，法人税法の基礎学力の涵養を主眼として，法人税法の基本構造及び所得計算
上の重要な規制・調整の趣旨・内容について理解するとともに，これら重要項目に係る計
算過程の要点を確実に習得することを目的としている．

・講義内容としては，法人税法における所得（及び税額）計算上の重要な規制・調整項目，
特に所得計算において法令の定めにより企業会計と異なる処理が課されているものを中
心とする．
・限られた時間内で効果的な学習がなされるよう，重要度が高いと考えられるテーマを優
先して扱うとともに，同一テーマ内においても細項目ごとに濃淡をつける．
・学習内容の理解を定着させるため，講義の進行に合わせて適宜，講義テーマに即した宿
題を課すとともに，計算処理問題等の小テストを行う（詳細は講義の中で説明する．）．
・理解度確認セッションを第 15回にて行う（記述問題と計算処理問題を予定）．

　特になし．

・宿題・小テスト（50%）
及び理解度確認セッショ
ン（50%）で評価する．
・AA(90点以上 )，　
  A(80点以上 90点未満 )，

B(70点以上 80点未満 )，
C(60点以上 70点未満 )，
D(60点未満：不合格 )

　木曜日
　9:30-11:30

　022-217-6287　
　toshinori.chiba.a2@tohoku.ac.jp

・テキスト：講義資料として，毎回，各テーマについてのパワーポイント資料等を使用する．
・参考文献：（法人税法関係）
　　　　　   成松洋一『法人税法　理論と計算［十三訂版］』税務経理協会，2017年．
　　　　　   成松洋一『法人税セミナー［五訂版］』税務経理協会，2016年．
　　　　　   三木義一編『よくわかる法人税法入門［第 2版］』有斐閣選書，2015年．
　　　　　   （租税法全般）
　　　　　   金子宏『租税法』弘文堂（例年 4月頃に改訂される）
　　　　　   中里実ほか『租税法概説［第 2版］』有斐閣，2015年．
　　　　　   増井良啓『租税法入門』有斐閣，2014年．
　　　　　   岡村忠生・渡辺徹也・高橋祐介『ベーシック税法』［第 7版］』有斐閣，2013年．
　　　　　   （その他）
　　　　　　法人税法等の法令は法令データ提供システムにて，法人税法の解釈通達である法人税基本
　　　　　通達や税制改正の概要等の情報は国税庁ホームページにて，また，税制改正の詳細な解説に
　　　　　ついては財務省ホームページにて，それぞれ参照できる．　　　  　　　　　   

　　　　　 　　　

＜予習＞
・ 事前に配布・掲示する講義資料や参考書を読み，疑問点等を整理しておくこと．
＜復習＞
・講義資料や参考書の再読及び計算処理（設例等）の再確認をして，学習内容の理解を確
実にすること．また，宿題についても講義の復習あるいは補完として確実にこなすこと．

　EAC-LAW503
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講義の内容
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・講義の進め方等について説明する．
・法人税法を学ぶに当たっての基礎的な知識（法人税の位置づけ，法人税関係法令の規定の
構成，法人税の特色，日本の財政等）について説明する．

・次回以降の講義の予定について以下に沿って概要を説明する．
　第 2回：法人税の基本構造，課税所得の計算原理①
　第 3回：課税所得の計算原理②（税務調整等），益金の額の計算①（収益の認識基準）
　第 4回：益金の額の計算②（収益の認識基準，無償譲渡，資産の評価益等）
　第 5回：益金の額の計算③（受取配当等の益金不算入等）
　第 6回：損金の額の計算①（費用の計上時期，棚卸資産の売上原価の計算，同族会社）
　第 7回：損金の額の計算②（役員等の給与，資産の評価損）
　第 8回：損金の額の計算③（寄附金，交際費等）
　第 9回：損金の額の計算④（減価償却資産の償却費の計算）
　第 10回：損金の額の計算⑤（繰延資産の償却費の計算，圧縮記帳，税額控除）
　第 11回：損金の額の計算⑥（租税公課，繰越欠損金等）
　第 12回：損金の額の計算⑦（引当金，貸倒損失）
　第 13回：グループ法人税制，連結納税制度
　第 14回：組織再編税制，法人税の申告・納付，租税手続法
　第 15回：理解度確認セッション

（上記の予定は目安であり，実際の講義の進行状況等によって適宜修正することもありうる．）

第 1 回：オリエンテーション



法人税法１

講義の内容 学ぶべき用語・ポイント
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1.法人税法の性質
2. 納税義務者及び課税所得の範囲
3.法人税の税率と税額計算
4. 企業会計上の利益と法人税法上の所得
5. 各事業年度の所得の金額
　・益金の額に算入すべき金額
　・損金の額に算入すべき金額

＜ポイント＞
　法人税を課税する根拠，納税義務者の種類，企業会計上の利益と法人税法上の所得の関
係について理解する．

第 2 回：法人税の基本構造，課税所得の計算原理①

・法人独立課税主体説，
株主集合体説
・普通法人，人格のない
社団，公共法人，公益法
人等，協同組合
・内国法人，外国法人
・収益事業課税
・基本税率と軽減税率
・課税標準，所得，益金，
損金
・法人税法 22条（各事業
年度の所得の金額の計
算）
・別段の定め
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講義の内容 学ぶべき用語・ポイント

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS

1. 資本等取引
2. 確定決算主義
3. 税務調整と損金経理
4. 法人税の申告
　・法人税申告書（別表一），（別表四），（別表五）
　・利益積立金
　・留保，社外流出
5.包括所得概念と実現主義
6. 収益の認識基準
　・権利確定主義
　・管理支配基準

＜ポイント＞
　企業会計との関係における税務調整の方法，収益認識基準の考え方について理解する．
　

第 3 回：課税所得の計算原理②（税務調整等），益金の額の計算①（収益の認識基準）

・資本等取引
・一般に公正妥当な会計処
理基準
・税務調整事項（決算調整
事項，申告調整事項）
・確定決算主義
・損金経理
・包括所得概念，実現主義
・権利確定主義，管理支配
基準



法人税法１

講義の内容 学ぶべき用語・ポイント
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1. 資産の販売等の収益の額
　・商品等の販売による収益の計上時期
　・請負による収益の計上
　・収益の計上時期の特例（長期割賦販売等，工事進行基準）
2.資産の無償譲渡等による収益の額
　・資産を無償等で譲渡した場合の時価相当額の収益計上
3.資産の無償譲受け等による収益の額
　・資産を無償等で譲り受けた場合の時価相当額の収益計上
4.資産の評価益
　・資産の評価益を益金に算入しない理由
　・例外的に資産の評価益の益金算入が認められる場合
5.還付金等
　・還付金が益金算入されない理由
　※収益の認識に関しては，平成 30年税制改正（見込）についても触れる．　

＜宿題＞
　収益の計上時期については宿題に出題予定．

＜ポイント＞
　法人税法独特の考え方である無償譲渡の収益認識について理解する．

第 4 回：益金の額の計算②（収益の認識基準，無償譲渡，資産の評価益等）

・出荷基準，検収基準等
・完成基準，部分完成基準
・延払基準
・工事進行基準
・無償譲渡，低額譲渡，無
償譲受
・未実現利益
・還付加算金
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講義の内容 学ぶべき用語・ポイント

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS

1.受取配当等
　・受取配当等を益金の額に算入しない理論的根拠
　・益金不算入の対象となる受取配当等
　・受取配当の益金不算入の計算方法
　・外国子会社配当益金不算入制度
　・みなし配当

＜宿題＞
　受取配当の計算については宿題に出題予定．

＜ポイント＞
　受取配当については計算が複雑であるので正確に理解する．

第 5 回：益金の額の計算③（受取配当等の益金不算入等）

・二重課税の調整
・負債利子控除
・外国子会社から受け取
る配当等の益金不算入
・完全子法人株式等に係
る受取配当等の益金不算
入
・関連法人株式等に係る
受取配当等の益金不算入
・その他株式等に係る受
取配当等の益金不算入
・非支配目的株式の配当
等の益金不算入
・短期所有株式等の適用
除外
・みなし配当
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講義の内容 学ぶべき用語・ポイント
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1.損金の額の計上時期
　・売上原価等（個別対応）と販売費・一般管理費等（期間対応）の費用
　・債務確定基準
　・短期の前払費用
2.棚卸資産の売上原価の計算
　・棚卸資産の意義
　・棚卸資産の取得価額
　・棚卸資産の評価方法
3. 同族会社
　・同族会社の意義
　・同族会社の判定基準
　・同族会社の行為計算否認
　・特定同族会社の留保金課税

＜宿題＞
　損金の額の計上，同族会社については宿題に出題予定．

＜ポイント＞
　損金（原価・費用）の額の扱いについての企業会計と法人税法との違いを理解する．

第 6 回：損金の額の計算①（費用の計上時期，棚卸資産の売上原価の計算，同族会社））

・債務確定基準
・短期の前払費用
・棚卸資産の評価方法
・同族会社の判定基準
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講義の内容 学ぶべき用語・ポイント

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS

1.役員等の給与
　・役員の意義
　・役員給与の税務上の取扱い
　・使用人の給与の取扱い
　・役員等に係る経済的利益とその取扱い
2. 資産の評価損
　・原則損金不算入
　・損金算入できる場合

小テスト第１回（予定）

＜宿題＞
　役員等の給与については宿題に出題予定．

＜ポイント＞
　企業会計とは大きく異なる上，近年も頻繁に改正が行われている役員等の給与の取扱い
について正確に理解する．

第 7 回：損金の額の計算②（役員等の給与，資産の評価損）

・定期同額給与，事前確定 

届出給与，業績連動給与
・過大な役員給与
・特殊関係使用人

・評価損計上事由
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講義の内容 学ぶべき用語・ポイント
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1.寄附金
　・寄附金の損金算入限度額が設けられた趣旨
　・寄附金の意義
　・寄附金から除かれるもの
　・寄附金の損金算入限度額の計算
2.交際費等
　・交際費制度が設けられた趣旨
　・交際費等の意義
　・交際費等となる費用と交際費等から除かれる費用
　・交際費等の損金不算入額の計算
3. 使途不明金

＜宿題＞
　寄附金，交際費等の税務調整の方法については宿題に出題予定．

＜ポイント＞
　法人税固有の取扱いである寄附金，交際費等の制度趣旨・内容について理解する．

第 8 回：損金の額の計算③（寄附金，交際費等）

・低額譲渡や経済的な利益
の供与
・国等に対する寄附金，指
定寄附金
・一般寄附金
・特定公益増進法人，認定
特定非営利活動法人等に
対する寄附金
・租税特別措置法 61条の 4

（交際費等の損金不算入）
・交際費等の三要件（事業
に関係のある者，支出の
目的，接待等の行為）
・使途不明金と使途秘匿金
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講義の内容 学ぶべき用語・ポイント
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1.減価償却資産の償却費の計算
　・減価償却の意義
　・減価償却の対象となる資産
　・減価償却資産の取得価額
　・償却可能限度額
　・減価償却の方法
　・償却限度額及び償却超過額と損金経理
　・償却方法の選定と届出
　・償却限度額等の計算例
　・資本的支出と修繕費

＜宿題＞
　減価償却資産の償却限度額の計算については宿題に出題予定．

＜ポイント＞
　減価償却資産の償却については，累次の改正で制度が複雑化していることに留意し，正
確に理解する．

第 9 回：損金の額の計算④（減価償却資産の償却費の計算）

・償却可能限度額
・法定耐用年数
・定額法，定率法
・250％定率法と 200％定
率法
・償却限度額
・償却超過額
・少額の減価償却資産の
  損金算入
・一括償却資産の損金算
入
・資本的支出
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講義の内容 学ぶべき用語・ポイント
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1. 繰延資産の償却費の計算
　・繰延資産の意義と種類
　・償却限度額の計算方法
2.圧縮記帳
　・圧縮記帳制度の趣旨
　・主な圧縮記帳の適用要件と計算例
3. 税額控除
　・所得税額控除
　・外国税額控除
　・粉飾決算による過大申告の税額控除

＜宿題＞
　繰延資産，圧縮記帳，税額控除については宿題に出題予定．

＜ポイント＞
　法人税法独特の概念である圧縮記帳についてよく理解する．また，税額控除の計算過程
について理解する．

第 10 回：損金の額の計算⑤（繰延資産の償却費の計算，圧縮記帳，税額控除）

・法人税固有の繰延資産
・課税の繰延と圧縮記帳
・保険差益，交換差益
・税額控除の対象となる所
得税額の期間按分
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講義の内容 学ぶべき用語・ポイント
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1.租税公課等
　・損金の額に算入されない租税公課
　・納税充当金の処理方法
　・不正行為に係る費用の損金不算入
　・税効果会計
　・控除対象外消費税額の処理
2.繰越欠損金
　・欠損金の繰越控除制度の種類及び趣旨
　・繰越欠損金の処理方法
　・控除期限切れ欠損金の控除
3. 青色欠損金の繰り戻し還付

＜宿題＞
　租税公課の税務調整については宿題に出題予定．

＜ポイント＞
　法人税法独特の処理が求められる租税公課の取扱いについて理解する．

第 11 回：損金の額の計算⑥（租税公課，繰越欠損金等）

・過少申告加算税，無申
告加算税，重加算税，延
滞税，利子税
・損金不算入の租税公課
・納税充当金
・繰延税金資産，法人税
等調整額
・青色欠損金



法人税法１

講義の内容 学ぶべき用語・ポイント
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1. 引当金
　・引当金の制度趣旨
　・引当金と準備金の差異
2. 貸倒引当金
　・貸倒引当金の制度趣旨
　・貸倒引当金の適用対象債権
　・貸倒引当金の繰入限度額の計算方法
　・貸倒引当金の経理処理
3. 貸倒損失
　・貸倒損失の計上の可否

小テスト第 2回（予定）

＜ポイント＞
　引当金及び貸倒損失の計上について，企業会計における取扱いとの違いを意識しながら
法人税法上の取扱いについて理解する．特に，金銭債権がどのような状態になれば貸倒れ
と判断できるのかについての理解が重要となる．

第 12 回：損金の額の計算⑦（引当金，貸倒損失）

・個別評価金銭債権の場合
における貸倒引当金繰入
限度額
・一括評価金銭債権の場合
に係る貸倒実績率
・法定繰入率，簡便法
・ 法律上の貸倒，経済上（事
実上）の貸倒，形式上の
貸倒
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講義の内容 学ぶべき用語・ポイント
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1. グループ法人税制の概要
　・グループ法人税制の制度趣旨
　・グループ法人税制の適用対象
　・グループ法人間の資産の取引の譲渡損益の取扱い
　・グループ法人間での寄附金の取扱い
2. 連結納税制度の概要
　・連結納税制度の適用と効果

小テスト第 3回（予定）

＜ポイント＞
　法人税法固有の制度であるグループ法人税制及び連結納税制度について，両制度の違い
に留意しつつ全体像と基本事項を理解する．

第 13 回：グループ法人税制，連結納税制度

・グループ法人単体課税
制度
・完全支配関係
・譲渡損益調整資産
・連結納税制度における
欠損金の持ち込み制限



法人税法１

講義の内容 学ぶべき用語・ポイント
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1. 組織再編税制の概要
　・組織再編税制の制度趣旨
　・適格組織再編の要件
2. 法人税申告，納付と還付
3. 青色申告の要件と特典
4. 納付すべき税額の確定手続と是正手続
5. 租税争訟制度

＜ポイント＞
　組織再編税制について，その意義及び概要を理解する．また，実務で重要となる申告・
納付等の手続や争訟制度について基本的な事項を理解する．

第 14 回：組織再編税制，法人税申告・納付，租税手続法

・合併，分割，現物出資，
現物分配，株式交換，株
式移転
・適格要件
・確定申告，申告期限の
延長，中間申告，青色申
告
・納税地
・納税者による修正申告
と更正の請求
・税務署長による更正・
決定
・理由附記
・不服申立て前置主義
・再調査の請求，審査請
求
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講義の内容

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS

・記述問題及び計算処理問題とする予定．
・電卓を必ず持参すること．
・講義資料，参考書及びノート等の持込みは認めない．

第 15 回：理解度確認セッション



展開

成績評価法

オフィスアワー

連絡先

時間割

その他（連絡事項）

講義名・担当教員

講義の目的

講義の進め方

この講義を受講するために必要とする知識

テキスト・参考文献

予習・復習について

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS 627

科目ナンバー

　法人税法２・千葉俊徳 　前期　木曜 5限

　経済社会のグローバル化の進展に伴い，国際取引に対する課税の在り方が注目を集め，
ビジネス界においても関係諸制度や課税当局の対応への関心が一層高まっている．本講義
は，企業の国際課税を巡る主要課題と対応の現状を踏まえつつ，関係国内法（法人税法，
所得税法等）及び租税条約を中心としたいわゆる国際租税法（国際課税制度）の基本的な
考え方と構造を理解・習得することを目的とする．

・ 国際租税法の基本構造の理解を最優先とし，所得課税（法人税及び所得税）の国際的側
面について主要な制度の概要及び法令等の適用関係について講義を行う．
・各制度の趣旨や基本事項の理解に重点を置き，学習内容の定着を図るため，随時，テー
マに即した宿題（確認テスト）を課す．
・国際課税問題についての理解をより深めるために，近年話題となった具体事例等につい
ても適宜紹介する．受講者においても，事前提示する判例資料等を基に，判例研究発表
を行う（詳細は講義の中で説明する．）．

　特になし．

・平常点（40％），宿題（確
認テスト）（30％），研究
発表（30％）で評価する．
・AA(90点以上 )，　
  A(80点以上 90点未満 )，

B(70点以上 80点未満 )，
C(60点以上 70点未満 )，
D(60点未満：不合格 )

　木曜日
　9:30-11:30

　022-217-6287
　toshinori.chiba.a2@tohoku.ac.jp

・テキスト： 毎回，各テーマについてパワーポイント等による講義資料を使用する．
　　　　　  参考資料として，国際課税関係の判例等を資料集として会計大学院 HPに掲載
　　　　　  する予定． 

・参考文献： 増井良啓・宮崎裕子『国際租税法［第 3版］』東京大学出版会，2015年．
　（その他）
　　法人税法等の法令は法令データ提供システムにて，法人税法等の解釈通達である法人税
　基本通達など及び税制改正の概要等の情報は国税庁ホームページにて，また，租税条約，
　税制改正の詳細な解説については財務省ホームページにて，それぞれ参照できる．

　　　　       　　　　  　　　 

＜予習＞
・事前に提供する講義資料，参考資料（該当部分）及び発表担当受講生が作成した発表資
料を読み，疑問点等を整理しておくこと．
＜復習＞
・講義資料等を読み直すとともに，学習した項目に関連する法令，条約等の条文を確認し
て理解を確実にすること．なお，講義の進行に合わせて随時，宿題（確認テスト）を出
すこととしているので，これを確実にこなすこと．

　EAC-LAW604
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講義の内容 学ぶべき用語・ポイント

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS

1. オリエンテーション
　・講義の進め方等について説明する．
　・次回以降の講義の予定について以下に沿って概要を説明する．
　第 2回：国際租税法の基本構造，国際課税の基礎概念
　第 3回：インバウンド取引の課税（1）－非居住者・外国法人課税の仕組－
　第 4回：インバウンド取引の課税（2）－国内源泉所得－
　第 5回：アウトバウンド取引の課税（1）－外国税額控除－
　第 6回：アウトバウンド取引の課税（2）－外国子会社配当益金不算入制度，
　　　　事業体課税－
　第 7回：租税条約（1）
　第 8回：租税条約（2），移転価格税制（1）
　第 9回：移転価格税制（2）
　第 10回：移転価格税制（3）
　第 11回：外国子会社合算税制（1）
　第 12回：外国子会社合算税制（2）
　第 13回：過少資本税制，過大支払利子税制等
　第 14回：OECDにおける税源侵食と利益移転（BEPS）プロジェクト等（1） 
　第 15回：OECDにおける税源侵食と利益移転（BEPS）プロジェクト等（2）

　（上記の予定は目安であり，実際の講義の進行状況等によって適宜修正することもあり
うる．）
　・判例研究発表の詳細について説明し，発表の割当を行う（割当は，後日，担当教員と
　の相談により，講義実施に支障が生じない範囲で変更することも可）．
　・宿題（確認テスト）については，講義の中で別途説明する．

2. 国際租税法のアウトライン，法源
3. 国際租税法の課題と対応の概要

第 1 回：オリエンテーション

・二重課税の排除，国際
的租税回避の防止，課税
権の分配
・租税条約
・ 移転価格税制，外国子
会社合算税制



法人税法２

講義の内容 学ぶべき用語・ポイント

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS 629

1.国際課税制度の基本
2. 課税権確保のための制度
3. インバウンド取引と課税
4. アウトバウンド取引と課税
5. 居住者と非居住者，内国法人と外国法人

参考判例：最高裁 H23.2.18第二小法廷判決
参考文献：別冊ジュリスト租税判例百選第 6版 30頁「住所の意義－武富士事件」
　　　　浅妻章如

第 2 回：国際租税法の基本構造，国際課税の基礎概念

・居住地管轄と源泉地管
轄
・非居住者・外国法人課
税
・国内源泉所得課税
・資本輸入中立性，資本
輸出中立性
・国外所得免除方式，全
世界所得課税方式＋外国
税額控除制度
・居住者，非永住者，非
居住者
・住所の意義
・内国法人，外国法人
・本店所在地基準と管理
支配基準



630

講義の内容 学ぶべき用語・ポイント

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS

1. 国内源泉事業所得課税の原則
2. 恒久的施設（PE）
3. 非居住者・外国法人に対する課税方法
4. 総合主義と帰属主義
5. 帰属主義への変更

参考判例：東京地裁 H27.5.28判決
参考文献：ジュリスト 1494p119「インターネット販売業者のアパート及び倉庫が日米租
　　　　税条約上の恒久的施設に該当するとされた事例」藤谷武史

第 3 回：インバウンド取引の課税（1）－非居住者・外国法人課税の仕組－

・「PEなければ課税なし」
・支店 PE，建設作業 PE，
代理人 PE

・総合主義 vs.帰属主義
・独立企業原則
・OECD承認アプローチ
（AOA）
・機能的分離企業アプロー
チ

・内部取引の認識



法人税法２

講義の内容 学ぶべき用語・ポイント

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS 631

1.国内法に規定するソース・ルールの概要
2. PEに帰属しない国内源泉所得
3. 非居住者の国内源泉所得
4. 源泉分離課税と総合課税

参考判例：最高裁 H16.6.24第一小法廷判決
参考文献：別冊ジュリスト租税判例百選第 6版 132頁「外国法人に対する使用料と源泉地」
　　　　宮崎裕子

第 4 回：インバウンド取引の課税（2）－国内源泉所得－

・ 源泉所得（ソースルール）
と源泉徴収の違い
・資産運用所得，資産譲渡
所得，人的役務提供の対
価，不動産賃貸料
・利子，配当，使用料
・使用地主義，債務者主義
・申告納税方式
・源泉分離方式



632

講義の内容 学ぶべき用語・ポイント

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS

1.国際的二重課税排除
2.外国税額控除制度の概要
3.外国税額控除制度の対象となる外国法人税と控除限度額の計算過程
4.控除限度超過額及び控除余裕枠の取扱い
5. 外国税額控除の適正化・濫用防止策

参考判例：最高裁 H17.2.19第二小法廷判決
参考文献：別冊ジュリスト租税判例百選第 6版 38頁「租税法規の限定解釈」岡村忠生

第 5 回：アウトバウンド取引の課税（1）－外国税額控除－

・外国税額控除方式と国外
所得免除方式
・外国子会社
・国外所得金額
・みなし外国税額控除制度



法人税法２

講義の内容 学ぶべき用語・ポイント

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS 633

1. 外国子会社配当益金不算入制度の導入と間接外国税額控除制度の廃止
2. 外国子会社配当益金不算入制度の概要
3. 様々な事業体に対する課税

参考判例：最高裁 H27.7.17第二小法廷判決
参考文献：税務弘報 63巻 12号 100頁「デラウェア州法に基づくリミテッド・パートナー
　　　　シップの『法人』該当性」吉村政穂

第 6 回：アウトバウンド取引の課税（2）－外国子会社配当益金不算入制度，事業体課税－

・損金算入配当の適用除外
・外国子会社配当益金不算
入制度のメリット・デメ
リット
・ハイブリッド事業体への
租税条約の適用
・PS，LPS， LLC

・パス・スルー課税
・チェック・ザ・ボックス
規定



634

講義の内容 学ぶべき用語・ポイント

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS

1.租税条約の目的
2.我が国の租税条約の現状
3.租税条約と国内租税法
4.条約漁りとその対応
5. 日米租税条約の具体的内容（1）

参考判例：東京高裁 S59.3.14判決
参考文献：・別冊ジュリスト租税判例百選第 6版 130頁「課税権及ぶ範囲－オデコ大陸棚
　　　　事件」一髙龍司
　　　　　・「コンメンタール改訂日米租税条約」浅川雅嗣

第 7 回：租税条約（1）

・OECDモデル租税条約
・TIEA（租税情報交換協
定）
・税務行政執行共助条約
・徴収共助
・課税権の分配
・ 条約漁り（トリーティ・
ショッピング）
・特典制限条項（LBO）
・プリザベーション条項
・セービング条項



法人税法２

講義の内容 学ぶべき用語・ポイント

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS 635

（租税条約（2））
1. 日米租税条約の具体的内容（2）
2. 相互協議
3. 情報交換
（移転価格税制（1））

1. 移転価格税制導入の背景
2. 移転価格税制の制度の仕組

参考判例：東京高裁 H19.6.28判決
参考文献：・別冊ジュリスト租税判例百選第 5版 130頁「日蘭租税条約の『その他所得』」
　　　　宮本十至子
　　　　　・「コンメンタール改訂日米租税条約」浅川雅嗣

第 8 回：租税条約（2），移転価格税制（1）

・限度税率
・相互協議
・情報交換
・仲裁制度
・独立企業の原則
・独立企業間価格（アー
ムレングス・プライス）



636

講義の内容 学ぶべき用語・ポイント

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS

1. 国外関連者の範囲
2. 独立企業間価格の算定方法（基本三法）
3.基本三法以外の算定方法
4.差異の調整

参考判例：高松高裁 H18.10.13判決
参考文献：ジュリスト 1289号 236頁「移転価格税制の適用範囲と独立企業間価格の算定
　　　　方法」今村隆
参考判例：東京高裁 H20.10.30判決
参考文献：別冊ジュリスト租税判例百選第 6版 140頁「独立企業間価格の意義（1）」
　　　　藤枝純
参考判例：東京地裁 H24.4.27判決
参考文献：ジュリスト 1445号 8頁「移転価格税制において寄与度利益分割法の適用が認
　　　　められた事例」神山弘行

第 9 回：移転価格税制（2）

・国外関連者
・比較対象取引
・基本三法（独立価格比
準法，再販売価格基準法，
原価計算基準法）
・利益分割法（寄与度利
益分割法，残余利益分割
法，比較利益分割法）
・取引単位営業利益法
・2010年 OECD移転価格
ガイドラインの改正
・基本三法優先の廃止（ベ
スト・メソッド）



法人税法２

講義の内容 学ぶべき用語・ポイント

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS 637

1.無形資産の移転に伴う問題
2. 文書化制度
3. 相互協議と国内法の救済
4. 事前確認制度
5. 移転価格税制執行上の論点

参考判例：東京地裁 H23.12.1判決
参考文献：ジュリスト 1462号 124頁「移転価格税制の適用にあたり推定課税が認められた
　　　　事例」駒宮史博
参考判例：東京髙裁 H27.5.13判決
参考文献：別冊ジュリスト租税判例百選第 6版 142頁「独立企業間価格の意義（2）」
　　　　佐藤修二

第 10 回：移転価格税制（3）

・米国のスーパーロイヤ
リティ条項
・費用分担契約
・推定課税
・マスターファイル
・国別報告書
・ローカルファイル
・権限ある当局による相
互協議
・事前確認（APA）制度
・独立企業間価格の幅（レ
ンジ）
・ロケーション・セービ
ング



638

講義の内容 学ぶべき用語・ポイント

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS

1.タックス・ヘイブンとは
2. タックス・ヘイブンを利用した国際的租税回避行為
3. 外国子会社合算税制の仕組

参考判例：最高裁 H21.12.3第一小法廷判決
参考文献：最高裁判所判例解説 63巻 9号 2095頁　倉地康弘

第 11 回：外国子会社合算税制（1）

・有害な税の競争
・対象となる内国法人等
・特定外国子会社等
・トリガー税率



法人税法２

講義の内容 学ぶべき用語・ポイント

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS 639

1.平成 29年度抜本改正の趣旨とポイント
2. 経済活動実体の判定
3. 租税回避リスクと外国子会社の所得種類 

4. 適用免除基準

参考判例：最高裁 H21.10.29第一小法廷判決
参考文献：別冊ジュリスト租税判例百選第 6版 136頁「タックス・ヘイブン対策税制の条
　　　　約適合性」弘中聡浩
参考判例：最高裁 H19.9.28第二小法廷判決
参考文献：別冊ジュリスト租税判例百選第 6版 56頁「外国子会社の欠損金の帰属」錦織
　　　　康高
参考判例：東京髙裁 H25.5.29判決
参考文献：ジュリスト 1472号 127頁「外国子会社合算税制の適用除外要件の充足の有無」
　　　　本庄資
参考判例：最高裁 H29.10.24第三小法廷判決

第 12 回：外国子会社合算税制（2）

・事業基準
・実体基準
・管理支配基準
・所在地国基準
・異常所得
・ペーパーカンパニー，
キャッシュボックス



640

講義の内容 学ぶべき用語・ポイント

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS

1. 過少資本税制等の導入の背景及び制度の概要
2. 過少資本税制適用時の損金不算入となる負債利子の計算方法
3. 過大支払利子税制導入の意義と制度の概要

第 13 回：過少資本税制，過大支払利子税制等

・国外支配株主等
・資金供与者等
・関連者への純支払利子
・調整所得金額



法人税法２

講義の内容 学ぶべき用語・ポイント

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS 641

1. BEPSプロジェクトの経緯
2. 注目を集めた事例・スキーム
3. BEPSプロジェクト最終報告書の概要①

第 14 回：OECD における税源侵食と利益移転（BEPS）プロジェクト等（1）

・税源侵食と利益移転
（BEPS）プロジェクト
・問屋スキーム
・パテントボックス税制
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講義の内容 学ぶべき用語・ポイント

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS

1. BEPSプロジェクト最終報告書の概要②
2. その他の国際的な租税回避に対応した税制改正

法人税法 2　参考資料集　掲載予定判例資料リスト
《判例・判例評釈》
・国際課税の基礎概念
　①最高裁平成 23年 2月 18日第二小法廷判決（武富士事件）
　②東京高裁昭和 59年 3月 14日判決（オデコ大陸棚事件）
　③最高裁平成 16年 6月 24日第一小法廷判決（シルバー精工事件）
　④東京地裁裁決平成 27年 5月 28日（インターネット販売業者の PE）　
・租税条約
　⑤東京高裁平成 19年 6月 28日判決（ガイダント事件）
・外国税額控除
　⑥最高裁平成 17年 12月 19日第二小法廷判決（りそな銀行事件）
　⑦最高裁平成 21年 12月 3日第一小法廷判決（ガーンジー島事件）
・外国子会社合算税制
　⑧最高裁平成 21年 10月 29日第一小法廷判決（グラクソ事件 )

　⑨最高裁平成 19年 9月 28日第二小法廷判決（双輝汽船事件）　
　⑩東京高裁平成 25年 5月 29日判決（レンタルオフィス事件）
　⑪最高裁平成 29年 10月 24日第三小法廷判決（デンソー事件）
・移転価格税制
　⑫高松高裁平成 18年 10月 13日判決（今治造船事件） 
　⑬東京高裁平成 20年 10月 30日判決（アドビ事件） 
　⑭東京地裁平成 24年 4月 27日判決（寄与度利益分割法適用事例）
　⑮東京地裁平成 23年 12月 1日判決（推定課税適用事例） 
　⑯東京高裁平成 27年 5月 13日判決（ホンダ・マナウス税恩典事件） 
・多様な事業体
　⑰最高裁平成 27年 7月 17日第二小法廷判決（米国 LPSの法人該当性）
《その他》
・税制調査会　第 6回国際課税ディスカッショングループ（平成 27年 10月 23日）説明
資料〔BEPSプロジェクト最終報告について〕

第 15 回：OECD における税源侵食と利益移転（BEPS）プロジェクト等（2）

・無形資産取引に係るルー
ル
・非居住者に係る金融口
座情報の自動的情報交換
のための報告制度
・国外財産調書制度
・国外転出時課税制度
・新たな文書化制度



展開

成績評価法

オフィスアワー

連絡先

時間割

その他（連絡事項）

講義名・担当教員

講義の目的

講義の進め方

この講義を受講するために必要とする知識

テキスト・参考文献

予習・復習について

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS 643

科目ナンバー

　消費税法・坂本芳次郎 　後期　土曜 2限

　国の活動を行うための財源となる国税には，所得税や法人税などの直接税と消費税や酒
税などの間接税がある．これらの税目や税率については，社会や経済情勢の変化，経済の
グローバル化，人口構造の変化等に伴って，どのような税制が好ましいかの議論が行われ
ている．消費税に関しては，日本国内での消費全般に対して広く，薄く負担を求めるもの
として平成元年 4月 1日に導入された，比較的新しい税である．
　その後，益税の解消等を目的として様々な改正が行われたほか，現在の税率 8％につい
ては，平成 31年 10月 1日からは 10％に引き上げられると同時に食料品等は 8％の軽減税
率が適用されることが確定している．
　消費税は企業個々の経営戦略とも密接に関係すること，納付税額の計算に当たっては法
人税の会計処理に応じて行うことから，公認会計士を目指す皆さんや企業の経理担当者に
とっても必要不可欠な知識と考える．
　本講においては，消費税法の基本的な理論や構造を理解し，実務において対応できる税
額計算等の基礎的な処理能力を習得すること，消費税申告書の作成方法を習得すこと，そ
して最終的には，公認会計士試験論文式（租税法）の問題と同程度の税額等計算ができる
ようになることを目的としてすすめる．

　簿記に関する基礎的知識を有していることが望ましい .

・演習問題（50％），理解
度確認セッション（50％）
で評価する．
・AA(90点以上 )，　　
  A(80点以上 90点未満 )，

B(70点以上 80点未満 )，
C(60点以上 70点未満 )，
D(60点未満：不合格 )

　講義時間の前後それぞれ
30分程度．

　初回講義時に通知する．

・ 予習・復習を確実に行う
こと．
・ 法令，通達の読み方を身
に付ける．

・税務大学校 HP掲載の税務大学校講本『消費税法』を各自がダウンロードして使用する．
・ 国税庁リーフレット『消費税のあらまし（平成 29年 6月）』が国税庁HPに掲載されており，
基本的な仕組みを理解できる．講義初回時に配付する．
・パワーポイントのコピーをレジュメとして使用する．
・講本で引用する「消費税法」「消費税法施行令」及び「消費税法基本通達」（抜粋）は，
印刷して第 3回講義の際，配付する．
・推薦する参考文献「実務消費税ハンドブック」（コントロール社）
・その他の資料や参考文献は必要に応じて講義中に紹介する．

＜予習＞
・ 事前にテキストの該当部分及びパワーポイント資料を読み，疑問点等を整理しておくこと．
＜復習＞
・ 演習問題を確実に行うとともに，解答をチェックし，学習した内容は確実に理解しておく
こと．

・消費税法の用語の意味，基本的な取り扱い及び実務上の重要事項を中心に講義する．
・原則として消費税テキスト，パワーポイント資料に沿って進めることとする．なお，課税・
非課税・免税・不課税の実例，課税に対する不服申し立ての裁決例，脱税の事例等も紹介
することとし，限られた時間内で効果的な学習がなされるよう調整しながら進める．
・4回目の講義以降は，講義テーマに即した演習問題を課し，次回の講義で演習問題の解答
及び留意点を説明し，学習内容の理解が深まるように進めていく．
・後半には，法人の決算事例を基に，消費税及び地方消費税の納付税額を算出する計算問題
に取組むほか，過去の公認会計士試験論文式（租税法）の消費税に関する計算問題の解答
の仕方も解説する．
・最終日には，演習問題と同程度の理解度確認セッションを行う（○×問題と計算処理問題）．

　EAC-LAW605
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講義の内容

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS

講義の目的：
　講義の概要，講義の進め方，成績評価，学習方法等について説明を行う．

講義の概要：
・消費税の創設理由，あらまし，その後の税制改正の背景などを説明・紹介する．
・2回目以降の講義の概要（予定）を説明する．
　第 2回 （10月 13日）：総説（1）―間接税の概要 ,消費税創設の背景
　第 3回 （10月 20日）：総説（2）―消費税の改正と地方消費税の創設 ,消費税の使途 ,消費
　　　　　　　　　　   税のあらまし
　第 4回（10月 27日） ：課税の対象―課税の対象となる国内取引と輸入取引
　第 5回 （11月 10日）：非課税と免税
　第 6回 （11月 17日）：納税義務者，小規模事業者の納税義務の免除，納税義務の成立
　第 7回 （11月 24日）：課税標準と税率（1）―課税標準と税率
　第 8回 （12月 1日）：課税標準と税率（2）―課税標準額等の計算
　第 9回 （12月 8日）：税額控除等（1）―税額控除の概要 ･仕入税額控除
　第 10回（12月 15日）：税額控除等（2）―仕入控除税額の計算方法，計算問題に挑戦
　第 11回（12月 22日）：税額控除等（3）―簡易課税制度，計算問題に挑戦
　第 12回（１月 5日）：課税期間，申告・納付，納税地
　第 13回（１月 12日）：計算問題に挑戦， 過年度の論文式租税法（消費税法）の解説
　第 14回（１月 19日）：過去の論文式租税法（消費税法）の解説
　第 15回（１月 26日）：理解度確認セッション，回答の解説
・パワーポイントを用いて説明する（次回以降も同様）．

第 1回（10 月 6日）：オリエンテーション



消費税法

講義の内容
学ぶべき用語・ポイント
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・担税者
・納税義務者
・直接税
・間接税
・従量税
・従価税
・課税標準
・消費税
・付加価値税

1. 租税の分類（直接税・間接税，所得課税・資産課税・流通課税など）を理解する．　　
2. 間接税にはどのような特徴，種類があるかを理解する．　　
3. 課税の対象となるもの（課税標準）による区分，従量税（課税物品の数量等を基礎とす
るもの）と従価税（取引価格を基礎とするもの）を理解する．　

4. 消費税が導入された背景にはどのような事情があったか（消費税導入の必要性）を理解
する．

5. 消費税と同様な諸外国の税制・税率を理解する．

第 2回：総説 （1）―間接税の概要，消費税創設の背景
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講義の内容
学ぶべき用語・ポイント

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS

・地方消費税
・課税の対象
・非課税取引
・免税取引
・課税期間
・税率

1. 税率，事業者免税点，簡易課税制度，みなし仕入れ率，中間申告基準等どのような改正
が行われてきたか，改正の経緯，背景等を理解する．

2. 地方消費税とはどのようなものかを理解する．
3. 国・地方間の消費税収の配分はどのようになっているかを理解する．
4. 消費税の「福祉目的化」とは何かを理解する．
5. 消費税にはどのような性格があるかを理解する．
6. 消費税の基本的な仕組みはどのようになっているかを理解する．
　・商品の原材料を扱う会社→完成品製造業者→卸売業者→小売業者→消費者までの取引
　   過程で，「消費税」がどのように計算し納付されているか．

＜宿題＞
　間接税の概要，消費税の性格

第 3回：総説（2）―消費税の改正と地方消費税の創設 , 消費税の使途 , 消費税のあらまし



消費税法

講義の内容
学ぶべき用語・ポイント
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・事業者
・国内取引
・輸入取引
・資産の譲渡等
・課税資産の譲渡等
・不課税取引
・外国貨物
・課税貨物
・保税地域

1. 消費税の課税の対象は何か．
　国内取引・事業者の事業・対価を得て行う取引．
2. 「課税の対象」となる取引，輸入品の「取引」との関係はどのようになっているかを理
解する．

3. 課税の対象とならない取引（不課税取引）　とは何かを理解する．
4. 不課税取引の「対価性」について理解する．
5. 音楽配信等の国境を越えて行われる取引の課税方法を理解する．

＜宿題＞
　課税の対象

第 4回：課税の対象―課税の対象となる国内取引と輸入取引
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講義の内容
学ぶべき用語・ポイント
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・消費税法別表第一・第二
・土地の譲渡及び貸付（土地
の上に存する権利・一時的
に使用させる場合等）
・有価証券
・物品切手等
・住宅家賃
・消費地課税主義
・仕向地課税主義
・輸出免税
・輸出物品販売場

第 5回：非課税と免税

1. 国内取引のうち税の性格上課税対象になじまないもの 7項目，社会的政策的な配慮から
課税することが適当でないもの 9項目を消費税の非課税としているが，その意義を理解
する．また，具体的な取引事例で，どのようなものが非課税であるかを理解する．

2. 免税の意義は何か，免税取引にはどのようなものがあるかを理解する．
　国内取引で課税された消費税は，輸出を機に税額が還付される．
3. 免税取引と非課税との違いは何かを理解する．

＜宿題＞
　非課税と免税



消費税法

講義の内容
学ぶべき用語・ポイント
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・課税事業者
・免税事業者
・基準期間
・特定期間
・課税期間の原則
・課税売上高
・課税資産を譲渡等した
時

第 6回：納税義務者，小規模事業者の納税義務の免除，納税義務の成立

1.消費税を納める義務を負う者はだれか（納税義務者＝課税事業者）を理解する．
2. 小規模事業者の納税義務の免除とは何かを理解する．
　基本は 2年前の課税となる売上が 1千万円以下なら免税．
3. 納税義務免除の特例とは何かを理解する．
4. 通常の場合の納税義務の成立の時期はいつかを理解する．

＜宿題＞
　納税義務者と納税義務の成立
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講義の内容
学ぶべき用語・ポイント

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS

1. 「課税標準」とは何かを理解する．
2. 「国内取引の課税標準」はどのようになっているかを理解する．
3. 「輸入取引の課税標準」とは何かを理解する．
4. 税率はどのようになっているかを理解する．
5. 消費税の税率が 10％に引上げとなった場合でも，一定期間内の取引は 8％となる経過措
置があることを理解する．

＜宿題＞
　課税標準の計算

・課税標準
・課税資産の譲渡等の対価
の額
・金銭又は金銭以外の物も
しくは権利その他経済的
利益
・みなし譲渡
・経過措置

第 7回：課税標準と税率 （1）―課税標準と税率



消費税法

講義の内容
学ぶべき用語・ポイント
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・課税標準額
・税込経理方式
・税抜経理方式
・総額表示の義務

1. 課税標準額は何かを理解する．
2.課税標準額及び消費税額の具体的な計算は，所得税及び法人税の会計処理の方式に応じ
て行うことになるから，会計処理の税込経理方式，税抜経理方式についても理解する．

3. 消費税額等相当額を区分領収している場合の課税標準額はどのように計算するかを理解
  する．
4. 総額表示の義務と消費税額計算との関係についても理解する．
　店頭の表示・レシートの表示を見てみよう．

＜宿題＞
　課税標準額と消費税額の計算

第 8回：課税標準と税率 （2）―課税標準額等の計算
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講義の内容
学ぶべき用語・ポイント

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS

1. 税額控除とは何か，税額控除にはどのようなものがあるかを理解する．
　製造・卸売・小売の各段階で 8％の税額が累積しない仕組み．
2. 納付税額の計算の仕組みはどのようになっているかを理解する．　　
3. 課税仕入れとは何か，その範囲，対象は何かを理解する．
4. 課税仕入れに係る消費税額はどのように計算するか，仕入税額控除の要件は何かを理解す
  る．

＜宿題＞
　税額控除，課税仕入れに係る消費税額の計算

・税額控除
・課税仕入れ
・帳簿及び請求書等の保存

第 9回：税額控除等（1）―税額控除の概要・仕入税額控除



消費税法

講義の内容
学ぶべき用語・ポイント
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・ 課税売上割合
・ 個別対応方式
・ 一括比例配分方式
・95％ルール

1. 仕入控除税額はどのように計算するかを理解する．　　
2. 課税売上割合とは何か，また，どのように計算するかを理解する．　　
3. 課税仕入れ等の税額の全額を控除できる場合と全額を控除できない場合とはどのような
  場合かを理解する．
4. 全額を控除できない場合の計算方法を理解する．また，全額を控除できない場合の処理
についても理解する．

5. 「95％ルール」適用要件の見直しについて理解する．
6. 講義中に，課税売上割合，個別対応方式・一括比例配分方式の計算問題に取り組む．

＜宿題＞
　課税売上割合，個別対応方式・一括比例配分方式の計算事例

第 10 回：税額控除等 （2） ―仕入税額控除の計算方法
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講義の内容
学ぶべき用語・ポイント
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1. 中小事業者の事務負担に配慮して設けられた簡易課税制度とはどのような制度か，適用
  を受けるためにはどのような要件が必要かを理解する．
2. 簡易課税制度による場合の仕入控除税額はどのように計算するか，みなし仕入率とは何
  かを理解する．
3. 簡易課税制度の事業区分について判例を通じてどのように区分されるか理解する．
4. 二以上の事業を行っている場合のみなし仕入率はどのように算出するかを理解する．
5. 簡易課税方式による消費税の計算問題に取り組む．
　売上げに係る対価の返還等をした場合等
6. 売上げに係る対価の返還等をした場合の税額控除はどのようにするかを理解する．
7. 貸倒れが生じた場合の税額控除はどのようにするかを理解する．
8. 貸倒れに係る消費税額の控除を受けたものが回収された場合はどのようにするかを理解
する．

＜宿題＞
　簡易課税方式の計算事例

・簡易課税制度
・事業区分
・みなし仕入率
・返品
・値引
・割戻し
・貸倒れ

第 11 回：税額控除等（3）―簡易課税制度・売上に係る対価の返還等をした場合の税額控除等



消費税法

講義の内容
学ぶべき用語・ポイント
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1. 課税期間はどのように定められているかを理解する．また，早期に税額還付を受けるた
めの「課税期間の特例」についても理解する．

2. 国内取引に係る確定申告と納付はどのようにするかを理解する．
3. 中間申告と納付が必要とされる事業者がいることを理解する．
4. 輸入取引に係る申告と納付はどのようにするかを理解する．　　
5. 納税地とはどのような場所かを理解する．

＜宿題＞
　総合問題，申告書の作成事例

第 12 回：課税期間，申告・納付，納税地

・確定申告
・中間申告
・仮決算
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講義の内容
学ぶべき用語・ポイント
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・課税標準額の算出
・控除仕入れ税額の算出
・納付すべき税額の算出
・地方消費税の算出方法
・消費税申告書（一般用）
用紙の仕組み

1. 法人の決算書の事例から，消費税及び地方消費税の申告書（一般用）の作成を行う．
2. 申告書の具体的な作成方法を理解する．
3. 過去の公認会計士試験の論文式問題の解説
　過去の公認会計士試験問題のうち，平成 30年論文式租税法の問題３「消費税法」につ
いて，解答の仕方等を解説する．

第 13 回：消費税及び地方消費税の申告書作成に挑戦



消費税法

講義の内容
学ぶべき用語・ポイント

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS 657

1.理解度確認セッションを前提として，これまでの講義のポイントである消費税の可否判
定（課税売上・免税売上・非課税・不課税），消費税法の取扱いの適否，課税標準の算
出の仕方，税額控除の仕組み，課税売上割合の算出，本則課税による仕入税額控除の算
出等を復習する．

2. 過去の公認会計士試験の論文式問題の解説
　過去の公認会計士試験問題のうち，平成 29年論文式租税法の問題 3「消費税法」について，
解答の仕方等を解説する．

第 14 回：消費税法講義のまとめ，公認会計士試験の論文式問題の解説

・限られた時間の中で，
消費税の計算問題を解く
方法を理解する．
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講義の内容
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1. 理解度確認セッションを行う．
　電卓のみ持ち込み可．
2. 時間内に，確認セッションの解答について説明する．

第 15 回：理解度確認セッション



展開

成績評価法

オフィスアワー

連絡先

時間割

その他（連絡事項）

講義名・担当教員

講義の目的

講義の進め方

この講義を受講するために必要とする知識

テキスト・参考文献

予習・復習について

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS 659

科目ナンバー

　所得税法・髙橋壽則 　前期　土曜 2限

　所得税法の基本的な事項を理解し，所得計算の方法を習得すること．

・ 原則として，所得税法及びテキストに沿って講義を進めていくが，基本的な事項につい
ては，十分に時間を使ってメリハリのあるものとしたい．
・ 四回目講義以降は，講義毎に練習問題等を課し，次回の講義でその練習問題の復習を行
う．
・最終的には，公認会計士試験論文式（租税法）の問題と同程度の基礎的な所得計算がで
きるようになることを目指して進めていく．
・理解度確認セッションを行う．

・簿記，財務諸表論の基本的な知識．
・租税に関する基礎的な知識．

・小テスト（50％），理解
度確認セッション（50％）
で評価する．
・AA(90点以上 )，　
  A(80点以上 90点未満 )，

B(70点以上 80点未満 )，
C(60点以上 70点未満 )，
D(60点未満：不合格 )

　講義時間の前後それぞれ
30分程度

　初回講義時に通知する．

・ 法令・通達を読む習慣を
身につけること．

・基本テキスト：税務大学校ＨＰ掲載の税務大学校講本「所得税法」を各自がダウンロー
　　　　　　　 ドして使用する．
・所得税法
・参考資料：講義の際に配付する．
・参考文献：必要に応じて講義の中で紹介する．

＜予習＞
・ 講義は，テキスト及び所得税法の該当条文を読んでいることを前提としているので，必
ず読んでくること．
・「学ぶべき用語・ポイント」の用語を調べること．
＜復習＞
・練習問題（宿題）と回答をチェックし，確実に理解すること．

　EAC-LAW606
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講義の内容

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS

講義の目的：
　所得税法の構造，講義の概要，講義の進め方，成績評価，学習方法などについて説明を行う．

講義の概要：以下の内容を学習する．
　第 1回：オリエンテーション
　第 2～ 3回：所得税法総則―所得税の意義・特色，納税義務者と課税所得の範囲―
　第 4～ 5回：所得の種類―所得の種類と意義，各種所得の内容―
　第 6回：課税標準の計算（1）―各種所得金額の計算方法（利子・配当・不動産・事業等）―
　第 7回：課税標準の計算（2）―総所得金額，所得の課税の特例等―
　第 8～ 9回：課税標準の計算（3）―収入金額―
　第 10～ 12回：課税標準の計算（4）―必要経費，収入及び必要経費に関する特例，損益通算―
　第 13回：所得控除
　第 14回：税額の計算，源泉徴収，所得税の申告，納付及び還付・青色申告等
　第 15回：理解度確認セッション

　・講義の進め方，成績評価についてはシラバスを用いて説明する．
　   学習の進め方についても説明を行う．
　

第 1 回：オリエンテーション



所得税法

講義の内容 学ぶべき用語・ポイント
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・所得税
・直接税
・間接税
・租税法律主義
・所得の種類
・非課税所得
・免税所得
・納税義務者
・居住者
・非居住者
・非居住者以外の居住者
・非永住者
・内国法人
・外国法人
・人格のない社団等
・国内源泉所得者
・国外源泉所得者
・実質所得者課税の原則
・納税地
・納税地の特例
・非居住者に対する課税
・法人に対する課税

1.所得税の特色を理解する．
2.所得税法の規定の柱を理解する．
3.所得税法上の所得を理解する．
4.非課税所得の趣旨，種類及び根拠法令を理解する．
5.納税義務者の区分と課税所得の範囲を理解する．
　・居住形態によって，それぞれ課税の範囲が定められている．
6.実質所得者課税の原則の規定の趣旨と考え方を理解する．
7.所得税法の納税地を理解する．
8.非居住者に対する課税を理解する．

第 2 ～ 3 回：所得税法総則―所得税の意義・特色，納税義務者と課税所得の範囲―
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講義の内容
学ぶべき用語・ポイント

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS

・利子所得
・配当所得
・不動産所得
・事業所得
・給与所得
・青色事業専従者給与
・事業専従者控除額
・退職所得
・山林所得
・譲渡所得
・短期譲渡所得
・長期譲渡所得
・一時所得
・雑所得
・公的年金等

1.所得をその性質によって区分することを理解する．
2.所得税の計算と仕組みを理解する．
3.各種所得の内容とその範囲を理解する．

＜宿題＞
・非課税所得，納税義務者，納税地
・所得区分（1）

第 4 ～ 5 回：所得の種類―所得の種類と意義，各種所得の内容



所得税法

講義の内容 学ぶべき用語・ポイント

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS 663

・利子所得の収入金額
・配当所得の収入金額
・みなし配当
・不動産所得に係る総収入
金額
・不動産所得に係る必要経
費の取扱い
・資産損失
・給与所得控除額
・給与所得者の特定支出の
特例
・退職所得控除額
・山林所得の特別控除額
・森林計画特別控除
・概算経費控除の特例
・短期譲渡所得
・長期譲渡所得
・譲渡所得の特別控除
・一時所得の特別控除
・公的年金等
・公的年金控除額

1.各種所得の金額の計算方法を理解する．
2.不動産所得に係る必要経費の取扱いを理解する．
　・事業規模か，業務的規模か，によって取扱いが異なる．

＜宿題＞
・所得区分（2）

第 6 回：課税標準の計算（1）―各種所得金額の計算方法（利子・配当・不動産・事業等）―
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講義の内容
学ぶべき用語・ポイント

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS

・課税標準
・総所得金額
・短期譲渡所得の総合課税
・申告分離課税
・源泉分離課税
・譲渡所得に対する特例
・株式等の譲渡の特例
・先物取引に係る特例
・確定申告を要しない配当
所得

第 7 回：課税標準の計算（2）―総所得金額，所得の課税の特例等―

1.所得税法における課税標準の内容と計算方法を理解する．
2.総所得金額を理解する．
3.総所得金額の計算方法を理解する．
4.租税特別措置法に規定する所得税の課税の特例を理解する．
　・申告分離課税とされる所得
　・源泉分離課税とされる所得

＜宿題＞
・各種所得の課税標準額（1）



所得税法

講義の内容 学ぶべき用語・ポイント
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・収入金額
・総収入金額
・各種所得の収入金額の
計上すべき時期
・棚卸資産の自家消費又
は贈与
・棚卸資産の低廉譲渡
・経済的利益
・収入金額とされる保険
金，損害賠償等

第 8 ～ 9 回：課税標準の計算 (3)―収入金額

1.所得税法の収入金額と総収入金額を理解する．
2.各種所得の収入金額の計上時期を理解する．
3.別段の定めにより収入金額とされるものと，その計算方法を理解する．
4.事業所得等の収入金額とされる保険金等を理解する．
5.物又は権利による総収入金額の計算方法を理解する．

＜宿題＞
・各種所得の課税標準額（2）
・配当所得の金額と不動産所得の金額の計算
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講義の内容
学ぶべき用語・ポイント

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS

1.所得税法における必要経費を理解する．
2.必要経費とされない支出を理解する．
3.所得税法における売上原価の計算を理解する．
4.所得税法における棚卸資産と評価方法を理解する．
5.所得税法における販売費，一般管理費等の必要経費を理解する．
6.不動産所得に係る必要経費を理解する．
7.生命保険契約等による一時所得の収入を得るために支出した費用を理解する．
8.譲渡所得の取得費と譲渡費用を理解する．
9.山林所得の必要経費を理解する．
10. 減価償却の意義と計算方法を理解する．
11. 繰延資産の範囲とその償却方法を理解する．
12. 資本的支出と修繕費との差異を理解する．
13. 所得税法の資産損失を理解する．
14. 貸倒れの判定基準を理解する．
15. 生計を一にする親族に支払う給与等の取扱いを理解する．
16. 青色申告を理解する．
17. 所得税法の収入金額及び必要経費に関する特例と，その取扱いを理解する．
18. 所得税法における損益通算と，損益通算の方法を理解する．

＜宿題＞
・事業所得の金額の計算
・譲渡所得の金額の計算，収入計上時期，減価償却
・必要経費，家事関連費，棚卸資産の評価

・必要経費
・家事関連費等
・租税公課等
・売上原価
・棚卸資産
・棚卸資産の取得価額
・棚卸資産の評価方法
・有形固定資産
・無形固定資産
・牛馬，果樹等
・取得価額
・残存価額
・耐用年数
・償却率
・定額法
・定率法
・繰延資産
・繰延資産の償却方法
・開業費
・試験研究費
・開発費
・資本的支出と修繕費
・資産損失
・貸倒損失
・青色事業専従者給与
・事業専従者控除額
・青色申告特別控除
・損益通算
・損益通算の順序

第 10 ～ 12 回：課税標準の計算（4）―必要経費，収入及び必要経費に関する特例・損益
通算―



所得税法

講義の内容 学ぶべき用語・ポイント
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・所得控除
・雑損控除
・医療費控除
・社会保険料控除
・小規模共済掛金控除
・生命保険料控除
・損害保険料控除
・寄付金控除
・障害者控除
・寡婦（寡夫）控除
・勤労学生控除
・配偶者控除
・配偶者特別控除
・扶養控除
・基礎控除

1.所得控除を理解する．
2.所得控除が設けられた目的を理解する．
3.各所得控除の内容，適用範囲及び控除金額を理解する．
4.確定申告書への記載及び関係書類の添付等を理解する．
5.課税標準から控除する各所得控除の順序を理解する．

＜宿題＞
・損益通算

第 13 回：所得控除
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講義の内容
学ぶべき用語・ポイント
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1.税額の計算方法を理解する．
2.所得税の税率と，税額の計算方法を理解する．
3.変動所得と臨時所得を理解する．
4.変動所得と臨時所得の税額の計算方法を理解する．
5.税額控除を理解する．
6.源泉徴収の仕組みを理解する．
7.源泉徴収の対象となる所得を理解する．
8.源泉徴収の税率を理解する．
9.源泉徴収義務者を理解する．
10.源泉徴収と申告納税額との関連を理解する．
11.申告納税方式を理解する．
12.所得税の確定申告書の提出期限と納付期限を理解する．
13.予定納税を理解する．
14.青色申告制度を理解する．

＜宿題＞
・総合問題（事業所得の計算～税額の計算），所得税申告書の作成

・超過累進税率
・所得税速算表の見方
・山林所得金額に対する
税額計算
・変動所得
・臨時所得
・平均課税
・配当控除
・住宅借入金等特別控除
・外国税額控除
・政党等寄附金特別控除
・定率減税
・源泉徴収
・源泉徴収義務者
・源泉徴収税額
・納付の時期
・申告納税方式
・所得税の申告提出期限
及び納付期限
・予定納税
・確定申告を要する者，
確定申告を要しない者
・青色申告

第 14 回：税額の計算，源泉徴収，所得税の申告，納付及び還付・青色申告等



所得税法

講義の内容
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・理解度確認セッションを行う．
・テキスト・ノートの持込は一切認めない．
・電卓を忘れないこと．

第 15 回：理解度確認セッション
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講義の内容
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展開

成績評価法

オフィスアワー

連絡先

時間割

その他（連絡事項）

講義名・担当教員

講義の目的

講義の進め方

この講義を受講するために必要とする知識

テキスト・参考文献

予習・復習について

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS 671

科目ナンバー

　企業開示制度と実務・鈴木三智男 　前期　金曜 2限

　近年，企業の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するため，株主との間で建
設的な対話を行うことが求められているが，企業が提供する開示情報は株主との間で建設
的な対話を行う上での基盤となるものであるなど，その必要性・有用性が益々高まってき
ている．
　こうした株主を含むステークホルダーに提供される開示情報のうち，金融商品取引法に
基づく企業内容等の開示制度は，有価証券の発行者に対し，投資者の投資判断に必要な当
該有価証券に関する情報やその発行者に関する情報等を正確・公平・適時に開示すること
を義務付けることにより，企業の円滑な資金調達と投資者の保護を図ろうとするものであ
る．
　本講義では，金融商品取引法に基づく企業内容等の開示制度を中心に公開買付制度・大
量保有報告制度について，その制度の趣旨・内容について十分に理解することを目的とす
る．
　また，平成 29年５月 24日に交付された「金融商品取引法の一部を改正する法律（平成
29年法律第 37号）」により新設されたフェア・ディスクロージャー・ルールについて解
説する．

　企業開示に関する実務等を踏まえながら，配付するレジュメに沿って講義を進める．
　解説に当たっては，企業開示ルールの内容を実務に即して正確に理解することができる
よう，実際の開示書類等を逐次参考にするとともに，できる限り根拠法令等を確認する．
　適宜，小テストを実施する．

　講義は基礎的な内容とするため，この講義を受講するための特別な知識は不要である．
　

・ 理解度確認セッション（40
点），小テスト（20 点）
及び出席状況等の平常点
（40点）により評価する
（100点満点）．
・AA(90点以上 )，
  A(80点以上 90点未満 )，

B(70点以上 80点未満 )，
C(60点以上 70点未満 )，
D(60点未満：不合格 )

　水曜日 
　13:00-16:00　

　022-217-6281
　michio.suzuki.a6@tohoku.ac.jp

・講義の順番及び内容につ
いては，講義開始後に変
更することがあり得る．

 ・六法：金融商品取引法，金融商品取引法施行令，企業内容等開示制度・公開買付制度・    

               大量保有報告制度関係内閣府令等が掲載されている最新版のもの
　　　　（注）六法によっては，上記法令の一部が省略されているものがあるので注意が
　　　   必要である．
 ・参考文献： 松尾直彦『金融商品取引法［第 4版］』商事法務，2016年．
　　　　　   神田秀樹・黒沼悦郎・松尾直彦編『金融商品取引法コンメンタール 1』商事     

　　　　　   法務，2016年．
                     近藤光男・吉原和志・黒沼悦郎『金融商品取引法入門［第 4版］』商事法務，
　　　　　   2015年． 　　　　　                          

＜予習＞
 ・事前に配付する予定のレジュメに目を通しておくこと．
 ・「参考文献」に記載する書籍その他の金融商品取引法の書籍のうち，自分に合うもので，
企業開示制度に関連する部分を早期に通読しておくことが望ましい．

＜復習＞
 ・解説した制度について，レジュメ及び参考文献で再度確認するとともに，その根拠条文に
ついて確認する．

 ・ 特に，各回レジュメの最後にまとめ（ポイント）を掲載しているので，参考にしてください．

　EAC-LAW607
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講義の内容
学ぶべき用語・ポイント
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講義の目的：
・金融商品取引法の目的及び金融商品取引法上の企業内容等の開示制度の位置づけを理解す
る．

講義の概要：
・講義の概要，進め方等について説明を行う．
・金融商品取引法の目的の一つである「投資者保護」の意義を理解し，その手段としての金
融商品取引法に基づく開示制度（企業開示制度・公開買付制度・大量保有報告制度）につ
いて，開示制度全体を俯瞰するとともに，有価証券の発行市場・流通市場におけるそれぞ
れの開示制度の意義，位置付け，関係等について概説する．
　
＜宿題＞
　右記「学ぶべきポイント」について，レジュメ及び参考文献で再度確認し，課題が出され
た場合は取り組むこと．

第 1 回：オリエンテーション・企業開示制度の概観（1）

・金融商品取引法の目的



企業開示制度と実務

講義の内容 学ぶべき用語・ポイント

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS 673

講義の目的：
・金融商品取引法上の企業内容等の開示制度の位置づけ及び会社法との関係を理解する．
・金融商品取引法における「有価証券」及び「発行者」の概念を理解する．

講義の概要：
・第 1回に引き続き，金融商品取引法に基づく企業開示制度の総論を説明する .

・第 2回では，企業開示制度に関する金融商品取引法の体系を確認する．
・また，会社法は，会社に対し，「計算書類」，「事業報告」による株主等への情報提供
を義務付けているが，こうした金融商品取引法以外の法令に基づく情報提供と金融商
品取引法に基づく情報提供との関係について解説する．
・企業開示制度の趣旨・背景を理解した上で，企業開示制度の対象となる「有価証券」
及び開示義務を負うべき「発行者」について解説する．

＜宿題＞
　右記「学ぶべきポイント」について，レジュメ及び参考文献で再度確認し，課題が出
された場合は取り組むこと．

第 2 回：企業開示制度の概観（2）

・法定開示
・金融商品取引法上の有
価証券
・開示対象の有価証券
・有価証券の発行者
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講義の内容
学ぶべき用語・ポイント

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS

講義の目的：
・有価証券の「募集」と「私募」の概念について理解する．

講義の概要：
・新たに発行される有価証券を投資者に対して勧誘する場合，勧誘を行う投資者が多数で
ある等の一定の要件に該当するときは「有価証券の募集」として投資者に対する情報開
示が義務付けられ，これに該当しなければ「有価証券の私募」として情報開示義務を負
わない．
・このように，「有価証券の募集」は開示規制において重要な意味を持つ概念であるが，
どのような勧誘行為が「有価証券の募集」，「有価証券の私募」に該当するかについて解
説する．

＜宿題＞
　右記「学ぶべきポイント」について，レジュメ及び参考文献で再度確認し，課題が出さ
れた場合は取り組むこと．

第 3 回：有価証券の募集

・取得勧誘
・有価証券の募集
・第一項有価証券・第二
項有価証券
・人数基準・属性基準
・有価証券の私募
・適格機関投資家私募・
特定投資家私募・少人数
私募



企業開示制度と実務

講義の内容 学ぶべき用語・ポイント

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS 675

講義の目的：
1. 既に発行された有価証券の「売出し」と「私売出し」の概念について理解する．
2. 会社の組織再編に関して，金融商品取引法上の開示の仕組みについて理解する．

講義の概要：
1. 有価証券の売出し
　既に発行された有価証券を投資者に対して勧誘する場合，勧誘を行う投資者が多数であ
る等の一定の要件に該当するときは「有価証券の売出し」として投資者に対する情報開示
が義務付けられ，これに該当しなければ「有価証券の私売出し」として情報開示義務を負
わない．このように，「有価証券の売出し」は，「有価証券の募集」と同様，開示規制にお
いて重要な意味を持つ概念であるが，どのような勧誘行為が「有価証券の売出し」，「有価
証券の私売出し」に該当するかについて解説する．
2. 組織再編成発行手続等
　合併，株式分割等の会社の組織再編に際し，その対価として有価証券の発行・交付が行
われる場合において，その有価証券について情報開示が行われていないなど一定の要件に
該当する場合の手続を「特定組織再編成発行手続」又は「特定組織再編成交付手続」と定
義し，情報開示が義務付けられる．第 4回では，これらの手続について解説する．

＜宿題＞
　右記「学ぶべきポイント」について，レジュメ及び参考文献で再度確認し，課題が出さ
れた場合は取り組むこと．

第 4 回：有価証券の売出し，組織再編成発行手続等

1. 有価証券の売出し
・売付け勧誘等
・有価証券の売出し
・有価証券の私売出し
・適格機関投資家私売出
し・特定投資家私売出し・
少人数私売出し

2. 組織再編成発行手続等
・組織再編成発行手続・
特定組織再編成発行手続
・組織再編成交付手続・
特定組織再編成交付手続
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講義の内容
学ぶべき用語・ポイント

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS

第 5 回：私募等の告知義務，発行開示制度（1）＜発行開示制度の概要＞

講義の目的：
1. 有価証券の私募等の要件である転売制限に係る告知義務について理解する．
2. 発行開示制度の意義・仕組みを理解する．

講義の概要：
1. 有価証券の私募等については，その要件として転売制限が課せられているが，転売制限の
実効性を確保するため，私募等の勧誘を行う者に，被勧誘者に対してその有価証券に転売
制限が付されている旨等を告知する義務が課されている．第 5回では，私募における告知
義務について解説する．

2. 発行開示制度
　一般に，有価証券の募集・売出しを行う場合等，有価証券の発行市場における開示制度を
「発行開示制度」と呼ぶ．この発行開示制度の根幹は，有価証券の募集・売出しに係る内
閣総理大臣への有価証券届出書の提出等である．第 5回では，まず，発行開示制度を概観し，
その後，有価証券届出書の提出が必要となる有価証券の募集・売出し等の範囲について解
説する．

＜宿題＞
　右記「学ぶべきポイント」について，レジュメ及び参考文献で再度確認し，課題が出され
た場合は取り組むこと．

・発行開示制度
・適格機関投資家取得有
価証券一般勧誘・特定投
資家等取得有価証券一般
勧誘



企業開示制度と実務

講義の内容 学ぶべき用語・ポイント

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS 677

第 6 回：発行開示制度（2）＜届出書制度①＞

講義の目的：
・ 企業開示制度（発行開示）の重要な事項の一つである「有価証券届出書」の内容，提出場面，
届出の効力発生時期等について理解する．

講義の概要：
・届出書制度（有価証券届出書の提出）
　有価証券の募集・売出しについての届出は，「有価証券届出書」を内閣総理大臣に提出
することにより行われる．第 6回及び第 7回では，「届出書制度」の内容として「有価証
券届出書」の各様式を取り上げ，その様式ごとに使用する場面，使用することができる要
件，記載内容等について解説する．
　また，当初提出した「有価証券届出書」の記載内容を訂正する「訂正届出書」の自発的
な提出，「有価証券届出書」の重要な事項に虚偽記載等がある場合の内閣総理大臣による「訂
正届出書」の提出命令等について，実務を踏まえながら解説する．
　さらに，有価証券の募集又は売出しにおける「届出の効力」の意義，効力発生に関する
実務上の取扱い等について解説する．

＜宿題＞
　右記「学ぶべきポイント」について，レジュメ及び参考文献で再度確認し，課題が出さ
れた場合は取り組むこと．

・有価証券届出書
・組込方式・参照方式
・訂正届出書
・訂正届出書の提出命令
・届出の効力，効力発生
期間の短縮
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講義の内容
学ぶべき用語・ポイント

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS

講義の目的：
1. 企業開示制度（発行開示）の重要な事項の一つである「有価証券届出書」の内容，提出
場面，届出の効力発生時期等について理解する．

2. 有価証券の募集又は売出しの際，投資者に交付される「目論見書」の意義，交付時期に
ついて理解する．

講義の概要：
1. 届出書制度（有価証券届出書の提出）
　第 6回に引き続き，「有価証券届出書」について解説する．
2. 目論見書制度
　有価証券の募集又は売出しにより有価証券を取得させ，又は売り付ける場合には，その
投資者に「目論見書」を交付しなければならない．第 7回では，この「目論見書」の作成
義務及び交付義務について解説する．

＜宿題＞
　右記「学ぶべきポイント」について，レジュメ及び参考文献で再度確認し，課題が出さ
れた場合は取り組むこと．

第 7 回：発行開示制度（2）＜届出書制度②，目論見書制度＞

・目論見書制度
・交付目論見書・請求目
論見書



企業開示制度と実務

講義の内容 学ぶべき用語・ポイント

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS 679

講義の目的：
1. 機動的な有価証券の発行等を可能とする「発行登録制度」について理解する．
2. 「届出書制度」に代わる「有価証券通知書」の提出要件について理解する．

講義の概要：
1. 発行登録制度
　有価証券届出書の提出に代えて，機動的な有価証券の発行等を可能とする「発行登録制
度」がある．第 8回では，「発行登録制度」の利用適格要件，当該制度を利用した場合
の手続の流れ等について解説する．

2. 有価証券の募集又は売出しであっても，発行価額・売出価額の総額が一定金額の範囲の
ものなどについては，有価証券届出書等の提出義務が免除される代わりに，「有価証券
通知書」の提出が義務付けられている．第 8回の講義では，この「有価証券通知書」の
提出義務について解説する．

＜宿題＞
　右記「学ぶべきポイント」について，レジュメ及び参考文献で再度確認し，課題が出さ
れた場合は取り組むこと．

第 8 回：発行開示制度（3）＜発行登録制度，有価証券通知書＞

1. 発行登録制度
・発行登録制度
・発行登録書・発行登録
追補書類

2. 有価証券通知書
・有価証券通知書
・発行登録通知書
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講義の内容
学ぶべき用語・ポイント

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS

講義の目的：
・ 継続開示制度の意義・仕組みを理解する．
・ 企業開示制度（継続開示）の重要な事項の１つである「有価証券報告書」の内容，提出要
件等について理解する．

講義の概要：
・第 2回～第 8回までの講義内容について，小テストを実施する．
・一般に，有価証券の流通市場における開示制度を「継続開示制度」又は「流通開示制度」
と呼び，その制度の根幹は，「有価証券報告書」の提出義務である．
・第 9回では，「継続開示制度」の概要を説明した上で，どのような場合に「有価証券報告
書」を提出しなければならないかについて解説するとともに，「有価証券報告書」の種類，
記載内容等，提出時期，提出期限の延長，提出義務の免除要件等について説明する．

＜宿題＞
　右記「学ぶべきポイント」について，レジュメ及び参考文献で再度確認し，課題が出され
た場合は取り組むこと．

　

第 9 回：継続開示制度（1）＜有価証券報告書＞

・継続開示制度
・有価証券報告書
・外形基準
・有価証券報告書」の提
出義務免除
・有価証券報告書の提出
延長承認



企業開示制度と実務

講義の内容 学ぶべき用語・ポイント

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS 681

講義の目的：
1. 有価証券報告書と並び重要な継続開示書類である「四半期報告書」及び「半期報告書」に
ついて，その内容，それぞれの書類の提出義務者の違い等を理解する．

2.「臨時報告書」の意義，内容及び提出事由について理解する．
3. 「確認書」の意義，内容について理解する．

講義の概要：
1. 四半期報告書・半期報告書
　有価証券報告書を提出しなければならない会社は，期中の継続開示書類として，上場会社
は「四半期報告書」を，それ以外の会社は「半期報告書」をそれぞれ提出しなければならない．

   第 10回では，「四半期報告書」及び「半期報告書」の提出義務，記載内容について解説する．
2. 臨時報告書
　定期的な継続開示書類以外に，臨時に提出する「臨時報告書」について，その制度趣旨，
記載内容，提出時期等について解説する．

3. 確認書
　「確認書」について，その制度趣旨，記載内容，提出時期等について解説する．

＜宿題＞
　右記「学ぶべきポイント」について，レジュメ及び参考文献で再度確認し，課題が出され
た場合は取り組むこと．

第 10 回：継続開示制度（2）＜四半期報告書・半期報告書・臨時報告書・確認書＞

・四半期報告書
・特定事業会社
・半期報告書
・臨時報告書
・確認書
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講義の内容
学ぶべき用語・ポイント

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS

講義の目的：
1. 「内部統制報告書」，「自己株券買付状況報告書」及び「親会社等状況報告書」の意義，
内容について理解する．

2. 英文開示制度の意義について理解する．
3. 情報提供制度の趣旨・内容について理解する．
4. フェア・ディスクロージャー・ルールについて理解する．

講義の概要：
1. 内部統制報告書・自己株券買付状況報告書・親会社等状況報告書
　継続開示書類のうち，第 11回の講義では，「内部統制報告書」，「自己株券買付状況報告
書」及び「親会社等状況報告書」について，その制度趣旨，記載内容，提出時期等につ
いて解説する．

2. 英文開示
　外国会社は，一定の要件を満たす場合，内閣府令で定められた様式で日本語により作成
された有価証券報告書等の提出に代えて，外国の法令等により作成された有価証券報告
書に類似する書類で，英語で記載され，かつ，当該外国で開示されているものの提出が
認められている．このような英文開示制度について解説する．

3. 情報提供制度
　金融商品取引法の開示制度は，開示書類を公衆の縦覧に供することによって投資者に情
報を提供する制度であるのに対し，情報提供制度は，一定の情報を投資者に直接提供し，
又は公表する制度である．この情報提供制度の対象である「特定証券情報」・「発行者情報」
及び「外国証券情報」に関する制度の趣旨・概要について解説する．

4. 企業が，未公表の決算情報などの重要な情報を証券アナリストなどに提供した場合に，
速やかに他の投資家にも公平に情報提供することを求めるルールを，一般にフェア・ディ
スクロージャー・ルールと呼ぶ．当該ルールについて解説する．

＜宿題＞
　右記「学ぶべきポイント」について，レジュメ及び参考文献で再度確認し，課題が出さ
れた場合は取り組むこと．

第 11 回：継続開示制度（3）＜内部統制報告書・自己株券買付状況報告書・親会社等
状況報告書＞・英文開示，情報提供制度，フェア・ディスクロージャー・ルール

・内部統制報告書制度
・自己株券買付状況報告
書
・親会社等状況報告書
・英文開示
・情報提供制度
・特定証券情報・発行者
情報
・外国証券売出し，外国
証券情報
・フェア・ディスクロー
ジャー・ルール



企業開示制度と実務

講義の内容 学ぶべき用語・ポイント

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS 683

講義の目的：
・企業買収等において広く利用されている公開買付制度の概要及び手続（各段階におけ
る開示書類）について理解する．

講義の概要：
・ 「公開買付制度」は，原則，有価証券報告書を提出しなければならない会社の「株券等」
を金融商品取引所市場外において大量に買い付ける場合に，その買付者に対して買付け
条件等の開示を義務付けるとともに，株主等に公平に売却の機会を付与することを目的
としているものであり，企業買収等においてこの制度が利用されている．第 12回では，
こうした「公開買付制度」の規律・手続について解説する．

＜宿題＞
　右記「学ぶべきポイント」について，レジュメ及び参考文献で再度確認し，課題が出さ
れた場合は取り組むこと．

第 12 回：公開買付制度

・公開買付制度
・別途買付け禁止
・全部買付義務
・公開買付開始公告
・公開買付届出書
・意見表明報告書
・対質問回答報告書
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講義の内容
学ぶべき用語・ポイント

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS

講義の目的：
1. 経営に対する影響力等の観点から重要な投資情報である大量保有報告制度の概要及び一
般報告と特例報告の違いを理解する．

2. 監査証明制度の意義について理解する．

講義の概要：
1. 上場会社が発行する株券等の株券等保有割合が 5％を超えた場合には，「大量保有報告書」
の提出が義務付けられている．第 13回では，「大量保有報告制度」の規律，手続につい
て解説する．

2. 金融商品取引法に基づいて提出される財務諸表の作成及びその財務諸表に対する公認会
計士・監査法人による監査証明制度に係る法令の根拠等について解説する .

＜宿題＞
　右記「学ぶべきポイント」について，レジュメ及び参考文献で再度確認し，課題が出さ
れた場合は取り組むこと．

　

第 13 回：大量保有報告制度，監査証明制度

1. 大量保有報告制度
・共同保有者・みなし共
同保有者
・大量保有報告書・変更
報告書
・特例報告制度
・重要提案行為等
2. 監査証明制度
・監査証明



企業開示制度と実務

講義の内容 学ぶべき用語・ポイント
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講義の目的：
1. 開示書類の虚偽記載等に対する民事責任の制度趣旨，内容について理解する．
2. 開示書類の虚偽記載等に対する課徴金の制度趣旨，内容について理解する．

講義の概要：
1. 開示書類の虚偽記載等に対する民事責任
　虚偽記載等のある有価証券届出書の届出者等に対する損害賠償責任，虚偽記載等のある
有価証券報告書等の提出者等の損害賠償責任に関し，立証責任の転換，損害賠償額の法
定・推定等について解説する．

2. 開示書類の虚偽記載等に対する課徴金制度
　有価証券届出書，有価証券報告書等の開示書類に虚偽記載等がある場合における「課徴
金」制度について，実際の事例を踏まえつつ解説する．

＜宿題＞
　右記「学ぶべきポイント」について，レジュメ及び参考文献で再度確認し，課題が出さ
れた場合は取り組むこと．

第 14 回：虚偽記載等に対する民事責任と課徴金制度

1. 虚偽記載等に対する民
事責任
・立証責任の転換
・損害賠償額の法定額・
推定額

2. 虚偽記載等に対する課
徴金
・課徴金制度
・審判手続
・課徴金の減算・加算制
度
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講義の内容
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講義の目的：
・ 本「企業開示制度と実務」で解説した企業開示制度，公開買付制度，大量保有報告制度，
民事責任及び課徴金制度についての理解度をみる．

講義の概要：
・講義において解説した基本的な規律・制度に関し，理解度確認セッションを実施する．
・範囲は第 9回～第 14回（論述式は，第 2回～第 14回）までとする．

第 15 回：理解度確認セッション



実践・応用

成績評価法

オフィスアワー

連絡先

時間割

その他（連絡事項）

講義名・担当教員

講義の目的

講義の進め方

この講義を受講するために必要とする知識

テキスト・参考文献

予習・復習について
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科目ナンバー
　企業の事件等の事例について，財務諸表等の分析を通じて以下の発表事例を理解
①倒産等により話題となった企業の有価証券報告書等を検討する事例
②証券市場における会計不正事件や不公正取引（例 :インサイダー）等の事例
③銀行等の金融機関や，証券会社などの倒産事例

　金融について興味を持ち学習する意欲を持つこと

　以下の通り
①講師作成の資料を中心とした講義
②受講者による発表

　講師作成の資料

　前期　火曜 1限　事例研究（金融行政）・大橋達郎

・出席状況（4点× 15回＝
60点（内訳については講
義において説明．但し 11
回以上出席数のない方は
不合格），発表（40点）

  （詳細は講義において説
明） で評価する．
・ AA(90点以上 )， 
  A(80点以上 90点未満 )，

B(70点以上 80点未満 )，
C(60点以上 70点未満 )，
D(60点未満：不合格 )

　授業終了後

　022-217-6286
　tatsuro.oohashi.e2@tohoku.ac.jp

＜予習＞
・「講義の概要」①②について，特に②の準備
・受講者自身が担当する発表等の方法については，講義で説明予定
＜復習＞
　「金融行政１」の内容について復習することが望ましい

　EAC-LAW608
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講義の予定
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講義の予定：以下の通り

第 1回：講義説明：可能な限り出席すること．出席できない場合は，emailで連絡
上記以外の回：以下の企業等について，事例を研究

（事例企業候補）
・東芝
・SONY

・SHARP

・大塚家具
・ニトリ
・キーエンス
・スカイマーク
・江守グループホールディングス
・日本マクドナルド
・東京電力
・ライブドア
・ニッポン放送（村上ファンド）
・オリンパス
・北海道拓殖銀行
・日本長期信用銀行
・日本債券信用銀行
・山一證券
・日本振興銀行
・リーマンブラザーズ（含サブプライムローン関連）他
※講義の順序，内容等について，変更あり

講義の概要：以下の通り
①講師による講義：受講生が選択した以外の事例等について，講師から資料等を事前に配布
　し検討
②受講者による発表：受講生が選択する企業の事例について，各自が情報収集・調査等を行
　い，複数回発表を行う

＜宿題＞
　上記「講義の概要」②の準備



実践・応用

成績評価法

オフィスアワー

連絡先

時間割

その他（連絡事項）

講義名・担当教員

講義の目的

講義の進め方

この講義を受講するために必要とする知識

テキスト・参考文献

予習・復習について
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科目ナンバー　近年，企業の中長期的な企業価値を向上させるため，企業と投資家との対話を促進す
るための施策が数多く打ち出されている．会社法では株主・債権者保護のため，金融商
品取引法では投資者保護のために，企業内容の開示制度が設けられているが，これらの
制度的な開示の他にも，各企業は様々な情報開示を行っている．この講義では，上場会
社が金融商品取引法に基づき提出した「有価証券報告書」の記載内容を中心としながら，
会社法に基づき株主に送付した「事業報告・計算書類」及び任意の「アニュアルレポート」
その他の開示書類に記載された非財務情報（注）について，①その内容の適正性・具体性，
財務情報（注）との整合性，投資情報としての有用性　等の観点からの分析，②コーポレート・
ガバナンスに関する記載の有用性，他の非財務情報との整合性の観点からの分析，③他
の上場会社が開示している開示書類の非財務情報との比較・分析を行い，これらの分析
を通じて，会社経営者が株主その他のステークホルダーに提供すべき情報の内容，情報
開示制度のあり方等について考察することを目的とする．（注）有価証券報告書の記載事
項のうち，連結財務諸表，財務諸表等の情報を「財務情報」と，これら以外の情報を「非
財務情報」とする．

　この講義を受講するための特別な知識は不要である．

　「有価証券報告書」（企業内容等の開示に関する内閣府令第三号様式）の記載項目を中心に， 
非財務情報に属する主な記載項目について，分析を行う（対象とする記載項目は【講義の予定】
参照）．1回目の講義では，法定開示書類のそれぞれの項目に記載すべき事項を理解するため，
各記載事項に係る金融商品取引法及び会社法で求められる内容及びそれらの記載が求められ
ている趣旨について解説する．また，統合報告に代表される任意のアニュアルレポートに関
するガイダンスについても解説する．2回目から 11回目までの講義では，上場会社数社の
有価証券報告書の記載事例について，その内容の適正性・具体性，財務情報との整合性，投
資情報としての有用性等の観点から解説を行う．さらに，当該上場会社数社の「事業報告」・
「計算書類」やアニュアルレポート，決算説明資料の記載内容との比較・分析を行う．第 12

回以降の講義では，担当受講生（あらかじめ決めておく）が，各自選定した上場会社の記載
内容についての分析結果を報告し，受講生全員で，会社が株主その他のステークホルダーに
提供すべき情報の内容，財務諸表との関係等について議論を行う．

 ・テキスト：事前及び講義時に配付する資料等
 ・ 六法：金融商品取引法令（金融商品取引法，金融商品取引法施行令，企業内容等の開示に関する内閣府令（様式
　　　を含む）等）が掲載されている最新版の法令集
　　　　会社法令（会社法，会社法施行令及び関係省令（会社法施行規則，会社計算規則等））が掲載されている  

　　　最新版の法令集
・参考文献：松尾直彦『金融商品取引法［第 4版］』商事法務，2016年．
                       神田秀樹・黒沼悦郎・松尾直彦編『金融商品取引法コンメンタール 1』商事法務，2016年．
　　　　　   近藤光男・吉原和志・黒沼悦郎『金融商品取引法入門［第 4 版］』商事法務，2015 年．
　　　　　   神田秀樹『会社法［第 18版］』弘文堂，2016年．
　　　　　   伊藤靖史・大杉謙一・田中亘・松井秀征『会社法［第 3版］』有斐閣，2015 年．
　　　　　   その他最新の金融商品取引法，会社法についての解説が記載されているもの　　　　   　　　

　事例研究（企業法）・大谷潤 　後期　金曜 2限

　特になし

　火曜日　14:00-17:00及び
　水曜日　10:00-12:00

　022-217-6281
　jun.ootani.d5@tohoku.ac.jp

・講義への出席状況，講
義中の発言状況等の平常
点（60％）及び事例発表
（40％）で評価する．（100
点満点）
・AA(90点以上 )，　
  A(80点以上 90点未満 )，

B(70点以上 80点未満 )，
C(60点以上 70点未満 )，
D(60点未満：不合格 )

 ・事前に配付する資料等に目を通しておくことが望ましい．
 ・また，報告担当受講生は，事前に，上場会社数社の記載事例に関する選定・分析を行い，
報告資料を作成する必要がある．

　EAC-LAW609
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講義の予定
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講義の予定：
　第 1回：オリエンテーション，法定開示と任意開示
　第 2回：金融商品取引法の開示制度
　第 3回：事業の内容，関係会社の状況ほかの企業の概況
　第 4～ 5回：経営方針，ビジネスモデル ,リスク情報
　第 6～ 7回：財政状態，経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析等
　第 8回：株式の状況，役員の状況等
　第 9～ 10回：コーポレート・ガバナンスの状況
　第 11回：企業情報開示とコーポレート・ガバナンス・コード
　第 12回：受講生による報告・討議
　第 13回：受講生による報告・討議
　第 14回：受講生による報告・討議
　第 15：「情報提供のあり方」についての討議
　（注）講義の順番及び内容については，講義開始後に変更することがあり得る．



実践・応用

成績評価法

オフィスアワー

連絡先

時間割

その他（連絡事項）

講義名・担当教員

講義の目的

講義の進め方

この講義を受講するために必要とする知識

テキスト・参考文献

予習・復習について
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科目ナンバー

　事例研究（法人税法）・千葉 俊徳 　後期　木曜 5限

　法人税法においては，企業会計原則等を前提に課税所得・税額が計算されるが，適正・公
平な課税のため独自の計算基準等が規定されており，企業の会計実務にも影響を及ぼしてい
る．このため，公認会計士試験科目「租税法」の内容の大半を法人税法が占めていることに
象徴されるとおり，会計専門家にとって法人税法の理解は必須である．税法は，条文内容や
その解釈を単なる知識として憶えるのではなく，裁判等で争われた実事例との照合を通じた
思索を重ねることで，より理解が深まる．実務でも，国税庁通達が示す税法解釈のみに依存
せず，裁判例も確認してみることが，より的確な判断につながる．皆さんには，会計実務で
も重要となる法人税法について，そうした素養をぜひ身につけていただきたい．
　このような意識の下，本講義は，
①法人税法の解釈・適用に重要な意義をもつ裁判例を基に，法人税法の主要項目について検
討 ･分析を行い，具体的な解釈・適用関係について理解する，
②裁判例を通じ，より視野を広げて，他の税法や民商法等の法律その他の領域との関わりの
中で法人税法を捉え，その解釈や適用について思索する，
③また，裁判例についての発表や討議を通じて，思考能力や発表能力を向上させる，
ことを目的とする．

・裁判例を題材に，法人税法上の主要項目について，全員で質疑・討議を行う．
・その前提として，各題材に関する事前提示資料等を基に，受講者が発表担当者として事案
概要，適用法令，争点，判決要旨及び判決への賛否等についてレジュメを作成し，発表する．
各受講者の担当回数は 2回（受講者が多い場合は 1回）とする（詳細は講義の中で指示す
る．）．
・担当教員から随時，事案発生や判決の背景，関連のある他税目（所得税法等）事案，実務
面での問題点・課題等ついて紹介する．

　法人税に関する基礎的な知識があれば好ましいが，裁判例になじむことが第一であり，特段こだわらない．な
お，本講義は，法人税法 1での学習内容の理解の定着・深化の一助になるため，前期に法人税法１を受講した者
には特に推奨する．

・平常点（出席及び発言
の状況）（60％）と発表
（40％）で評価する．
・AA(90点以上 )，
   A(80点以上 90点未満 )，   
   B(70点以上 80点未満 )，
   C(60点以上 70点未満 )，
   D(60点未満：不合格 )

　木曜日
　9:30-11:30

　022 -217-6287
　toshinori.chiba.a2@tohoku.ac.jp

・討議事項について，基本的
に特定の「正解」は存在し
ない．したがって，臆する
ことなく受講者自らの疑問
点や意見を積極的に表明す
ることを期待する．

・ テキスト： 会計大学院ホームページに掲載する資料集（判例及び評釈等）を使 用し，必要に
　　　　　  応じて追加の資料を配付する．
・参考文献：税法全般について法律的視点から解説した講本として，
　　　　　　金子宏『法律学講座双書　租税法［第 22版］』弘文堂．
　　　　　　水野忠恒『大系租税法』中央経済社，2015年．
　　　　　　増井良啓『租税法入門』有斐閣，2014年．
　　　　　　中里実ほか『租税法概説［第 2版］』有斐閣，2015年．
　　　　　　岡村忠生・渡辺徹也・高橋祐介『ベーシック税法［第 7版］』有斐閣，2013年．
　　　　　　法人税法について詳しいものとして，成松洋一『法人税セミナー［五訂版］』　　
　　　　       2016年．がある．
                       題材とする裁判例に関する主な参考文献については，後記各回の講義概要を参照．

・ 各回の発表担当者は，上記「講義の進め方」に記載のとおり，その題材に関する事前提示資料等を基に，事案概要，
適用法令，争点，判決要旨及び判決への賛否等についてレジュメを作成し，事前に担当教員にメールで提出する．
・発表者以外の者は，予習として，各回，その題材に関する判決，評釈等の事前提示資料及び発表担当者が事前
提出した発表資料（原則講義日の数日前に事前掲示）を読み，討議事項についての自己の考え方や疑問点など
を整理しておく．

　EAC-LAW610
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講義の内容
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第 1回 ：オリエンテーション
　　　　　 ・税務争訟制度の概要，判決文の効率的な読み方，扱う事案の概要などについて説明す 

　　　　　る．
　　　　　・受講者ごとの発表担当事案を決定する（後日，担当教員との相談により，講義実施に
　　　　　支障が生じない範囲で変更することも可）．
第 2回 ：（1）確定決算主義
　　　　　①福岡高裁平成 19年 6月 19日判決 

　　　　　　法人税の申告は「確定した決算に基づき」行うこととされているが，株主総会の承認
　　　　　を経ていない決算に基づいた申告が有効なのかが争われた事案．「確定した決算に基づ
　　　　　き」の意義について，実務も踏まえながら検討する．
 　　参考文献：・ 北村導人「確定決算主義」中里実ほか編『租税判例百選［第 6版］』112

　　　　　　　　　　　頁（別冊ジュリスト，有斐閣，2016年）
　　　　　　　　　　・日本公認会計士協会東京会編「株主総会又は社員総会の承認を得ていない
　　　　　　　　　　決算書類に基づく確定申告の有効性」『税務判例の分析と実務対応』297頁（日
　　　　　　　　　　本公認会計士協会出版局，2012年）　
　　　　（2）公正処理基準と収益の計上時期
　　　　　②最高裁平成 5年 11月 25日判決（大竹貿易事件）
　　　　　　外国への輸出販売の収益計上時期について，船積日とせず，荷為替の銀行持込日とし
　　　　　た処理が認められるかが争われた事案．法人税法上の「一般に公正妥当と認められる会
　　　　　計処理の基準」とは何か，企業会計とどう異なるのか検討する．
　　　　　  〈参考判例〉東京高裁平成 25年 7月 19日判決（ビックカメラ事件）
　　　　　　参考文献：神山弘行「輸出取引にかかる収益の計上時期－大竹貿易事件」租税　　　
　　　　　　　判例百選［第 6版］122頁
第 3回 ：収益の計上時期
　　　　　③最高裁平成 4年 10月 29日判決（東北電力事件）
　　　　　　電力会社の設置した計器の誤りにより，10年余りにわたり 2倍もの電気料金を支払っ
　　　　　ていた法人が，過払額の返還を受けた事案で，過払いした年度の損金の額を減額すべき
　　　　　か，返還を受けた年度の益金の額に算入すべきかが争われた．収益の計上時期について
　　　　　検討する．
　　　　　　参考文献：・川端康之「過大徴収電気料金の返還と収益の計上時期－相栄産業　　　
　　　　　　　　事件」租税判例百選［第 6版］126頁
　　　　　　　　　　　・判例タイムズ 842号 110頁（1994年）
第 4回 ：無償取引
　　　　　④最高裁平成 7年 12月 19日判決（南西通商事件）
　　　　　　法人税法においては，無償による譲渡も時価により譲渡したものとして課税される．
　　　　　法人からその代表者へ株式を低額譲渡した事案を通して，無償譲渡に課税される理由，
　　　　　適用された場合の効果，低額譲渡にも適用されるべきなのか，適用の場面は限定される
　　　　　べきなのかについて検討する．
　　　　　 〈参考判例〉大阪高裁昭和 53年 3月 30日判決（清水惣事件）
　　　　　　参考文献：・川神裕「資産の低額譲渡と法人税法 22条 2項にいう収益の額」　　　　
　　　　　　　　最高裁判例解説 49巻 11号 3153頁（1974年）
　　　　　　　　　　　 ・ 増井良啓「低額譲渡と法人税法 22条 2項」租税判例百選［第 6版 96頁
　　　　　　　　　　　 ・増井良啓「無利息融資と法人税法 22条 2項－清水惣事件」租税判例百
　　　　　　　　　　　選［第 6版］98頁
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第 5回 ：損害賠償請求権の計上時期
　　　　    ⑤東京高裁平成 21年 2月 18日判決（従業員による横領）
　　　　　　従業員が会社の金を横領した場合，会社には損失が生ずるとともに，従業員
　　　　　に対する損害賠償請求権も発生するが，その益金計上の時期は損害が生じた時
　　　　　と同時なのか，法人が損害を知り得たときなのかなどについて，加害者からの
　　　　　回収が不能となった場合の貸倒損失計上も含めて検討する．
　　　　　〈参考判例 1〉最高裁昭和 43年 10月 17日判決
 　　　　   〈参考判例 2〉 東京高裁昭和 54年 10月 30日判決
　　　　　　参考文献：宮本十至子「損害賠償請求権の益金計上時期－日本美装事件」租
　　　　　　　　　　税判例百選［第 6版］128頁
第 6回 ：原価の見積
　　　　　⑥最高裁平成 16年 10月 29日判決（牛久市売上原価見積事件）
　　　　　　宅地造成許可の条件とされた排水路工事が終わらず，その原価を期末に見積
　　　　　で計上した事案．原価の計上に際して債務確定が必要なのかが争われた．売上
　　　　　原価と一般管理費などの経費との損金計上に係る差異について検討する．
　　　　　　参考文献：・岡村忠生「法人税法 22条 3項 1号の売上原価と費用見積金額」
　　　　　　　　　　　租税判例百選［第 6版］104頁
　　　　　　　　　　　・「法人税法上の売上原価と費用見積金額～牛久市売上原価見積
　　　　　　　　　　　事件～」『税務判例の分析と実務対応』205頁
第 7回 ：減価償却
　　　　　⑦最高裁平成 20年 9月 16日判決（NTTドコモ事件）
　　　　　　携帯電話事業を営む法人が取得した総数 15万余の回線利用権について，一
　　　　　回線それぞれが少額減価償却資産に該当するとして全回線の取得総額を一時に
　　　　　損金算入した事案で，少額減価償却資産該当性が争われた．減価償却に当たっ
　　　　　ての前提となる減価償却資産の判定単位について検討する．
　　　　　　参考文献：・安井栄二「減価償却資産の判定単位－ NTTドコモ事件」租税
　　　　　　　　　　　判例百選［第 6版］106頁
　　　　　　　　　　　・「回線使用権の判定と少額減価償却資産該当性－ NTTドコモ事
　　　　　　　　　　　件－」『税務判例の分析と実務対応』232頁
第 8回 ：脱税経費の損金性
　　　　　⑧最高裁平成 6年 9月 16日決定（エス・ブイ・シー事件）
　　　　　　脱税工作のために支出した金銭が損金となるのかが争われた事案．損金算入
　　　　　が認められないとすれば，どのような根拠によるべきか，違法な行為に伴って
　　　　　支出された金銭は損金算入を認めてよいのかどうか，検討する．．
　　　　　　参考文献：・濵田洋「脱税工作のための支出金の損金性」租税判例百選［第
　　　　　　　　　　　6版］102頁
　　　　　　　　　　　 ・ 渋谷雅弘「不法な所得－制限超過利息」租税判例百選［第 6版］
　　　　　　　　　　　62頁　
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第 9回 ：役員給与
　　　　　⑨東京高裁平成 25年 3月 14日判決（事前確定届出給与）
　　　　　　役員給与については，平成 18年改正で定期同額給与，事前確定届出給与，利
　　　　　益連動給与が損金算入できることとなった．このうち，事前確定届出給与につい
　　　　　て，年 2回の賞与支払いのうちの 1回について届出より少ない額を支払った場合，
　　　　　年間の賞与全体が損金不算入になるのかが争点となった事案．役員給与の損金算
　　　　　入のあり方について検討する．
　　　　　　参考文献：・渡辺充「事前確定届出給与」租税判例百選［第 6版］114頁
　　　　　　　　　　　・伊藤義一「役員賞与が事前確定届出給与に該当しないとされた事
　　　　　　　　　　　例」TKC税情 2014年 6月号 1頁
第 10回：交際費 

　　　　　⑩東京高裁平成 15年 9月 9日判決（萬有製薬事件）
                     製薬会社が医薬品納入先病院の医師の英語論文添削料として支出した経費が，    
　　　　　交際費に当たるかが争われた事案．交際費の要件について検討する．
　　　　　　参考文献：・辻美枝「交際費の意義－萬有製薬事件」租税判例百選［第 6版］
　　　　　　　　　　　116頁
　　　　　　　　　　　 ・ 「英文添削料の差額負担が交際費等に該当しないとされた事例」　
　　　　　　　　　　　『税務判例の分析と実務対応 Vol.2』31頁（2013年）
　　　　　　　　　　　・辻富久「英文添削料の差額負担は交際費に該当しないとされた事
　　　　　　　　　　　例」ジュリスト 1270号 210頁（2004年）
第 11回：貸倒損失
　　　　　⑪最高裁平成 16年 12月 24日判決（日本興業銀行事件）
　　　　　　バブル崩壊により住宅金融専門会社への貸付金が不良債権となり，債権放棄を
　　　　　した銀行の貸倒損失をいつの事業年度に損金算入すべきかが争われた事案．貸倒
　　　　　損失を損金算入するには債権全額が回収できないことを要するとされているとこ
　　　　　ろ，どのような状況であれば全額回収できないといえるのか，その要件について
　　　　　検討する．
　　　　　　参考文献：・吉村政穂「貸倒れの意義－興銀事件」租税判例百選［第 6版］　
　　　　　　　　　　　108頁
　　　　　　　　　　　・「法人税における貸倒損失の損金算入時期～興銀事件～」『税務判
　　　　　　　　　　　例の分析と実務対応 Vol.2』46頁
第 12回：租税回避
　　　　    ⑫最高裁平成 18年１月 24日判決（フィルム・リース事件）
　　　　　　組合には法人格がなく，法人税は課税されず，組合での損益は直接組合員の益
　　　　　金・損金となる．法人が締結した本件組合契約は，法人が組合事業のリスクを負
　　　　　わない一方で，映画フィルムの減価償却費を法人自らの損金として計上できると
　　　　　いうものであった．課税庁は，法人の税負担軽減が目的の租税回避スキームであ
　　　　　るとして更正処分を行い，その是非が争われた．租税回避の否認はどのような場
　　　　　合に認められるのか，その手法はどうあるべきか検討する．
　　　　　 〈参考判例〉名古屋高裁平成 17年 10月 27日判決（航空機リース事件）
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　　　　　　参考文献：・渕圭吾「タックス・シェルター－パラツィーナ事件」租税判例
　　　　　　　　　　　百選［第 6版］40頁
　　　　　　　　　　    ・今村隆「投資名目で購入した映画フィルムの減価償却資産該当    

　　　　　　　　　　　性」ジュリスト 1333号 146頁（2007年）
　　　　　　　　　　　・「私法上の法律構成を租税回避目的として否認できるか」『税務
　　　　　　　　　　　判例の分析と実務対応』152頁
　　　　　　　　　　　・品川芳宣「任意組合を利用した航空機リースに係る損失の損益
　　　　　　　　　　　通算が認められた事例－航空機リース事件」山田二郎＝大塚一郎
　　　　　　　　　　　編『租税法判例実務解説』54頁（信山社，2011年）
第 13回：同族会社の行為計算否認  

　　　　　⑬東京高裁平成 27年 3月 25日判決（日本 IBM事件）
　　　　　　外国親会社から日本子会社が自社株を購入する取引において，間に有限会社
　　　　　を挟むことによって多額の損失を発生させた事案．同族会社の行為計算否認規
　　　　　定により，損失の計上を否認する課税処分の要件について検討する．
　　　　　　参考文献：・秋元秀仁「同族会社等の行為又は計算の否認規定（法 132）の
　　　　　　　　　　　適用の可否に関する判例の概要」週刊税務通信 No. 3375, 11頁　
　　　　　　　　　　　（2015年）
　　　　　　　　　　　・岡村忠生「株式発行法人への株式譲渡に伴う譲渡損失の連結納
　　　　　　　　　　　税持込みと行為・計算否認規定－ IBM事件」ジュリスト 1479号
　　　　　　　　　　　211頁（2014年）
　　　　　　　　　　　・竹内陽一「日本 IBM事件判決の検証～連結納税に関する事案
　　　　　　　　　　　と包括的否認規定」税理 2014年 8月号 56頁
第 14回：組織再編税制と行為計算否認
　　　　　⑭最高裁平成 28年 2月 29日判決（ヤフー事件）
　　　　　　子会社が有する多額の未処理欠損金を利用するため，関連会社と合併等の組
　　　　　織再編成を行ったところ，法人税の負担を不当に減少させるものとして，組織
　　　　　再編成に係る行為計算否認規定により課税処分がなされた事案．組織再編成に
　　　　　係る行為計算否認規定の適用の要件について検討する．
　　　　　　参考文献：・判例タイムズ 1424号 68頁（2016年）
　　　　　　　　　　　・岡村忠生「法人税法 132条の 2の『法人税の負担を不当に減少
　　　　　　　　　　　させる結果となると認められるもの』の意義と該当性」ジュリス
　　　　　　　　　　　ト 1495号 10頁（2016年）
第 15回：公益法人の収益事業課税
　　　　　⑮東京高裁平成 16年 11月 17日判決（流山事件）
　　　　　　NPO法人はみなし公益法人とされており，収益事業にのみ課税される．　
　　　　　NPO法人の有償でのボランティアについて，請負業として収益事業に該当す
　　　　　るのかどうかが争われた事案．公益法人に対する課税のあり方について検討す
　　　　　る．
　　　　　　参考文献：・渡辺充「有償ボランティア活動と NPO法人の収益事業課税－
　　　　　　　　　　　いわゆる流山訴訟」税務事例 37巻 1号 1頁（2005年）
　　　　　　　　　　　・「NPO法人における有償ボランティア活動と収益事業課税」『税
　　　　　　　　　　　務判例の分析と実務対応』262頁
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基礎

成績評価法

オフィスアワー

連絡先

時間割

その他（連絡事項）

講義名・担当教員

講義の目的

講義の進め方

この講義を受講するために必要とする知識

テキスト・参考文献

31

予習・復習について

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS 697

科目ナンバー

　会計職業倫理・加藤暢一 　前期　木曜 2限

・講義への出席，ディス
カッション，レポート作
成（50％），理解度確認セッ
ション（50%）で評価する．
・AA(90点以上 )，
  A(80 点以上 90 点未満 )，

B(70 点以上 80 点未満 )，
C(60 点以上 70 点未満 )，
D(60点未満：不合格 )

　講義終了後
　木曜日
　13:00-14:00

　初回講義時に連絡する．

・講義では，できる限り分かりやすく解説をするとともに，重要論点では適時に受講者と
いっしょに双方向でも講義を進めるとともに，2回の具体事例によるディスカッション
を行い，よりいっそう深く確実に理解できるようにする．
・中間で，レポートを作成提出とともに，最終回に理解度確認セッション（筆記）を行う．

　会計，監査の基本知識．

・テキスト：なし
　　　　　   講義は，レジュメ等にもとづき行う．
・参考文献：必要に応じて講義の中で本，資料を紹介する．

　なぜ企業の不祥事，会計不正がなくならないのか原因を知る．経営者がルールを守り，
適切な経営を可能にするには社外取締役，社外監査役，会計監査人による監視が必要であ
る．
　会計が適正なルールに基づいているか監査を行うが，なぜ会計職業倫理が必要なのか，
会計職業倫理はどのような内容なのか，具体的な内容，不正事例も理解しながら，実感で
きる職業倫理を学ぶ．
　そして，これから会計職業専門家になった場合，確固たる強い職業倫理をもって，会計，
監査，コンサルティング実務で活躍することを目指す．

　できるだけ予習，復習を行うことが望ましい．また，参考とする本，資料等は，随時紹
介する．

　EAC-ACC512
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　なぜ，企業不祥事，会計不正がなくならないのか，企業におけるコーポレートガバナン
ス，リスクマネジメント，コンプライアンス，内部統制はどうあるべきなのかを理解する．
会計がルールに準拠しているか監査をするにあたり，なぜ会計職業倫理をもたなければな
らないのか，会計職業倫理とはどのようなことなのか，それを維持強化するにはどのよう
な取組みをすればよいのかの全体像を学ぶ．
　講義の進め方，成績評価，学習方法について説明する．

第 1 回：オリエンテーション

・企業不祥事
・リスクマネジメント
・コーポレートガバナンス
・コンプライアンス
・内部統制
・第三者委員会
・プロフェッション
・公共の利益
・正当な注意義務
・懐疑心
・独立性
・監査人責任
・監査の品質管理
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・自由競争社会
・ルール社会
・経営者の暴走
・社外取締役
・社外監査役
・ガバナンス
・経営者の監視

　なぜ企業不祥事がなくならないのか，不祥事の実態，その原因などについて下記の内容を
学ぶ．
　（1）企業の経営環境
　　　国際化にもとづく自由競争社会の到来，外国人株主の増大
　（2）会計不正の原因
　　　株主配当の増加，成果主義，当期利益至上主義
　　　経営者の暴走，不可能な目標設定，ルールの軽視等
　　　社外取締役，監査役，会計監査人が機能不全
　（3）会計不正の影響
　　　資本市場の混乱，信頼性低下，投資家の損害
　（4）企業不祥事への制裁
　　　自由競争社会では，ルールに反して不祥事をおこすと，非難，制裁，退場
　（5）企業不祥事の事例
　　　①会計の不正：経営者の暴走，ガバナンス不全，内部統制無効化等による多くの事例
　　　②非会計の不祥事：食の偽装，エコ偽装，独禁法違反等

第 2 回：なぜ企業不祥事がなくならないのか
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・リスク管理
・コーポレートガバナン
ス
・コンプライアンス
・内部統制

　続発する企業不祥事に対するコーポレートガバナンスやコンプライアンスについて，下
記のような内容を学ぶ．
　（1）コーポレートガバナンス，コンプライアンスの必要性
　　　自由競争社会において，企業が迅速，果敢に挑戦しつつ，社会の要請をきちんと守
　　り，リスクを未然に防止しながら活動することにより，持続的に発展成長する
　（2）リスク管理の考え方（リスクベースアプローチ）
　　　将来おきうるリスクを想定，分類，重要性の評価，優先順位つけ対応策を検討する
　（3）リスク管理の整理
　　　リスク管理，コーポレートガバナンス，コンプライアンス，内部統制などの内容整
　　理する
　（4）コーポレートガバナンスによる経営
　　　社会のルールに沿った適切な企業活動により，持続的な成長をめざす経営
　　　社外取締役，社外監査役，会計監査人は，監視，監査によりこれらを支える

第 3 回：企業不祥事とコーポレートガバナンス



会計職業倫理

講義の内容
学ぶべき用語・ポイント

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS 701

・倫理
・会計職業倫理
・プロフェッション
・公共の利益
・独立性
・専門的能力
・正当な注意
・懐疑心
・倫理規範
・品質管理体制

　なぜ会計職業倫理が必要なのか，主要な理論，法規，監査実務の仕組み，研修における
職業倫理について，下記の内容を概括して学ぶ．
　（1）会計職業倫理とは何か，倫理がなぜ必要か
　（2）職業倫理の内容
　　　①理論における倫理：
　　　　倫理学，倫理，プロフェッション，公共の利益，独立性，専門的能力，正当な注
　　　意とは何か，主なテーマを概括する
　　　②法令，規則における倫理
　　　　法律，規則等でルール化：法令，関係法規，倫理規則，倫理基準で，会計職業倫
　　　理を一定の水準に維持する．
　　　　公認会計士法，日本公認会計士協会会則，倫理規則など
　　　③監査実務の仕組，研修における倫理：
　　　　監査の現場で，職業倫理を現実に確保するための組織，監査の品質管理，研修

第 4 回：なぜ会計職業倫理が必要なのか
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講義の内容

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS

第 5 回：具体的な内容，事例にもとづくディスカッション

　いままでの講義の重要論点に対して，グループディスカッションを行い，その結果を発
表していただき，適宜に講評もしながら一緒に考える．
　つまり、これらのディスカッションの結果，会計職業倫理に対してどのような問題意識
をもったか，正当な注意，懐疑心や独立性などについてどのように考えるかについて，主
な論点について一緒に深く考えていく．



会計職業倫理

講義の内容

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS 703

　今までの講義，グループディスカッションを行った結果，不祥事，会計職業倫理に対し
てどのような問題意識をもち，どのようにあるべきと考えるか等について，レポート作成
し，提出していただく．　

第 6 回： 中間レポート作成
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講義の内容
学ぶべき用語・ポイント

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS

・規範倫理学
・応用倫理学
・プロフェッション
・公共の利益
・独立性
・専門的能力
・正当な注意
・懐疑心　　　　　　
・守秘義務
・品位の保持
・利益相反
・研修
・倫理教育
・品質管理体制
・監査人の責任
・罰則

　会計職業倫理の基本的なテーマについて，理論的，具体的に理解する．
倫理学にさかのぼり，あらためて倫理とは，会計職業倫理とは，プロフェッション，公共
の利益，独立性，専門的能力，正当な注意，懐疑心，監査人の責任とは何かを考え，高度
な職業専門家として社会に貢献する会計士をイメージする．
　①倫理，規範倫理学，応用倫理学など
　②会計倫理の主なテーマ
　　・プロフェッション
　　・パブリックインタレスト（公共の利益）
　　・独立性
　　・専門的能力
　　・正当な注意，懐疑心
　　・守秘義務
　　・品位の保持
　　・利益相反
　　・研修，倫理教育
　　・品質管理体制
　　・監査人の責任，罰則ほか

第 7 ～ 8 回：会計職業倫理における主なテーマと理論



会計職業倫理

講義の内容
学ぶべき用語・ポイント

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS 705

第 9 ～ 10 回：法令，規則における会計職業倫理

　法令，規則における会計職業倫理
　　①法令，関係法規，会計士協会の倫理規則，倫理基準により，会計監査人が一定の水
　　準に維持する監査をするためのルール化
　　②職業倫理の規範体系
　　　IFAC倫理規定，公認会計士法，日本公認会計士協会会則，倫理規則，独立性の指針，
　　職業倫理の解釈指針などの体系
　　③法規の内容
　　　1）会計倫理の規範体系
　　　　  法的規制と自主規制の体系的な整理をする
　　　2）倫理規則の規定に，基本的なテーマを関係づけていく
　　　　第 1章 総則
　　　　　　　・基本原則の遵守（誠実性，公正性，職業専門家としての能力・正当な注
　　　　　　　意，守秘義務，専門家としての行動）とは
　　　　　　　・概念的枠組みアプローチ（フレームワーク・アプローチ）とは
　　　　第 2章 会計事務所等所属の会員を対象とする規則
　　　　　　　・基本原則の遵守とは
　　　　　　　・概念的枠組みアプローチの適用とは
　　　　　　　・専門業務の公正性，独立性，契約など
　　　　第 3章　企業等所属の会員を対象とする規則
　　　　　　　・基本原則の遵守とは
　　　　　　　・概念的枠組みアプローチの適用とは
　　　　　　　・情報の作成，報告など
　　④独立性：精神的独立性，外観的独立性とは
　　⑤責任，罰則：ルール違反に対するペナルティ（損害賠償 (民事 )責任，刑事責任，
　　行政処分の実態は）

・会計倫理の規範体系
・法的規制と自主規制
・ 基本原則の遵守（誠実
性，公正性，職業専門家
としての能力・正当な注
意，守秘義務，専門家と
しての行動）
・概念的枠組みアプロー
チ（フレームワーク・ア
プローチ）
・独立性（精神的独立性，
外観的独立性）
・損害賠償 (民事 )責任
・刑事責任
・行政処分
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講義の内容
学ぶべき用語・ポイント
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　①監査実務において，会計職業倫理を維持強化するために，組織，品質管理の仕組，人
　材教育を実際にどのように行っているのか．
　②具体内容
　　1）監査法人トップが，監査リスクを意識し，組織風土をつくり，外部者有識者によ
　　　るチェック，監査法人等を経営する．
　　2）監査現場の職業倫理を維持強化するために，監査法人が行っている組織，品質管
　　　理の仕組，運用，人事評価のたゆまぬ改善とは．
　　3）監査現場の職業倫理を高揚し続けるための研修

第 11 ～ 12 回：監査実務の組織，仕組，研修における会計職業倫理

・組織風土
・外部有識者
・品質管理の仕組
・マニュアル
・審査
・人材教育



会計職業倫理

講義の内容
学ぶべき用語・ポイント

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS 707

　企業内会計士と会計職業倫理について，現在，増え続けている企業内会計士に，どのよ
うな会計職業倫理は何が必要か，IFAC，日本公認会計士協会等の倫理規則を参照しながら，
現状と課題を学ぶ．

・企業内会計士
・PAIB

第 13 回：企業内会計士と会計職業倫理



708

講義の内容
学ぶべき用語・ポイント

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS

第 14 回：会計不正事件にもとづくグループディスカッション

　大きな会計不正事件などから適宜選択して，具体的な内容についてグループディスカッ
ションを行い，監査実務において，会計職業倫理から公認会計士はどうすべきなのか，何
をしてはいけないのかなど具体例を一緒に考え，実感として会計職業倫理を学ぶ．

・  独立性
・正当な注意
・懐疑心
・成果主義
・当期利益至上主義
・経営者の暴走
・ガバナンス不全
・コンプライアンス軽視
・内部統制の無効化
・第三者委員会



会計職業倫理

講義の内容

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS 709

　理解度確認セッションを実施する．
　

第 15 回：理解度確認セッション
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講義の内容
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実践 ･ 応用

成績評価法

オフィスアワー

連絡先

時間割

その他（連絡事項）

講義名・担当教員

講義の目的

講義の進め方

この講義を受講するために必要とする知識

テキスト・参考文献

32

予習・復習について

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS 711

科目ナンバー

　事例研究（会計職業倫理）・加藤暢一 　後期　木曜 4限

・出席とディスカッションへ
の参加（50％），レポート
の作成提出（50％）で評価
する．
・AA(90点以上 )，
  A(80 点以上 90 点未満 )，

B(70 点以上 80 点未満 )，
C(60 点以上 70 点未満 )，
D(60点未満：不合格 )

　木曜日
　13:00-14:00

　初回講義時に連絡する．

　講義では，1日の前半は，内容の解説を行い，その後，1日の後半で，具体例や会計不
正事例を用いてディスカッションを行いその結果を発表していただき一緒に考えていく．
　これを通じて，もし自分が会計監査人だったらどうするべきなのか，今後の公認会計士
業界としてどうあるべきなのかを考え，実感として監査実務における会計職業倫理をより
深く理解する．

　会計・監査に関する基本知識が必要．
　会計職業倫理を履修しておくことが望ましい．

　日本公認会計士協会倫理規則等や個別事例などの資料を講義で紹介する．

　なぜ会計不正がなくならないのか概観し，コーポレートガバナンス，コンプライアンス
の重要性を理解する．
　その上で，会計監査において，職業的専門家にとって会計職業倫理がなぜ必要なのか，
会計職業倫理の主な理論，法令規則，監査現場の組織，仕組，研修は具体的にどのような
内容なのか，できるだけ多くの事例，会計不正事例をみながら，実感できる職業倫理を学
んでいく．
　そして，これから会計職業専門家になった場合，確固たる強い職業倫理をもって，会計，
監査，コンサルティング実務で活躍することを目指す．

　事前に資料を指示された場合は，あらかじめ読んでおくこと．
　事例については，講義において指示された場合には事例文献または判例を読んでくるこ
と．

　EAC-ACC621
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講義の内容
学ぶべき用語・ポイント
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　なぜ，企業不祥事，会計不正がなくならないのか，企業におけるコーポレートガバナン
ス，リスクマネジメント，コンプライアンス，内部統制はどうあるべきなのかを理解する．
　その上で，会計監査人が監査を行うにあたり，なぜ会計職業倫理をもたなければならな
いのか，会計職業倫理とはどのようなことなのか，それを維持強化するにはどのような取
組みをすればよいのかの全体像を学ぶ．．
　講義の進め方，成績評価，学習方法について説明する．

第 1 回：オリエンテーション

・企業不祥事
・リスクマネジメント
・コーポレートガバナンス
・コンプライアンス
・内部統制
・第三者委員会
・プロフェッション
・公共の利益
・正当な注意義務
・懐疑心
・独立性
・監査人責任
・監査の品質管理



事例研究（会計職業倫理）

講義の内容
学ぶべき用語・ポイント

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS 713

・自由競争社会
・経営者の暴走
・社外取締役
・社外監査役
・コーポレートガバナンス
・経営者の監視

　なぜ，企業不祥事がなくならないのか．国際化により日本は自由競争社会（ルール社会）
になっているにもかかわらず，経営者の暴走，社外取締役，社外監査役，会計監査人の機能
不全がおきており，投資家の被害や企業の信用低下による資本市場の混乱がおきている．
　これらの現状と課題について，解説するとともに，具体例，事例によるディスカッション
を行う．

第 2 回：なぜ企業不祥事がなくならないのか
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講義の内容
学ぶべき用語・ポイント
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・リスク管理
・コーポレートガバナン
ス
・コンプライアンス
・内部統制

　経営者は，迅速かつ果敢に挑戦しつつ，社会のルールを守りながら，持続的な成長を図
らなければならない．そこでは，企業のあらゆる重要なリスクを認識し，未然に防止しな
がら活動をしているが，法令のみならず社会の要請にもとづきフェアなコンプライアンス
経営がもとめられる．
　そこでは，社外取締役，社外監査役と会計監査人が十分にガバナンス機能を発揮しなけ
ればならない．また，基本となるリスク管理の考え方，コーポレートガバナンス，コンプ
ライアンス，内部統制の概念を整理する．
　これらの現状と課題について，解説するとともに，具体例，事例によるディスカッショ
ンを行う．

第 3 回：企業不祥事とコーポレートガバナンスの必要性



事例研究（会計職業倫理）

講義の内容
学ぶべき用語・ポイント

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS 715

・倫理
・会計職業倫理
・プロフェッション
・公共の利益
・独立性
・専門的能力
・正当な注意

　企業が，透明なルールを守り，コンプライアンスにもとづき社会の要請にしたがって企
業経営をする必要がある．
　とくに，会計監査人は，会計プロフェッションとして公共の利益を意識し，独立性，専
門的能力，正当な注意，懐疑心など会計職業倫理にもとづき監査をしなければならない．
　この会計職業倫理について，理論における倫理，法令・規則における倫理，監査実務に
おける倫理にわけて，概観するとともに，重要論点について具体例によるディスカッショ
ンを行う．

第 4 回：なぜ会計職業倫理が必要か
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講義の内容
学ぶべき用語・ポイント

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS

第 5 回：企業不祥事，会計職業倫理など具体例，事例によるディスカッション

　ディスカッション：今までの講義の主な論点にもとづき，具体的な事例をつかってディ
スカッションを行う．

・企業不祥事
・自由競争社会
・経営者の暴走
・経営者の監視
・リスクマネジメント
・コーポレートガバナン
ス
・コンプライアンス
・内部統制
・第三者委員会
・倫理
・会計職業倫理
・プロフェッション
・公共の利益
・独立性
・正当な注意義務
・懐疑心
・専門的能力
・監査人責任
・監査の品質管理



事例研究（会計職業倫理）

講義の内容
学ぶべき用語・ポイント

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS 717

　ここまでの講義とディスカッションに基づき，レポートの作成，提出を行う．　

第 6 回： 中間レポート作成，提出

・ここまでのすべての用
語
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講義の内容
学ぶべき用語・ポイント

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS

・規範倫理学
・応用倫理学
・プロフェッション
・公共の利益
・独立性
・専門的能力
・正当な注意
・懐疑心　　　　　　
・守秘義務
・品位の保持
・利益相反
・研修
・倫理教育
・品質管理体制
・監査人の責任
・罰則

　会計職業倫理について，3つの段階を踏んで理解する．
　最初に，会計職業倫理を理論として，主なテーマごとにどんな内容なのか分析し，理解
する．
　そもそも倫理，倫理学とは何かを学び，さらに，会計職業倫理の主なテーマはどのよう
なことかを学んでいく．
　プロフェッション，パブリックインタレスト（公共の利益），独立性，専門的能力，正
当な注意，懐疑心，守秘義務，品位の保持，利益相反，研修，倫理教育，業務管理体制（品
質管理ふくむ），監査人の責任とは何かを具体的に理解し，高度な職業専門家として社会
に貢献する会計士をイメージする．
　会計職業倫理の理論を，解説するとともに，具体例，事例によるディスカッションを行う．

第 7 ～ 8 回：会計職業倫理における主なテーマと理論



事例研究（会計職業倫理）

講義の内容
学ぶべき用語・ポイント

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS 719

第 9 ～ 10 回：法令，規則における会計職業倫理

　法令，規則における倫理について，金商法，会社法，監査基準，IFAC倫理規定，公認
会計士法，日本公認会計士協会会則，倫理規則などで会計監査人が一定の水準に監査を維
持するためのルールを定めている．
　これらは，複雑に入り組んでいるので，これら法令，規則を整理した上で，前回まで学
んだ理論を関連付けて学ぶ．
　倫理規則の第 1章総則には，基本原則として，①誠実性，②公正性，③職業専門家とし
ての能力・正当な注意，④守秘義務，⑤専門家として行動があり，その基本原則を守るた
めの概念的枠組みアプローチ（フレームワーク・アプローチ）が採用されている．
　第 2章　会計事務所等所属の会員に対して，どのように概念的枠組みアプローチを適用
するかを定めている．
　公正性，独立性，セカンドオピニオン，広告，贈答・接待などがある．
　第 3章　企業等所属の会員に対して，どのように概念的枠組みアプローチを適用するか
を定めている．
　情報の作成，報告，情報の改ざん，業務上知りえた情報の利用などがある．
　独立性については，精神的独立性，経済的独立性が，責任については，損害賠償責任，
刑事責任，行政処分などが各種法令，規則に定められている．
　これらを説明するとともに，具体例，事例によるディスカッションを行う．

・会計倫理の規範体系
・法的規制と自主規制
・ 基本原則の遵守（誠実
性，公正性，職業専門家
としての能力・正当な注
意，守秘義務，専門家と
しての行動）
・概念的枠組みアプロー
チ（フレームワーク・ア
プローチ）
・独立性（精神的独立性，
外観的独立性）
・損害賠償（民事）責任
・刑事責任
・行政処分
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講義の内容
学ぶべき用語・ポイント
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　監査実務においては，会計職業倫理を維持強化するために，つねに監査実務の組織，仕
組，研修より強化している．
具体例として，次のような取り組みをしている．
　①常に，トップが，監査リスクを正しく意識し，外部者の協力による組織風土つくり，
　監査法人の経営をしている．
　②常に，職業倫理を守り確保するため品質管理の仕組み，ツール作成，運用，人事評価
　を強化している．
　③常に，会計職業倫理を教育し，職業倫理を高揚し続けるためのディスカッション研修
　をしている．
　これらについて，説明するとともに，具体例，事例によるディスカッションを行う．

第 11 ～ 12 回：監査実務の組織，仕組，研修における会計職業倫理

・組織風土
・外部者
・品質管理の仕組
・マニュアル
・審査
・人材教育



事例研究（会計職業倫理）

講義の内容
学ぶべき用語・ポイント

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS 721

　現在，増え続けている企業内会計士に，どのような会計職業倫理は何が必要か，現状と
課題について，説明するとともに，具体例，事例によるディスカッションを行う． ・企業内会計士

・PAIB

第 13 回：企業内会計士の会計職業倫理
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講義の内容
学ぶべき用語・ポイント

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS

第 14 回：過去の大きな会計不正事例によるディスカッション

　過去に発生した大きな会計不正事例にもとづき，グループディディスカッションを行い，
より会計職業倫理について理解を深める．
　経営者の暴走，ガバナンスの不備，内部統制の無効化，共謀，正当な注意や懐疑心の不
足等による会計不正事例からいくつかを選ぶ予定．

・  今までの重要な用語す
べて



事例研究（会計職業倫理）

講義の内容

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS 723

　期末レポートの作成，提出
　

第 15 回：期末レポートの作成，提出
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講義の内容
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実践・応用

成績評価法

オフィスアワー

連絡先

時間割

その他（連絡事項）

講義名・担当教員

講義の目的

講義の進め方

この講義を受講するために必要とする知識

テキスト・参考文献

予習・復習について

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS 725

科目ナンバー

　ビジネス・コミュニケーション１・Ray Roman 　前期　水曜 2限

　The purpose of this course is to increase your business communication knowledge and abilities. 

We will discuss a variety of business communication topics, with a focus on improving practical 

communication skills.

•To prepare for each class you may have a reading assignment and homework.

•Often you will work with other students in small groups, discussing the homework assignment or           

  doing other activities.

•We will have many opportunities to practice presentation skills during class time.

•Evaluations:  Homework, one test and one presentation. 

Students should

　•Be prepared for each class

　•Complete all assignments completely and on time

　•Participate effectively and with energy in class exercises 

　•Give best effort in all activities

 ・ Homework:　   35%
　Test:　　          25%
　Presentation:     30%
　Participation:    10%
・AA(90-100 points)，　　　

A(80-89 points)，
   B(70-79 points)，
   C(60-69 points)，
   D(less than 60 points)

　Thursday
　13:30-14:30
（Please send email beforehand.）

　022-217-6288　
　professor@rayroman.net

・ You will learn by receiving 
feedback both from the 
professor and from your 
classmates.
・Language ( 使 用 言 語 ): 

English (Instruction and 
classroom discussion). 日本
語での質問，相談も可能．

・テキスト：There is no textbook. 

・ 参考文献： Materials will be distributed by email. 

　EAC-ECM630
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講義の内容
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We will:

•Introduce ourselves.

•Discuss the goals of the course.

•Discuss the course schedule.

•Q&A.

Class 1：Introduction

Class 2：Business Writing (homework = 5 points)

Class 3：Organizational Communication Effectiveness (homework = 5 points)

Class 4：Leadership Communication (homework = 5 points)

Class 5：Rhetoric and Public Speaking (homework = 5 points)

Class 6：Mid-term Confi rmation of Understanding

Class 7：Presentation Preparation (homework = 5 points)

Class 8：Presentation Performance (homework = 10 points)

Class 9：Student Presentations-a (practice)

Class 10：Student Presentations-b (practice)

Class 11：Student Presentations-a (evaluated)

Class 12：Student Presentations-b (evaluated)

Class 13：Student Presentations (continued) and/or video on presentation skills

Class 14：Review of student presentations

Class 15：Summary of course and Q&A

第 1 回：Introduction



ビジネス・コミュニケーション 1

講義の内容
学ぶべき用語・ポイント

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS 727

・Promotion

・Persuade 

・Rep 

・Passive

Learning Goals

　•Be able to describe and discuss three rules for effective business writing.

　•Be able to recognize the differences between passive and active voice writing.

　•Be able to apply concepts from this chapter to writing assignments.

We will focus on three rules of business writing: 

　1. Serve your readers.

　2. Be simple and clear.

　3 .Shorter is better.

　You will submit Business Writing homework at the end of class 2.

第 2 回：Business Writing
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講義の内容
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Learning Goals

•Be able to discuss the importance of effective organizational communication.

•Be able to explain in writing several strategies for improving inter- and intra-organizational

  communication.

•Be able to apply concepts and vocabulary from this chapter to classroom discussion of a specifi c

  case.

We will focus on two key areas of organizational communication: 

　1. Intra-organizational communication.

　2. Inter-organizational communication.

　You will submit Organizational Communication Effectiveness homework at the end of class 3.

第 3 回：Organizational Communication Eff ectiveness



ビジネス・コミュニケーション 1

講義の内容

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS 729

第 4 回：Leadership Communication

Learning Goals

　•Be able to discuss three features of leadership communication.

　•Be able to identify features of leadership communication in an assigned speech text.

　•Be able to apply concepts from this chapter to your own leadership development.

We will focus on three central qualities of leadership communication: 

　•Leaders have clear goals.

　•Leaders inspire confi dence in others.

　•Leaders encourage others to use skills and talents. 

　We also will take a short confi rmation of your understanding that covers material and discussions 

from Classes 1-6.

　You will submit Leadership Communication homework at the end of class 4.
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講義の内容
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Learning Goals

　•Be able to discuss basic features of rhetoric.

　•Be able to select the appropriate type of speech for a specifi c speech situation.

　•Be able to apply concepts from this chapter to speech preparation and speech performance 　
　activities.

We will focus on three central aspects of rhetoric: 

　1. The three major elements of rhetoric.

　2. The three kinds of persuasive appeal.

　You will submit Rhetoric and Public Speaking homework at the end of class 5.

 

第 5 回：Rhetoric and Public Speaking



ビジネス・コミュニケーション 1

講義の内容

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS 731

　We will check your comprehension during Class 6.

第 6 回：Mid-term Confi rmation of Understanding
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講義の内容
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Learning Goals

　•Be able to discuss basic features of the rhetorical situation, audience and means of persuasion.

　•Be able to make effective decisions during presentation preparation exercises.

　•Be able to apply concepts from this chapter to your own public speaking preparation. 

We will focus on three central features of rhetoric:

　1. The rhetorical situation.

　2. Audience. 

　3. Means of persuasion.

　You will submit Presentation Preparation homework at the end of class 7. 

第 7 回：Presentation Preparation



ビジネス・コミュニケーション 1

講義の内容

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS 733

Learning Goals

　•Be able to discuss presentation performance strategies and techniques.

　•Be able to write effective notes for a practice speech performance.

　•Be able to apply concepts from this chapter to your own public speaking performance practice. 

We will discuss three public speaking performance skills:

　1. Be confi dent.

　2. Connect with your audience. 

　3. Lead your audience to your goal.

　You will submit Presentation Performance homework at the end of class 8.

第 8 回：Presentation Performance
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講義の内容
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Learning Goals

•Be able to think and speak critically about the presentation performance strategies and

  techniques of other students.

•Be able to give a presentation that demonstrates communication skills that are improved since  

  you began the course.

•Be able to apply your presentation experience to future improvement. 

　We will use the entire class time for presentations and discussion of presentations.

　There is no homework.

第 9 回：Student Presentations (fi rst half of group one, practice).



ビジネス・コミュニケーション 1

講義の内容

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS 735

Learning Goals

•Be able to think and speak critically about the presentation performance strategies and 

  techniques of other students.

•Be able to give a presentation that demonstrates communication skills that are improved since 

you began the course.

•Be able to apply your presentation experience to future improvement. 

　We will use the entire class time for presentations and discussion of presentations.

　There is no homework.

 

第 10 回：Student Presentations (second half of group one, practice).
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講義の内容

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS

Learning Goals

•Be able to think and speak critically about the presentation performance strategies and

  techniques of other students.

•Be able to give a presentation that demonstrates communication skills that are improved since 

you began the course.

•Be able to apply your presentation experience to future improvement. 

　We will use the entire class time for presentations and discussion of presentations.

　There is no homework.

 

第 11 回：Student presentations (fi rst half of group two, evaluated).



ビジネス・コミュニケーション 1

講義の内容

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS 737

Learning Goals

•Be able to think and speak critically about the presentation performance strategies and 

techniques of other students.

•Be able to give a presentation that demonstrates communication skills that are improved since 

you began the course.

•Be able to apply your presentation experience to future improvement. 

　We will use the entire class time for presentations and discussion of presentations.

　There is no homework.

第 12 回：Student presentations (second half of group two, evaluated).
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講義の内容
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第 13 回：Student Presentations (continued) and/or video on presentation skills

　We will fi nish up student presentations and/or view a video on presentation skills.



ビジネス・コミュニケーション 1

講義の内容

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS 739

Learning Goals

•Be able to think and speak critically about the presentation performance strategies and 

techniques of other students.

•Be able to give a presentation that demonstrates communication skills that are improved since 

you began the course.

•Be able to apply your presentation experience to future improvement.

　We will use the entire class time for reviewing skills acquired in student presentations and 

future development opportunities.

　There is no homework.

第 14 回：Review of student presentations
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講義の内容
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　We will use the entire class time for discussion and Q&A.

　There is no homework.

第 15 回：Summary of course; Q&A



実践・応用

成績評価法

オフィスアワー

連絡先

時間割

その他（連絡事項）

講義名・担当教員

講義の目的

講義の進め方

この講義を受講するために必要とする知識

テキスト・参考文献

予習・復習について

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS 741

科目ナンバー

　ビジネス・プレゼンテーション 1・Ray Roman 

　

　後期　水曜 2限

     The purpose of this course is to increase your business presentation knowledge and abilities.

    We will discuss a variety of business presentation topics, with a focus on improving practical 

presentation skills. We will study and practice the two most basic kinds of business presentations: 

the informative presentation and the persuasive presentation.

• To prepare for each class you sometimes will have a reading assignment and homework.

• Often you will work with other students in small groups, discussing the reading assignment, 

homework or student performances.

• We will have many opportunities to practice presentation skills during class time.

• There will be no written tests. Only homework and two presentations will be evaluated.

・ Homework (2): 20%
   Presentation 1:  30%
   Presentation 2: 50%
・AA(90-100 points)，　　　

A(80-89 points)，
   B(70-79 points)，
   C(60-69 points)，
   D(less than 60 points)

　Thursday
　13:30-14:30 
(Please send email beforehand.)

　022-217-6288　
　professor@rayroman.net

・Materials will be distributed 
by email.
・Language ( 使 用 言 語 ): 

English (Instruction and 
classroom discussion). 日本
語での質問，相談も可能．

・テキスト：There is no textbook.

・ 参考文献： I will provide all reading materials or give you instructions on fi nding materials on 

　　　　   the Internet..

Students should

　•Be prepared for each class

　•Complete all assignments completely and on time

　•Participate effectively and with energy in class exercises 

　•Give best effort in all activities

　EAC-ECM631
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講義の内容
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We will:

•Introduce ourselves.

•Discuss the goals of the course.

•Discuss the course schedule.

•Q&A.

Class 1：Introduction

Class 2：Presentation Preparation

Class 3：Presentation Performance

Class 4：Presentation 1 planning meetings

Class 5：Student Presentations 1-a Practice

Class 6：Student Presentations 1-b Practice

Class 7：Student Presentations 1-a Evaluated

Class 8：Student Presentations 1-b Evaluated

Class 9：Presentation 2 planning meetings

Class 10：Student Presentations 2-a Practice

Class 11：Student Presentations 2-b Practice

Class 12：Student Presentations 2-a Evaluated

Class 13：Student Presentations 2-b Evaluated

Class 14：Review

Class 15：Q&A

第 1 回：Introduction



ビジネス・プレゼンテーション 1

講義の内容

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS 743

Learning Goals

•Be able to discuss presentation preparation strategies and techniques.

•Be able to write effective notes for a practice speech preparation.

•Be able to apply concepts from this chapter to your own public speaking preparation. 

We will discuss four key points for speech preparation:

1. Rhetorical situation

2. Audience

3. Persuasive strategies

4. Organizational design

　You will submit homework for Presentation Preparation at the end of class 2.

第 2 回：Presentation Preparation



744

講義の内容
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Learning Goals

•Be able to discuss presentation performance strategies and techniques.

•Be able to write effective notes for a practice speech performance.

•Be able to apply concepts from this chapter to your own public speaking performance practice. 

We will discuss three public speaking performance skills:

1. Be confi dent.

2. Connect with your audience. 

3. Lead your audience to your goal.

　You will submit homework for Presentation Performance at the end of class 3.

第 3 回：Presentation Performance



ビジネス・プレゼンテーション 1

講義の内容
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第 4 回：Presentations 1 Planning Meetings

・We will spend the entire class time on student-instructor meetings about student presentation 

plans.

　You will submit homework for Presentations 1 Meetings at the end of class 4.
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講義の内容

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS

第 5 回：Student Presentations 1-a Practice

• We will spend the entire class time practicing student presentations.

　There is no homework for class 5.



ビジネス・プレゼンテーション 1

講義の内容
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•We will spend the entire class time practicing student presentations.

　There is no homework for class 6.

第 6 回：Student Presentations 1-b Practice
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講義の内容
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Learning Goals

•Be able to evaluate and discuss the presentations of other students.

•Be able to evaluate and discuss your own presentation.

•Be able to apply what you learn from speech evaluations to future presentations.

　There is no homework for class 7.

第 7 回：Student Presentations 1-a Evaluated



ビジネス・プレゼンテーション 1

講義の内容
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Learning Goals

•Be able to evaluate and discuss the presentations of other students.

•Be able to evaluate and discuss your own presentations.

•Be able to apply what you learn from speech evaluations to future presentations.

　There is no homework for class 8.

第 8 回：Student Presentations 1-b Evaluated



750

講義の内容

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS

・We will spend the entire class time on student-instructor meetings about student presentation 

   plans.

　You will submit homework for class 9.

第 9 回：Presentations 2 Planning Meetings



ビジネス・プレゼンテーション 1

講義の内容
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・We will spend the entire class time practicing student presentations.

　There is no homework for class 10.

第 10 回：Student Presentations 2-a Practice
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講義の内容
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• We will spend the entire class time practicing student presentations.

　There is no homework for class 11.

第 11 回：Student Presentations 2-b Practice



ビジネス・プレゼンテーション 1

講義の内容
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Learning Goals

•Be able to evaluate and discuss the presentations of other students.

•Be able to evaluate and discuss your own presentation.

•Be able to apply what you learn from speech evaluations to future presentations.

　There is no homework for class 12.

第 12 回：Student Presentations 2-a Evaluated
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講義の内容
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Learning Goals

• Be able to evaluate and discuss the presentations of other students.

• Be able to evaluate and discuss your own presentations.

• Be able to apply what you learn from speech evaluations to future presentations.

　There is no homework for class 13.

第 13 回：Student Presentations 2-b Evaluated



ビジネス・プレゼンテーション 1

講義の内容
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　There is no homework for class 14.

第 14 回：Review
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講義の内容
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　There is no homework for class 15.

第 15 回：Q&A



実践・応用

成績評価法

オフィスアワー

連絡先

時間割

その他（連絡事項）

講義名・担当教員

講義の目的

講義の進め方

この講義を受講するために必要とする知識

テキスト・参考文献

予習・復習について

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS 757

科目ナンバー

　ビジネス・コミュニケーション 2・Ray Roman 　前期　木曜 1限

　The purpose of this course is to increase your business communication and English knowledge 

and abilities relating to business.  We will discuss and practice assertiveness and negotiation, with a 

focus on improving practical English communication vocabulary and skills. The main readings will 

examine negotiation concepts.

　

 •To prepare for each class you may have a reading assignment.

 •Often you will work with other students in small groups, discussing the reading or doing other 

activities, including role playing.

 •We will have many opportunities to practice discussion and negotiation skills during class time.

 •Evaluations: Midterm confi rmation of understanding, one written report and participation. 

・ Report：              50%
   Confi rmation：    40%
   Participation :      10%
・AA(90-100 points)，　　　

A(80-89 points)，
   B(70-79 points)，
   C(60-69 points)，
   D(less than 60 points)

　Thursday
　13:30-14:30 
(Please send email beforehand.)

　022-217-6288　
　professor@rayroman.net

・ Additional reading materials 
will be sent out by email.
・This class will be cancelled 

if the minimum number of 
students do not enroll.
・Language ( 使 用 言 語 ): 

English (Instruction and 
classroom discussion). 日本
語での質問，相談も可能．

・テキスト：Fisher, Ury & Patton, Getting To Yes:Negotiating An Agreement Without Giving In ,      

                      2012 Ed.; ISBN 9781847940933.

・参考文献：I will provide additional reading materials or give you instructions on how to fi nd 　
　　　　  them online.

Students should

　•Be prepared for each class

　•Complete all assignments completely and on time

　•Participate effectively and energetically in class exercises 

　•Give best effort in all activities

　EAC-ECM632
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講義の内容
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We will:

•Introduce ourselves.

•Discuss the goals of the course.

•Discuss the course schedule.

•Q&A.

Class 1：Introduction

Class 2：Assertiveness

Class 3：Practice Scenario 1

Class 4：What is Effective Negotiation?

Class 5：Effective Negotiation Part II

Class 6：Practice Scenario 2

Class 7：Effective Negotiation Part III

Class 8：Mid-term Confi rmation of Understanding

Class 9：Additional Negotiation Theory 1

Class 10：Additional Negotiation Theory 2 

Class 11：Report Check-In 1: Your Main Idea

Class 12：Culture & Negotiation; Practice Scenario 3 (Japanese and American Negotiation)

Class 13：Report Check-In 2: Your Draft or Outline

Class 14：Scenario 4?

Class 15：Report Due; What did we learn? Comments; Q&A

第 1 回：Introduction



ビジネス・コミュニケーション２

講義の内容
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Learning Goals

•Be able to discuss the problems with various unsatisfactory responses to confl ict

•Be able to identify and explain the key steps to asserting yourself effectively.

•Be able to apply key vocabulary and concepts to case studies in later classes.

　 

第 2 回：Assertiveness
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講義の内容
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　You will work with a partner to practice assertiveness skills in a role play.

　You will have a reading assignment to help you understand Class 3. We will discuss the 

reading during Class 3.

第 3 回：Practice Scenario 1



ビジネス・コミュニケーション 2

講義の内容
学ぶべき用語・ポイント

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS 761

Learning Goals

•Be able to discuss effective negotiation.

•Be able to identify and explain key English language negotiation terms and concepts.

•Be able to apply key vocabulary and concepts to case studies in later classes.

　 

第 4 回：What is Eff ective Negotiation?

・Positional bargaining

・Interests

・Options

・Objective criteria
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講義の内容

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS

　We will review and discuss ideas presented in Getting To Yes .

第 5 回：Eff ective Negotiation Part II



ビジネス・コミュニケーション２

講義の内容

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS 763

第 6 回：Practice Scenario 2

　You will work with a partner to practice negotiation skills in a role play.

　You will have a reading assignment to help you understand Class 6. We will discuss the reading 

during Class 6.
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講義の内容

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS

第 7 回：Eff ective Negotiation Part III

　You will have a reading assignment to help you understand Class 7. We will discuss the reading 

during Class 7.



ビジネス・コミュニケーション２

講義の内容

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS 765

　Midterm confi rmation of understanding　

第 8 回：Mid-term Confi rmation of Understanding
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講義の内容

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS

　You will have a reading assignment to help you understand Class 9. We will discuss the reading 

during Class 9.

第 9 回：Additional Negotiation Theory 1



ビジネス・コミュニケーション２

講義の内容

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS 767

　You will have a reading assignment to help you understand Class 10. We will discuss the reading 

during Class 10.　

第 10 回：Additional Negotiation Theory 2
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講義の内容

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS

　You will work with a partner or team to present your main idea for the paper to the instructor and 

discuss the further development of your paper.　

第 11 回：Report Check-In 1: Your Main Idea



ビジネス・コミュニケーション２

講義の内容

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS 769

　You will work with a partner or team to practice negotiation skills in a role play.

　You will have a reading assignment to help you understand Class 12. We will discuss the reading 

during Class 12.

第 12 回：Culture & Negotiation; Practice Scenario 3 (Japanese and American Negotiation)
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講義の内容

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS

　We will discuss your outline or draft report in teacher-student conferences during this class.

第 13 回：Check-In 2: Your Draft or Outline



ビジネス・コミュニケーション２

講義の内容

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS 771

　You may work with a partner or team to practice negotiation skills in a role play.

第 14 回：Scenario 4?
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講義の内容

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS

　There is no homework for this class.

第 15 回：Report due. What did we learn? Comments; Q&A



実践・応用

成績評価法

オフィスアワー

連絡先

時間割

その他（連絡事項）

講義名・担当教員

講義の目的

講義の進め方

この講義を受講するために必要とする知識

テキスト・参考文献

予習・復習について

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS 773

科目ナンバー

　ビジネス・プレゼンテーション 2・Ray Roman 

　

　後期　木曜 1限

　The purpose of this course is to increase your business presentation knowledge and abilities.

　We will discuss a variety of business presentation topics, with a focus on improving practical 

presentation skills. This course is more advanced than Business Presentation 1. Here we will focus 

on advanced presentations – several types that are generally are more challenging than the basic 

presentations covered in BP1. Advanced presentations may include persuasive speeches, factual 

reports with Q&A, proposals and technical updates.

• To prepare for each class you may have a homework assignment or a speech-preparation task.

• Often you will work with other students in small groups, discussing the homework assignment or 

doing other activities.

• We will have many opportunities to practice presentation skills during class time.

• There will be no written tests. Only homework and presentations will be evaluated.

・ Homework:　　20%
   Presentations:　 80%
・AA(90-100 points)，　　　

A(80-89 points)，
   B(70-79 points)，
   C(60-69 points)，
   D(less than 60 points)

　Thursday
　13:30-14:30
 (Please send email beforehand.)

　022-217-6288　
　professor@rayroman.net

・Materials will be distributed 
by email.
・NOTES: 
1.Students should  (a) take 

Business Presentation 1 or 
Business Communication 
1 before taking this class 
or  (b) seek the instructor's 
permission before registering 
for this class.

2 . N u m b e r  a n d  t y p e s  o f 
speech projects may change 
depending on the number of 
students enrolled and their 
study interests.

3. This class may be cancelled 
if the minimum number of 
students do not enroll.

4. Language ( 使 用 言 語 ): 
English (Instruction and 
classroom discussion). 日本
語での質問，相談も可能．

・テキスト：There is no textbook.

・参考文献： I will provide all reading materials, or I will give you instructions on how to fi nd 　
　　　　　  materials on the Internet.

Students should

　•Be prepared for each class

　•Complete all assignments completely and on time

　•Participate effectively and with energy in class exercises 

　•Give best effort in all activities

　EAC-ECM633
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講義の内容

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS

We will:

•Introduce ourselves.

•Discuss the goals of the course.

•Discuss the course schedule.

•Q&A.

Class 1：Introduction & Review of Speaking Preparation and Performance

Class 2：Persuasive Presentation Preparation

Class 3：Presentation Meetings 1

Class 4：Presentation 1: Practice and Review

Class 5：Presentation 1: Evaluated

Class 6：Factual Report with Q&A Preparation

Class 7：Presentation Meetings 2

Class 8：Presentation 2: Practice and Review

Class 9：Presentation 2: Evaluated

Class 10：Proposal Presentation Preparation

Class 11：Presentation 3: Practice and Review

Class 12：Presentation 3: Evaluated

Class 13：Technical Update Preparation

Class 14： Presentation 4: Practice and Review

Class 15： Presentation 4: Evaluated; Summary; Q&A

第 1 回：Introduction



ビジネス・プレゼンテーション 2

講義の内容

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS 775

Learning Goals

•Be able to discuss basic features of rhetoric.

•Be able to select the appropriate type of speech for a specifi c speech situation.

•Be able to discuss basic features of performance techniques.

　•Be able to apply concepts from this chapter to speech preparation and speech performance 　 

     activities.

We will focus on three central aspects of public speaking and performance: 

1. The three major elements of rhetoric.

2. The three kinds of persuasive appeal.

3. Various performance techniques and considerations.

 

第 2 回：Presentation 1: Persuasive Presentation Preparation
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講義の内容

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS

第 3 回：Presentation Meetings 1

　The entire class time will be given to student-instructor meetings. Students should be prepared 

to show the instructor an organized outline of their next presentation. During these one-on-one 

meetings, other students may work on their presentation outlines.

　Homework for class 3 will be a detailed outline of Presentation 1 (10% of grade).



ビジネス・プレゼンテーション 2

講義の内容

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS 777

第 4 回：Presentation 1: Practice and Review

•We will spend the entire class time practicing and discussing student persuasive presentations.

•Presentations will be video recorded and made available to speakers for download and further 

review offl ine.
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講義の内容

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS

Learning Goals

•Be able to evaluate the persuasive presentations of other students.

•Be able to apply what you learn to future presentations.

(20% of grade)

第 5 回：Presentation 1: Evaluated



ビジネス・プレゼンテーション 2

講義の内容

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS 779

Learning Goals

•Be able to report on a situation, problem, etc. related to the audience.

•Be able to present useful and suffi cient information in a report so the listeners can conclude or 

decide a matter.

•Be able to respond to questions from the audience with competence and confi dence.

第 6 回：Presentation 2: Factual Report with Q&A Preparation
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講義の内容

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS

　The entire class time will be given to student-instructor meetings. Students should be prepared to 

show the instructor an organized outline of their next presentation. During these one-on-one meetings, 

other students may work on their presentation outlines.

　Homework for class 7 will be a detailed outline of Presentation 2 (10% of grade).

第 7 回：Presentation Meetings 2



ビジネス・プレゼンテーション 2

講義の内容

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS 781

　We will spend the entire class time practicing and discussing student reports with Q&A. 

Presentations will be video recorded and made available to speakers for download and further 

review offl ine.

第 8 回：Presentation 2: Practice and Review
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講義の内容

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS

Learning Goals

•Be able to evaluate the reports with Q&A of other students.

•Be able to apply what you learn to future presentations.

(20% of grade)

第 9 回：Presentation 2: Evaluated



ビジネス・プレゼンテーション 2

講義の内容

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS 783

Learning Goals

•Be able to draft a proposal recommending an idea or plan.

•Be able to organize a proposal based on a step-by-step method.

第 10 回：Presentation 3: Proposal Presentation Preparation
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講義の内容

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS

　We will spend the entire class time practicing and discussing student proposal presentations. 

Presentations will be video recorded and made available to speakers for download and further 

review offl ine.

第 11 回：Presentation 3: Practice and Review



ビジネス・プレゼンテーション 2

講義の内容

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS 785

Learning goals:

　•Be able to evaluate the proposal presentations of other students.

　•Be able to apply what you learn to future presentations.

　(20% of grade)

第 12 回：Presentation 3: Evaluated
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講義の内容

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS

Learning goals:

•Update: (1) logically organize technical material into a short presentation; (2) adjust your talk to 

the listeners' backgrounds and needs.

第 13 回：Presentation 4: Technical Update Presentation Preparation



ビジネス・プレゼンテーション 2

講義の内容

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS 787

　We will spend the entire class time practicing and discussing student technical updates. 

Presentations will be video recorded and made available to speakers for download and further 

review offl ine.

第 14 回：Presentation 4: Practice and Review
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講義の内容

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS

Learning goals:

•Be able to evaluate the technical updates of other students.

•Be able to apply what you learn to future presentations.

•Review the course and discuss additional presentation questions and issues raised by work done 

in this course.

(20% of grade)

第 15 回：Presentation 4: Evaluated; Summary; Q&A



実践・応用

成績評価法

オフィスアワー

連絡先

時間割

その他（連絡事項）

講義名・担当教員

講義の目的

講義の進め方

この講義を受講するために必要とする知識

テキスト・参考文献

予習・復習について

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS 789

科目ナンバー
　本講義では，財務会計・監査等に関連する様々な課題に実際のデータを分析することを
通じて，データ処理能力および（統計的な）分析能力を高めることを目的とします．また，
こうした分析に必要な統計，計量経済学に係る最低限の知識の習得も目指します．

・「財務会計」「財務諸表分析」に係る基礎知識
　（特に 1年次学生は学部で財務諸表分析・経営分析に関する講義を受講済みであること 

を前提とします．基本的には 1年次での履修を推奨いたしません）
・ある程度エクセルが使えること

・課題（分析テーマ）について検討する．
・データ分析のための基礎知識を獲得する．
・グループ（あるいは個人）での分析に取り組む．
・個人でショートペーパーの作成を行う．

・テキスト：受講者と相談して決定します．
・参考文献：伊藤邦雄『新・現代会計入門［第 2版］』 日本経済新聞出版社，2016年．
　　　　　   伊藤邦雄『新・企業価値評価』 日本経済新聞出版社，2014年．
　　　　　   田村威文等『会計学の手法』中央経済社，2015年．

　前期　水曜 6限　ワークショップ a・木村 史彦

・ 報告（30％），レポート
（70％）により評価する．
・ レポートを提出しない場
合，また出席が 3分の 2に
満たない場合は，成績評価
の対象としない．
・  AA(90点以上 )， 
   A(80 点以上 90 点未満 )，

B(70 点以上 80 点未満 )，
C(60 点以上 70 点未満 )，
D(60点未満：不合格 )

　水曜日 10:30-12:00
　および講義終了後

　022-217-6282　
　fkimura@tohoku.ac.jp

・データを取り扱う科目の
ため，受講者数に制限を
かける可能性があります．
・他の科目と共催する発表
会での報告を実施する場
合もあります．

＜予習＞
・関連する資料に目を通すこと
＜復習＞
・レポートを作成すること

　EAC-ECM635



790

講義の予定

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS

　講義内容および進め方は受講生の理解度や人数に応じて変更する場合もある．また，具体的に
取り扱うテーマは，第 1回講義時に学生と協議して決定する．

　第 1回：オリエンテーション
　第 2回：本講義で分析を進めるテーマの概観（利益マネジメントと粉飾） 
　第 3回：本講義で分析を進めるテーマの概観（会計情報の時系列特性）
　第 4回：本講義で分析を進めるテーマの概観（会計情報の価値関連性）
　第 5回：実証分析の基礎 ① 財務データの収集
　第 6回：実証分析の基礎 ② 財務データの分析
　第 7回：実証分析の基礎 ③ 平均値の差の検定・分散分析
　第 8回：実証分析の基礎 ④ 単回帰分析
　第 9回：実証分析の基礎 ⑤ 重回帰分析
　第 10回：実証分析の実践 ① 

　第 11回：実証分析の実践 ②   

　第 12回：実証分析の実践 ③  

　第 13回：成果報告とディスカッション ①  

　第 14回：成果報告とディスカッション ②  

　第 15回：成果報告とディスカッション ③



実践・応用

成績評価法

オフィスアワー

連絡先

時間割

その他（連絡事項）

講義名・担当教員

講義の目的

講義の進め方

この講義を受講するために必要とする知識

テキスト・参考文献

予習・復習について

TOHOKU UNIVERSITY ACOCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS 791

・ 管理会計で扱われる様々な問題をエクセルで解く．
・エクセルを実践的に活用するための知識・ノウハウを学習する．

・ 管理会計１・２を受講していることが望ましい．受講希望者が多数の場合，管理会計 1・
2の受講経験により選択を行う場合もある．
・エクセルについて基礎的な操作ができること．

・ パソコン実習室で実際にパソコンを操作しながら学習する．
・毎回，課題を出す．課題は，エクセルファイルを提出させる．
・パソコン実習室のキャパシティがあるので，受講者は 10名程度に限定する．
・自分で課題を作り，それを解決するモデルをエクセルで作成する．これを最終作品とし
て提出してもらう．
・場合によっては，グループごとにエクセルファイルを作成してもらうこともある．

・ 必要に応じて講義中に指定する．

　後期　水曜 1限　ワークショップ b・青木雅明

・ 宿 題（40%）， 平 常 点
（40%），最終作品（20％）
で評価する．
・ AA(90点以上 )， 
   A(80点以上 90点未満 )，

B(70点以上 80点未満 )，
C(60点以上 70点未満 )，
D(60点未満：不合格 )

　月曜日
　10:00-12:00

　022-217-6279
　maoki@tohoku.ac.jp

・管理会計 1・2を受講後，
受講するのが望ましい．
・ 予習・復習を必ず行うこ
と．
・ 講義に関する連絡は全て
メールで行う．
・ 講義資料等はすべてホー
ムページに掲示する．

＜予習＞
・関連するトピックについて事前に学習してくること．
＜復習＞
・毎回の課題を解き，提出すること．
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講義の予定

TOHOKU UNIVERSITY ACOCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS

第 1回：オリエンテーション
第 2回：エクセルによる個別原価計算
第 3回：エクセルによる総合原価計算
第 4回：エクセルによる CVP分析
第 5回：エクセルによる総合予算（1）
第 6回：エクセルによる総合予算（2）
第 7回：エクセルによる関連原価分析
第 8回：エクセルによる統計（1）
第 9回：エクセルによる統計（2）
第 10回：エクセルによる DCF法（1）
第 11回：エクセルによる DCF法（2）
第 12回：オリジナル問題の作成（1）
第 13回：オリジナル問題の作成（2）
第 14回：オリジナル問題の作成（3）
第 15回：オリジナル問題の発表会



実践・応用

成績評価法

オフィスアワー

連絡先

時間割

その他（連絡事項）

講義名・担当教員

講義の目的

講義の進め方

この講義を受講するために必要とする知識

テキスト・参考文献

予習・復習について

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS 793

科目ナンバー
・会計大学院の講義「プロジェクト研究（財務諸表）」で用いるデータを収集し， 整理する
ための方法を学習する．
・会計情報の有用性に関する実証分析などを取り扱うが，具体的なテーマは履修者と相談
し，  決定する．

・財務会計に関する知識
・初歩的な統計学の知識を持っていることが望ましい．

・ 講義の前半
　a.文献を調査することにより，実証的な研究を行うためにはどのような資料が必要とさ
       れるかを理解する．
　b.文献調査を通じて，「プロジェクト研究（財務諸表）」でどのようなトピックをリサー
       チの対象とするかを明確にする．
・ 講義の後半
　a.関連するトピックについて実際にデータを収集し，それを分類・加工する．
　b.「プロジェクト研究（財務諸表）」の調査内容の枠組みを考える．
・基本的に教員と学生がトピックについて議論をしながら講義を進めていく．

　受講者の目的に応じて，講義の中で随時指示する．

　a：前期　月曜 7限
　b：後期　月曜 7限

　プロジェクト調査（財務諸表）a・b・米谷健司

　水曜日
　10:30-12:00    

　022-217-6283　
　kenji.kometani.a7@tohoku.
ac.jp

＜予習＞
・参考文献は講義前に指定するので，事前に読んでおくこと．
＜復習＞
・この講義で学ぶことは「プロジェクト研究（財務諸表）」で利用するので，講義毎に学
  習内容を整理すること．

・レポート（50%），平常点
（50%） で評価する．
・AA(90点以上 )，　　　　

A(80点以上 90点未満 )，
B(70点以上 80点未満 )，
C(60点以上 70点未満 )，
D(60点未満：不合格 )

　a：EAC-ACC640
　b：EAC-ACC641    
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講義の予定

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS

　講義の内容については，履修者と相談し，履修者のレベル・理解度に応じて講義を進めていくので，
具体的な予定は受講者と相談の上決める．



実践・応用

成績評価法

オフィスアワー

連絡先

時間割

その他（連絡事項）

講義名・担当教員

講義の目的

講義の進め方

この講義を受講するために必要とする知識

テキスト・参考文献

予習・復習について

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS 795

科目ナンバー
・「プロジェクト調査」で収集した資料に基づき，リサーチ・ペーパーを作成する．
・この科目の単位が認められるのは，リサーチ・ペーパーが一定水準以上に達していると
口述試験並びに運営委員会の審査によって認められた場合である．このため，一定水準  

以上のリサーチ・ペーパーを書くということが目的となる．
・会計情報の有用性に関する実証分析などを取り扱うが，具体的なテーマは履修者と相談
し，決定する．

　実証的なリサーチ・ペーパーを作成しようとする場合，基礎的な統計学の知識が必要に
なる．

　講義は，学生が行っているリサーチの内容に対して教員がコメントをするという形で進
めていく．このため，講義の進め方は受講者と相談の上決めていく．

　受講者の目的に応じて，講義の中で随時指示する．

　a：前期　木曜 7限
　b：後期　木曜 7限

　プロジェクト研究（財務諸表）a・b・米谷健司

　水曜日
　10:30-12:00 

　022-217-6283　
　kenji.kometani.a7@tohoku.
ac.jp

＜予習＞
・自分の研究課題について，報告を行うための資料を準備すること．
＜復習＞
・講義毎に課題を出すので，これを確実にこなすこと．

・レポート（50%），平常点
（50%）で評価する．
・AA(90 点 以 上 )，　　　　

A(80 点以上 90 点未満 )，
B(70 点以上 80 点未満 )，
C(60 点以上 70 点未満 )，
D(60点未満：不合格 )

　a：EAC-ACC642
　b： EAC-ACC643
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講義の予定

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS

　講義の内容については，履修者と相談し，履修者のレベル・理解度に応じて講義を進めていくので，
具体的な予定は受講者と相談の上決める．



実践・応用

797

成績評価法

オフィスアワー

連絡先

時間割

その他（連絡事項）

講義名・担当教員

講義の目的

講義の進め方

この講義を受講するために必要とする知識

テキスト・参考文献

予習・復習について

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS 797

科目ナンバー
・本講義の目的は，次年度の「プロジェクト研究」でリサーチ・ペーパーを作成するため
の知識を身に付け，自身の研究テーマを見つけることです．
・ 主に会計・ファイナンスに関する実証研究を指導対象としますが，履修者がリサーチ・
ペーパーで取り上げる具体的な研究テーマは履修者との相談の上で決定します．

・実証論文を読める程度の計量経済学と会計・ファイナンスの知識．
・英文読解能力．

・前半（調査 a）：
　○様々な実証研究の論文を毎週課題論文として提示するので，履修者には要約と論点を
　発表してもらい，それに基づいて議論を行います．その中で，後に続く「プロジェクト
　研究」での研究テーマを探して貰えればと思います．
　○取り上げる論文は原則，海外ジャーナルに掲載された実証系の英語論文とする予定で
　すが，履修者が読みたい論文や研究したいテーマがあれば，そちらを読むことにします．
・後半（調査 b）：
　○履修者に自分の興味のある研究テーマを発表してもらい，そのテーマに関する先行研
　究と研究したい内容について報告してもらいます．
　○具体的な研究内容が決まれば，研究を進めてもらいます．演習の時間には，研究の進
　捗状況を報告してもらい，議論や相談，アドバイス，コメントを行う時間とします．

・最初は下記の Faff （2015）と Faff （2017）を扱う予定にしています．その後に扱う論文は，
履修者と相談して決定します．
・Faff, R. W. (2015). A simple template for pitching research. Accounting & Finance , 55(2), 311-336.

・Faff, R. W. (2017). Pitching research. (August 17, 2017). 

　○ SSRN: https://ssrn.com/abstract=2462059

　a：前期　金曜 7限
　b：後期　金曜 7限

　プロジェクト調査（財務会計）a・b・吉永裕登

・ 平常点（出席と議論への
参加，報告によって評価）
（60%）， 期末レポート（自
身の研究に関する進捗報
告）（40%）で評価する．
・  AA(90点以上 )， 
   A(80点以上 90点未満 )，

B(70点以上 80点未満 )，
C(60点以上 70点未満 )，
D(60点未満：不合格 )

・第 1回講義でお知らせしま
す．
・メールでアポイントをとる
と確実です．

　022-217-6284
　y.yoshinaga@tohoku.ac.jp

・講義時間は履修者と相談
の上，臨機応変に変更し
ます．

・ 発表者は，当日発表できるように報告資料をまとめてください．
・ 前半では，発表者でない人も論文を読み，当日の議論に参加してください．
・ 後半では，発表者以外は予習の必要はありませんが，当日は互いの研究を良くするため
に，積極的にアドバイスやコメントを行い合ってください．

　a：EAC-ACC644
　b：EAC-ACC645
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講義の予定

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS

　概ね以下の予定を立てていますが，履修者と相談しながら臨機応変に対応していきます．
　・前半（調査 a）
　　第 1講　：ガイダンス
　　第 2講～：履修者による論文の要旨報告を基に，議論する．
　・後半（調査 b）
　　研究テーマの設定と進捗報告，議論を行う．

＜宿題＞
　・前半（調査 a）
　　○発表者は取り上げる論文の報告資料の作成がマストです．
　　○発表者以外は，取り上げる論文を読んでください．
　・後半（調査 b）
        発表者は必ず報告資料を作成すること．



実践・応用

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS 799

成績評価法

オフィスアワー

連絡先

時間割

その他（連絡事項）

講義名・担当教員

講義の目的

講義の進め方

この講義を受講するために必要とする知識

テキスト・参考文献

予習・復習について

科目ナンバー
・自身の関心に基く研究テーマで実証研究を行い，リサーチ・ペーパーにまとめ上げること．
・主に会計・ファイナンスに関する実証研究を指導対象としますが，履修者がリサーチ・ペー
パーで取り上げる具体的な研究テーマは履修者との相談の上で決定します．

・実証論文を読める程度の計量経済学と会計・ファイナンスの知識．
・英文読解能力．

・ 研究の進捗状況を報告してもらい，議論や相談，アドバイス，コメントを行うことにし
ます．

・講義の中で随時指示します．

　a：前期　木曜 7限
　b：後期　木曜 7限

　プロジェクト研究（財務会計）a・b・吉永裕登

・ 平常点（出席と議論への
参加，報告によって評価）
（60%），期末レポート（自
身の研究に関する進捗報
告）（40%）で評価する．
・  AA(90点以上 )， 
   A(80点以上 90点未満 )，

B(70点以上 80点未満 )，
C(60点以上 70点未満 )，
D(60点未満：不合格 )

・第 1回講義でお知らせしま
す．
・メールでアポイントをとる
と確実です．

　022-217-6284
　y.yoshinaga@tohoku.ac.jp

・講義時間は履修者と相談
の上，臨機応変に変更し
ます．

・ 発表者は，当日発表できるように報告資料をまとめてください．
・ 発表者以外は予習の必要はありませんが，時間中は互いの研究を良くするために，積極
的にアドバイスやコメントを行ってください．

　a：EAC-ACC646
　b：EAC-ACC647
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講義の予定

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS

　履修者と相談しながら臨機応変に対応していきます．

＜宿題＞
　発表者は報告資料を作成すること．



実践・応用

成績評価法

オフィスアワー

連絡先

時間割

その他（連絡事項）

講義名・担当教員

講義の目的

講義の進め方

この講義を受講するために必要とする知識

テキスト・参考文献

予習・復習について

科目ナンバー

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS 801

　本講義は，近年の財務諸表分析・財務会計研究に関する研究（主に実証研究）をレビュー
して，研究テーマの設定，財務・市場データの収集方法，基礎的な分析手法について検討
する．

・英語文献のレビューを含むため，ある程度の英文読解能力（ないしはやる気）が求めら
れる．

1. 主要な実証研究のレビュー
　近年の主に日本企業を対象とした実証研究を取り上げ，いかなるテーマが問題となって
  おり，そして，どのようなデータが用いられているのかについて把握する．
2. 財務・市場データの収集方法
　実証研究で用いられる財務データベースを概観し，特に日経 NEEDSの財務データおよ
  び株価データの利用方法について検討する．
3. 財務・市場データの分析
　2のデータを用いて，リサーチ・ペーパー執筆の前段階となる基礎的な分析を行い，ター
  ムペーパーを作成する．

・講義の中で随時指示する．

　a：前期　水曜 7限
　b：連続講義
　　（8月 20日（月）～
　　24日（金））

　プロジェクト調査（財務諸表分析）a・b・木村史彦

　水曜日 10:30-12:00
    ならびに講義終了後

　022-217-6282　
　fkimura@tohoku.ac.jp

 ・この科目は，主として「会
計リサーチコース」の学
生を対象とする．ただし，
公認会計士コースの学生
で最先端の財務会計研究
に関心を寄せる者の受講
は歓迎し，講義内容・課
題について配慮する．公
認会計士コースの学生が
受講を希望する場合は，
事前に申し出ること．
・なお，講義内容の性格上，
受講者との調整の下，変
則的な開講形態（一部講
義日程の変更）となる可
能性があるので，留意し
ていただきたい．なお，
プロジェクト調査（財務
諸表分析）bについては，
9月に連続講義で実施す
る．

　各回の講義において受講生の報告を求めるので，相当程度の準備が必要となる．

・タームペーパー（30%），
平常点（70%） で評価する．
・AA(90 点 以 上 )，　　　　

A(80 点以上 90 点未満 )，
B(70 点以上 80 点未満 )，
C(60 点以上 70 点未満 )，
D(60点未満：不合格 )

　a：EAC-ACC648
　b：EAC-ACC649
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講義の予定

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS

　講義の内容については，履修者と相談し，履修者のレベル・理解度に応じて進めていく．
　ただし，概ね以下のような予定を立てている．

　第 1講～第 6講　主要な実証研究のレビュー
　第 7講～第 9講　財務データの収集方法の理解
　第 10講～第 11講　市場データ，その他のデータの収集方法の理解
　第 12講～第 15講　データの集計，分析方法の理解



実践・応用

成績評価法

オフィスアワー

連絡先

時間割

その他（連絡事項）

講義名・担当教員

講義の目的

講義の進め方

この講義を受講するために必要とする知識

テキスト・参考文献

予習・復習について

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS 803

33

科目ナンバー
　本講義では，財務諸表分析ないし財務会計に関連するリサーチ・ペーパーの作成を指
導する．テーマについては履修者と相談して決定し，先行研究のレビューやデータの分
析方法，執筆方法を詳細に指導する．

・文献調査は英語文献が中心となるので，ある程度の英文読解能力が求められる．
・本科目では統計学ならびに計量経済学に関する基礎的な知識を前提とするが，それらの
  議論はカバーしないため，関連する科目を履修済みあるいは履修中であることを前提と
  する．

　講義は受講生の報告に対して，教員がコメント・助言する形で進めていく．
　

・講義の中で随時指示する．

　a：前期　木曜 7限
　b：後期　木曜 7限

　プロジェクト研究（財務諸表分析）a・b・木村史彦

　水曜日 10:30-12:00
    ならびに講義終了後 

　022-217-6282　
　fkimura@tohoku.ac.jp

・本科目は，「会計リサー
チコース」に所属する者
が原則として 2年次に履
修する科目である．また，
履修にあたっては「プロ
ジェクト調査（財務諸表
分析）a, b」のいずれか（な
るべく両者）が履修済み
であることを求める．

　段階的にリサーチ・ペーパーを作成していくため，各回の講義において報告を求める．
したがって，予習は必須となる．

・リサーチ・ペーパーによっ
て評価する．リサーチ・ペー
パーが一定水準に達してい
ると口述試験ならびに運営
委員会の審査によって認め
られた場合に単位が認めら
れる．
・各回の講義への出席は前提
とする．
・AA(90 点 以 上 )，　　　　

A(80 点以上 90 点未満 )，
B(70 点以上 80 点未満 )，
C(60 点以上 70 点未満 )，
D(60点未満：不合格 )

　a：EAC-ACC650
　b：EAC-ACC651
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講義の予定

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS

　講義の内容については，履修者と相談し，履修者のレベル・理解度に応じて進めていく．
　ただし，概ね以下のような予定を立てている．

　第 1講～第 4講　テーマの設定および関連研究のサーベイ
　第 5講～第 8講　分析モデルの設定，パイロットテスト
　第 9講～第 11講　実証分析の実施
　第 12講～第 15講　リサーチ・ペーパーのとりまとめ



実践・応用

成績評価法

オフィスアワー

連絡先

時間割

その他（連絡事項）

講義名・担当教員

講義の目的

講義の進め方

この講義を受講するために必要とする知識

テキスト・参考文献

予習・復習について

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS 805

科目ナンバー
　会計大学院の講義「プロジェクト研究（管理会計）a・b」で用いる実証的なデータを収
集し・整理するための方法を学習する．

・ 文献調査は英語文献が中心となるので，英語を読み理解する能力，
・ 初歩的な統計学の知識を持っていることが望ましい．

・ 講義の前半
a.文献を調査することにより，実証的な研究を行うためにはどのような資料が必要と
されるかを理解する．

b.文献調査を通じて，「プロジェクト研究（管理会計）」でどのようなトピックをリサー
チの対象とするかを明確にする．

・ 講義の後半
a.関連するトピックについて実際にデータを収集し，それを分類・加工する．
b.「プロジェクト研究（管理会計）」の調査内容の枠組みを考える．

・ 基本的に教員と学生がトピックについて議論をしながら講義を進めていく．

　受講者の目的に応じて，講義の中で随時指示する．

　a：前期　火曜 7限
　b：後期　火曜 7限

　プロジェクト調査（管理会計）a・b・青木雅明

・ レポート（50%），平常点
（50%）で評価する．
・  AA(90点以上 )， 
   A(80点以上 90点未満 )，

B(70点以上 80点未満 )，
C(60点以上 70点未満 )，
D(60点未満：不合格 )

　火曜日
　10:00-12:00

　022-217-6279
　maoki@tohoku.ac.jp

・ この科目は，主として「会
計リサーチコース」の履
修者を対象として，「プロ
ジェクト研究」に連続す
る科目として開講されて
いる．このため，プロジェ
クト調査だけを単独で履
修することは勧められな
い．履修希望者はこの点
を理解すること．
・ ただし，「公認会計士コー
ス」の学生でも，データ
の収集・分析に関心のあ
る学生は受け入れたいと
考えている．このような
学生は事前に相談に来る
こと．
・ 「公認会計士コース」の
学生で，博士後期課程に
進学希望する学生は，「プ
ロジェクト調査」と「プ
ロジェクト研究」を受講
してリサーチ・ペーパー
を書くこと．進学希望の
学生は事前に相談に来る
こと．

＜予習＞
・ 参考文献は講義前に指定するので，事前に読んでおくこと．
＜復習＞
・この講義で学ぶことは「プロジェクト研究（管理会計）」で利用するので，講義毎に学
  習内容を整理すること．

　a：EAC-ACC652
　b：EAC-ACC653
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講義の予定

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS

　講義の内容については，履修者と相談し，履修者のレベル・理解度に応じて講義を進めていく
ので，具体的な予定は受講者と相談の上決める．



実践・応用

成績評価法

オフィスアワー

連絡先

時間割

その他（連絡事項）

講義名・担当教員

講義の目的

講義の進め方

この講義を受講するために必要とする知識

テキスト・参考文献

予習・復習について

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS 807

科目ナンバー
・ 「プロジェクト調査」で収集した資料に基づき，リサーチ・ペーパーを作成する．
・ この科目の単位が認められるのは，リサーチ・ペーパーが一定水準以上に達していると
   口述試験並びに運営委員会の審査によって認められた場合である．このため，一定水準
   以上のリサーチ・ペーパーを書くということが目的となる．

　実証的なリサーチ・ペーパーを作成しようとする場合，基礎的な統計学の知識が必要に
なる．

・ 講義は，学生が行っているリサーチの内容に対して教員がコメントをするという形で進
   めていく．このため，講義の進め方は受講者と相談の上決めていく．

　受講者の目的に応じて，講義の中で随時指示する．

　a：前期　木曜 7限
　b：後期　木曜 7限

　プロジェクト研究（管理会計）a・b・青木雅明

・ レポート（50%），平常点 
（50%）で評価する．
・  AA(90点以上 )， 
   A(80点以上 90点未満 )，

B(70点以上 80点未満 )，
C(60点以上 70点未満 )，
D(60点未満：不合格 )

　火曜日
　10:00-12:00

　022-217-6279
　maoki@tohoku.ac.jp

・原則的に，「プロジェク
ト調査（管理会計）」，「プ
ロジェクト調査（財務諸
表分析）」，「プロジェクト
調査（監査）」，「プロジェ
クト調査（法人税法）」の
いずれかを履修している
ことが必要．
・ この科目は，主として「会
計リサーチコース」の履
修者を対象として，「プロ
ジェクト調査」と連続す
る科目として開講されて
いる．このため，「プロジェ
クト研究」だけを単独で
履修することは勧められ
ない．履修希望者はこの
点を理解すること．
・ 「公認会計士コース」の
学生で，博士後期課程に
進学希望する学生は，こ
の科目を受講してリサー
チ・ペーパーを書くこと．
進学希望の学生は事前に
相談に来ること．

＜予習＞
・自分の研究課題について，報告を行うための資料を準備すること．
＜復習＞
・講義毎に課題を出すので，これを確実にこなすこと．

　a：EAC-ACC654
　b：EAC-ACC655



808

講義の予定

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS

　講義の内容については，履修者と相談し，履修者のレベル・理解度に応じて講義を進めていく
ので，具体的な予定は受講者と相談の上決める．



実践・応用

成績評価法

オフィスアワー

連絡先

時間割

その他（連絡事項）

講義名・担当教員

講義の目的

講義の進め方

この講義を受講するために必要とする知識

テキスト・参考文献

予習・復習について

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS 809

科目ナンバー
　会計大学院の講義「プロジェクト研究（コストマネジメント）a・b」で用いる研究手法
および先行研究について，基礎を形成するための方法を学習する．

・管理会計やコストマネジメントに関する知識
・経済学についての基礎的な知識
・統計学についての基礎的な知識

　基本的に，講義の内容については履修者と相談し，履修者のレベルや理解度に応じて講
義を進めていくので，具体的な予定は受講者と相談の上で決める．
・前半：
　先行研究を読み，コストマネジメントに関連する諸問題がどのように分析されているか  

を学習する．
・後半：
　プロジェクト研究（コストマネジメント）a・bで作成するリサーチペーパーのテーマ
を設定する．

　目的に応じて，講義の中で適宜指示する．

　a：前期　月曜 7限
　b：後期　月曜 7限

　プロジェクト調査（コストマネジメント）a・b・松田康弘

・ 平常点（50%），レポート
（50%）で評価する．
・  AA(90点以上 )， 
   A(80点以上 90点未満 )，

B(70点以上 80点未満 )，
C(60点以上 70点未満 )，
D(60点未満：不合格 )

　水曜日
　16:20-17:50

　022-217-6280
　ymazda@tohoku.ac.jp

・ 原則として，リサーチペー
パーを書くことを目的に，
その基礎を学習すること
を目的としている．
・主たる受講者は，会計リ
サーチコースの学生を想
定している．
・扱う内容等については事
前に相談します．

・毎回の予習には相当な量の文献を指定するが，読み込んでくることが必要とされる．
・プロジェクト研究（コストマネジメント）a・bの基礎を形成することが目的なので，丁
  寧に復習されたい．

　a：EAC-ACC656
　b：EAC-ACC657



810

講義の予定

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS

　受講者と相談した上で決める．



実践・応用

成績評価法

オフィスアワー

連絡先

時間割

その他（連絡事項）

講義名・担当教員

講義の目的

講義の進め方

この講義を受講するために必要とする知識

テキスト・参考文献

予習・復習について

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS 811

科目ナンバー
・ 会計大学院の講義「プロジェクト調査（コストマネジメント）a・b」で学習した内容に
  基づき，リサーチ・ペーパーを作成することを目的とする．
・ この科目の単位の認定は，リサーチペーパーが口述試験および運営委員会の審査を通過
  することによってなされる．

・プロジェクト調査（コストマネジメント）a・bを履修済みであること
・管理会計やコストマネジメントに関する知識
・経済学についての基礎的な知識
・統計学についての基礎的な知識

　受講者の研究報告に対して教員がアドバイスを行う形式を取る．

　目的に応じて，講義の中で適宜指示する．

　a：前期　木曜 7限
　b：後期　木曜 7限

　プロジェクト研究（コストマネジメント）a・b・松田康弘

・ リサーチペーパーによっ
て評価する．
・  AA(90点以上 )， 
   A(80点以上 90点未満 )，

B(70点以上 80点未満 )，
C(60点以上 70点未満 )，
D(60点未満：不合格 )

　水曜日
　16:20-17:50

　022-217-6280
　ymazda@tohoku.ac.jp

・原則として，プロジェク 
ト調査（コストマネジメ 
ント）a・bを履修してい
ることが必要である．
・主たる受講者は，会計リ
サーチコースの学生を想
定している．

　受講者は研究進捗報告を毎回行う．

　a：EAC-ACC658
　b：EAC-ACC659



812

講義の予定

TOHOKU UNIVERSITY ACOCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS

　受講者と相談した上で決める．



実践・応用

成績評価法

オフィスアワー

連絡先

時間割

その他（連絡事項）

講義名・担当教員

講義の目的

講義の進め方

この講義を受講するために必要とする知識

テキスト・参考文献

予習・復習について

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS 813

科目ナンバー
　「プロジェクト研究（法人税法）a・b」で用いる基礎資料を収集・整理するための方法
を学習する．

　法人税法及び租税法一般の基礎的理論に関する知識を有していること．

　基本的には，受講生自らが選んだ研究テーマ案についてレポートを行い，それに基づい
て教員と受講生が議論をしながら講義を進めていく．
・レポートの準備として先行研究等の文献を調査することにより，実証的な研究を行うた
めにはどのような資料が必要とされるのかを理解する．
・文献の調査，レポート，議論を通じて，「プロジェクト研究（法人税法）ab」で行う研究のテー
マを絞り，具体化していく．
・テーマに関する文献や事例（判例・裁決）を収集し，それを整理・分析する．
・「プロジェクト研究（法人税法）a・b」において行う研究の枠組みを考える．

　受講者の研究テーマ案に応じて講義の中で適宜示す．

　プロジェクト調査（法人税法）a・b・千葉 俊徳 　a：前期　火曜 7限
　b：後期　水曜 6限

・ この科目は，主として「会
計リサーチコース」の履
修者を対象として，「プ
ロジェクト研究（法人税
法）a・b」へと連続する
科目として開講されてい
る．このため，「プロジェ
クト調査（法人税法）a・b」
だけを単独で履修するこ
とは勧められない．

　木曜日
　9:30-11:30

　022-217-6287
　toshinori.chiba.a2@tohoku.ac.jp

・平常点（50％）及びレポー
ト（50％）で評価する．
・ AA(90点以上 )，
   A(80点以上 90点未満 )，   
   B(70点以上 80点未満 )，
   C(60点以上 70点未満 )，
   D(60点未満：不合格 )

＜予習＞
・参考文献を自ら探し，それを基にレポート資料を作成する．
＜復習＞
・この講義で学んだことを「プロジェクト研究（法人税法）a・b」で利用することを念頭
に置き，講義において行われた議論の内容などを整理すること．

　a：EAC-LAW641
　b：EAC-LAW642



814

講義の予定

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS

　講義は，受講者の知識，理解度及び研究テーマ案などに応じて，受講者と相談しながら進めていくの
で，具体的な予定は記載しない．



実践・応用

成績評価法

オフィスアワー

連絡先

時間割

その他（連絡事項）

講義名・担当教員

講義の目的

講義の進め方

この講義を受講するために必要とする知識

テキスト・参考文献

予習・復習について

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS 815

科目ナンバー
　「プロジェクト調査（法人税法）a・b」で収集・整理した資料に基づき，リサーチ・ペー
パーを作成する．

　原則として「プロジェクト調査（法人税法）a・b」を履修していることが必要．

　講義は，受講生が行っているリサーチの内容に対して，教員がコメントを行うという形
で進めていく．

　受講者のリサーチ内容に応じて講義の中で適宜示す．

　プロジェクト研究（法人税法）a・b・千葉 俊徳 　a：前期　木曜 7限
　b：後期　木曜 7限

・ この科目は，主として「会
計リサーチコース」の履
修者を対象として，「プ
ロジェクト調査（法人税
法）a・b」から連続する
科目として開講されてい
る．このため，「プロジェ
クト研究（法人税法）a・b」
だけを単独で履修するこ
とは勧められない．

　木曜日
　9:30-11:30

　022-217-6287
　toshinori.chiba.a2@tohoku.ac.jp

・ 提出見込みのリサーチ・
ペーパーの中間段階での作
成等の状況又は提出された
リサーチ・ペーパーの内容
で評価する．評価には，口
述試験も含まれる．
・ AA(90点以上 )，
   A(80点以上 90点未満 )，   
   B(70点以上 80点未満 )，
   C(60点以上 70点未満 )，
   D(60点未満：不合格 )

＜予習＞
・自分のリサーチ内容について報告するための資料を準備すること．
＜復習＞
・講義毎にリサーチ内容報告を踏まえた課題を出すので，これを確実にこなすこと．

　a：EAC-LAW643
　b：EAC-LAW644



816

講義の予定

TOHOKU UNIVERSITY ACCOUNTING SCHOOL 2018 SYLLABUS

　講義は，受講者の知識，理解度及びリサーチの進展状況などに応じて，受講者と相談しながら進めて
いくので，具体的な予定は記載しない．
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